
Kobe University Repository : Kernel

PDF issue: 2024-09-06

韓国における高齢者長期療養政策の転換と健康権—
文在寅政権下における老人長期療養保険制度改革を
中心に—

(Degree)
博士（学術）

(Date of Degree)
2022-03-25

(Date of Publication)
2023-03-01

(Resource Type)
doctoral thesis

(Report Number)
甲第8249号

(URL)
https://hdl.handle.net/20.500.14094/D1008249

※ 当コンテンツは神戸大学の学術成果です。無断複製・不正使用等を禁じます。著作権法で認められている範囲内で、適切にご利用ください。

洪, シネ



 

博士論文 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

韓国における高齢者長期療養政策の転換と健康権 

―文在寅政権下における老人長期療養保険制度改革を中心に― 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4 年 1 月 

神戸大学大学院人間発達環境学研究科 

洪 シネ 

 



 

 

目次 

はじめに ―本研究の問題の所在と課題―  ......................................................................... 1 

第1章 韓国の高齢者の生活保障体系と新自由主義の登場とその対抗の動き  .................... 9 

1．国民年金  .................................................................................................................. 9 

2．基礎年金  ................................................................................................................ 15 

3．国民健康保険制度  .................................................................................................. 17 

4．老人長期療養保険制度  ........................................................................................... 21 

5．韓国における高齢者の貧困・健康問題  ................................................................. 32 

第2節 韓国における新自由主義の登場とそれの対抗の動きの背景  ............................. 35 

1．韓国における新自由主義の登場  ............................................................................ 36 

2．韓国における新自由主義への対抗の動きの背景  ................................................... 38 

3．文在寅政権の新自由主義政策からの転換  .............................................................. 43 

第2章 先行研究の整理と健康権の概念の整理  ................................................................. 50 

第1節 日・韓における健康権に関する先行研究の整理  ............................................... 50 

1．日本における健康権に関する先行研究  ................................................................. 50 

2．韓国における健康権に関する先行研究  ................................................................. 58 

3．韓国における長期療養現場の実態を明らかにした先行研究  ................................. 67 

第2節 韓国憲法・国内法・国際条約体系上導き出される健康権の規定の整理  ........... 75 

1．韓国国内法上における健康権の整理  ..................................................................... 75 

2．韓国における国内法と国際法の関係  ..................................................................... 85 



 

 

3．国際法上における健康権の規定  ............................................................................ 90 

第3節 韓国における健康権保障活動に関する近年の動向  ............................................ 95 

1．国家人権委員会  ..................................................................................................... 95 

2．健康セサン（世の中）ネットワーク  ..................................................................... 99 

3．市民健康研究所  ................................................................................................... 101 

4．健康権実現のための保健医療団体連合  ............................................................... 102 

5．農民薬局  .............................................................................................................. 104 

第4節 小括 ―健康権の実現手段としての長期療養サービス―  ............................... 105 

第3章 長期療養サービスの形成・発展 ―健康権の観点から―  .................................... 108 

第1節 李承晩（イ・スンマン）政権 (1948年7月～1960年4月) ................................ 108 

第2節 朴正煕（パク・チョンヒ）政権(1963年12月～1979年10月) ........................... 110 

第3節 全斗煥（チョン・ドゥファン）政権(1980年8月～1988年2月) ....................... 116 

第4節 盧泰愚（ノ・テウ）政権(1988年2月～1993年2月) ......................................... 120 

第5節 金泳三（キム・ヨンサム）政権(1993年2月～1998年2月) ............................... 128 

第6節 小括  .................................................................................................................. 136 

第4章 老人長期療養保険制度の導入準備から制度発足と制度運営の基本方針の転換  .. 139 

第1節 金大中（キム・デジュン）政権(1998年～2003年) ......................................... 139 

1．金大中政権の福祉理念と韓国の経済状況  ............................................................ 139 

2．金大中政権下における高齢化社会への対応  ........................................................ 143 

第2節 廬武鉉（ノ・ムヒョン）政権(2003年2月～2008年2月) .................................. 146 



 

 

1．廬武鉉政権の福祉理念と高齢者の長期療養に関する取り組みの計画  ................ 146 

2．老人長期療養保険制度導入への取り組み  ............................................................ 149 

3．公的長期療養保障法案の審議過程における争点  ................................................. 154 

4．老人長期療養保険制度の導入に向けた療養保護士と長期療養機関の整備  ......... 158 

第3節 李明博（イ・ミョンバク)政権(2008年2月～2013年2月) ................................ 160 

1．李明博政権の福祉理念と高齢者の長期療養に関する取り組み  ........................... 160 

2．李明博政権下における老人長期療養保険制度施行に向けた準備状況  ................ 162 

3．老人長期療養保険制度施行後における長期療養サービスの現状  ....................... 164 

第4節 朴槿恵（パク・クネ）政権(2013年2月～2017年3月) ...................................... 174 

1．朴槿恵政権の国政ビジョンと福祉理念  ............................................................... 174 

2．朴槿恵政権下における高齢者の長期療養政策の取り組み  .................................. 175 

第5節 小括  .................................................................................................................. 182 

第5章 朴槿恵政権下における長期療養市場の実態調査  ................................................. 184 

第1節 長期療養機関の経営状況に関する実態調査  .................................................... 184 

1．調査の背景と目的  ................................................................................................ 184 

2．調査方法と対象  ................................................................................................... 185 

3．実態調査の結果・分析  ......................................................................................... 186 

4．調査結果のまとめと考察  ..................................................................................... 206 

第6章 文在寅政権の老人長期療養保険制度改革 ―民営から公営への転換―  ............. 211 

第1節 文在寅（ムン・ジェイン）政権(2017年5月～) ............................................... 211 



 

 

1．文在寅政権の福祉ビジョンと老人長期療養保険制度改革への取り組み  ............. 211 

2．老人長期療養保険制度改革の内容 ....................................................................... 213 

第7章 文在寅政権の老人長期療養保険制度改革の実態調査  .......................................... 222 

第 1節 長期療養サービスの脆弱な過疎地の農山漁村地域における長期療養サービスの

実態調査  ....................................................................................................................... 222 

1．調査の目的と対象地域  ......................................................................................... 222 

2．調査方法と対象及び調査の倫理的配慮  ............................................................... 224 

4．調査の結果  ........................................................................................................... 226 

4．調査のまとめ  ....................................................................................................... 247 

第2節 文在寅政権の老人長期療養保険制度改革の検討  ............................................. 248 

終章 健康権の実現手段としての老人期療養保険制度の評価と展望  ............................. 254 

第1節 健康権の実現手段としての老人期療養保険制度の評価  .................................. 254 

1．保護する義務  ....................................................................................................... 254 

2．充足する義務  ....................................................................................................... 255 

3．促進する義務  ....................................................................................................... 255 

4．無差別及び平等の取り扱い  ................................................................................. 256 

5．後退的措置  ........................................................................................................... 256 

第2節 健康権の実現手段としての老人長期療養保険制度の展望  ............................... 257 

第3節 本研究の限界と課題  ......................................................................................... 259 

「付記」  ........................................................................................................................... 260 



 

 

「参考文献」  .................................................................................................................... 261 



1 

 

はじめに ―本研究の問題の所在と課題― 

国連の国際人権規約第 1 規約、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」

（以下、社会権規約という）は第12条で「この規約の締約国は、すべての者が到達可能な

最高水準の身体及び精神の健康を享受する権利を有することを認める」と規定し、これは

今日においては一般的には「健康権」と呼ばれている。社会権規約は「この規約の各締約

国は、立法措置その他のすべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完

全な実現を漸進的に達成するため、自国における利用可能な手段を最大限に用いることに

より、個々に又は国際的な援助及び協力、特に、経済上及び技術上の援助及び協力を通じ

て、行動をとることを約束する」（社会権規約第 2 条第 1 項）とし、社会権規約で認めら

れている健康権を含む諸権利の実現の国家の義務を規定している。健康権を実現する具体

的な方法としては、各国政府による医療、保健サービスなど様々なものがあり、韓国にお

ける長期療養1 保障サービスもその実現に不可欠なサービスの一つである2 。 

韓国において、健康権は1970年代に公害問題を背景に民間レベルで初めて提起され始め

た。1980年代には民主化運動・労働運動を契機に組織された諸団体によって主張され、

1980年代から1990年代にかけて健康権の実現運動が活発に起き始めた。この影響を受けて、

金泳三政権で初めて国民の健康権を認識し、それを諸政策に反映し始めた。この時点では、

高齢者の長期療養問題を健康権の観点から捉え、同分野に反映したとは言い難かったが、

金大中政権の時期に健康権を長期療養政策に反映するようになった。 

                                                   

1 本来、一般広義に「長期療養」とは、医療と介護を含む概念である。後述するように、
韓国における老人長期療養保険制度は、日本でいうところの介護保険制度におおよそ相当
するため、本研究においてはさしあたり「長期療養」という語を「介護」と同義に用いる。 
2 長期療養サービスは、高齢者の生活を支える社会保障サービスであり、生存権を実現す
る手段の一つでもある。韓国の憲法裁判所は、憲法第34条第 1 項が規定している生存権な
いし人間らしい生活をする権利を「人間の尊厳に相応する最小限

．．．
の物質的な生活の維持に

必要な給付を国に積極的に求める権利」と定義づけており、また、給付の内容については、
立法部の広範な裁量を認めている。それゆえ、同権利に対する国家の保障水準が、単なる
生存
．．

だけを保障するものであっても違憲ではない。健康権は、国家に対し、到達可能な最
高水準の身体及び精神の健康を保障するよう要求する権利であり、生存権のカバーしない
より豊かな内容を備えている。それゆえ、本研究ではこの権利に着目する。憲裁  2004. 
10. 28. 2002Hunma328, 判例集  16-2 Ha 、 195 、憲裁 2014. 8. 28. 2013Hunba76, 判例集 26-
2 Sang 、 309 。 
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しかし、韓国において、健康権などの人権や社会保障制度が形成されるに至るまでには

苦難の道のりがあった。特に、民主化以前の韓国は、北朝鮮との政治イデオロギーの対立

による反共主義、権威主義体制、経済発展の最優先などにより、左派政党の政治や労働運

動及び市民運動などが抑圧されていた。それゆえ、この時期は、下からの社会保障に対す

る要求が発生しにくい状況に置かれていた。社会保障の諸法の制定及び制度の実施は、政

治的かつ経済的な手段として行われ、社会保障法及び制度は名目的かつ宣言的なものであ

った。こうした時代背景に儒教思想まで加わって、高齢者の長期療養の社会化は長い間抑

制されていた。そのような中、高齢者の長期療養は長い間、親を扶養する子の義務として、

ほとんど家庭内で行われていた。 

韓国における長期療養制度の形成と発展について振り返っておくと、大きな契機は1980

年代に入って老人福祉法（1981年 6 月 5 日制定・施行）が制定されたことである。老人福

祉法の下で長期療養サービスが提供されはじめ、その種類も次第に多様化された。しかし、

そのサービスは、ほとんど民間によって提供され、しかも、そのサービスを受けることが

できたのは低所得層の高齢者、その中でもごく一部の人々にすぎなかった。大多数の要長

期療養高齢者は家族によって支えられ、長期療養に対する国家の役割は最小限にとどめら

れていた。 

民主化以降、約30年ぶりに軍人出身ではない一般国民が大統領となったことで「文民政

府」と呼ばれた金泳三政権下でも、高齢者の長期療養に対する国家の役割を最低限にとど

め、家族と民間に依存した。 

ようやく2000年になって、韓国社会が高齢化社会に突入したことを契機に、2001年 8 月

15日に金大中大統領が公的かつ普遍的な長期療養保障制度の導入を公の場で明らかにした

3 。ただ、同制度の導入は、高齢化社会に対応するという積極的な目的もあったが、一方

                                                   

3 行政安全部大統領記館「第56周年光復節慶祝辞 ( 改革と和合で未来を開いていきましょ
う ) 」 2001年 8 月15日付、 URL:https://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp
（ 2021年 4 月20日最終閲覧）。 

https://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp（2021年4月20
https://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp（2021年4月20
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では、急増する高齢者の医療費を抑制する政策の一環として進められるという4 、新自由

主義的な側面を有するものでもあった。 

その後、廬武鉉政権下で公的長期療養保障制度の導入に向けた取り組みが本格化された。

廬武鉉政権では当初、国の責任で公立機関を整備（全体長期療養機関のうち70％）し、公

立機関が長期療養サービスの供給を主導するという、事実上の長期療養サービスの供給の

「公営」化を基本方針として掲げていたが5 、公立機関の設置は様々な限界により計画通

りに進まず、結局、市場化・営利化政策を取り入れて、民間事業者の長期療養市場への参

入を促すこととなった。その結果、長期療養サービスは、民間機関が主導する市場に任せ

られるようになり、こうして老人長期療養保険制度は、新自由主義的な制度として開始さ

れることとなった。 

2008年に老人長期療養保険制度はスタートしたが、同制度の下で長期療養分野は、長期

療養機関の偏在、長期療養機関による不正請求、長期療養機関間の過当競争、サービスの

質の低下、労働者の処遇悪化などの様々な問題が続発するに至った6 。これらの問題は、

国家の長期療養市場への介入を最小限にとどめ、民間に依存を意図するその後の李明博政

権・朴槿恵政権下でも後を絶たなかった。 

このような中近年、韓国の長期療養政策をめぐっては大きな転換の兆しが生じてきてい

る。2017年 5 月に発足した文在寅政権は、これまで民間に任せられていた長期療養サービ

スの供給問題を指摘し、長期療養に対する国家の役割と責任、そして公共性を強化する、

いわゆる老人長期療養保険制度改革を明らかにした。これは、健康権の保障のために市民

団体及び研究者たちが同制度の施行以前から要求してきたものでもあった。 

                                                   

4 保健福祉部報道資料「健康保険財政安定対策発表 - 福祉部長官記者会見（添付資料、保
健福祉部長官『健康保険財政安定総合対策記者会見文』） 2001年 5 月31日付、 5 ページ。 
5 保健福祉部側は、「老人療養インフラは原則的に国家責任で拡充していく特性を勘案し
て、療養施設、療養病院、在宅事業所の公共部門を70％とする目標で拡充する」と、公共
機関を中心とする機関整備を明らかにした。公的老人療養保障推進企画団（ 2004a ）「公
的老人療養保障体系開発研究（Ⅰ）―財政運営方式及び施設人員インフラ拡充方案―」
281-282 ページ。 

6 保健福祉部（ 2018a ）「2018-2022第 2 次長期療養基本計画」 1 、 3 、 6 ページ。 
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文在寅政権が明らかにした老人長期療養保険制度改革の主要内容は、認知症に対する国

家の責任を強化する「認知症国家責任制」、国家の長期療養従事者の直接雇用と長期療養

サービスの直接提供を目的とする「社会サービス公団」の設立・運営、地域社会における

医療・福祉・長期療養・保健などの総合的なサービスの充実を図る「コミュニティケア」、

地域で長期療養サービスの質の改善を先導する求心点としての役割を果たす「公立施設の

拡充」7 、そして、「長期療養サービスの保障範囲及び対象者の拡大」などである。 

このように文在寅政権は、老人長期療養保険制度改革を通じて、これまで民間機関が主

導していた長期療養サービスをこれからは公立機関が主導する、つまり、同制度の運営の

基本方針を「民営」から「公営」への転換を図っていると言える。 

韓国の老人長期療養保険制度の「民営」から「公営」への方針転換の動きは、日本の社

会保障・介護研究者からも注目を浴びつつある。日本では2000年に介護保険制度が発足し

たが、日本の介護保険制度は、韓国の老人長期療養保険制度の設計の際にも参考にされ、

韓国に非常に大きな影響を与えた。日本の制度は、介護分野における営利事業者の参入の

大幅緩和や、民間事業者参入による供給確保などを意図し導入されたが、韓国でも2008年

に老人長期療養保険制度が発足した際には、先述のように紆余曲折はあるにしろ、日本と

近似した形で営利化、民間事業者による参入拡大を方針としていた。 

しかし、日本の介護保険制度がその後様々な問題を指摘されながら8 、20年以上たった

今日においても現在の自公政権は当初の方針に固執し続けているのに対し、韓国の老人長

期療養保険制度では制度発足10年を待たずに運営方針の転換の動きが起きてきている。こ

のことが日本の研究者らも韓国の動向に注目する理由であろう。 

日・韓両国の介護保障制度（介護保険制度・老人長期療養保険制度）の歴史的な関係性、

両国の研究者・当事者らの関心からしても、韓国において現在進められている政策の方向

転換の効果や現場への影響、積極的側面と限界、限界があるのであればその要因は何か、

改善手段は何か、等について明らかにすることは、今日、非常に重要な課題である。 

                                                   

7 保健福祉部（ 2018a ）前掲、23ページ。 
8 日本の介護保険制度の20年がもたらした様々な問題については、芝田英昭ほか（ 2020）
『検証介護保険施行20年―介護保障は達成できたのか』自治体研究社、など参照。 
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現在、老人長期療養保険制度改革が進められているが、実際には、同改革の様々な問題

がすでに指摘されはじめている。詳細は本論で紹介するが、いくつか例を挙げると、個々

人のニーズに合わせてサービスが提供されるといわれた「地域社会サービス」は、サービ

スの質の低下が指摘されており、「社会サービス院」は、実際の内容と役割が縮小された。

そして、「コミュニティケア」は、日本やイギリスなどの先進国で実施されている「先進

国型福祉体系」といわれたが9 、コミュニティケアの類似制度である「地域包括ケアシス

テム」を実施している日本では、地域包括ケアシステムといった近年の医療・介護政策に

ついて「医療・介護の公的責任を縮小し、医療・介護の自己責任化を進める政策であり、

病院や施設サービスを抑制するために、在宅や地域への押し戻しを推進するものである」

との指摘がすでに出ている10 。 

以上の背景から、本研究は、韓国の長期療養政策の発展過程を韓国における健康権の広

がりやそれとの関係性から描き整理する。その上で特に、新自由主義から転換して進めら

れている近年の「民営」から「公営」を掲げた文在寅政権の老人長期療養保険制度改革に

着目し、その最新の実態を筆者の現地調査等を基に明らかにする。本研究は、東アジアで、

新自由主義により、長期療養（介護）サービスの抑制が進められている中、それとは反対

に長期療養サービスに対する国家の役割と責任を強化し、また、長期療養市場へ積極的に

介入する「公営」を掲げている文在寅政権の老人長期療養保険制度改革を明らかにしたも

のとして位置づけられる。このような先行研究は、今のところ蓄積されていない。今後、

新自由主義路線から転換して、国家の役割と責任を強化し、長期療養サービスの充実を図

る東アジア諸国の先行研究になると思われる。 

本研究はまず、韓国国内で健康権の議論がどのように広がり、それとどのような関係性

をもって、韓国で長期療養保障がどのように変化・発展してきたのかを考察し、長期療養

保障制度の導入背景及び過程を整理する。特に、同制度の導入過程における運営の基本方

                                                   

9 保健福祉部報道資料「 " 在宅・地域社会中心に社会サービス提供 " コミュニティケア
（ Community Care ）本格推進」 2018年 3 月12日付、 2 ページ。 
10 井口  克郎（ 2018）「医療・介護保障の抑制・後退政策と対抗軸 - 日本における「健康
権」の普及と確立を」『経済』 Vol.227 、新日本出版社、29ページ。 
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針に着目して、当初の計画とは異なり、なぜ同制度の運営の基本方針が「公営」から「民

営」へと転換するようになったのかを検討する。その上で、「民営」を老人長期療養保険

制度運営の基本方針としていた朴槿恵政権と「公営」を基本方針としている文在寅政権を

またがる時期における二つの質的調査を用いて長期療養市場の実態を明らかにする。朴槿

恵政権下における長期療養市場の実態調査は、老人長期療養保険制度の運営の基本方針が

「公営」に転換される以前の韓国の長期療養市場がどのような状況に置かれていたのかを

詳細に見せてくれるため、文政権の改革の背景を理解する上で参考になるだろう。 

特に、文在寅政権下で「公営化」を目指して推進されている老人長期療養保険制度改革

の背景とその具体的な推進内容を検討し、実際に同改革を通じて、長期療養市場がどのよ

うに変化・改善されたのか、同改革の効果が長期療養サービスの脆弱な過疎地においても

十分に行きわたっているのかを、筆者自身による長期療養現場の実態がわかる最新の質的

調査（現在のところ韓国ではあまり十分に行われていない）から明らかにする。 

そして本稿では、調査で明らかになった韓国長期療養保険制度ないし文政権の改革の実

態の評価を行うにあたり、韓国憲法や国連の国際人権規約（社会権規約）において規定さ

れ、社会保障制度運営にあたって順守されるべき健康権の概念・規定を用いる。老人長期

療養保険制度は、法的に健康権の実現手段の一つとして位置づけられる。それゆえ、健康

権の概念、特に、具体的かつ豊かに権利内容などを規定している国際法上の健康権規定に

照らして、同制度を分析・評価することは、同制度のあるべき姿やまた、そのために改善

されるべき点や方向性などを明確に示してくれるため、健康権の実現手段としての老人長

期療養保険制度の在り方を考える上でとても必要かつ有意味であると考えられる。その上

で、健康権の実現手段としての老人長期療養保険制度を展望する。 

以下、本研究の構成を説明する。 

本研究は 8 つの章で構成する11 。第 1 章は、本論に入るに先立ち本稿の問題関心の土台

となる韓国の状況について論じる。韓国においては、高齢者の貧困問題が長らく深刻な社

                                                   

11 第 3 章-5章は、筆者の修士論文（洪シネ（ 2016）「韓国老人長期療養保険制度における
介護の市場化・営利化に関する研究―長期療養機関の経営主体別分析から―」）と学術論
文（洪シネ（ 2019）「韓国の老人長期療養保険制度における営利化政策の実質的変化─介
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会問題となってきた。高齢者の生活を支える韓国の諸制度の体系や、韓国における高齢者

の貧困の現状についてここで論じる。 

そして、そのような中、近年韓国で生じている東アジアでも特異な状況について紹介す

る。それはこの間全世界的に猛威を振るってきた新自由主義政策思想への、対抗の動きで

ある。韓国における新自由主義の登場と新自由主義への対抗の動きの背景と内容について

整理する。 

その問題意識の提示の上で、第 2 章では、まず、日・韓における健康権に関する先行研

究の整理を行う。東アジアにおいて、国連の国際人権規約（社会権規約）の健康権規定を

踏まえて先駆けて議論が開始された日本の研究動向や介護研究へのその反映の動向を概観

し、その上で、韓国における健康権議論の系譜を詳細に整理する。また、関連して、韓国

の長期療養現場の実態を明らかにした先行研究を考察する。 

次に、韓国憲法・国内法・国際条約体系上導き出される健康権の規定を整理する。韓国

国内法と韓国政府が批准した国際人権規約、そしてそれの有権解釈である一般的意見14で

明記されている健康権の権利内容及び締約国の義務・違反内容などを検討する。そして、

韓国における健康権保障に関する近年の市民団体の活動内容を紹介する。最後に、健康権

の実現に核心的な手段の一つである長期療養サービスの概念を整理する。 

第 3 章では、老人長期療養保険制度登場までの前史として、健康権の観点から韓国で長

期療養保障がどのように変化・発展してきたのか、そして韓国政府は要長期療養高齢者の

長期療養ニーズにどのように対応してきたのかを、韓国の社会的・経済的・政治的な状況

を踏まえて各政権（李承晩政権から金泳三政権まで）に区分し、政策資料及び当時の新聞

記事、そして先行研究などを用いて分析を行う。 

第 4 章では、老人長期療養保険制度の導入準備から施行後、制度運営の基本方針を「民

営」のままに維持していた時期（金大中政権から朴槿恵政権まで）に区分して、公的長期

                                                   

護施設の運営状況に関する実態分析から─」『医療福祉政策研究』 Vol.2 （ 1 ）、 87-111
ページ）を基に、第 6-7 章は、学術論文（洪シネ（ 2021）「文在寅政権の老人長期療養保
険制度改革の検討―韓国の全羅南道長興（チャンフン）郡を事例に―」『神戸大学大学院
人間発達環境学研究科研究紀要』 Vol.15 （ 1 ）、 11-29 ページ）を基にしている。 
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療養保障制度の導入背景と導入過程を整理する。また、同制度の導入過程で運営の基本方

針がなぜ、公立中心の「公営」から、民間中心の「民営」へと変更されるようになったの

かその背景について整理する。 

第 5 章では、長期療養に対する国家の役割と長期療養市場への国家の介入を最小限にと

どめて「民営」を維持していた時期に含まれる朴槿恵政権期に、実際に長期療養現場が抱

えていた諸問題とそのメカニズムを明らかにする。そのため、本章では、筆者による韓国

の長期療養機関 6 か所を対象にした長期療養機関の経営状態がわかる実態調査から論じる。

そして、それを通じて、なぜ、文在寅政権で老人長期療養保険制度改革を推進するように

なったのか、その背景を明らかにする。 

第 6 章では、実質的に「民営」から「公営」への転換を図っていると言える文在寅政権

の老人長期療養保険制度改革に着目して、現在、具体的にどのような政策が進められてい

るのか、その内容を検討する。 

第 7 章では、文在寅政権の老人長期療養保険制度改革を通じて、実際の長期療養現場が

どのように変化・改善されたのか、同改革の効果が長期療養サービスの脆弱な過疎地にお

いても十分に行きわたっているのかを明らかにする。そのため、本章では、筆者が実施し

た長期療養サービスの脆弱な過疎地の一つである韓国の全羅南道長興（チャンフン）郡に

おける最新の質的調査を用いて、文政権の老人長期療養保険制度改革の実態を明らかにす

る。 

終章では、筆者が行った実態調査などが明らかにした長期療養現場の状況や長期療養保

障制度のあり様を、健康権の理念や規定に照らして評価する。その上で、健康権の実現の

ために必要な老人長期療養保険制度の改善点を提示し、その実現を展望する。 
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第 1 章 韓国の高齢者の生活保障体系と新自由主義の登場とその対抗の動き 

本章では、本論に入るに先立ち本稿の問題関心の土台となる韓国の状況について論じる。

韓国においては、高齢者の貧困問題が長らく深刻な社会問題となってきた。高齢者の生活

を支える韓国の諸制度の体系や、韓国における高齢者の貧困の現状についてここで論じる。 

そして、そのような中、近年韓国で生じている東アジアでも特異な状況について紹介す

る。それはこの間全世界的に猛威を振るってきた新自由主義政策思想への、対抗の動きで

ある。韓国における新自由主義の登場と新自由主義への対抗の動きの背景と内容について

整理する。 

 

第 1 節 韓国の高齢者の生活保障体系 

韓国の高齢者の生活を支える社会保障制度としては、国民年金、基礎年金、国民健康保

険制度、老人長期療養保険制度がある。以下、これらの制度の概要を紹介する。 

1 ．国民年金 

まず、国民年金である。国民年金制度は、公的年金制度として老後の所得保障を担う重

要な手段の一つである。現行の国民年金制度は、盧泰愚政権下である1988年度に施行され

たが、同制度の施行に向けた取り組みは朴正煕政権下で始まった。朴正煕政権では、国民

年金制度の前身である、国民福祉年金制度の導入を推進した。その理由については、1970

年代、重化学工業化の推進に必要な内資を動員するため、国内の貯金財源が必要であった

からが主な理由として多数の支持を受けている12 。 

 主に経済官僚を中心に作成された国民福祉年金法は13 、1973年12月に制定された。だが、

同法の施行は第一次オイルショックなどを理由に無期限延期となった14 。国民福祉年金法

                                                   

12 Bae Jun Ho （ 2015）「国民年金制度の導入 (1968-
1986) 」『社会保障学会定期学術大会』 Vol.2015(1)、 7 ページ。 

13 Chung Hong Won （ 1998）「国民年金改正法案（ 1998.12 ）に対する分析、評価」『韓国
社会政策』 Vol.5(2) 、 191 ページ。 
14 同上。 
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は、制定から13年が経過した1986年12月に全面改正され、1988年 1 月に施行され今に至っ

ている。 

 

（ 1 ）目的 

国民年金制度の目的は、「国民の老齢、障害又は死亡に対して年金給与を実施すること

で、国民の生活の安定と福祉の増進に資すること」である（国民年金法第 1 条）。 

 

（ 2 ）加入者 

国民年金の加入者は、韓国国内に居住する満18歳以上から60歳未満の国民である。ただ

し、国民年金法第 6 条に基づき、「公務員年金法、軍人年金法、私立学校教職員年金法及

び別定郵便局法の適用を受ける公務員、軍人、教職員及び別定郵便局の職員、その他大統

領令で定める者は除外される」（国民年金法第 6 条）。 

 加入者の種類としては、事業場加入者、地域加入者、任意加入者及び任意継続加入者が

ある。事業場加入者とは、事業所に雇用されている労働者及び使用者を対象とするもので

ある。地域加入者とは、事業場加入者ではない者で、個人で年金を納付する者、例えば、

従業員を雇用せず一人で事業を行う個人事業主などを対象とするものである。任意加入者

とは、国民年金の義務加入対象者ではないが、本人の希望により60歳以前に国民年金に任

意加入する者を対象とするもので、任意継続加入者とは、60歳になって国民年金の加入者

の資格を喪失したが、本人の希望で国民年金に加入する者を対象とする15 。 

国民年金が施行された1988年には、10人以上の事業場の正規労働者を加入対象にしたが、

1992年には、 5 人以上の事業場の労働者、1995年 7 月には農漁民、1999年 4 月には都市地

域の居住者、そして2003年 7 月には 5 人未満の事業場の労働者に拡大され、国民皆年金制

度が実施された16 。 

                                                   

15 国民年金公団（ 2021a ）「 2021国民年金 100 問 100 答」38ページ、トゥルヌリ社会保険
「社会保険」 URL:http://insurancesupport.or.kr/story/sub1-3-2.php （ 2021年12月 7 日最終閲
覧）。 
16 国民年金公団（ 2021b ）「 2020年第33号国民年金統計年報」国民年金沿革。 

http://insurancesupport.or.kr/story/sub1-3-2.php（2021年12月7
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2020年現在、国民年金の加入者数は、約2200万人で、男性加入者数は、約1200万人、女

性加入者数は、約1000万人で、男性加入者が女性加入者より約 200 万人多い17 。 

 

（ 3 ）保険料 

国民年金の保険料は、加入者の月額所得×保険料率である。国民年金制度施行時の1988

年の保険料率は 3 ％であったが、その後、 5 年おきに 3 ％ずつ引き上げられ、1993年には

6 ％、1998年には 9 ％になり、以降、保健率は、現在に至るまで 9 ％に固定されている18 。 

保険料の納付は、事業場加入者の場合、使用者と労働者とが半分ずつ負担する。その他

の加入者の場合、基本的には加入者本人が全額を負担するが、農漁業者や低所得労働者の

場合、一定の基準を満たすと保険料の一部を国が負担してくれる。例えば、2021年現在、

農漁業者の基準月額所得が 100 万ウォン（約 9 万 6,000 円）以上の場合は 45,000ウォン

（約 4,300 円）を国が定額負担し、 100 万ウォン未満の場合は保険料の半額を負担する。

そして、10人未満の労働者を使用する小規模事業場で働いている月額所得 220 万ウォン

（約21万円）未満の低所得労働者 ( 新規加入者 ) の場合は、保険料 80% を国が負担する19 。 

保険料の納付は、加入者資格を取得した日の属する月の翌月から、その資格を喪失した

日の前日の属する月までの期間まで毎月納付する20 。 

 

（ 4 ）国民年金の給付種類 

国民年金の給付は、大きく分けて年金と一時金の二つに分けることができる。まず、年

金には、老齢年金、分割年金、障害年金、遺族年金がある。老齢年金は、高齢期の生活の

所得保障の主柱となる給付として、加入期間、年齢、所得活動の有無によって、さらに、

                                                   

17 国民年金公団（ 2021b ）前掲、24ページ。 
18 保健福祉部「年金」URL:https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&ME
NU_ID=06410101&PAGE=1&topTitle=%EA%B0%80%EC%9E%85%EB%8C%80%EC%83%81%20%EB%B0%8F%20%EC%97%
B0%EA%B8%88%EB%B3%B4%ED%97%98%EB%A3%8C（ 2021年12月 8 日最終閲覧）。 
19 同上。 
20 同上。 

https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06410101&PAGE=1&topTitle=%EA%B0%80%EC%9E%85%EB%8C%80%EC%83%81%20%EB%B0%8F%20%EC%97%B0%EA%B8%88%EB%B3%B4%ED%97%98%EB%A3%8C（最終閲覧2021年12月8
https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06410101&PAGE=1&topTitle=%EA%B0%80%EC%9E%85%EB%8C%80%EC%83%81%20%EB%B0%8F%20%EC%97%B0%EA%B8%88%EB%B3%B4%ED%97%98%EB%A3%8C（最終閲覧2021年12月8
https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06410101&PAGE=1&topTitle=%EA%B0%80%EC%9E%85%EB%8C%80%EC%83%81%20%EB%B0%8F%20%EC%97%B0%EA%B8%88%EB%B3%B4%ED%97%98%EB%A3%8C（最終閲覧2021年12月8
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老齢年金、早期老齢年金、特例老齢年金、分割老齢年金に分けられる21 。障害年金22 は、

加入者または加入者であった者が病気やけがで身体的または精神的に障害が残った場合、

それによる所得減少を保障することで、本人と家族の生活安定を保障する給付である23 。

そして、遺族年金は、国民年金の加入者または老齢年金や障害年金（障害等級 2 級以上）

を受け取っていた人が死亡した時に、その人によって生計を維持されていた遺族が受け取

れる給付である24 。 

 次に、一時金には、返還一時金、死亡一時金がある。「返還一時金は、60歳に到達、死

亡、国籍喪失、国外移住の理由により国民年金に加入することができなくなって年金受給

条件を満たすことができなかった場合、これまで納付した保険料に利子を加えて返還する

給与」である25 。死亡一時金は、加入者または加入者であった人が死亡したが、遺族年金

または返還一時金の支給を受けとることができる遺族がいない場合、支給対象となる遺族

の範囲を広げて、一時金が受け取れる遺族に支給する給付である26 。 

 

（ 5 ）受給額の計算と受給開始年齢 

受給額の計算と受給開始年齢は、国民年金の給付の種類よって少し異なる。ここでは、

老後生活の所得保障の主柱である老齢年金を例に挙げて説明する。老齢年金の場合、10年

以上保険料を納付すると、受給開始年齢に達したら年金を受け取ることができる。受給開

                                                   

21 国民年金公団「年金情報（老齢年金）」 URL:
https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_02.jsp（ 2021年12月 9 日最終閲覧）、保健
福祉部「年金」URL:https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=0
6410102&PAGE=2&topTitle=%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%97%B0%EA%B8%88%20%EA%B8%89%EC%97%AC（ 2021年
12月 9 日最終閲覧）。 
22 障害等級 1-3 等級までは障害年金として支給されるが、 4 等級には障害一時金として支
給される。 Choi Ok Geum ・ Kim Bong Sun （ 2013）「国民年金の障害一時保障金の改善方案」
『韓国障害者福祉学』 Vol.20 、 103 ページ。 

23 国民年金公団「年金情報」 URL:https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_03.jsp
（ 2021年12月 9 日最終閲覧）。 
24 国民年金公団「年金情報」 URL:https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_04.jsp
（ 2021年12月 9 日最終閲覧）。 
25 国民年金公団「年金情報」 URL:https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_05.jsp
（ 2021年12月 9 日最終閲覧）。 
26 国民年金公団「年金情報」 URL:https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_06.jsp
（ 2021年12月 9 日最終閲覧）。 

https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_02.jsp（最終閲覧2021年12月9
https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06410102&PAGE=2&topTitle=%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%97%B0%EA%B8%88%20%EA%B8%89%EC%97%AC（2021年12月9
https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06410102&PAGE=2&topTitle=%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%97%B0%EA%B8%88%20%EA%B8%89%EC%97%AC（2021年12月9
https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06410102&PAGE=2&topTitle=%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%97%B0%EA%B8%88%20%EA%B8%89%EC%97%AC（2021年12月9
https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_03.jsp（最終閲覧2021年12月9
https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_03.jsp（最終閲覧2021年12月9
https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_04.jsp（最終閲覧2021年12月9
https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_04.jsp（最終閲覧2021年12月9
https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_05.jsp（最終閲覧2021年12月9
https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_05.jsp（最終閲覧2021年12月9
https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_06.jsp（最終閲覧2021年12月9
https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_06.jsp（最終閲覧2021年12月9
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始年齢は、生年月日に応じて異なる。本来、老齢年金の受給開始年齢は、原則60歳であっ

たが、国民年金の長期的な財政の健全性を確保することを目的に、1998年国民年金法が改

正され、受給開始年齢は2013年から2033年まで 5 年おきに 1 歳ずつ引き上げられている27 。

表 1-1 は生年に応じた老齢年金の受給開始年齢である。 

 

表 1-1  生年に応じた老齢年金の受給開始年齢 

 
出所：保健福祉部「年金」URL:https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=0
6&MENU_ID=06410102&PAGE=2&topTitle=%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%97%B0%EA%B8%88%20%EA%B8%89%EC%97%
AC（ 2021年12月 8 日最終閲覧）。 

 

老齢年金の受給額は、A.所得代替率とB.年金受給開始前 3 年間の全体国民年金加入者の

平均月額所得、そして、C.加入者加入期間中の平均月額所得と加入者の保険料の納付期間

を基に計算する。計算方法は、 A の定数(B+C)(1+0.05n/12)である28 。 

加入者が受け取る受給額は、保険料の納付期間が長いほど受け取る受給額が増える仕組

みになっている。そして、所得代替率は、制度施行時は70％であったが、国民年金の財政

の安定化のため、段階的に引き下げられ、2028年には 40% まで引き下げることとなってい

る（表 1-2 ）。 

 

表 1-2  老齢年金の所得代替率の変化 

 
出所：国民年金公団「年金情報（年金給付 03. 給付額算定）」 URL:https://www.nps.or.kr/
jsppage/info/easy/easy_04_01.jsp（ 2021年12月 8 日最終閲覧）。 

                                                   

27 国民年金法「制定・改正理由」（ 1998年12月31日一部改正、 1999年 1 月 1 日施行）。 
28 n は、20年超過月数である。例えば、40年間保険料をすべて納めた場合、20年超過月数
は、 240 になる。保健福祉部「年金」
URL:https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06410102&PAGE=2&t
opTitle=%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%97%B0%EA%B8%88%20%EA%B8%89%EC%97%AC（ 2021年12月 8 日最終閲
覧）。 

出生年度 1952年生 1953-56年生 1957-60年生 1961-64年生 1965-68年生 1969年生

受給開始年齢 60歳 61歳 62歳 63歳 64歳 65歳

区分 1988-1998年 1999-2007年 2008-2027年 2028年以降

所得代替率 70% 60% 50% 40%

定数 2.4 1.8 1.5 1.2

https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06410102&PAGE=2&topTitle=%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%97%B0%EA%B8%88%20%EA%B8%89%EC%97%AC（最終閲覧2021年12月8
https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06410102&PAGE=2&topTitle=%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%97%B0%EA%B8%88%20%EA%B8%89%EC%97%AC（最終閲覧2021年12月8
https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06410102&PAGE=2&topTitle=%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%97%B0%EA%B8%88%20%EA%B8%89%EC%97%AC（最終閲覧2021年12月8
https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_01.jsp（最終閲覧2021年
https://www.nps.or.kr/jsppage/info/easy/easy_04_01.jsp（最終閲覧2021年
https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06410102&PAGE=2&topTitle=%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%97%B0%EA%B8%88%20%EA%B8%89%EC%97%AC（最終閲覧2021年12月8
https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06410102&PAGE=2&topTitle=%EA%B5%AD%EB%AF%BC%EC%97%B0%EA%B8%88%20%EA%B8%89%EC%97%AC（最終閲覧2021年12月8
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（ 6 ）受給者数と受給額 

2020年現在、国民年金の受給者数は 561 万人で、男性受給者数は 314 万人（56％）、女

性受給者数は 247 万人（44％）である。国民年金の給付の種類別の受給者数の構成比をみ

ると、「老齢年金」が 79.56 ％と最も多く、次いで「遺族年金」（ 15.27 ％）、「返還一

時金」（3.32％）、「障害年金」（1.44％）となっており、「死亡一時金」は0.41％とな

っている（表 1-3 ）。 

 

表 1-3  2020年現在、国民年金の給付の種類別における受給者数 

 

出所：国民年金公団（ 2021b ）前掲、 38-39 ページ。 
注：障害年金には障害一時金が含まれている。 

 

 国民年金の中で比重が最も高い老齢年金の場合、現在、 446 万人の受給者が年金を受給

しながら生活をしているが、老齢年金の受給者数を年齢別にみると、65歳以上の受給者数

は 327 万人である。この数字は、韓国全体の65歳以上の人口の 38.52 ％に過ぎない。性別

にみると、男性受給者が65歳以上の男性人口に占める割合は 58.55 ％である。これに対し、

女性受給者が65歳以上の女性人口に占める割合はわずか 23.21 ％しかない（表 1-4 ）。 

さらに、老齢年金の受給者が受け取っている平均受給額（月額）をみると（表 1-5 ）、

「20万ウォン（約 1 万 9 千円）～30万ウォン（約 2 万 9 千円）未満」を受け取っている受

給者が最も多く（23.73%）、次いで「10万ウォン～20万ウォン未満」（18.76%）、「30万

ウォン～40万ウォン（約 3 万 8 千円）未満」（16.58%）、「40万ウォン～50万ウォン（約

4 万 8 千円）未満」（11.16%）となっており、全体受給者に「50万ウォン未満」を受け取

計 老齢年金 障害年金 遺族年金 返還一時金 死亡一時金

受給者（人） 5,616,205 4,468,126 80,983 857,698 186,422 22,976

構成比 (%) 100 79.56 1.44 15.27 3.32 0.41

受給者（人） 3,141,323 2,898,446 64,135 81,049 86,453 11,240

構成比 (%) 55.93 51.61 1.14 1.44 1.54 0.2

受給者（人） 2,474,882 1,569,680 16,848 776,649 99,969 11,736

構成比 (%) 44.07 27.95 0.3 13.83 1.78 0.21

区分

合計

男性

女性
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っている受給者が占める割合は71％で、「 100 万ウォン（約 9 万 6 千円）以上」を受け取

っている受給者は、わずか7.62％である。 

 

表 1-4  2020年現在、韓国全体の65歳以上高齢者人口に占める受給者数の割合 

 

出所：高齢者人口は、行政安全部「住民登録人口統計（年齢別人口現状）」 URL:https://j
umin.mois.go.kr/ （ 2021年12月 9 日最終閲覧）、65歳以上受給者数は、国民年金公団
（ 2021ｂ）前掲、 178 、 180 ページにより作成。 

 

表 1-5  2020年現在、老齢年金の受給者の平均受給額（月額） 

 

出所：国民年金公団（ 2021ｂ）前掲、 186-187 ページにより作成。 

 

2 ．基礎年金 

次に、基礎年金である。基礎年金制度は所得が一定基準以下の65歳以上の高齢者に支給

される所得保障制度であり、かつ公的扶助制度である。同制度は、国民年金に加入できな

かった高齢者、または、国民年金の受給額が不十分な高齢者の所得を保障するために導入

区分 （A）全体65歳以上人口（人）（B）65歳以上老齢年金受給者数（人）（B）が（A）に占める割合 (%)

合計 8,496,077 3,272,587 38.52

男性 3,680,518 2,154,976 58.55

女性 4,815,559 1,117,611 23.21

受給者数（人） 割合（％）

4,468,126 100

10万ウォン未満 25,437 0.57

10万ウォン～20万ウォン未満 838,127 18.76

20万ウォン～30万ウォン未満 1,060,131 23.73

30万ウォン～40万ウォン未満 741,000 16.58

40万ウォン～50万ウォン未満 498,753 11.16

50万ウォン～60万ウォン未満 333,307 7.46

60万ウォン～70万ウォン未満 223,391 5

70万ウォン～80万ウォン未満 166,886 3.74

80万ウォン～90万ウォン未満 133,161 2.98

90万ウォン～100万ウォン未満 107,564 2.41

100万ウォン以上 340,369 7.62

平均受給額（月額）

https://jumin.mois.go.kr/（2021年
https://jumin.mois.go.kr/（2021年
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された29 。同制度の前身となる制度としては、1998年に導入された「敬老年金」があり、

「敬老年金」は、2008年「基礎老齢年金」の導入により廃止され、その後、「基礎老齢年

金」は2014年に「基礎年金」と名称が変更され、今に至っている。 

 基礎年金制度の目的は、高齢者の生活安定と福祉の増進である（基礎年金法第 1 条）。

受給権者の基準は、65歳以上の高齢者の所得下位70％である（基礎年金法第 3 条）。ただ

し、公務員、私立学校教職員、軍人、別定郵便局職員など職域年金の受給権者とその配偶

者は基礎年金の支給対象から除外される30 。2020年現在、所得下位70％の基準額は、高齢

者一人世帯は、 148 万ウォン、高齢夫婦世帯は、 236 万 8,000 ウォンである31 。2020年現

在、受給権者数は 566 万人で、65歳以上の人口に占める割合は66.7％である32 。 

受給額（一人世帯基準）は、所得下位40％の者には、最大月30万ウォンを、所得下位

40％～70％の者には、最大月25万 4,760 ウォンが支給される33 。基礎年金制度には減額措

置が設けられている。例えば、基礎年金制度と国民年金制度は連携しており、国民年金の

受給額が一定基準より多いと基礎年金の受給額が減額される34 。さらに、所得の逆転防止

のための措置が設けられており、受給権者の所得（月）と基礎年金の受給額を足した合計

金額が、所得下位70％の基準額より多いと、支給される基礎年金が減額される35 。また、

夫婦受給権者の場合は、基礎年金の受給額からそれぞれ20％を減額される36 。 

 

 

 

                                                   

29 Yoon Seung Joo （ 2021）「基礎年金制度についての小考」『財政フォーラム』 Vol.5
（ 299 ）韓国増税財政研究院、29ページ。 
30 保健福祉部（ 2020）「 2020年基礎年金事業案内」 4 ページ。 
31 保健福祉部報道資料「 1 月23日に引き上げられた基礎年金が初めて支給される」 2020年
1 月23日付、 2 ページ。 

32 保健福祉部報道資料「来年、高齢者単独世帯の所得認定額が月 169 万ウォン以下なら基
礎年金がもらえる」 2020年12月30日付、 5 ページ。 
33 保健福祉部報道資料、前掲（ 2020年 1 月23日付）、 1 ページ。 
34 保健福祉部（ 2020）前掲、11ページ。 
35 保健福祉部（ 2020）前掲、 6 ページ。 
36 同上。 
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3 ．国民健康保険制度 

国民健康保険制度は、日常生活におけるけが、病気、出産、死亡などによる医療費の負

担を社会保険原理に基づいて軽減させる公的医療保障制度である37 。同制度は、朴正煕政

権下で導入・施行された医療保険制度を前身としている。1961年クーデターによって登場

した朴正煕政権は、正当性を確保するため、1963年に医療保険法を制定した38 。しかし、

当時の医療保険制度は、任意加入であったため、実質的な公的医療保障制度として機能し

ていたとは言い難いものであった39 。 

医療保険制度は、1976年医療保険法の全面改正により強制加入となり、1977年から 500

人以上の労働者を雇用する事業所を対象に、組合方式で実施された40 。その後、1988年 1

月から農漁村地域、1989年 7 月から都市地域の自営業者への医療保険加入の適用拡大が行

われ、全国民皆保険が実施された41 。 

 

（ 1 ）目的 

国民健康保険法は、その目的を「国民の疾病 · 負傷に対する予防 · 診断 · 治療 · リハビ

リテーションと出産 · 死亡及び健康増進に対して保険給付を実施することにより、国民保

健の向上と社会保障の増進に資する」と規定している（国民健康保険法第 1 条）。 

 

（ 2 ）保険者   

まず、保険者は、国民健康保険公団である。韓国における医療保険制度は組合方式で実

施されたが、1998年から組合の統合が進められ、2000年に国民健康保険公団の発足ととも

                                                   

37 保健福祉部「健康保険」URL:http://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06
&MENU_ID=06320101&PAGE=1&topTitle=%EC%9D%98%EC%9D%98 （ 2021年12月10日最終閲覧）。 

38  Kim Soon Yang （ 2015）「高度経済成長期における社会福祉の制度化過程に対する政治
的な解釈― 1960-70 年代の朴正煕政権の時期を中心に―」『韓国社会と行政研究』 Vol.26
（ 1 ）、 63ページ。 

39 Chung Moo Kwon （ 1996）「韓国社会福祉制度の初期形成に関する研究」『韓国社会政策』
Vol.3 （ 1 ）、 341 ページ。 

40 「朝鮮日報」「 " 職場組合 " 医療保険」 1976年 7 月 2 日付、 5 面。 
41 「京郷新聞」「全国民医保時代開幕」 1989年 7 月 1 日付、14面。 

http://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06320101&PAGE=1&topTitle=%EC%9D%98%EC%9D%98（最終閲覧2021年12月10
http://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06320101&PAGE=1&topTitle=%EC%9D%98%EC%9D%98（最終閲覧2021年12月10
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に完全統合された。2003年には、職場保険と地域保険の財政が統合され、現在は、国民健

康保険公団が単一保険者として健康保険の管理を行っている。 

 

（ 3 ）加入者（被保険者） 

次に、加入者である。国民健康保険制度の加入者は、韓国国内に居住する国民である。

ただし、医療給付受給権者と国家功労者などの医療保護対象者は除外する（国民健康保険

法第 5 条）。 

国民健康保険の加入者は、職場加入者と地域加入者に分かれる。国民健康保険法第 6 条

に基づき、「すべての事業場の労働者及び使用者と公務員及び教職員は職場加入者とな

る」。職場加入者とその被扶養者以外の者は、地域加入者として加入する。 

2020年現在、国民健康保険の加入者は 51,345千人で、そのうち、職場加入者は 37,150千

人、地域加入者は14,195千人である。そして、医療給付受給権者は 1,526 千人で、合わせ

ると52,871千人が公的医療保障制度に適用されている42 。 

 

（ 4 ）財源構成 

国民健康保険の財源は、公費＋保険料＋自己負担金で構成される。公費の内訳は、国庫

負担14％と国民健康増進基金43 6 ％である。 

保険料は、職場加入者の場合、報酬月額保険料と所得月額保険料の二種類がある。報酬

月額保険料は、加入者の報酬月額に保険料率をかけて計算する。2020年現在、保険料率は

6.67％である。保険料の負担は、一般労働者は、加入者と使用者とが半分ずつ負担し、公

務員は、加入者と国とが半分ずつ負担する。そして、私立学校の教員は、加入者が50％、

使用者が30％、国が20％をそれぞれ負担する44 。 

                                                   

42 国民健康保険公団・健康保険審査評価院（ 2021）「 2020健康保険統計年報」 2 ページ。 
43 国民健康増進基金はたばこ税を主財源としている。 
44 国民健康保険公団・健康保険審査評価院（ 2021）前掲、91ページ。 



19 

 

所得月額保険料は、報酬以外の所得が年間 3,400 万ウォン（約 327 万円）を超過する職

場加入者が支払うものである45 。 

地域加入者の保険料は、保険料賦課点数に賦課点数当たりの金額をかけて計算する。保

険料賦課点数とは、加入者の所得、財産、自動車等を考慮して定めた賦課要素別の点数の

合算である46 。2020年現在、賦課点数当たりの金額は 195.8 ウォン（約18円）である47 。 

2020年現在、健康保険 1 人当たりの月平均保険料は59,218ウォン（約 5,700 円）であり、

職場加入者の月平均保険料は 61,109ウォン（約 5,900 円）、地域加入者の月平均保険料は

54,165ウォン（約 5,200 円）である48 。 

 国民健康保険料納付状況をみると、2020年の納付率は 99.6% （職場は 99.7% 、地域は

99.1% ）で、ほぼ 100 ％に近い49 。しかし、国民健康保険公団の「地域健康保険料を 6 カ

月以上滞納している世帯の現況」によると、2021年 6 月10日現在、 105 万6000世帯が地域

健康保険料を 6 カ月以上滞納しており、そのうち、73万3000世帯（ 69.4% ）が月 5 万ウォ

ン以下の保険料を納付する低所得層の地域加入世帯であった50 。地域加入者の場合、保険

料の全額を自分で負担しているため、低所得層の地域加入者にとって経済的な負担が大き

いと考えられる。 

次に、自己負担金である。まず、入院時の自己負担率は、一般患者の場合は療養給付費

用総額の20％、15歳以下の場合は療養給付費用総額の 5 ％、新生児（28日以内）は免除で

ある51 。外来時の自己負担率は、利用者が利用する病院の種類と所在地によって異なる。

例えば、一般患者が上級総合病院を利用する際の自己負担率は、診察料の全額と残りの診

                                                   

45 国民健康保険公団「健康保険保険料」 URL:https://www.nhis.or.kr/nhis/policy/wbhada0190
0m01.do （ 2021年12月10日最終閲覧）。 

46 国民健康保険公団「健康保険保険料」 URL:https://www.nhis.or.kr/nhis/policy/wbhada0200
0m01.do （ 2021年12月10日最終閲覧）。 

47 国民健康保険公団・健康保険審査評価院（ 2021）前掲、93ページ。 
48 国民健康保険公団・健康保険審査評価院（ 2021）前掲、 6 ページ。 
49 国民健康保険公団（ 2021）「 2020健康保険主要統計」27ページ。 
50 「ソウル新聞」「『単独』健康保険料の長期滞納 70% が生活のため・・・73万世帯の健
康権が非常」 2021年 8 月23日付、
URL:https://go.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20210824011015 （ 2021年12月10日最終閲覧） 
。 
51 健康保険審査評価院「健康保険自己負担基準案内」 URL:https://www.hira.or.kr/dummy.do
?pgmid=HIRAA030056020100 （ 2021年12月10日最終閲覧）。 

https://go.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20210824011015（最終閲覧2021年1
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療費の60％（全地域）であり、総合病院は療養給付費用総額の45％（邑・面52 地域）～

50％（洞53 地域）、病院は療養給付費用総額の35％（邑・面地域）～40％（洞地域）であ

る54 。 

 

（ 5 ）給付の種類 

国民健康保険の給付としては、現物給付と現金給付がある。現物給付には、診察、検査、

投薬、手術、入院、看護などの療養給付と健康検診が、現金給付には、医療費、障害者の

補助機器、本人負担上限制55 、妊娠・出産診療費がある56 。 

 

（ 6 ）医療費 

2020年の国民医療費は、86兆7139億ウォンである。そのうち、65歳以上の高齢者の医療

費は37兆6139億ウォンで、韓国社会が高齢化社会に突入した2000年に比べると、20年間で

約35兆ウォン増加している。そして、国民医療費全体に占める高齢者の医療費の割合は、

同期間、17％から43％にまで上昇している（表 1-6 ）。また、高齢者一人当たり年間医療

費は、2020年現在、 476 万ウォンで、全体一人当たり年間医療費の 169 万ウォンより、約

2.8 倍多い（図 1-1 ）。 

 

表 1-6  国民医療費と高齢者医療費の推移            単位：億ウォン 

 

出所：国民健康保険公団・健康保険審査評価院（各年度）「 2000・ 2005・ 2010・ 2015・
2020年健康保険統計年報」により作成。 

                                                   

52 邑は、日本の「町」に、面は、「村」にほぼ相当する。 
53 洞は、特別市や広域市の「区」の下に置かれている。 
54 健康保険審査評価院「健康保険自己負担基準案内」 URL:https://www.hira.or.kr/dummy.do?
pgmid=HIRAA030056020110 （ 2021年12月10日最終閲覧）。 

55 日本の医療保険の自己負担限度額と類似の制度である。 
56 保健福祉部「健康保険（保険給付）」URL:https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.js
p?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06320202&PAGE=2&topTitle= （ 2021年12月10日最終閲覧）。 

区分 2000 2005 2010 2015 2020

（A）国民医療費 12兆9,122 24兆8,615 43兆6,283 58兆7,869 86兆7,139

（B）高齢者医療費 2兆2,554 6兆730 14兆1,349 22兆2,361 37兆6,134

（B）が（A）に占める割合 17% 24% 32% 38% 43%

https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06320202&PAGE=2&topTitle=（2021年12月10
https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06320202&PAGE=2&topTitle=（2021年12月10
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図 1-1  国民一人当たり年間医療費と高齢者一人当たり年間医療費の推移 

                              単位：千ウォン 

 

出所：表 1-6 と同一。 
注：国民医療費 / 年間適用人口 = 国民一人当たり年間医療費。 

高齢者医療費 /65 歳以上年間適用人口 = 高齢者一人当たり年間医療費。 

 

4 ．老人長期療養保険制度 

 老人長期療養保険制度は、長期間（ 6 か月以上）にわたり一人で日常生活を営むことが

難しい要長期療養者に生活援助サービスを行い、彼らの生活を支える公的長期療養保障制

度である。同制度は、長期療養の社会化を目指し、日本の介護保険制度を参考にして作ら

れ、2008年 7 月から施行された。 

 

（ 1 ）目的 

老人長期療養保険法第 1 条は、同法の目的を「高齢又は老人性疾病等の事由により日常

生活を一人で遂行し難い老人等に提供する身体活動または家事支援等の長期療養給付に関

する事項を規定し、老後の健康増進及び生活安定を図り、その家族の負担を軽減すること

で国民の生活の質を向上させること」と規定している。同規定に基づくと、老人長期療養

保険制度の目的は、一人で日常生活を営むことができない高齢者などに身体活動及び家事

支援などを行い、それらを通じて①高齢者の健康増進及び生活の安定、②要長期療養者家

族の長期療養負担の軽減、③国民の生活の質の向上を図ることであるといえる。 

 

 

₩747
₩1,549

₩2,839
₩3,573

₩4,759

₩281 ₩525 ₩892 ₩1,164
₩1,689

2000 2005 2010 2015 2020

高齢者医療費 国民医療費
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（ 2 ）対象者 

老人長期療養保険制度の対象者は、「65歳以上の老人又は65歳未満の者であって認知症

· 脳血管性疾患等大統領令で定める老人性疾病を有する者（老人長期療養保険法第 2 条）」

である。同制度の主な対象者は、65歳以上の長期療養ニーズを有する者である。 

 

（ 3 ）等級判定 

一般的に長期療養ニーズを持つ高齢者が老人長期療養保険制度から必要なサービスを利

用するためには、等級認定を受ける必要がある。等級認定の申請は、本人または代理人が

行うことができる。申請方法は、申請者が申請書と医師等の所見書を添えて、老人長期療

養保険運営センターに提出する。そうすると、 2 人以上の認定調査員（国民健康保険公団

の職員）が申請者の自宅などに訪問し、長期療養認定調査票に基づいて申請者の心身状態

を調査する。調査項目は、身体機能12項目、認知機能 7 項目、行動変化14項目、看護処置

9 項目、リハビリ10項目の合計52項目となり、各項目の結果に基づいて長期療養認定点数

を算定する57 。 

認定調査員が申請者の心身機能調査を完了すると、調査結果と申請書、そして医師所見

書を等級判定委員会に提出する。等級判定委員会はこれらの資料を基に、等級判定基準に

沿って等級認定を決定する。等級判定委員会は、申請者が申請書を提出した日から30日以

内に等級認定を完了しなければならない（老人長期療養保険法第15条・第16条）。 

老人長期療養保険制度からサービスを受けられる等級は、 1 等級から 5 等級までと認知

支援等級であり、等級外を受けた者は原則として同制度からサービスを利用することはで

きない。その代わりに、地域社会で提供されるドルボム58 サービスを利用することができ

る。 

                                                   

57 老人長期療養保険法第14条、国民健康保険公団「老人長期療養保険制度（認定手続き）」
URL:https://www.longtermcare.or.kr/npbs/e/b/201/selectDodEduCpetMdcAdminList （ 2022年 1 月
5 日最終閲覧）。 

58 ドルボムとは、面倒を見る、世話をするという意味の名詞であるが、日本語に完全に当
てはまる名詞がないので、本研究ではドルボムをそのまま用いる。 

https://www.longtermcare.or.kr/npbs/e/b/201/selectDodEduCpetMdcAdminList（2022
https://www.longtermcare.or.kr/npbs/e/b/201/selectDodEduCpetMdcAdminList（2022
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長期療養等級は、制度施行直後には、 1 等級～ 3 等級であったが、受給者の拡大政策に

より、認定点数の引き下げとともに 4 ・ 5 等級と認知支援等級が新設された。2021年 7 月

現在、韓国の長期療養等級は表 1-7 の通りである。 

 

表 1-7  長期療養等級別における心身機能状態と認定基準点数 

 
資料：老人長期療養保険法施行令（ 2007年 9 月27日制定、 2012年 6 月21日・ 2013年 5 月31

日・ 2014年 6 月25日・ 2017年12月26日改正）第 7 条により作成。 

 

（ 4 ）サービスの種類 

要長期療養認定の結果が決まれば、長期療養認定書と個人別長期療養利用計画書が送付

される。長期療養認定書には、長期療養等級、有効期間、給付種類及び内容などが記載さ

れており、個人別長期療養利用計画書には、サービスの利用計画及び費用、支給限度額な

どが記載されている（老人長期療養保険法第17条）。 

長期療養認定を受けた者は、長期療養度に応じて、長期療養認定書を受けた日から老人

長期療養保険制度のサービスを利用することができる（老人長期療養保険法第27条）。同

制度から提供されるサービスは、大きく分けて在宅給付、施設給付、特別現金給付の三つ

文在寅政権

施行直後 2012年7月～ 2013年7月～ 2014年7月～ 2018年1月～

1等級
心身の機能状態障害により日
常生活において全面的に人の

助けが必要な者
95点以上 同左 同左 同左 同左

2等級
心身の機能状態の障害により
日常生活において相当部分に

人の助けが必要な者

75点以上
95点未満

同左 同左 同左 同左

3等級
心身の機能状態の障害により
日常生活において部分的に人

の助けが必要な者

55点以上
75点未満

53点以上
75点未満

51点以上
75点未満

60点以上
75点未満

同左

4等級
心身の機能状態の障害により
日常生活において一定部分に

人の助けが必要な者
― ― ―

51点以上
60点未満

同左

5等級 認知症患者 ― ― ―
45点以上
51点未満

同左

認知支援等級 認知症患者 ― ― ― ー 45点未満

等級 心身機能状態

李明博政権 朴槿恵政権

認定点数
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がある。基本的に長期療養サービスは、国民健康保険公団が作成した個人別長期療養利用

計画書に沿って提供される。 

 

①在宅給付 

まず、在宅給付である。表 1-8 は老人長期療養保険制度の在宅給付種類及び内容である。 

 

表 1-8  老人長期療養保険制度の在宅給付種類及び内容 

種 類                内 容 

在 宅 給 付 

 

 

 

 

 

 

 

訪 問 療 養  
長 期 療 養 要 員 が 受 給 者 の 家 庭 な ど を 訪 問 し 、 身 体 活 動 お よ

び 家 事 活 動 な ど を 支 援 す る 長 期 療 養 給 付  

認 知 活 動 型  

訪 問 療 養  

1 ～ 5 等 級 認 認 知 症 受 給 者 に 認 知 刺 激 活 動 及 び 残 存 機 能 の

維 持 · 向 上 の た め の 「 日 常 生 活 を 共 に す る 訓 練 」 を 提 供 す

る 給 付 

訪 問 入 浴  
長 期 療 養 要 員 が 入 浴 設 備 を 備 え た 装 備 を 利 用 し て 受 給 者 の

家 庭 等 を 訪 問 し 、 入 浴 を 提 供 す る 長 期 療 養 給 付  

訪 問 看 護  

長 期 療 養 要 員 で あ る 看 護 師 な ど が 医 師 、 漢 方 医 師 ま た は 歯

科 医 師 の 指 示 書 に 従 っ て 受 給 者 の 家 庭 等 を 訪 問 し 、 看 護 、

診 療 の 補 助 、 療 養 に 関 す る 相 談 又 は 口 腔 衛 生 等 を 提 供 す る

長 期 療 養 給 付 

昼 ・ 夜 間 保 護  

受 給 者 を 一 日 中 一 定 の 時 間 の 間 、 長 期 療 養 機 関 に 保 護 し 、

身 体 活 動 支 援 及 び 心 身 機 能 の 維 持 · 向 上 の た め の 教 育 · 訓

練 等 を 提 供 す る 長 期 療 養 給 付 

短 期 保 護  

受 給 者 を 保 健 福 祉 部 令 で 定 め る 範 囲 内 で 一 定 の 期 間 の 間 、

長 期 療 養 機 関 に 保 護 し 、 身 体 活 動 支 援 お よ び 心 身 機 能 の 維

持 · 向 上 の た め の 教 育 · 訓 練 な ど を 提 供 す る 長 期 療 養 給 付 

そ の 他  

在 宅 給 付  

受 給 者 の 日 常 生 活 · 身 体 活 動 支 援 及 び 認 知 機 能 の 維 持 · 向

上 に 必 要 な 用 具 を 提 供 し た り 、 家 庭 を 訪 問 し て リ ハ ビ リ に

関 す る 支 援 等 を 提 供 し た り す る 長 期 療 養 給 付 で あ っ て 大 統

領 令 で 定 め る も の 

 

資料：老人長期療養保険法第23条 1 、国民健康保険公団「在宅給付」URL:https://www.long
termcare.or.kr/npbs/e/b/303/npeb303m01.web?menuId=npe0000000190&prevPath=/npbs/e/b/402/np
eb402m01.web （ 2021年 7 月 1 日最終閲覧）により作成。 

 

老人長期療養保険法第23条 1 で定められている在宅給付の種類は、訪問療養、訪問入浴、

訪問看護、昼・夜間保護、短期保護、その他在宅給付（福祉用具の貸出および購入）があ

る。そして、これらのほかに、認知症受給者に提供される「認知活動型訪問療養」サービ
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スがある。同サービスは、認知症受給者の残存機能の維持及び向上のために新設されたも

のであり、訪問療養とは異なり、家事支援サービスは提供しない59 。 

1 等級から 5 等級までの認定者は利用限度額内でサービスを利用することができる。認

知支援等級は、昼・夜間保護、短期保護、福祉用具の貸出および購入だけのサービスが利

用可能である60 。 

 

②施設給付 

次に、施設給付である。施設給付とは、「長期療養機関に長期間入所している受給者に

対し、身体活動支援及び心身機能の維持 · 向上のための教育 · 訓練等を提供する長期療養

給付」である（老人長期療養保険法第23条 2 ）。種類は、長期療養施設と老人療養共同生

活家庭がある。異なる点は、長期療養施設より老人療養共同生活家庭の方が小規模で家庭

的な居住環境である。 

施設給付は、 1 等級または 2 等級の認定者が利用することができるが、 3 等級から 5 等

級までの認定者のうち、施設給付が必要であると等級判定委員会が認めた場合、施設給付

サービスを利用することが可能である（長期療養給付提供現在及び給付費用算定方法等に

関する告示第 2 条）。 

 

③特別現金給付 

次は、特別現金給付である。種類は、家族療養費、特例療養費、療養病院看病費がある

が、現在実施されているのは、家族療養費のみである。 

                                                   

59 国民健康保険公団「在宅給付」URL:https://www.longtermcare.or.kr/npbs/e/b/303/npeb303m
01.web?menuId=npe0000000190&prevPath=/npbs/e/b/402/npeb402m01.web（ 2021年 7 月 1 日最終閲
覧）。 
60 保健福祉部相談センター「よくある質問（老人障害者）」 URL:
https://www.129.go.kr/faq/faq05_view.jsp?n=6133（ 2021年 7 月 1 日最終閲覧）。 
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特別現金給付（家族療養費）とは、「受給者が島 · 僻地に居住するか、天災地変、身体

· 精神または性格などの事由により長期療養給付を指定された施設から受けられず、その

家族等から訪問療養に相当する長期療養給付を受ける際に支払う現金給付」である61 。 

 家族療養費は、家族などから訪問療養に相当するサービスを提供された際に長期療養等

級（認知支援等級は除外）を問わず、毎月15万ウォンが受給者に支払われる仕組みである。

サービスの提供者は、療養保護士の資格を有する必要はなく、家族ではない、親戚や知り

合いなども認められる62 。 

 

④家族療養保護士によるサービス 

最後に家族療養保護士によるサービスである。家族療養保護士によるサービスとは、簡

単に説明すると、療養保護士の資格を持つ家族療養保護士に長期療養の対価として長期療

養報酬が支払われるサービスである63 。同サービスは、老人長期療養保険制度の設計の際

には存在しなかったが、政府の特別な方針によって認められたサービスで、老人長期療養

保険法上には規定されていない64 

保健福祉家族部は「長期療養給付費用等に関する告示（保健福祉家族部第2008－66号）」

において、家族療養保護士による長期療養サービスを次のように定めた。「受給者と同居

家族である療養保護士が提供した訪問療養給付は、所要時間によって算定するが、 1 日最

大 120 分未満とし、夜間や休日にサービスを提供した場合も所定報酬のみ算定する。この

場合、同居家族とは、受給者と同じ住宅で生活する家族 ( 「民法」第 779 条による ) をい

う」。 

                                                   

61 国民健康保険公団「特別現金給付（家族療養費）」 URL:https://www.longtermcare.or.kr/n
pbs/e/b/305/npeb305m01.web?menuId=npe0000002578&prevPath=/npbs/e/b/503/npeb503m01.web （ 20
21年 7 月 1 日最終閲覧）。 
62 同上。 
63 ただ、同居家族に長期療養サービスを提供する場合にも、訪問療養事業所に療養保護士
として登録しなければならない。 
64  Yang Nan Joo（ 2013）「家族療養保護士の発生に対する探索的な研究：韓国の老人長期
療養保険制度で家族はなぜ療養保護士となったか」『韓国社会政策』Vol.20(2)、99ページ。 



27 

 

老人長期療養保険制度の施行直前の2008年 6 月30日に発表された上記の告示により、家

族療養保護士によるサービスの提供が正式に認められたことから、療養保護士の養成機関

は受講生を確保するため、そして訪問療養事業所は、利用者を確保するため、家族療養保

護士制度を宣伝手段として利用した65 。また、自宅で要長期療養者に長期療養を行ってい

た家族は、今まで通りに長期療養をしながらお金がもらえるといった理由と療養保護士の

資格の試験が無試験であった理由で療養保護士の資格を取った66 。 

問題は、この家族療養保護士による不正請求が非常に多かったことである。保健福祉部

が2010年に全国の長期療養機関を対象に実施した取締り結果によると、全体 970 か所長期

療養機関のうち、 563 か所の長期療養機関が不正請求を行った67 。不正請求額は約14億ウ

ォンで、その金額のうち、50.7％が家族療養保護士に関する不正請求であった68 。 

こうした背景もあり、家族療養保護士によるサービスの給付費用は次第に厳しくなり、

2021年 7 月現在、家族療養保護士によるサービスの給付費用は、一日に一回（60分まで）、

月20日まで算定可能であり、家族療養保護士が他の職業に従事している場合（勤務した時

間の合計が月 160 時間以上の場合）は、長期療養を行っても給付費用の算定はできないよ

うになった（長期療養給付提供現在及び給付費用算定方法等に関する告示（保健福祉部告

示第 2021-119号））。 

 

（ 5 ）財源構成 

老人長期療養保険制度の財源は公費、保険料、自己負担金で構成されている。以下、項

目に分けて簡略に説明する。 

 

 

                                                   

65 Lee Yun Kyung（ 2010a ）「老人長期療養保険の家族療養給付体系改善方案」『保健福祉
フォーラム』 Vol.165 、韓国保健社会研究院、99ページ。   
66 同上。   
67 保健福祉部報道資料「長期療養機関、保育施設実態取締り結果」 2010年 8 月30日付、 2
ページ。 
68 具体的には、家族の療養保護士が利用者と同居していないように見せかけ、現在より高
い報酬を請求した。同上。 
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①公費 

まず、公費について、老人長期療養保険法第58条は「国は、毎年度予算の範囲内で、当

該年度の長期療養保険料の見込収入額の 100 分の20に相当する金額を公団に支援する」と

規定している。しかし、国はこれまで恒例的に長期療養保険料の見込収入額を過少推計す

る方法で、実際の収入額の 100 分の20に満たない公費を負担してきた69 。これに対し、公

費負担を遵守すべきとの指摘があったが、財政問題などの理由からあまり守られていない

のが現状である70 。表 1-9 は老人長期療養保険料に占める公費負担率の年次推移である。 

 

表 1-9  老人長期療養保険料に占める公費負担率の年次推移 

 
資料： KOSIS 「国民健康保険公団『老人長期療養保険統計（年度別長期療養財政現状 ）』」

URL:https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=350&tblId=DT_35006_N023&conn_path=I3

（ 2022年 1 月 5 日最終閲覧）により作成。 

 

②保険料 

次に、保険料である。老人長期療養保険制度の加入者は国民健康保険制度の加入者と同

一である。老人長期療養保険料は、健康保険料に上乗せされて強制的に賦課徴収される。

                                                   

69 Ki Dong Min議員他12人（ 2020年 6 月19日発議）「老人長期療養保険法一部改正法律案
（Ki Dong Min議員代表発議）」 1 ページ。 
70 国会事務処（ 2019）「第 371 回国会（定期会）予算決算特別委員会会議録第 2 号」 81-
82ページ。 

年度 保険料（千ウォン） 公費（千ウォン） 公費負担率

2008 477,011,336 120,747,289 25.30%

2009 1,199,551,493 204,351,491 17.00%

2010 1,831,554,777 332,318,000 18.10%

2011 2,142,331,738 388,311,000 18.10%

2012 2,369,669,274 415,243,000 17.50%

2013 2,542,097,685 459,058,000 18.10%

2014 2,704,720,549 503,301,000 18.60%

2015 2,883,322,196 516,596,000 17.90%

2016 3,091,599,172 552,470,000 17.90%

2017 3,277,181,325 582,216,000 17.80%

2018 3,924,506,029 710,701,000 18.10%

2019 4,952,552,500 891,167,000 18.00%

2020 6,356,827,418 1,241,430,000 19.50%
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老人長期療養保険料率の算定は、長期療養委員会の審議を経て大統領令で定める（老人長

期療養保険法第 9 条②）。保険料率は、制度が実施された2008年 7 月に 4.05% からスター

トされ、2009年には4.78％、2010年には6.55％に引き上げられたが、2017年までは凍結さ

れた。しかし、長期療養保険の当期純利益が2017年に赤字に転換されたことなどから71 、

保険料は2018年から毎年引き上げられ、2021年現在、老人長期療養保険料率は 11.52 ％で

ある。表1-10は韓国の健康保険料と老人長期療養保険料の引き上げ率の推移である。 

 

表1-10 健康保険料と老人長期療養保険料の引き上げ率 

 
資料：国民健康保険公団「健康保険保険料」 URL:https://www.nhis.or.kr/nhis/policy/wbhad

a01800m01.do （ 2021年 7 月 1 日最終閲覧）。 

 

③自己負担金 

最後に自己負担金である。要長期療養者が認定を受けて、老人長期療養保険制度からサ

ービスを利用するためには、毎月支払う保険料以外にも、実際のサービスの利用の際に自

己負担金を支払う必要がある。一般利用者が支払う自己負担率は施設サービスの場合20％、

在宅サ―ビスの場合15％である。国民基礎生活受給権者は、自己負担金の全額が免除され、

                                                   

71 「 NEWDAILY 経済」「『単独』長期療養保険 3 年間で累積赤字 ‘1.7 兆ウォン’… 2021年
には黒字転換？」 2020年 6 月22日付、 URL:https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2020/
06/22/2020062200025.html （ 2022年 1 月 5 日最終閲覧）。 

適用機関 健康保険料率 老人長期療養保険料率

2008.1～2008.12 5.08% 4.05%

2009.1～2009.12 5.08% 4.78%

2010.1～2010.12 5.33% 6.55%

2011.1～2011.12 5.64% 6.55%

2012.1～2012.12 5.80% 6.55%

2013.1～2013.12 5.89% 6.55%

2014.1～2014.12 5.99% 6.55%

2015.1～2015.12 6.07% 6.55%

2016.1～2017.12 6.12% 6.55%

2018.1～2018.12 6.24% 7.38%

2019.1～2019.12 6.46% 8.51%

2020.1～2020.12 6.67% 10.25%

2021.1～ 6.86% 11.52%

https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2020/06/22/2020062200025.html（2022年1月5
https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2020/06/22/2020062200025.html（2022年1月5
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医療給付受給権者は自己負担金の半額が減免される。この内容をまとめると以下の表1-11

通りになる。 

 

表1-11 老人長期療養保険制度利用における利用者別の自己負担率 

区 分 
                        自 己 負 担 率 

一 般 利 用 者  国 民 基 礎 生 活 受 給 権 者 医 療 給 付 受 給 権 者 

在 宅 サ ー ビ ス     15 ％            0 ％         7.5 ％ 

施 設 サ ー ビ ス     20 ％            0 ％          10 ％ 

資料：保健福祉部「老人（療養保険制度）」URL:

https://www.mohw.go.kr/react/policy/index.jsp?PAR_MENU_ID=06&MENU_ID=06390301&PAGE=1&topT

itle=%C1%A4%C3%A5%C0%C7%20%C0%CC%C7%D8（ 2021年 7 月 1 日最終閲覧）により作成。 

 

老人長期療養保険制度では、長期療養等級に応じて、サービスごとに限度額が定められ

ている。限度額範囲内で利用した場合の自己負担率は通常通りであるが、上限を超えて利

用した場合は、超えた分の全額は利用者が負担する。そして、食事材料費、理美容費、上

級寝室（一人・二人部屋）の利用による追加費用などは老人長期療養保険の適用外となっ

ているため、これらの利用料は全額自己負担になる72 。表1-12は施設給付の費用（一日）

であり、表1-13は在宅給付の種類別の限度額である。 

 

表1-12 施設給付費用（2021年 7 月 1 日現在）（単位：ウォン / 一日につき） 

 
資料：国民健康保険公団「月限度額及び給付費用」URL:https://www.longtermcare.or.kr/npb

s/e/b/502/npeb502m01.web?menuId=npe0000000380&prevPath=/npbs/e/b/501/npeb501m01.web （ 2021

年 7 月 1 日最終閲覧）より作成。 

 

 

                                                   

72 国民健康保険公団「老人長期療養保険制度（長期療養給付提供基準）」 URL: 
https://www.longtermcare.or.kr/npbs/e/b/501/npeb501m01.web?menuId=npe0000000370&prevPath=/
npbs/e/b/502/npeb502m01.web（ 2022年 1 月 5 日最終閲覧）。 

1等級 2等級 3～5等級

71,900 66,710 61,520

63,050 58,510 53,930

老人療養施設内 A型 ― 82,280 75,870

認知症専門室 B型 ― 74,050 68,270

72,520 66,870

区分

老人療養施設

老人療養共同生活家庭

認知症専門型

老人療養共同生活家庭
―

https://www.longtermcare.or.kr/npbs/e/b/501/npeb501m01.web?menuId=npe0000000370&prevPath=/npbs/e/b/502/npeb502m01.web（2022年1
https://www.longtermcare.or.kr/npbs/e/b/501/npeb501m01.web?menuId=npe0000000370&prevPath=/npbs/e/b/502/npeb502m01.web（2022年1
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表1-13 在宅給付種類別限度額（2021年 7 月 1 日現在） 
在 宅 給 付 月 限 度 額  

区 分  1 等 級  2 等 級  3 等 級  4 等 級  5 等 級  認 知 支 援 等 級  

限 度 額  1,520,700  1,351,700  1,295,400  1,189,800  1,021,300  573,900  

 

訪 問 介 護 （ 単 位 ： ウ ォ ン / 一 回 に つ き ）  

区

分  

30 分 以

上  

60 分 以

上  

90 分 以

上  

120 分  

以 上  

150 分  

以 上  

180 分 以

上  

210 分 以

上  

240 分 以

上  

訪

問

介

護  

14,750  22,640  30,370  38,340  43,570  48,170  52,400  56,320  

 

訪 問 入 浴 （ 単 位 ： ウ ォ ン / 一 回 に つ き ）  

区 分  
車 両 利 用  

（ 車 両 内 入 浴 ）  

車 両 利 用  

（ 家 庭 内 入 浴 ）  
車 両 未 利 用  

訪 問 入 浴  75,450  68,030  42,480  

 

訪 問 看 護 （ 単 位 ： ウ ォ ン / 一 回 に つ き ）  

区 分  30 分 未 満  30 分 以 上 ～  60 分 未 満  60 分 以 上  

訪 問 看 護  36,530  45,810  55,120 

 

昼 ・ 夜 間 保 護 （ 単 位 ： ウ ォ ン / 一 日 に つ き ）  

区 分  時 間  等 級  金 額  

昼

・

夜

間

保

護  

3 時 間 以 上 ～ 6 時 間 未 満  

1 等 級  35,480 

2 等 級  32,850 

3 等 級  30,330 

4 等 級  28,940 

5 等 級  27,560 

認 知 支 援 等 級  27,560 

6 時 間 以 上 ～ 8 時 間 未 満  

1 等 級  47,570 

2 等 級  44,060 

3 等 級  40,670 

4 等 級  39,290 

5 等 級  37,890 

認 知 支 援 等 級  37,890 

8 時 間 以 上 ～ 10 時 間 未 満  

1 等 級  59,160 

2 等 級  54,810 

3 等 級  50,600 

4 等 級  49,220 

5 等 級  47,820 

認 知 支 援 等 級  47,820 

10 時 間 以 上 ～ 12 時 間 未 満  

1 等 級  65,180 

2 等 級  60,380 

3 等 級  55,780 

4 等 級  54,370 

5 等 級  52,990 

認 知 支 援 等 級  47,820 

12 時 間 以 上  

1 等 級  69,890 

2 等 級  64,750 

3 等 級  59,810 

4 等 級  58,430 

5 等 級  57,040 

認 知 支 援 等 級  47,820 

短 期 保 護 （ 単 位 ： ウ ォ ン / 一 日 に つ き ）  

区 分  1 等 級  2 等 級  3 等 級  4 等 級  5 等 級  

短 期 保 護  58,070  53,780  49,680  48,360  47,050  
 

資料：表 1-12と同一。 

注：認知支援等級は年 6 日まで短期保護を利用することができる。 
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5 ．韓国における高齢者の貧困・健康問題 

以上のように韓国では、高齢者の生活を支える所得保障、医療保障、長期療養保障制度

が整っている。しかし、韓国では高齢者の貧困・健康問題が深刻である。 

最新年度73 のOECD加盟国の65歳以上の高齢者の自殺率 ( 人口10万人当たり ) の平均は

17.2人であり、韓国は46.6人（2019年）で 1 位である74 。OECD平均より 2.7 倍高い75 。

2019年現在、65歳以上の自殺者数は 3,600 人で、その内訳は、65歳以上が 787 人、70歳以

上が 1,620 人、80歳以上が 1,041 人、90歳以上が 152 人である76 。特に、70歳代と80歳代

の自殺者が多い。 

2019年現在、61歳以上の自殺の原因・動機別の自殺の状況を見ると、「肉体的な問題

（疾病）」（42.2％）が最も多く、  次に「精神的な問題」（33.2％）、「経済・生活問

題」（12.3％）  の順となっており、健康問題と経済問題が主な自殺の原因となっている

77 。 

そして、保健福祉部の「2020年度老人実態調査」によると、調査対象者 9,930 人のうち、

自殺を考えたことがあると答えた人は 213 人で、そのうち、23.7％は「健康問題」で、

23％は「経済問題」で自殺を考えたことがあると答えた78 。 

以上のように、韓国では毎年少なくない高齢者が健康と経済の問題で自ら命を絶ってい

る。韓国の高齢者の経済と健康の状況みると、まず、経済の状況は、2018年現在、OECDの

                                                   

73 韓国の場合、 2019年を適用。保健福祉部・韓国生命尊重希望財団（ 2021）「 2021自殺予
防白書」 139 ページ。 
74 保健福祉部・韓国生命尊重希望財団（ 2021）前掲（ WHO の 2021 Mortality data base を用
いて韓国生命尊重希望財団が算出） 139 ページ。 
75 同上。 
76 KOSIS 「統計庁『死亡原因統計（死亡原因（ 103 項目） / 性 / 年齢（ 5 歳）別死亡者数、
死亡率 ）』」 URL:
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B34E01&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=F
_27&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE （ 2022年 1 月
13日最終閲覧）。 
77 警察庁「 2019年変死者統計」（保健福祉部・韓国生命尊重希望財団（ 2021）前掲、 108
ページより再引用）。 
78 KOSIS 「保健福祉部『老人実態調査（老人の自殺を考えた経験及び
理由 ）』」 URL:https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=117&tblId=DT_117071_013&vw_cd=
MT_ZTITLE&list_id=117_11771_003_04&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&c
onn_path=MT_ZTITLE（ 2022年 1 月13日最終閲覧）。 

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B34E01&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=F_27&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE（2022年1月13
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B34E01&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=F_27&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE（2022年1月13
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B34E01&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=F_27&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE（2022年1月13
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B34E01&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=F_27&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE（2022年1月13
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=117&tblId=DT_117071_013&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=117_11771_003_04&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE（2022年1月13
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=117&tblId=DT_117071_013&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=117_11771_003_04&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE（2022年1月13
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=117&tblId=DT_117071_013&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=117_11771_003_04&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE（2022年1月13


33 

 

66歳以上の高齢者の相対的貧困率の平均は15.7％であり、韓国はOECDの平均より約 3 倍高

い43.4％で、OECD加盟国の中で 1 位である79 。韓国の2018年の等価可処分所得の中央値は

1,378 万ウォン（約 133 万円）で、66歳以上の高齢者のうち 4 割強が月 115 万ウォン（約

11万円）で生活する貧困状態に置かれたいた80 。 

次に、高齢者の老後生活を支える重要な所得保障制度である老齢年金の受給現状をみる

と、2020年現在、韓国の65歳以上の高齢者全体のうち、老齢年金の受給者は約 4 割弱

（ 327 万人）しかおらず、さらに、老齢年金の受給者全体の約 7 割（ 316 万人）の受給額

が「50万ウォン未満」であった。2020年現在、韓国における老後に必要な生活費は、高齢

者一人世帯の場合、月 130 万ウォン（約12万 5 千円）、高齢者夫婦世帯の場合、 210 万ウ

ォン（約20万 3 千円）である81 。これを考えると、現行の老齢年金は、老後生活の所得保

障の役割を担う公的年金制度として不十分であると言える。 

 次に、高齢者の健康の状況である。2020年度の高齢者の健康評価をみると、65歳以上の

高齢者は自分の健康状態について、24.3％は「良い」と38.4％は「悪い」と思っていた82 。

一人暮らし高齢者の場合、17.1％は「良い」と49.5％は「悪い」と思っており、全体高齢

者より自分の健康状態を悪いと思っている割合が多かった83 。そして、2020年度の高齢者

の実態調査では、調査対象者 10,097人のうち、84％の人が慢性疾患（医師による診断）を

持っていると答えた。慢性疾患数は、 1 個29.2％、 2 個27.1％、 3 個以上27.8％で、平均

は 1.9 個であった84 。 

                                                   

79 OECD「 Poverty rate 」 URL:https://data.oecd.org/inequality/poverty-rate.htm （ 2021年 6
月 9 日最終閲覧）。 
80 「韓国日報」「韓国の高齢者、 3 人に 1 人が働くが、 43% が ` 貧困線 ` 以下 … "OECD 圧
倒的 1 位 " 」 2020年 9 月29日付、 URL:https://www.hankookilbo.com/News/Read/A202009281430
0000024 （ 2022年 1 月12日最終閲覧）。 

81  Sung Hye Young 他 1 人（ 2020）「高齢者世帯の消費水準を考慮した必要な老後所得の研
究）」国民年金公団  国民年金研究院、10ページ。 

82 統計庁（ 2020）「 2020年社会調査結果」90ページ 
83 統計庁「 2020社会調査」（統計庁（ 2021）「 2021高齢者統計」 9 ページより再引用）。 
84 KOSIS 「保健福祉部『老人実態調査（老人の慢性疾病（医師診断基準）
数 ）』」 URL:https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=117&tblId=DT_117071_016&vw_cd=MT_
ZTITLE&list_id=117_11771_003_117_11771_003_06&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id
=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE（ 2022年 1 月13日最終閲覧）。 

https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2020092814300000024（2022年1月12
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2020092814300000024（2022年1月12
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=117&tblId=DT_117071_016&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=117_11771_003_117_11771_003_06&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE（2022年1月13
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=117&tblId=DT_117071_016&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=117_11771_003_117_11771_003_06&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE（2022年1月13
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=117&tblId=DT_117071_016&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=117_11771_003_117_11771_003_06&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE（2022年1月13
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韓国では、高齢者の健康を支える制度として、国民健康保険制度と老人長期療養保険制

度がある。しかし、医療サービスと長期療養サービスの保険料及び自己負担金といった経

済的負担により、必要なサービスを利用できない高齢者が少なくない。 

2020年度の医療サービスの経験調査によると、調査対象者 12,133人のうち、60歳代以上

（ 3,970 人）は、医療費の負担により、医療機関の訪問（診療）、治療、検査、医薬品の

処方、医薬品の購買を諦めた経験が他の年齢層より多かった85 。そして、健康診断の費用

に対する負担も他の年齢層より高かった86 。医療費の自己負担金の減額についても、60歳

代以上の対象者のうち、65％は必要であると答え、これも他の年齢層より高かった87 。 

この調査から60歳以上の老年期の人たちは、他の年齢層に比べ、医療費の負担を感じて

おり、それによって、医療サービスを諦めた経験がより多かったことが分かる。高齢者の

医療サービスの利用に関する先行研究でも、医療ニーズがあるにも関わらず、医療サービ

スの利用を諦めたことがある高齢者は、その理由として経済的な理由を最も多く挙げてい

た88 。 

2018年現在、70歳以上の高齢者のうち、国民健康保険料を 1 年以上滞納している人は 7

万人で、80歳以上の地域加入世帯のうち、 1 年以上の長期滞納世帯は 2.1 万世帯であった。

そして、2018年現在、国民健康保険の給付制限の対象者は、70歳以上の高齢者世帯の場合、

10.2万世帯で、 3 年以上の長期滞納世帯は 3 万世帯であった。これについて、韓国の国家

人権委員会は、国民健康保険の給付の制限の要件を緩和しないと高齢者の健康権において

                                                   

85 60歳代以上（ 3,970 人）のうち、医療費の負担により、医療機関の訪問（診療）を諦め
たことがある人は 3.6%、治療を諦めたことがある人は 4.1%、検査を諦めたことがある人は
7.4%、医薬品の処方を諦めたことがある人は 2.2%、医薬品の購買を諦めたことがある人は
1.7%であった。 Shin Jung Woo他 6 人（ 2020）「 2020医療サービスの経験調査」保健福祉部、
韓国保健社会研究院、 303-307 ページ。 

86 Shin Jung Woo他 6 人（ 2020）前掲、 313 ページ。 
87 Shin Jung Woo他 6 人（ 2020）前掲、 298 ページ。 
88 Kim Jin Gu （ 2008）「老人の医療利用と影響要因の分析」『老人福祉研究』 Vol.39 、
292 ページ、 Choi Hee Young ・Ryu So Yeon（ 2017）「我が国の老人たちの未充足の医療の
類型別の関連要因」『保健医療産業学会』 Vol.11 （ 2 ）、 71ページ。 
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重大な制限になると、滞納負担を緩和させる給付の制限の例外を高齢者と障害者などの社

会的に脆弱な階層まで拡大する必要があると保健福祉部の長官に勧告した89 。 

そして、長期療養サービスの場合も、慢性疾患を持っており、要長期療養認定を受けた

にもかかわらず、経済的な理由によりサービスを利用できない人が少なくない。2019年度

の長期療養の実態調査によると、2019年現在、調査対象者（要長期療養認定者） 5,606 人

のうち、サービスを利用しない認定者は 1,263 人（23％）であった90 。長期療養サービス

の未利用者 1,263 人のうち、サービスを利用しない一番目の理由として自己負担金を挙げ

た人は 7.3 ％、 2 番目の理由として自己負担金を挙げた人は11.7％であった91 。また、長

期療養サービスの利用している場合であっても、自己負担金を支払っている利用者及び家

族の多くは、経済的な負担を感じていた92 。 

このように韓国では、公的医療・長期療養保障制度があるにも関わらず、保険料及び自

己負担金がサービスの利用にあたって大きな阻害・躊躇要因となっていることから、ニー

ズがあってもサービスの利用を諦め、心身の健康状態が悪化する状況に置かれている高齢

者が少なくない。 

 

第 2 節 韓国における新自由主義の登場とそれの対抗の動きの背景 

次に、近年韓国で生じてきている特異な状況について紹介しておく。それは新自由主義

政策思想への対抗の動きである。後の章で分析するように、本稿では文政権下における老

人長期療養保険制度改革に着目しその最新実態を分析するが、そこに焦点を当てる理由は

                                                   

89 国家人権委員会（ 2019）「社会脆弱階層の健康権保障などのための国民健康保険制度の
改善勧告」 8 、 11-12 ページ。 
90 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）「 2019年度長期療養実態調査」保健福祉部、韓国保健社会研
究院、 109 ページ。 
91 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）前掲、 312-313 ページ。 
92 在宅サービスの自己負担金の全額を支払っていると答えた利用者 241 人のうち、 62.2％
が経済的負担であると答えた。そして、長期療養サービスの自己負担金を支払っていると
答えた家族 2,263 人のうち、51％が経済的負担であると答えた。Kang Eun Na他 4 人（ 2019）
前掲、 191 、 194 、 357 ページ。 
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東アジアでも特異なこの動きの背景や今後の展望を見極めるためである。よって、この近

年の動きについてやや紙数を割いて紹介をしておく。 

 

1 ．韓国における新自由主義の登場 

ハーヴェイは新自由主義とは「何よりも、強力な私的所有権、自由市場、自由貿易を特

徴とする制度的枠組みの範囲内で個々人の企業活動の自由とその能力とが無制約に発揮さ

れることによって人類の富と福利が最も増大する、と主張する政治経済的実践の理論」と

定義した。この理論によると、国家の役割は、①「こうした実践にふさわしい制度的枠組

みを創出・維持する」こと、②「私的所有権を保護し、市場の適正な働きを、必要とあれ

ば実力を用いてでも保障するために、軍事的、防衛的、警察的、法的な枠組みや機能を作

りあげる」こと、③「市場が存在しない場合には、医療、社会保障などの領域で市場その

ものを創出する」ことなどであり、「市場への国家の介入は、いったん市場が創り出され

れば、最低限に保たれなければならない」とする93 。 

「国家の市場への最低限の介入」、「市場の原理」、「小さな政府」などを特徴として

いる新自由主義は、1970年代から1980年代以降国際的に登場してきた94 。韓国では、1990

年代、アメリカから韓国国内の資本市場の自由化と貿易の開放を強く要求され95 、金泳三

政権下で新自由主義が進められるようになった。その後、韓国経済は、金融危機を契機に

IMF 体制下に置かれるようになり、金大中政権から本格的に新自由主義的な路線がとられ

るようになった。 

                                                   

93 Ｄ . ハーヴェイ（ 2005）（渡辺治監訳（ 2007 ））『新自由主義―その歴史的展開と現在
（ A Brief History of Neoliberalism ）』作品社、 10-11 ページ。 

94 西成田  豊（ 2000）「『新自由主義＝規制緩和の経済学』批判」『一橋論叢』 Vol.124
（ 6 ）、 735 ページ。 
95 Shin Dong Myeon （ 2001）「金泳三政府の社会福祉政策」『韓国社会福祉調査研究』
Vol.7 、84ページ 
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金大中政権は、 IMF の勧告により、金融、企業（財閥）、公企業及び動労などの 4 大部

門における構造改革とともに労働市場の柔軟化、貿易・投資・金融自由化、公企業の民営

化、脱規制などを進めた96 。それと同時に、金大中政権は社会保障の拡大を進めた。 

一般的に新自由主義下では、福祉縮小が行われる。ただ、韓国ではそれとは反対に、福

祉拡大が進められた97 。それは、新自由主義政策による大量失業者、中間所得層の崩壊、

所得不平等などの社会・経済諸問題に対応するには、旧来の韓国の社会保障の水準があま

りにも低かったからである98 。このように福祉国家から新自由主義へと転換した国々と異

なり、韓国は福祉国家になる前に新自由主義が進められた。 

また、金大中政権は高齢化社会に対応するため、「長期療養保険制度」を導入すること

を明らかにした99 。しかし、同制度の導入は、高齢者の医療費を抑制する政策の一環でも

あったため100、同制度自体が新自由主義的な性格を有するものであったと言える。 

詳細は後述するが、その後の廬武鉉政権下では、当初「公的長期療養保障制度」導入に

向けた本格的な取り組みが進められ、長期療養サービスの供給主体の多様化を図りながら

も、公共機関を中心にサービスを提供するいわゆる「公営」路線が目指された101。こうし

た「公営化」への動きが一時期はあったものの、公共機関の設置が様々な要因から円滑に

進まなかったことから、結局、廬武鉉政権は、市場化・営利化政策を取り入れて、民間事

業者の市場参入を促した。その結果、多くの民間事業者が市場に参入したことで、長期療

                                                   

96 Park Yong Soo（ 2010）「参与政府の性格」『平和研究』 Vol.18 （ 1 ）、  99 ページ。 
97 Song Baek Seok （ 2006）「金大中政府の政策性格分析の批判―福祉国家の性格論争を中
心に―」『経済と社会』 Vol.71 、 128 ページ。 
98 Chung Moo Kwon （ 2002）「金大中政府の福祉改革性格の理解―類型論争を中心に―」
『批判社会政策』 Vol.11 、 121 ページ。一般的に新自由主義下では、福祉縮小が行われる
が、韓国ではそれとは反対に、金大中政権下で福祉拡大が進められた。このような背景か
ら韓国では、金大中政権の福祉性格が新自由主義か、それとも反新自由主義かをめぐって
論争が行われた。これに関しては、 Kim Yeon Myung （ 2002）「 ` 国家福祉の強化論 ` 批判
に対する再批判と争点」『批判社会政策』 Vol.11 、 51-84 ページ、 Chung Moo Kwon （ 2002）
前掲、 Sonn Ho Chul （ 2005）「金大中政府の福祉改革の性格―新自由主義への前進？―」
『韓国政治学会報』 Vol.39 （ 1 ）、 213-231 ページ。などを参照。 
99 行政安全部大統領記館「第56周年光復節慶祝辞 ( 改革と和合で未来を開いていきましょ
う ) 」 2001年 8 月15日付、 URL:https://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp
（ 2021年 4 月20日最終閲覧）。 
100 保健福祉部報道資料、前掲（ 2001年 5 月31日付）、 5 ページ。 
101 公的老人療養保障推進企画団（ 2004a ）前掲、 281-282 ページ。 
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養サービスの供給は民間機関に任せられるようになった。こうして、長期療養サービスの

供給は、民間事業者が主導する「民営」が制度運営の基本方針としてとられ、「老人長期

療養保険制度」は、新自由主義的な制度として始まった。そして、「民営」は、李明博政

権・朴槿恵政権下でも継承・維持された。 

一般的に民営化は公営化を前提にする102。ところが、韓国の社会福祉サービスの場合、

実際のサービスの供給は民間機関が担当し、国家は財政的な支援と監督だけを行う構造を

持っている103。 Nam Chan Seob （2008）は、公営を経験したことがない社会福祉サービス

を「バウチャー」方式で供給することについて「民営化
．
」と表現するのは正しくなく、あ

えて表現するならば、それは「公営化段階が省略された民営化」であると述べている104。

この意味からすると高齢者の長期療養サービスは、常に「民営」であって、「公営化」を

したことが一度もない。韓国の公的長期療養保障制度は、「公営化段階が省略された民営

化」が進められた代表的な例の一つであると言える。 

 

2 ．韓国における新自由主義への対抗の動きの背景 

韓国では、新自由主義の政策が1997年の金融危機を契機に本格化し、約30年間続いてい

た。ところが、近年の韓国では、新自由主義に対抗する動きが起きてきている。2017年 5

月に発足した文在寅政権は、韓国経済における様々な問題が新自由主義政策に起因してい

ると指摘しながら、新自由主義政策に終止符を打った105。 

先述したが、韓国における新自由主義政策は、革新・保守の政党を問わず、約30年間続

いていた。これは、文政権の新自由主義からの転換が、単純に政権理念や陣営の違いから

                                                   

102 Kwak Hyo Moon（ 2002）「社会福祉の供給の民営化に関する研究」教授の論文集（ Gang 
Sang Gyeong（ 2008）「社会福祉実践の民営化、韓国的状況における代案なのか？」『韓国
社会福祉学会 2008年度春季学術大会』、 152 ページより再引用）。 

103 Nam Chan Seob（ 2008）「韓国の社会福祉サービスにおけるバウチャーの意味と評価―バ
ウチャー事業の社会的脈絡を中心に―」『批判社会政策』 Vol.26 、16ページ。 
104 Nam Chan Seob（ 2008）前掲、17ページ、脚注 5 。 
105 「 OHMYNEWS 」「文大統領 " 包容的成長は新自由主義と対比される概念 " 」 2018年 7 月24
日付、 URL:http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002457381 （ 2021年12
月 6 日最終閲覧）。 

http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002457381（最終閲覧2021年
http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002457381（最終閲覧2021年


39 

 

起きているものではないことを意味する。文政権の新自由主義路線からの脱却の背景には、

2016年「ロウソクの集会」があったと考えられる。 

2016年「ロウソク集会」は、朴槿恵元大統領の退陣を求めて、2016年10月29日から2017

年 4 月29日まで、毎週土曜日、ソウルの光化門広場を中心に行われた。 6 か月にわたって

行われた「ロウソク集会」には、累計約 16,848,000人が参加した106。集会には、セウォル

号4.16連帯、民主主義国民行動、民衆総決起闘争本部、白南基（ベク・ナムキ）107闘争本

部、市民社会団体連帯会議などの多くの市民社会団体が参加したが108、その参加者数は約

20万人で、全体参加者数の約90％は一般市民であった109。 

「ロウソク集会」は、朴槿恵元大統領の権力の私物化が直接的な発火点となって、朴槿

恵元大統領の退陣を要求する集会として始まったが、集会の根本的な背景には、新自由主

義による社会・経済的な不平等と両極化問題があった110。韓国の若者たちの間で流行って

いる「ヘル朝鮮」と「金のスプーン・泥のスプーン」という言葉は、新自由主義政策がも

たらした社会・経済的な不平等と両極化問題が韓国でどれほど深刻なものであるのかをよ

く表している端的な例である。 

「ヘル朝鮮」とは、英語のHellと朝鮮を組み合わせた新造語で、直訳すると「地獄のよ

うな朝鮮（韓国）」を意味する。韓国の若者たちは、韓国社会を未来が見えない、希望の

                                                   

106 朴槿恵政権退陣非常国民行動（ 2017）「朴槿恵政権退陣非常国民行動評価書」 5 ページ。 
107 2015年11月14日、ソウルで開かれた農民総決起集会で、農民の白南基（ベク・ナムキ、
69歳）さんが警察の放水で倒れた後、ソウル病院に運ばれたが同年の 9 月に亡くなった。
ソウル大学病院は、白南基さんの死因について、「病死」としたが、 2017年 6 月15日に
「外因死」に変更した。「 JACOM 」「韓国で新自由主義に反旗  大統領退陣へ大規模デモ」
2016年12月21日付、 URL:https://www.jacom.or.jp/nousei/closeup/2016/161221-31675.php （ 20
21年11月29日最終閲覧）、「 KBSWORLD 」「ペク・ナムギさんの死因変更「病死」→「外因
死」」 2017年 6 月16付、 URL:http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code
=63982 （ 2021年11月29日最終閲覧）。 
108  2016 年11月 9 日、韓国の 1500市民団体が連帯して「朴槿恵政権退陣非常国民行動」を
発足させた。その後、「朴槿恵政権退陣非常国民行動」に参加した市民団体数は 2300に増
えた（ 2016年11月21日現在）。朴槿恵政権退陣非常国民行動（ 2017）前掲、 2 ページ。 
109  Sonn Ho Chul（ 2017）「11月市民革命、広場と大議題を考える」『マルクス主義研究』
Vol.14 （ 1 ）、 24ページ。 
110 Kang Miong Sei （ 2017）「“ろうそく革命”の希望は何であり、それはどのように実現
できるか」『議政研究』 Vol.51 、13、28ページ。 

https://www.jacom.or.jp/nousei/closeup/2016/161221-31675.php（最終閲覧2021年1
https://www.jacom.or.jp/nousei/closeup/2016/161221-31675.php（最終閲覧2021年1
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=63982（最終閲覧2021年1
http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=j&Seq_Code=63982（最終閲覧2021年1
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ない社会、つまり、地獄のような社会として認識している。その背景には、貧富の格差、

富の不平等、雇用不安定化、超競争社会などがある111。 

次に、「金のスプーン・泥のスプーン」は、いわゆる「スプーン階級論」で用いられる

言葉で、「スプーン階級論」は、親の財産・所得水準に応じて子の階級が、金のスプーン、

銀のスプーン、銅のスプーン、泥のスプーンの 4 つに分けられるとする112。最も階級が高

いのは金のスプーンであり、その反対は泥のスプーンである。「スプーン階級論」は、親

の富によって子の人生が決まり、個人の能力や努力だけでは、階層移動が難しいと感じて

いる韓国若者の気持ちを代弁する。 

 韓国で「泥スプーン」として生まれ、「ヘル朝鮮」を生きる多くの若者たちは、国民か

ら委ねられた権力を私物化し、財閥と癒着して巨額の賄賂を受け取った朴槿恵元大統領と、

大統領に付与された権限をまるで自分のもののように使い、国政介入と娘を名門大学の不

正入学させた朴槿恵元大統領の友人の崔順実（チェ・スンシル）に憤怒した。 

「ロウソク集会」は、朴槿恵元大統領の権力の私物化が直接的な原因であったが、多く

の市民が自らロウソクを持って広場に集まった背景には、こうした新自由主義政策による

社会・経済的な不平等と両極化に対する不満と「セウォル号沈没事件」と「白南基農民死

亡事件」によりあらわになった国家の役割放棄と無能性に対する怒りと切望感がすでに蓄

積されていたからである113。 

「ロウソク集会」に集まった人たちは、朴槿恵元大統領の退陣を超えて、より根本的な

韓国社会的・経済的・政治的な改革を要求した。例えば、韓国の2300市民社会団体が連携

して立ち上げた「朴槿恵政権退陣非常国民行動」は、セウォル号惨事の真相究明とセウォ

ル号引揚げ、白南基農民事件の特検捜査導入、歴史教科書の国定化の阻止、言論掌握と放

                                                   

111 「中央日報」「大学生も会社員も 90% が " ヘル朝鮮 " である・・・ ' 金スプーン - 泥ス
プーン ' 社会が理由 1 位」 2016年 7 月 1 日付、 URL: https://www.joongang.co.kr/article/20
249142#home（ 2021年11月30日最終閲覧）。 
112 「プレシアン」「 ' スプーン階級論 ' 、統計庁の統計で確認された」 2015年11月26日付、
URL:https://www.pressian.com/pages/articles/131411 （ 2021年11月30日最終閲覧）。 

113 Lee Jeong Hoon （ 2017）「ろうそくその後、韓国メディアはどのように変わったのか」
『 Kwanhun ジャーナル』 Vol.59 （ 4 ）、 45ページ。 

https://www.joongang.co.kr/article/20249142#home（最終閲覧2021年11月30
https://www.joongang.co.kr/article/20249142#home（最終閲覧2021年11月30
https://www.pressian.com/pages/articles/131411（2021年11月30
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送法改正、成果退出制の阻止、サードミサイル配置の中断を年内に解決しなければならな

い 6 大緊急懸案として定め、朴槿恵政権の退陣運動を続けた114。 

強まる国民の要求と期待を受けて、2016年12月 9 日に韓国国会が朴槿恵元大統領を弾劾

訴追した。そして2017年 3 月10日、ついに韓国憲法裁判所は裁判官全員一致で朴槿恵元大

統領の罷免を宣告した。朴槿恵元大統領の罷免によって、2017年12月20日に予定されてい

た第19代大統領選挙は、2017年 5 月 9 日に行われるようになった。こうした早期大選は、  

「ロウソク集会」の成果の一つであった。それゆえ、第19代大統領選挙は、「ロウソク集

会」の影響を受けざるを得なく、社会・経済構造の根本的な改革を要求した国民の期待が

各政党の公約に反映されざるをえなかった。 

例えば、野党第 1 党「共に民主党」の文在寅候補者は、「国を国らしく」をスローガン

として掲げた。これは、「ロウソク集会」で、「これが国か」と、国民の自由と権利を保

障しなければならない国家の役割に対して国民が投げかけた質問に対する答えであった。 

そして、「共に民主党」は、大統領選挙の政策公約で、①ロウソク革命の完成による、

国民が主人の大韓民国、②成長を共にする大韓民国、③平和な韓半島、安全な大韓民国、

④持続可能な社会、活気に満ちた大韓民国という 4 大政策ビジョンを提示した115。その具

体的な内容には、民間人集団犠牲事件及び人権侵害事件などの完全な真実究明、市民公益

委員会の設立、歴史教科書の国定化の禁止、改憲、権力機関の改革、雇用創出、非正規雇

用の削減などの「ロウソク集会」で挙げられた諸課題が盛り込まれていた116。 

2 か月しかない短い選挙運動期間は、「共に民主党」の文在寅候補者に有利に働いた。

彼は、第18代大統領選挙に出馬して知名度、認知度が高く、選挙の準備能力も他の候補者

                                                   

114 「ハンギョレ：オン」「朴槿恵政権退陣非常国民行動、'6大緊急懸案 ' 提示」 2016年12
月22日付、 URL:http://www.hanion.co.kr/news/articleView.html?idxno=4406 （ 2021年11月30日
最終閲覧）。 
115 共に民主党（ 2017）「国を国らしく―第19代大統領選挙共に民主党政策公約集―」 6-7
ページ。 
116 共に民主党（ 2017）前掲、16、26、58、63ページ。 

http://www.hanion.co.kr/news/articleView.html?idxno=4406（最終閲覧2021年11月30
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より優位に立っていた117。そして、「ロウソク集会」に積極的に参加することで、徐々に

支持率も上がっていった118。 

政権交代を強く望んでいた国民の多くは、第19代大韓民国大統領選挙で、与党「セヌリ

党」に代わる政党として野党第 1 党「共に民主党」を支持した。そして、第19代大韓民国

の大統領として、文在寅候補者が当選された。 

文在寅政権は、自ら「ロウソク政府」と称し、「ロウソク革命119」で誕生した政府であ

ることを自認した。そして、文在寅大統領は就任の演説で、「国を国らしく作る大統領に

なります。古い時代の誤った慣行と果敢に決別します」とし、「権力機関は政治から完全

に独立させます」としながら、「財閥の改革」と「非正規雇用の問題の解決の道を模索す

る」と語った。また、「文在寅と共に民主党の政府では、機会は平等であり、過程は公正

であり、結果は正義に見合う」社会になると約束した120。 

文在寅政権発足後、国政企画諮問委員会が「文在寅政府国政運営 5 箇年計画」策定した。

文在寅政権は、国家ビジョンとして「国民の国、正義たる大韓民国」を掲げた。そして 5

大国政目標としては、①国民が主人である政府、②共に豊かに暮らす経済、③私の人生に

責任を持つ国家、④平等に発展する地域、⑤平和と繁栄の朝鮮半島を設定した121。これら

の 5 大国政目標に向けた政策内容は、国民の基本権を守るため、国家の役割と責任を強化

し、また、国家が市場に介入する大きい政府を志向するもので、新自由主義路線からの転

換を示すものであったと言える。以下、その具体的な政策内容を「文在寅政府国政運営 5

箇年計画」を基に、各分野に分けて整理する。 

                                                   

117 Kang Miong Sei （ 2017）前掲、11ページ。 
118 「ロウソク集会」が始まる前の 2016年10月 2 週目の「次期政治指導者の支持率」は、文
在寅（18％）潘基文（パン・ギムン）（27％）であったが、「ロウソク集会」の期間中の
2017年 1 月 2 週目の支持率は、文在寅（31％）潘基文（20％）であった。「連合ニュース」
「 ' ろうそく ' が作ったバラの大統領選、文候補の勝利に影響を与えたか」 2017年 5 月 9
日付、 URL:https://www.yna.co.kr/view/AKR20170509016200004 （ 2021年12月 1 日最終閲覧）。 
119 「ロウソク集会」を革命でみなすことができるか否かについては韓国では意見が分かれ
るが、文政権では、革命とみなしている。 
120 「中央日報」「【全文】文在寅大統領就任演説」 2017年 5 月10日付、 URL:https://www.
joongang.co.kr/article/21558717#home（ 2021年12月 1 日最終閲覧）。 
121 国政企画諮問委員会（ 2017）「文在寅政府国政運営 5 箇年計画」15ページ。 

https://www.yna.co.kr/view/AKR20170509016200004
https://www.joongang.co.kr/article/21558717#home（最終閲覧2021年
https://www.joongang.co.kr/article/21558717#home（最終閲覧2021年
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3 ．文在寅政権の新自由主義政策からの転換 

（ 1 ）経済政策 

文在寅政権初期の経済政策は、所得主導成長122、公正経済123、革新成長124が三つの柱と

して掲げられた。 1 年後、文大統領は2018年 7 月23日大統領首席秘書官・補佐官会議で、

「長く続いてきた新自由主義の経済政策が経済の不平等を拡大して、成長動力を落とした

ため、雇用なき成長が続いており、依然として韓国経済には難しい部分が多い」とし、新

自由主義政策の反省として「包容的成長」を経済政策として前面に打ち出した125。 

「包容的成長」は、包括的な概念であり、所得主導成長、公正経済、革新成長は、「包

容的成長」を実現するための具体的な方法として、「包容的成長」の下位概念に位置付け

られる126。 

文大統領は、「包容的成長」を新自由主義と対比される概念として用いて、「新自由主

義は排除的成長（ exclusive growth ）だ。成長の恩恵層が少数にとどまり多数が排除され

                                                   

122 所得主導成長は、家計の負担を減らし所得を高め、増えた家計所得が消費を刺激して経
済成長を導き、経済成長の成果が良い雇用につながる好循環経済構造を作る経済政策であ
る。「雇用なき成長」の経済現実と成長率の低下、両極化の深化問題を過去とは異なる方
式で解決するための経済アプローチが所得主導成長である。家計の所得から出発する新し
い成長経路を作り、既存の経済構造がもたらした副作用を乗り越えながら、輸出と内需が
バランスを取る経済構造と体質を作るための経済政策である。大韓民国政策ブリーフィン
グ「政策ウィキ  所得主導成長」 URL:https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?
newsId=148861934 （ 2021年12月 1 日最終閲覧）。 

123 公正経済は、全ての経済主体が①働いた分だけ正当な補償を受けられ、②対等な位置で
競争できる経済構造を作る政策である。公正経済政策は、かつての大企業中心の経済成長
戦略の限界を克服し、持続可能な経済成長の基盤を構築するために欠かせない政策である。
公正経済政策は、単に中小企業または経済的弱者を保護する政策を超えている。歪曲した
市場経済の規則を正し、韓国経済の成長基盤を強固にする政策である。大韓民国政策ブリ
ーフィング「政策ウィキ公正経済」URL:https://www.korea.kr/special/policyCurationView.d
o?newsId=148865735&pWise=main&pWiseMain=K5 （ 2021年12月 1 日最終閲覧）。 
124 革新成長は、韓国の経済 · 社会のあり方と体質を根本的に変え、「人中心の経済」を実
現するための経済成長戦略である。民間主導で技術 · 資本 · 人材を結び、経済全般の生産
性を高め、効率的に資源を配分する経済政策である。労働市場の改善、規制の再設計、社
会的資本の拡充など、経済や社会の全般にわたる制度革新も一緒に行われる。革新成長は、
従来の経済成長戦略とは異なり、概念にとどまるのではなく「目に見える成果」の創出を
目標とした成長戦略である。大韓民国政策ブリーフィング「政策ウィキ  革新成長」URL:
https://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148865240 （ 2021年12月 1 日最終
閲覧）。 
125 「 OHMYNEWS 」前掲（ 2018年 7 月24日付）、（ 2021年12月 6 日最終閲覧）。 
126 「連合ニュース」「文大統領 "包容的成長のため、所得主導成長 · 革新成長がある " 」
2018年 7 月24日付、 URL:https://www.yna.co.kr/view/AKR20180724119900001 （ 2021年12月 1 日
最終閲覧）。 

http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002457381（最終閲覧2021年
https://www.yna.co.kr/view/AKR20180724119900001（最終閲覧2021年
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る構造」とし、「こうした排除的成長では経済が持続できず、成長に障害になる」と述べ

た。続いて「逆に包容的成長（ inclusive growth ）は、多くの人にまんべんなく成長の結

果が配分され、あまねく恩恵を享受することができる成長」と述べ、新自由主義的な経済

政策からの転換を明らかにした127。 

 

（ 2 ）雇用・労働政策 

文在寅大統領は、大統領選挙公約として、「労働尊重社会の実現」を掲げた。文在寅政

権の発足後、「労働尊重社会の実現」は、文在寅政権国政運営 100 大課題のうち、「 63.

労働尊重社会の実現」に位置づけられた。文政権では、「労働尊重社会の実現」のため、

労働人権の強化と労働の社会的対話を推進するとともに、特に、非正規職の問題の解決の

ため、差別のない良い職場づくりを核心課題として推進することを明らかにした128。 

まず、労働人権の強化政策としては、朴槿恵政権下で導入された低成果者の解雇を可能

にする「一般解雇指針」と労働組合の同意なしで就職規則の変更を可能にする「就業規則

の不利益変更の要件緩和指針」129、そして、公共機関の「成果年俸制」を廃止するとした

130。これは、労働界の雇用安定性に対する要求を大幅に受け入れるものであった131。 

 次に、非正規職の問題解決のための政策は、公共機関の非正規職を正規職へ転換するこ

とを提示した。雇用安定のため、常時・持続的な業務132は、正規職で直接雇用する原則を

確立するとともに、子会社の設立など多様な正規職化の方案を設けるとした。そして、使

                                                   

127 同上。 
128 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、 97-98 ページ。 
129 「 FOCUSDAILY 」「 " 人中心の経済 "… 文大統領の新自由主義決別宣言」 2017年11月 1 日
付、 URL:http://www.ifocus.kr/news/articleView.html?idxno=90364 （ 2021年12月 2 日最終閲覧
）。 
130 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、98ページ。 
131 Kwon Soon 
Mee （ 2020）「文在寅政府の労働改革の理想と現実 : 包容的安定化から軟性二重化へ」『
韓国社会政策』 Vol.27（ 1 ）、 136 ページ。 
132 一年中、継続する業務で、今後 2 年以上継続されると見込まれる業務のこと。大韓民国
政策ブリーフィング「政策ウィキ  公共部門の非正規職を正規職に転換」URL:https://www.
korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148866481 （ 2021年12月 3 日最終閲覧）。 

http://www.ifocus.kr/news/articleView.html?idxno=90364（最終閲覧2021年
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用者の非正規雇用の負担を強化することで、非正規雇用の濫用を防止する「生命・安全業

務分野などに対する使用事由制限」制度の導入も進めることにした133。 

次に、雇用政策では、2022年まで公共部門で81万人の雇用を創出するとした。文政権で

は、「雇用こそ経済成長を促進する最高の福祉」としながら、大統領直属の「雇用委員会」

を設置し、雇用中心の国政運営インフラを構築することを明らかにした。さらに、保育・

長期療養・公共医療などの社会サービスで34万人の雇用創出とともに高齢者の雇用も2017

年43.7万人から2022年80万人に拡大すると発表した134。 

最後に、労働市場のセーフティネットの機能強化のための政策としては、最低賃金の引

き上げと雇用保険の適用拡大（芸術家・特殊雇用労働者など）、失業保険の受給期間の拡

大及び金額の引き上げなどが提示された。特に、最低賃金の引き上げは、文大統領の公約

の一つとして、賃金の格差の改善のために採用され、2017年現在、最低賃金（時給）

6,470 ウォン（約 621 円）から段階的に引き上げ、2020年までに 1 万ウォン（約 960 円）

に引き上げることを目標にしている135。 

 

（ 3 ）保育・教育政策 

文在寅政権の保育・教育政策の核心内容は、国家の責任を強化することで、教育の公正

性を高め、教育における階層間移動はしごを修復することである136。文大統領は、大統領

選挙で、「国家が育児に責任を持つということは、子どもから親、高齢者世代まで、全世

代の幸せに責任を持つこと」とし、「すべての子供を自分の孫のように…安心で子供を育

てられる大韓民国を作る」と約束した137。具体的に掲げた政策は、児童手当の導入、国公

                                                   

133 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、 145 、 147 ページ。 
134 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、12、 42-44 、75、 144 、 176 ページ。 
135 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、46、99、 144 、 146 ページ。 
136 共に民主党（ 2017）前掲、 205 、 218 ページ。 
137 「 NEWSPIM 」「【全文】文在寅、 0-5 歳まで月10万ウォンの児童手当など育児対策発表」
2017年 4 月14日付、 URL:https://www.newspim.com/news/view/20170414000141 （ 2021年12月 3
日最終閲覧）。 

https://www.newspim.com/news/view/20170414000141（最終閲覧2021年
https://www.newspim.com/news/view/20170414000141（最終閲覧2021年


46 

 

立幼稚園の拡充、ヌリ過程138予算に対する国家責任の拡大、児童人権法の制定、トルボム

教室139の拡大、障害者などの特殊教育対象者の教育権の保障のための学校の新・増設など

であった140。これらの公約は、文政権の国政運営 100 大課題に比較的に充実に反映された

と言える。 

文在寅政権は、「文在寅政府の国政運営 5 箇年計画」の 100 大課題で、「国公立幼稚園

の拡大、ヌリ過程の国庫支援、高校無償養育、大学生の住居負担の軽減など幼児期のスタ

ートラインから大学まで、保育と教育に対する国家の責務を強化し、生涯別マチュム141型

の支援を実現」すると、国家の責任で保育・教育政策を実施していく意思を改めて示した

142。 

その主要内容は、2018年度から保育園のヌリ過程費用の全額を国が負担すること、2020

年度から高等学校の無償教育を段階的に実施、そして、2018年度から大学生の学費及び学

生ローン金利の負担軽減と入学金の段階的な廃止などの推進である。こうした教育に対す

る公財政支援の拡大は、教育のスタートラインから均等な教育機会を保障するためである

143。 

その他にも、保育政策では、2018年から児童手当を支給（ 0-5 歳の児童に月10万ウォン

（約9600円））するとともに、毎年国公立保育園と幼稚園を拡充し、2022年まで国公立保

育園と幼稚園の就園率を40％まで144拡大することにした145。 

                                                   

138 ヌリ過程とは、幼稚園と保育園に通う 3-5 歳の幼児の共通教育課程のことである。大韓
民国政策ブリーフィング「政策ウィキ  ヌリ過程」 URL:https://www.korea.kr/special/poli
cyCurationView.do?newsId=148865430 （ 2021年12月 3 日最終閲覧）。 

139 ドルボムとは、面倒を見る、世話をするという意味で、トルボム教室とは、低所得層家
庭、共働き家庭、ひとり親家庭などの小学生児童が放課後も安心して生活できるよう、学
校が小学生児童をケアするサービスである。日本の学童保育制度に相当する。大韓民国福
祉制度「初等学校ドルボム教室支援対象、内容及び申請方法」URL:https://welfaresystem.k
r/%EC%B4%88%EB%93%B1-%EB%8F%8C%EB%B4%84%EA%B5%90%EC%8B%A4-%EC%A7%80%EC%9B%90%EB%8C%80%EC%8
3%81-%EB%82%B4%EC%9A%A9-%EC%8B%A0%EC%B2%AD%EB%B0%A9%EB%B2%95/ （ 2021年12月 6 日最終閲
覧）。 
140 共に民主党（ 2017）前掲、 160 、 206-208 、 219 ページ。 
141 マチュムとは、ニーズに合わせたという意味である。 
142 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、80ページ。 
143 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、82ページ。 
144 2017年現在、国公立幼稚園の就園率は25％である。同上。 
145 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、 81-82 ページ。 

https://welfaresystem.kr/%EC%B4%88%EB%93%B1-%EB%8F%8C%EB%B4%84%EA%B5%90%EC%8B%A4-%EC%A7%80%EC%9B%90%EB%8C%80%EC%83%81-%EB%82%B4%EC%9A%A9-%EC%8B%A0%EC%B2%AD%EB%B0%A9%EB%B2%95/（最終閲覧2021年12月6
https://welfaresystem.kr/%EC%B4%88%EB%93%B1-%EB%8F%8C%EB%B4%84%EA%B5%90%EC%8B%A4-%EC%A7%80%EC%9B%90%EB%8C%80%EC%83%81-%EB%82%B4%EC%9A%A9-%EC%8B%A0%EC%B2%AD%EB%B0%A9%EB%B2%95/（最終閲覧2021年12月6
https://welfaresystem.kr/%EC%B4%88%EB%93%B1-%EB%8F%8C%EB%B4%84%EA%B5%90%EC%8B%A4-%EC%A7%80%EC%9B%90%EB%8C%80%EC%83%81-%EB%82%B4%EC%9A%A9-%EC%8B%A0%EC%B2%AD%EB%B0%A9%EB%B2%95/（最終閲覧2021年12月6


47 

 

さらに、教育政策では、ドルボム教室の対象者の拡大（小学校全学年まで）、幼児・小

学生の適正な学習時間及び休憩時間の保障の法制化、教員一人当たり学生数の改善（OECD

平均水準並み）なども推進することにした146。 

 

（ 4 ）医療・長期療養政策 

文在寅政権の医療・長期療養政策の核心内容は、保育・教育政策と同様の国家の責任及

び公共性の強化であると言える。文政権は、市場経済により拡大される不平等な現実を改

善するためには、包容的かつ積極的な福祉国家の実現が必要であると述べ、そのための重

要戦略として「福祉国家体制の強化」を推進することを明らかにした147。 

まず、医療政策では、「普遍的な医療保障及び医療の公共性の強化を通じて、所得・地

域を問わず、良質の医療サービスを誰でも利用できるようにし、健康な暮らしの維持を支

援」するとした148。具体的には、健康保険の保障範囲の拡大、低所得層の医療費負担緩和

のための所得水準に応じた本人負担上限制の設定、15歳以下の児童の入院診療費の自己負

担率の引き下げ（ 5 ％に）、医療格差の解消のための医療の脆弱な地域における 300 病床

以上の拠点病院（総合病院）の拡充などである149。 

しかし、文在寅大統領の医療政策の核心公約と言える医療の営利化の反対に関する内容

は抜けていた。文大統領は、大統領選挙で「財閥に特恵を、国民には負担を与える医療の

営利化政策を阻止」すると、病院の営利法人の設立の禁止、大資本による営利法人の薬局

の反対、遠隔医療は医療人の間で診療の効率化のための手段に限定、「サービス産業発展

基本法」に保健・医療分野の除外などを約束した150。これらは、医療の営利化を反対して

きた市民団体の要求でもあった151。ところが、医療の営利化の公約に関する具体的な政策

の推進内容は、「文在寅政府の国政運営 5 箇年計画」には盛り込まれていなかった。 

                                                   

146 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、 82-83 、87ページ。 
147 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、73ページ。 
148 同上。 
149 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、 76-77 ページ。 
150 共に民主党（ 2017）前掲、 177 ページ。 
151 全国民主労働組合総連盟（民主労総）と保健医療団体連合、健康セサン（世の中）ネッ
トワークなど90余りの労働 · 市民団体は朴槿恵政権が進めている医療の営利化を阻止する
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次に、長期療養政策では、「認知症国家責任制」と「社会サービス公団」の設立が代表

的な政策として挙げられた。「認知症国家責任制」は、文在寅大統領の第一号の公約で、

具体的には、認知症支援センターの設置の拡大、認知症安心病院の設立、認知症医療費の

（90％）健康保険の適用、老人長期療養保険の本人負担上限制の導入、認知症患者のため

の短期・昼夜間保護施設の拡充、認知症患者のケアのための人材（社会福祉士・看護師・

療養保護士）の拡充などを約束した152。 

次に、「社会サービス公団」の設立は、長期療養サービスを国家が直接提供する基盤づ

くりの手段として位置づけ、広域自治体ごとに社会サービス公団を設立し、自治体が公団

を通じて、社会サービスを提供する施設を直営する体系を構築すると約束した153。 

「認知症国家責任制」は、文在寅政権国政運営 100 大課題のうち、「 43. 高齢社会に備

え、健康で品位ある老後生活の保障」に位置付けられ、認知症に対する国家の責任強化と

いう目標の下で、認知症支援センター及び認知症安心病院の拡充、2018年から重症認知症

の患者の自己負担率の引き下げ、そして認知症受給者の長期療養保険制度の自己負担の軽

減の拡大などを推進することにした154。 

一方、「社会サービス公団」の設立は、文在寅政権国政運営 100 大課題のうち、「 17.

社会サービスの公共インフラの構築と雇用拡充」に位置付けられ、社会サービスの雇用創

出と社会サービスの提供者の処遇改善の手段として進めることになった155。 

以上のように、韓国では文在寅政権発足以降、新自由主義に対抗する様々な政策が推進

されている。本研究はその中でも長期療養政策を取り上げる。先述したが、韓国では、高

                                                   

ため、 2014年 1 月28日、「医療民営化阻止と医療公共性強化のための汎国民運動本部準備
委員会」を立ち上げた。そして、大韓医師協会、大韓歯科医師協会、大韓韓医師協会、大
韓薬剤師協会、大韓看護協会、全国保健医療産業労働組合など 6 つの保健医療団体は 2014
年 1 月27日に記者会見を開き、朴槿恵政権が推進している遠隔医療許容、営利子会社設立
許容、法人薬局許容などに対する反対の意見を表明した。「京郷新聞」「“医療営利化阻
止”約90の市民団体が集まった」 2014年 1 月28日付、 URL: 
https://www.khan.co.kr/national/health-welfare/article/201401282119125 （ 2021年12月 6 日
最終閲覧）。 
152 共に民主党（ 2017）前掲、 163 ページ。 
153 共に民主党（ 2017）前掲、 178 ページ。 
154 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、75ページ。 
155 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、44ページ。 

https://www.khan.co.kr/national/health-welfare/article/201401282119125（最終閲覧2021年12月6


49 

 

齢者の長期療養サービスの供給が一度も公営であったことがない。高齢者の長期療養は、

長い間、家族と民間によって支えられ、国家は最小限の役割だけを担ってきた。文在寅政

権は、高齢者の長期療養に対する国家の役割及び責任を強化するとともに民間が主導して

いる長期療養市場に介入し、これからは長期療養サービスの提供を国家が主導すると、事

実上「公営化」を目指して老人長期療養保険制度改革を推進している。 

韓国の老人長期療養保険制度の「民営」から「公営」への方針転換の動きは、日本の社

会保障・介護研究者からも注目を浴びつつあり、また韓国で歴史的に徐々に蓄積されてき

た健康権実現の社会的気運の点から見ても、文在寅政権の老人長期療養保険制度改革によ

り、健康権としての長期療養保障が実現するか、それともそれを頓挫するかの重要な分か

れ道にあると思われる。以上の問題関心から本研究では文在寅政権の改革の中でも長期療

養保障分野における政策動向に焦点を当てる。 
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第 2 章 先行研究の整理と健康権の概念の整理 

この章では、まず、日・韓における健康権に関する先行研究の整理を行う。東アジアに

おいて、国連の国際人権規約（社会権規約）の健康権規定を踏まえて先駆けて議論が開始

された日本の研究動向や介護研究へのその反映の動向を概観し、その上で、韓国における

健康権議論の系譜を詳細に整理する。また、関連して、韓国の長期療養現場の実態を明ら

かにした先行研究を考察する。 

次に、韓国憲法・国内法・国際条約体系上導き出される健康権の規定を整理する。韓国

国内法と韓国政府が批准した国際人権規約、そしてそれの有権解釈である一般的意見14で

明記されている健康権の権利内容及び締約国の義務・違反内容などを検討する。そして、

韓国における健康権保障に関する近年の市民団体の活動内容を紹介する。最後に、健康権

の実現に核心的な手段の一つである長期療養サービスの概念を整理する。 

 

第 1 節 日・韓における健康権に関する先行研究の整理 

1 ．日本における健康権に関する先行研究 

（ 1 ）日本における健康権の議論の始まり ―憲法25条に依拠して― 

日本における健康権の研究は1970年代前半からあった。その背景は、当時、日本では、

労働災害や公害、そして交通災害により、健康の問題が深刻な社会問題となっていた156。

こうした状況下で、一部の学者の間で健康権の概念を用いて健康を議論しようという動き

が出てきた157。そこで、1973年に発刊された『公衆衛生』37巻 1 号は、健康権を特集テー

マとして取り上げた。 

『公衆衛生』に掲載された内容の一部を紹介すると、例えば、唄（1973）は、健康権と

いう概念が①今日の日本で意識・主張されている意味と、②健康権の概念の定義づけ及び

客観的な見通しを次のように述べている。まず①については、第一に、憲法25条をプログ

                                                   

156 井上  英夫（ 2009）「健康権の意義と課題」『生存学研究センター報告 9 健康権の再検
討 : 近年の国際的議論から日本の課題を探る』69ページ。 
157 同上。 
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ラム規定と称しながらも、少なくとも同条に基づき、国会その他の立法者に対する法的義

務の存在確認の判決などを裁判所に求めることができるという考え方が珍しくないこと、

第二に、資本主義下の企業活動や国家及び自治体の経済成長と地域開発の推進などにより、

自然破壊が激化し、公害が普遍化したことで、健康破壊が全般的かつ深刻に推進したこと

から、被害者側は健康を意識するようになり、また、自然破壊、健康破壊の対抗価値とし

て健康の主張を必要とするようになったこと、第三に、医療の技術的な矛盾の顕在化が新

しい現象を誘発するに至っており、その中でも、薬禍・薬害が重大な健康侵害を生ずるに

いたったこと、最後の第四に、医学の発達の社会的条件の整備が、見方によっては自然淘

汰現象にある種の抑制と変質をもたらし、そこに、自然的・生物的不均衡現象が起き、あ

らたな社会的矛盾を生じさせたこと、それで、健康ではない状態で生命だけ維持している

ケースが一般的かつ広汎になり、ここに健康が生命や生存から分立し、独立した価値とし

て自覚・主張されるようになったと分析している158。 

次に②については、第一に、健康権は個人的な権利であり、個人の肉体的存在を前提と

している、第二に、健康の保持・回復を本人の意思を基礎として保たしめようとするもの

である、第三に、生命権の下位観念であるべきで、健康権は基本的に生命権の一つのファ

ーズにすぎない、第四に、健康権は実定法以前の自然権たる人格権として観念されうるた

め、憲法25条によってのみ創設され基礎づけられるものではなく、むしろ憲法13条が健康

権の自然的性格と実定法とをはしわたしするものとして、より基礎的である、第五に、健

康権の対抗関係は国家＝公権力であり、健康権に基づき、医療制度の改善、社会福祉・社

会保障及び公衆衛生の向上・増進を求めて、立法及び行政の面で、国家権力に対決してそ

れを要求することになるのだが、健康権の主張の大きい支柱となっているのは司法である、

最後の第六は、健康権といったからといって、現実の法的処理のすべてが直ちに解決する

わけではないと述べている159。 

                                                   

158 唄  孝一（ 1973）「「健康権」についての一試論」『公衆衛生』 Vol.37 （ 1 ）、 10-12
ページ。 
159 唄  孝一（ 1973）前掲、 12-14 ページ。 
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次に小川（1973）は、社会保障憲章160を用いて、描くあるべき社会保障の姿を①権利性、

②被保険者の包括性、③適用事故の包括性、④給付の必要・十分性、⑤権利の平等保障、

⑥要保障者の無負担性、⑦民主的管理と要約し、これらに照らして、日本現行の社会保障

制度が健康権を保障しているのかについて分析した161。 

まず、権利性については、原子爆弾被爆者による医療等に関する法律の特別被爆者に対

する一般疾病医療費、母子保健法による未熟児の養育医療、結核予防法による定期外の健

康診断、予防接種、命令入所医療、一般結核患者に対する医療費半額保障、精神衛生法に

よる一般患者に対する通院医療費半額負担、児童福祉法による育成医療、養育の給付、身

体障害者福祉法による厚生医療の給付などはいずれも「できる規定」となっており、その

背景には経済的理由があった。同氏は、国民の健康の権利を守る上で重要な社会保障給付

が「できる規定」となっていることについて、給付を要求しても必ず給付されるとは限ら

ず、その限りでは権利性は制限されており、曖昧で弱いと述べている162。 

次に、給付の必要・十分性について同氏は、精神衛生法による一般患者に対する医療が

通院医療のみに公費負担であること、結核・精神障害ともに慢性疾患であるにもかかわら

ず、一般医療の公費負担期間が 6 か月と限定されていることを例に挙げて、公費医療制度

が一般財源によって賄われていることから、「予算上の理由」が権利性の圧縮だけではな

く、給付内容制約についても大義名分とされていることは、かけがえのない命と健康を守

る医療保障の観点からすると問題であると指摘している163。  

また、権利の平等保障については、在日外国人特に在日朝鮮人は、現行の社会保障制度

上において健康権を十分に保障されていなかった。在日朝鮮人は、生活保護法及び健康保

険の適用において事実上、排除されていた。そして、在日外国人が、生活保護法、精神衛

生法、らい予防法、身体障害者福祉法の適用を受けると、出入国管理令により、日本から

退去を強制されるおそれがあり、在日外国人は国籍を理由に差別されていた。これについ

                                                   

160 1961年モスクワ第 5 回世界労組大会で採択されたもの。小川  政亮（ 1973）「「健康権」
と社会保障」『公衆衛生』 Vol.37 （ 1 ）、 23ページ。 
161 同上。 
162 小川  政亮（ 1973）前掲、 23-24 ページ。 
163 小川  政亮（ 1973）前掲、 26-27 ページ。 
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て同氏は、在日外国人、特に社会保障の必要度が強い在日朝鮮人の健康の権利は、こうい

う形でも脅かされていると述べている164。 

そして、要保障者の無負担性である。同氏は、健康診断または予防接種の受診費用を受

診者に負担させようとすることは、法の趣旨に反する恐れがあり、また予防接種をためら

わせる恐れがあると述べている。そして、無償を原則としているにも関わらず、例外規定

により費用徴収をできるとしているのは、国民の権利として公衆衛生を捉えるのではなく、

財政的・行政サイド的発想によるものという感があると述べている165。 

最後に民主的管理について、同氏は、健康権保障の場面においても自己貫徹的権利とし

ての参加権が保障されるべきでり、健康権の主体たる人々が健康権保障にかかわる制度や

機構の管理、運営に主体的かつ民主的にかかわる行政民主化、民主的管理の重要性につい

て述べている166。 

そして、1973年 7 月に「「健康権」（？）をめぐって」という主題で健康権のシンポジ

ウムが開かれ、改めて健康権が基本的人権の一つであることが唱えられた167。このように

日本における健康権の概念は公衆衛生学界と医学界、そして社会保障学界において用いら

れ始めた。 

 

（ 2 ）国際人権規約の健康権規定を踏まえた健康権の議論 

憲法25条だけではなく、日本が1979年に批准した国際人権規約も法的根拠として健康権

を提唱した学者を紹介すると、小川（1989）は、1946年創設された WHO 憲章における健康

及び健康権の概念の定義づけを紹介した上で、 WHO 憲章に由来するものが、国際人権 A 規

約（日本政府は1979年に批准）の12条の健康権規定であると述べている。そして、そこか

ら健康権の態様を次の三つにまとめている。①健康の維持・増進に対する権利（保健・公

衆衛生などに対する権利）、②健康の回復を求める権利あるいは予防・治療・リハビリテ

                                                   

164 小川  政亮（ 1973）前掲、26ページ。 
165 小川  政亮（ 1973）前掲、27ページ。 
166 小川  政亮（ 1973）前掲、30ページ。 
167 詳細は「【特集】「健康権」（？）をめぐって医療の中心にあるものは何か（第４回医
事法学会シンポジウム）」『ジュリスト』 Vol.538 を参照。 
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ーションを求める権利、③健康妨害・健康侵害の排除を求める権利である。さらに、 WHO

憲章・ A 規約12条 1 項に依拠して、健康権要求に答えるべき責任主体は国であることをも

明確にしている168。 

次に紹介する学者は井上（1991）である。同氏は、健康権保障の発展と健康権の中核た

る医療保障を考察し、健康権確立にむけた提言を行った。まず、同氏は、健康権の発展を

たどり、世界人権宣言、 WHO 憲章、国際人権規約、アルマ・アタ宣言で唱っている健康権

の定義を紹介しながら、健康権が人間の基本的権利であることを明確にしている。特に、

日本政府が1979年に批准した人権規約の場合、憲法13条、25条と一体となって健康権の法

的根拠となるものであり、人権規約の内容は立法と行政の違憲性判断、法解釈、適用の基

準となり、さらに、人権規約により憲法25条はさらに豊かな内容を付与されたと述べてい

る。そして、第二次世界大戦を通じて、戦後社会は人権保障の究極的な目的を平和の達成

においており、そういった意味からすると平和が人権保障の大前提になるので、日本国憲

法前文及び第 9 条も健康権の基礎となるべきであると述べている169。 

そして同氏は、健康権を保障する、一義的かつ最終的な主体は国家であり、それゆえ、

国家は特定の時点において「到達可能な最高の水準の健康」を保障しなければならないが、

ここの健康の概念の抽象的性格は否定できず、かつ一義的に確定することも困難であるた

め、立法、行政における一定の裁量の幅を認めざるを得ないと述べている。さらに、権利

主体である国民も健康権確立のために、争訟権の行使、創造的運動などを通じた不断の努

力が必要であるとも述べている170。 

次に、医療保障については、医療政策に、自助・互助・公助が説かれ、「保障」の考え

方が欠落していることを指摘しながら、保障から公助＝支援への転換は、一層恩恵的かつ

慈恵的性格を強め、責任主体としての国家を曖昧にしていくことになると批判している。

さらに同氏は、国家が健康権の実現を目的とする医療保障の保障すべき医療水準は、その

                                                   

168 小川  政亮（ 1989）「生存権と医療生協―生協規制、特に員外利用禁止の不当性につい
て」『日本福祉大学研究紀要第79号』 10-12 ページ。 
169 井上  英夫（ 1991）「健康権と医療保障」『現代日本の医療保障  講座日本の保健・医
療第 2 巻』労働旬報社、 78-84 、88、93ページ。 
170 井上  英夫（ 1991）前掲、87、 92-93 、 116 、 121 ページ。 
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国のあらゆる資源を動員して、健康増進、予防、治療、リハビリに至る包括的医療でなけ

ればならないと述べた上で、医療保障における個人の自己決定の原則、患者、住民、そし

て医療労動者の参加が決定的に重要であると強調している。最後に、健康権確立のために

は、医療・社会保障政策における公共性を強めることがなによりも重要であり、そのなか

で真の意味での「公私」の役割分担を考えるべきであると述べている171。 

 

（ 3 ）一般的意見14を用いた健康権の研究の進行 

そして、2000年に国際人権規約上の健康権規定をより具体化した一般的意見14が発表さ

れるにつれ、日本でもその内容を翻訳し、また、解説などを行った研究が進められるよう

になった。例えば、棟居（2009）は、国際レベルの健康権の指標と指針を用いて日本にお

ける健康権保障の現状を明らかにした。以下、その内容を簡潔にまとめる。 

まず、モニタリング調査で最初に問われる項目である「健康権の法的コミットメント」

からみると、日本は1979年に A 規約に批准し、健康に関連する国際文書や国際基準にも支

持を表明しているが、日本では、 A 規約の直接適用を認めないとする考え方が根強い。さ

らに、日本国憲法25条を健康権の直接法的根拠とする学説があるが、日本の裁判例では、

それを認めたものはなく、日本の国内法においても健康権の明文規定はない。裁判所が健

康権を言及した事例は 1 件あるが、そこにおいても裁判所は、原告の訴えを退けている。

同氏は「健康権の法的コミットメント」が日本では最も実現できていない点であると評価

している172。 

次に、健康権の 4 つの指針（利用可能性、アクセス可能性、受容可能性、質）を用いて

分析した結果である。「利用可能性」については、医師不足・看護師不足の問題、地方の

病院や診療所の閉鎖、介護保険施設の不足などが挙げられる。そして、これらと関連して、

「アクセス可能性」については、医療難民や介護難民、アクセスに関する地域格差、診療

                                                   

171 井上  英夫（ 1991）前掲、 101-102 、 110-111 、 114 、 121 、 123 、 127 ページ。 
172 棟居  徳子（ 2009）「日本における健康権保障の現状：健康権の指標からみた日本」
『生存学研究センター報告9 健康権の再検討 : 近年の国際的議論から日本の課題を探る』
40-43 ページ。 
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科目による格差などの問題が挙げられる。また、「経済的アクセス可能性」については、

実質的な無保険状態が日本各地で存在しており、このように、日本では、所得、性別、年

齢、居住地、国籍等によるアクセスの不平等が明確に存在している173。 

次に、国内総支出における医療費と軍事費を比較する財政に関する項目の評価をみると、

日本の公的医療費の対 GDP 比は 6.3 ％（2004年）で増加傾向にあるが、これに対し、軍事

費の対 GDP 比は 0.9 ％（1990年）から 1.0％（2005年）に増加したが、軍事費は 1 ％程度

で推移している。同氏は、この15年間に軍事費の対 GDP 比が増加した国は先進国で日本だ

けで、その他の先進国は減少していると述べながら、このような日本の現状については、

日本国憲法第 8 条との関係でも判断が難しく、ただちに評価を下すことは困難であると結

論付けている174。 

最後に同氏は、貧困問題や医療難民・介護難民の問題、そして地域格差が社会問題化さ

れている今、改めて基本に立ち返り、健康権保障の観点から政策を評価し、改善していく

必要があると述べた上で、そのためには、法律・医療・看護・福祉などのあらゆる分野の

あらゆる場で活動している人たちが結びつき、情報を共有し、議論をするためのネットワ

ークが必要であると提言している175。 

 

（ 4 ）健康権規定の介護研究への反映 ―実態調査を踏まえて― 

日本における健康権の概念は、憲法25条に依拠して、医学界と公衆衛生学界、そして法

学界で提唱され始めたが、健康権の研究が進められるにつれて、憲法25条と社会権規約及

び一般的意見14などをも合わせて主張されるようになった。そして、健康権の研究は、医

学界、公衆衛生学界、法学界、社会学界など多様な分野で行われるようになった。近年で

は、健康権に基づいて質的調査を行った実証研究も蓄積されている。以下、井口（2017）

の研究を紹介する。 

                                                   

173 棟居  徳子（ 2009）前掲、 44-45 ページ。 
174 棟居  徳子（ 2009）前掲、 46-48 ページ。 
175 棟居  徳子（ 2009）前掲、 48-49 ページ。 
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井口（2017）は「自助」「互助」を重視した介護保険制度の利用抑制と家族介護への回

帰政策により、介護サービスから排除された要介護者の介護の受け皿となっている家族介

護者に着目し、家族介護における在宅介護者の状況を明らかにした。そのため、三重県津

市白山地域で実施した「白山地域の地域医療・保健・福祉に関する調査」を用いて分析を

行った。調査対象者は、津市白山地域の20歳以上の住民から無作為抽出した 3,106 人であ

り、そのうち、在宅介護者 377 人を中心に分析した176。 

分析の結果、在宅介護者は全体的に健康状態が悪い傾向にあり、様々な要因で疲弊して

いた。在宅介護者の健康状態は、健康状態が特に悪い人々が介護を担わなければならい状

況、もとは健康であっても、家族介護をになう中で何らかの要因で疲弊していく状況など

が絡み合って起きていた177。 

そして、多くの男女が仕事と介護を両立しており、介護過労と呼ぶべき在宅介護者がか

なり存在していた。また、在宅介護者は仕事や介護で多くの時間を拘束される傾向から、

医療にかかる機会を失う危険性が大きかった178。 

最後に、地域における介護サービス供給の絶対的不足などの要因から、所得階層を問わ

ず、一定の人が十分な介護サービスなどを受けられない状況に置かれていた。また、所得

階層別の在宅介護者の介護時間をみると、中・高所得層にも長時間の介護をしている人が

存在したが、低所得層の場合、経済的困窮から終日介護をしなければならない人々が多く

存在しており、より疲弊が生じやすい状況となっていた179。   

以上の結果から井口（2017）は、介護保障制度は、「要介護者のケア保障と在宅介護者

の疲弊や健康悪化を防ぐものでなければならない」と述べている。さらに、「在宅介護者、

要介護者の状況の多様性、それぞれの固有のニーズに対応できるよう、介護保障制度は設

                                                   

176 井口  克郎（ 2017）「介護保障抑制政策下における在宅介護者の実態」『日本医療経済
学会会報』 Vol.33 （ 1 ）、 6 、13ぺージ。   
177 井口  克郎（ 2017）前掲、 14-15 、18、23ぺージ。 
178 井口  克郎（ 2017）前掲、18、 21-22 ぺージ。 
179 井口  克郎（ 2017）前掲、 19-21 、23ぺージ。 
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計される必要があり」、要介護者だけでなく、在宅介護者の健康権としての介護保障制度

として構築していくことが目指されなければならないと述べている180。 

以上のように、日本における健康権の研究は、1970年代前半から医学界と公衆衛生学界、

そして社会保障学界を中心に進められるようになった。この時期の健康権の概念は、主に

日本憲法第25条に依拠して提唱されていた。次第に、健康権の研究が進むにつれて、健康

権の概念は、憲法25条だけではなく、国際人権規約および一般的意見14などの国際法上の

健康権の規定に依拠して提唱されるようになった。さらに、それらの健康権規定に基づい

て、日本政府の健康権の履行実態や日本国内における健康権保障の実態研究も行われるよ

うになった。そして、近年では、より具体的かつ豊かに健康権の権利内容を規定している

国際人権規約および一般的意見14などを用いた健康権の研究が進められている。 

 

2 ．韓国における健康権に関する先行研究 

（ 1 ）医学界と法学界から始まった韓国における健康権議論 

韓国で、健康権が注目され始めた時期は1970年代からである。この時期の韓国では、工

業化政策の推進と産業社会の出現により、労働災害の問題、公害、水質汚濁の問題などが

社会問題となっており、労働者の生存権及び身体安全権と地域住民の生活、健康権などが

脅かされていた181。このような状況下で、韓国では新しい人権問題が提起されていた182。 

健康権に注目したのは、医学界と法学界であった。両学界は、1974年に「医療制度と健

康権」という主題で共同ゼミナールを開き、医学と法学のそれぞれの観点から「医療制度

と健康権」に関する発表を行った。 

例えば、保健学者の Moon Ok Ryun （1976）は、健康権の概念の説明と法的根拠、そして

医療制度と健康権の関係について次のように述べている。まず、健康権の概念について、

人口集団の全体及び社会構成員の個々人の現在の健康状態を増進させるための、地域社会

                                                   

180 井口  克郎（ 2017）前掲、 25-26 ぺージ。 
181 「朝鮮日報」「世界人權の日」 1974年12月10日付、 2 面。 
182 同上。 
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の組織化された、予防医学と治療医学を含めた努力であると述べている。そして、健康権

という単語は、健康の単語と権利の単語が結びついて一つとなった単語であり、「国民の

健康に生きる権利」または「国民の基本的人権としての健康」と解することができ、そう

いった権利の法的根拠として、韓国憲法第30条「①すべて国民は人間らしい生活をする権

利を有する。②国家は社会保障の増進に努力しなければならない。③生活能力がない国民

は法律が定めるところにより国家の保護を受ける」、第31条「すべて国民は婚姻の純潔と

保健に関して国家の保護を受ける」を挙げている183。 

しかし、同氏は、憲法31条の場合、医療の基本権概念に照らすと、微温的かつ曖昧であ

り、国民の健康増進に対する政府の姿勢がそれほど微弱であることを表していると指摘し

たうえで、国民の健康権ないし健康に生きる権利は、譲渡不可能であると同時に国民各自

の生活発展の原動力となるので、同条は「すべて国民の能力によって均等に保健医療奉仕

を受ける権利を有する」と修正されるべきであると述べている184。 

次に、医療制度については、医療制度の究極的な目的は、すべて国民が良質な医療を必

要な時に必要な量を享受することにあると述べたうえで、医療制度の健康権の関係は次の

ようなことを意味すると説明している。まず、第一は、年齢、性別を問わず、病気になっ

たら誰でも治療が受けられる医療機関が必要である。治療を受ける権利が健康権の先行要

因となる。第二は、予防可能な疾病はすべての人から徹底的に根絶されなければならない。

第三は、身体的・精神的な障害を持つ人には、人道的次元で適切な医療恵沢を施さなけれ

ばならない。第四は、物理的または社会的に健康な環境を造成しなければならない。第五

は、保健医療関係の専門職に就いている者たちは、合目的的な教育を受け、地理的に分散

させなければならない。最後の第六として、医学と保健医療に関する研究は永続的に支援

されるべきであり、これらのために政府は、支援策と研究結果の活用方案を講じなければ

ならない。保健医療の研究に対する投資が健康権概念の拡大を保障する道であるとしてい

る185。 

                                                   

183 Moon Ok Ryun （ 1976）「医療制度と健康権」『大韓弁護士協会誌』 Vol.22 、69ページ。 
184 Moon Ok Ryun （ 1976）前掲、69、73ページ。 
185 Moon Ok Ryun （ 1976）前掲、 69-71 ページ。 
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さらに、同氏は、韓国の現行の医療制度は、与えられた要件下で、国民の健康権を最大

に保障する制度となっていない、つまり韓国の医療制度は非合理的であると評価した上で、

疾病中心ではなく健康維持中心にすべてが再整備されるべきであり、また、患者の病症に

対応するシステムから健康維持システムに転換されるべきであると提言している186。 

そして、法学者の Kim Dong Hwan （1976）は、憲法上における健康権の規定とその性格

などについて考察を行った。同氏は、個人の健康破壊の原因と治療の責任は個人に帰属さ

れるものではないと述べながら、今日における健康破壊の主要因（職業病、公害病、貧困

など）は、社会にあるので、個人は国家に対し、健康破壊の諸要因を除去し、また、その

被害から保護を受ける積極的な要求ができるようにしなければならないと述べている187。 

そして、憲法上の健康権規定は、国民の保健に対する国家の保護義務、国民の国家に対

する保健の保護を受ける権利とそのための積極的な保健行政の実施を要請できる権利を規

定していると言えるが、国民の保健に関する条文は、国家に対する国民保健に関する義務

を負わせている政治宣言的な意味にすぎず、個人に具体的な保健及び保健行政実施の請求

権を規定したのではないと解している。しかし、国民の保健に関する規定が政治的な宣言、

いわゆるプログラム的規定に過ぎないといっても、国民の保健に対する責任と義務が国家

にあることを規定しただけで大きな意味があると述べている188。 

そして、現行の医療制度については、プログラム規定である憲法上の健康権を保障する

にも難しい状況にあると評価した上で、健康権がプログラム規定にとどまらず、法的な権

利として実現され、また、国家が健康権に対する義務を完遂するためには、医療人及び医

療施設の拡充と適正な配置、医療費の適正な策定と社会的な分担制度（医療保険制度）の

採用、医療従事者などの資質の向上、医療産業の発展、医療行為の概念を包括的な医療概

念へと転換することなどが、その前提として解決されなければならないと述べている189。 

                                                   

186 Moon Ok Ryun （ 1976）前掲、 71-72 ページ。 
187 Kim Dong Hwan（ 1976）「健康権と医療制度」『大韓弁護士協会誌』 Vol.22 、62ページ。 
188 Kim Dong Hwan（ 1976）前掲、63ページ。 
189 Kim Dong Hwan（ 1976）前掲、65ページ。 
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以上の研究が、韓国における健康権に関する学問的研究の始まりだと言える。その後、

健康権は、主に保健・看護学界の研究でもちいられたが、健康権の法的根拠やその概念に

ついて論じている研究は少数である。 

 

（ 2 ）健康権の概念の考察を行った先行研究 

健康権に関する研究は、1989年の全国民医療保険制度の実施などの影響を受けて、1990

年代から一層多様な分野で進められるようになった。そして、健康権の概念の定義及び性

格、そして法的根拠などを考察した研究も次第に蓄積されるようになった。 

Moon Chang Jin （1997）は、基本権としての健康権の性格を次の三つの側面から説明し

ている。「健康に対する権利」、「ヘルスケアに対する権利」、「ヘルスケアにおける権

利」である。まず、「健康に対する権利」とは、広範な意味で、健康に影響を及ぼす環境

的要因に平等に対応できる消極的な意味の権利と健康な状態を追求するために国家または

社会から総括的かつ包括的な保護を均等に受けられる積極的な意味としての生存権的基本

権である。「ヘルスケアに対する権利」とは、個人の身分や財産を問わず、保健医療資源

に均等にアクセスできる絶対的な概念である。「ヘルスケアにおける権利」とは、保健医

療伝達体系内における医療資源を個人が均等に享受できる基本的な権利であり、この権利

は、基本的に必須的なサービスを必要な量で受けられる権利を意味すると同時に、受診水

準の差異を排除する権利を意味する190。 

同氏は、この三つの健康権は、自由競争市場では保障されないと主張している。その論

拠は、市場では、不必要な介入を排除する自由放任であり、個人の健康に対する社会的責

任を認めず、個人の能力による適切な補償を重視するからである。それゆえ、健康権を保

障するためには、国家の介入が必要であるが、韓国の場合、保健医療の供給が民間中心で

あり、また、保健医療に対する国家の財源負担が低く、消極的な態度を維持してきたので、

医療市場の統制が難しくなっていると述べている191。 

                                                   

190 Moon Chang Jin （ 1997）『保健医療社会学』SHINKWANG出版社、 275-277 ページ。 
191 Moon Chang Jin （ 1997）前掲、 277-283 ページ。 
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そして、自由競争市場における統制機能の喪失に対応するためには、社会環境的なリス

ク要因の除去は、組織化された集合行動（collective action）によるものであること、予

防中心の健康管理を奨励すること、社会的（公共財）負担は均等配分で行うこと、社会環

境的なリスク要因を統制・除去することが必要であり、この四つが保健医療のイデオロギ

ーを再定立する構成要素であると述べている192。 

最後に同氏は、保健医療に対する国家の役割について次のように提言している。地域

間・階層間における医療人及び医療施設の均等な配分とそれを強制する立法措置、公共医

療領域の拡大、消費者としての消費階層の権益の代弁、監視機能の活性化、診療費の不正

請求に対する強力な措置などである193。 

次に、健康権の概念や性格、内容などを明らかにした Kim Joo Kyung (2011) の研究を紹

介する。同氏は、国民の健康権に対する憲法裁判所の判例の中で健康権の具体的な意味や

内容が検討されていないことに着目し、憲法裁判所の健康権に関する判例などを用いて憲

法上における国民の健康権の根拠規定と内容を検討した194。 

同氏は、憲法から導き出される健康権の根拠規定を間接的な規定と直接的な規定に分け

て説明している。まず、健康権の間接的な根拠規定としては、人間の尊厳と価値及び生命

権を規定している憲法第10条と健康な環境で生活する権利を規定している憲法第35条第 1

項を、直接的な根拠規定としては、人間らしい生活をする権利を規定している憲法第34条

第 1 項と国家の保健義務を規定している憲法第36条第 3 項を挙げている195。 

 さらに同氏は、憲法上における健康権の内容について、自由権的側面より社会権的側面

の方に重点を置いて検討し、社会的基本権としての健康権の内容を、健康な状態とそうで

はない状態を前提とした場合の二つに分けて説明している。まず、健康な状態を前提とす

る場合の健康権の内容は、「健康を維持するために必要な施設及び環境の造成などであ

                                                   

192 Moon Chang Jin （ 1997）前掲、 288 ページ。 
193 Moon Chang Jin （ 1997）前掲、 290-291 ページ。 
194 Kim Joo Kyung (2011)「憲法上の健康権の概念及びその内容」『憲法判例研究』 Vol.12 、
137-138 ページ。 

195 Kim Joo Kyung (2011)前掲、 138-143 ページ。 
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り」、健康が侵害された状態を前提とする場合の健康権の内容は、「侵害された健康を回

復するために適切な医療サービスを受けることである」と説明している196。 

Kim Joo Kyung(2011) は、社会的基本権としての健康権は主観的権利性を有しており、

「社会的基本権として健康権を規定するためには、社会的基本権の一般的な性格に加えて

医療の公共性と生活における健康の重要性も同時に考慮すべきである」と述べている197。 

 

（ 3 ）国際人権規約の健康権規定を踏まえた実証研究 

近年の健康権に関する研究は、憲法条項（特に第36条 3 項）、世界人権宣言、国際人権

規約とそれの有権解釈である一般的意見14を合わせて、健康権の概念を考察し、またそれ

らに依拠して、一般国民、労働者、軍人、外国人などの健康権の権利主体の健康権の保障

実態を明らかにした実証研究が進められている。 

まず、韓国の高齢者の福祉サービスを健康権の観点から分析をしている Yi Jee Jeon 他

4 人（2007）の研究を紹介する。 Yi Jee Jeon 他 4 人は、高齢者の健康権の阻害要因にな

りうる保健・福祉制度の問題点を分析した研究があまり進んでいないことから、高齢者の

健康権が保健・福祉サービスの現場でどの程度で保障されているのかを把握するために、

当時、モデル実施中であった老人長期療養保険制度における高齢者の健康権の保障実態を

明らかにした。そのため、老人療養サービスの利用者の人権現状に関する調査と老人療養

サービスの提供者の人権感受性198に関する調査、そして老人長期療養保険制度の健康権保

障水準に関する調査を行った199。 

まず、老人療養サービスの利用者の人権現状に関する調査は一つの大学の大学生45人の

実習報告書を基に、身体の自由権、私生活に関する自由権、精神的・経済的な活動の自由

                                                   

196 Kim Joo Kyung (2011)前掲、 171 ページ。 
197 Kim Joo Kyung (2011)前掲、 171 、 179 ページ。 
198 人権感受性とは、人権問題が提起されている状況で、その状況を人権と関連した状況と
して知覚・解釈し、また、その状況で取った行動が他の関連した人たちに及ぼす影響を知
り、その状況を解決するための責任が自身にあるということを認識する過程である。 Yi 
Jee Jeon 他 4 人（ 2007）「老人福祉サービスにおける老人健康権の保障実態調査」国家人
権委員会、 5 ページ。 
199 Yi Jee Jeon他 4 人（ 2007）前掲、 21-22 、42ページ。 
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権、人間らしい生活をする権利、情緒的な支援、放任、自己放任の 7 つの項目で分析を行

った。分析の結果、閉められた建物の中で利用者が生活している点、所得水準による差別

的な食事水準、身体拘束、生活保護受給者へ支給される政府補助金の共同管理などが明ら

かとなった。 Yi Jee Jeon 他 4 人は、身体拘束や生活保護受給者の政府補助金の共同管理

は人権侵害の事由となり得ると述べている200。 

次に、老人療養サービスの提供者に対する人権感受性に関するアンケート調査である。

調査対象者は、療養サービスの提供者と国民健康保険公団の職員、そして保健・福祉分野

の専門家の 349 人であった。調査分析は、調査データを基に重回帰分析を行った。分析結

果、教育水準が高いほど人権感受性の点数が高く、また、人権教育を受けたことがある場

合、そうではない場合に比べて人権感受性が高かった。人権感受性の点数は、保健・福祉

分野の専門家が最も高く、次に国民健康保険公団の職員、療養サービスの提供者の順であ

った。こうした結果から Yi Jee Jeon 他 4 人は、人権感受性を高めるためには人権教育が

必要であり、人権教育を実施する際には対象者の特徴に一致する事例を用いた方が人権感

受性を高めるのに効果があると述べている201。 

最後に老人長期療養保険制度の健康権の保障水準に関するアンケート調査の結果である。

調査対象者は療養サービス機関で管理業務をしている者18人、国民健康保険公団の職員53

人、専門家18人の89人であった。アンケート調査は WHO の健康権の評価基準である利用可

能性、アクセス可能性、受容可能性、質を用いており、質問数は総７項目であった。回答

は「1.非常にそう思う」（ 5 点）「2.そう思う」（ 4 点）「3.どちらでもない」（ 3 点）

「4.そう思わない」（ 2 点）「5.非常にそう思わない」（ 1 点）という 5 段階の選択肢で、

得点を換算して評価した202。 

 調査の結果、調査対象者はモデル事業の実施中である老人長期療養保険制度の療養サー

ビスの健康権の考慮水準は、「3.どちらでもない」と「4.そう思わない」の間の水準であ

ると評価した。また、受容可能性は「3.どちらでもない」の水準であり、質とアクセス可

                                                   

200 Yi Jee Jeon他 4 人（ 2007）前掲、45、 56-65 、 130-134 ページ。 
201 Yi Jee Jeon他 4 人（ 2007）前掲、 47-50 、 66-83 、 130-134 ページ。 
202 Yi Jee Jeon他 4 人（ 2007）前掲、 51-55 ページ。 
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能性は「3.どちらでもない」より低い水準、そして利用可能性は「4.そう思わない」の水

準であると評価した。つまり、調査対象者はモデル事業の療養サービスは健康権をあまり

考慮せず、提供されていると評価した。そして、同じ調査対象者を対象に、老人長期療養

保険制度が保健医療における人権を基に作られたかどうかを評価した調査においても、調

査対象者は老人長期療養保険制度における健康権の考慮水準を「3.どちらでもない」より

低い水準であると評価した203。 

次に、 Sohn Jeong In 他 3 人（2012）の研究を紹介する。 Sohn Jeong In 他 3 人は国家

人権委員会の2012年団体協力事業である「チョッパン204住民のための健康なまちづくり」

の一環としてチョッパン住民の健康権の実態調査を行った。実態調査はチョッパン住民

225 人を対象にアンケート調査とチョッパン住民 5 人を対象に聞き取り調査を実施した。

アンケート調査結果、「チョッパン住民の口腔状態、栄養状態、精神保健はすべて悪かっ

た」。こうした「チョッパン住民の健康に影響を及ぼす要因は医療、福祉、労働、経済、

政治のような、実際に食べていく上での諸問題と密接に関連していた」205。 

Sohn Jeong In 他 3 人（2012）は以上の結果から、チョッパン住民の健康のために国家

と社会は、チョッパン住民が健康でいられる生活の機会を保障しなければならないと述べ

ている。そして、それこそが健康権の内容であるべきだと述べている。さらに、健康権の

内容を「保健医療に対する権利に加えて健康そのもの、福祉制度、社会資本、エンパワー

メントまでをも含むものとして拡張しなければならない」と述べている。そしてこうした

拡張された健康権の内容を基にチョッパン住民の健康権の実態を明らかにした結果、チョ

ッパン住民はすべての側面において健康権があまり保障されていなかった206。 

以上の結果を踏まえて、 Sohn Jeong In 他 3 人（2012）はチョッパン住民の健康権を保

障するために国家と社会は、無料医療サービスの保障、公共医療の拡大、生活水準に見合

                                                   

203 Yi Jee Jeon他 4 人（ 2007）前掲、 84-134 ページ。 
204 狭苦しい小部屋を意味する。 
205 Sohn Jeong In他 3 人（ 2012）「ソウル市東子洞チョッパン住民の健康権実態調査を終え
て、チョッパン住民の健康権のために何をすべきか」『福祉動向』 Vol.170 、 47-50 ペー
ジ。 
206 Sohn Jeong In他 3 人（ 2012）前掲、 50-53 ページ。 
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った生活保護受給額の保障、居住権の保障などを保障しなければならないと提言している

207。 

以上、紹介した韓国における健康権の先行研究はいずれも非常に有益な示唆を富む内容

である。特に、 Yi Jee Jeon 他 4 人（2007）の研究は、長期療養サービスを健康権の観点

から評価している貴重な研究である。ところが、 Yi Jee Jeon 他 4 人（2007）の研究は老

人長期療養保険制度が実施される以前の研究であり、それゆえ、制度の実施後の実態につ

いては明らかにされていないと言える。 

 

（ 4 ）健康権の観点に基づき、文在寅政権の医療保障制度の分析を行った研究 

実証研究ではないが、近年の文在寅政権の医療保障制度に着目して、健康権の観点から

考察を行った Kim Myoung Hee （2019）の研究を紹介する。同氏は文在寅政権の福祉理念で

ある「包容的福祉国家」の戦略として推進されている健康政策が、福祉理念に応えている

のかどうかを健康権の観点から考察した。同氏は、健康保険の保障範囲の強化政策は、経

済的アクセス可能性の改善だけに焦点を当てており、物理的アクセス可能性、情報のアク

セス可能性、そして利用可能性及び無差別の側面からの考慮は不十分であると評価してい

る208。 

 そして、所得主導成長のための医療保健産業化は、文在寅政権の福祉理念と根本的に相

反しており、浪費的な医療費の支出、公共保健医療体系の毀損、健康不平等の深化、情報

人権の侵害などの大きな副作用を生む可能性があると指摘している209。 

さらに、同氏は、社会的不平等が健康不平等につながることから、「包容的福祉国家の

戦略が医療保障の拡大に限られているのはとても残念であり、包容的福祉国家の戦略は、

医療保障（healthcare of medical security）ではなく健康保障（health security）として、

その幅と深さを拡張しなければならない」と述べている210。 

                                                   

207 Sohn Jeong In他 3 人（ 2012）前掲、 53-54 ページ。 
208 Kim Myoung Hee （ 2019）「包容福祉と健康政策の方向」『保健福祉フォーラム』
Vol.278 、31、 39-40 ぺージ。 

209 Kim Myoung Hee （ 2019）前掲、 41-42 ぺージ。 
210 Kim Myoung Hee （ 2019）前掲、39ぺージ。 
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Kim Myoung Hee （2019）の研究は、健康権の実現手段としての文在寅政権下における医

療保障政策を健康権の観点から評価している貴重な研究である。ところが、本研究のテー

マである、長期療養保障の制度・政策については評価していない。 

以上のように、韓国では、井口（2017）の研究のように健康権に基づいて長期療養保障

を評価した研究はあまり蓄積されていない。特に、最新の実態調査を用いて、文在寅政権

下で進められている老人長期療養保険制度改革までを視野にいれて健康権の観点から評価

している研究は極めて少ないといえる。 

 

3 ．韓国における長期療養現場の実態を明らかにした先行研究 

（ 1 ）農山漁村地域における長期療養現場の実態に関する研究 

近年の文在寅政権の老人長期療養保険制度改革の実態を評価するためには、健康権の観

点からすれば、とりわけ長期療養サービスの最も脆弱な過疎地域である農山漁村地域にお

いても、その改革の効果が十分に行き渡っているかどうかを考察しなければならない。よ

って、ここでは、長期療養現場の実態を明らかにしている数多い韓国の先行研究の中で、

韓国の農山漁村地域に焦点を当てて高齢者の長期療養現場の実態を明らかにしたいくつか

の先行研究を紹介する。 

まず、 Park Dae Shik 他（2009）の研究である。 Park Dae Shik 他（2009）は、農漁村

地域における老人長期療養保険制度の問題点を明らかにするため、韓国の四つの農漁村地

域の事例研究を行った。実施した調査は三つである。まず、第一に、四つの地域の長期療

養施設・事業所の運営者、老人福祉担当の公務員、利用者と家族を対象に懇談会及び集団

面接調査を実施した。一部の長期療養機関は、直接訪問して深層面接調査を実施した。第

二に、四つの地域の長期療養サービス利用者20人とその家族を対象に深層面接及び観察調

査を行った。第三に、四つの地域の長期療養施設・事業所を対象にアンケート調査を行っ

た。アンケート調査に参加した長期療養機関数は49か所であった211。 

                                                   

211 Park Dae Shik他（ 2009）「農漁村の老人長期療養保険制度の推進実態と改善方案」韓国
農村経済研究院、 1-2 、 9-10ページ。 
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調査の結果を見ると、まず、四つの地域における老人長期療養保険制度の利用率（全体

長期療養認定者数対）は、二つの地域では 8 割以上が、残り二つの地域では、 7 割以上の

者がサービスを利用していた。次に、四つの地域における老人長期療養機関の現状につい

ては、昼夜間及び短期保護を除いた在宅事業所は供給過剰であったが、昼夜間サービス、

短期保護サービス、そして訪問看護サービスは運営収支を理由に提供する事業所の数が不

十分であった。長期療養機関の運営上における問題点としては、「ややこしくて明確では

ない等級判定」と「人件費問題」、そして「過熱競争」、「利用者募集の難しさ」などが

挙げられた212。 

そして、四つの地域における長期療養保険制度の問題点としては、「長期療養認定及び

等級判定体系の問題」、「長期療養サービスの供給の不均衡及び競争過熱」、「療養保護

士の劣悪な勤務環境」、「重い自己負担金」、「長期療養保険制度と療養保護士に対する

認知度の低さ」などが挙げられており、その他に予算不足と人手不足などによる長期療養

認定を受けられなかった人に対する「地域社会の連携サービスの不十分」も挙げられた213。   

以上の結果を踏まえて Park Dae Shik 他（2009）は次のことを提案している。まず、短

期的な改善課題としては、等級外の判定者に対する支援強化、農村関連番組を活用した長

期療養保険制度に関する教育及び宣伝の強化、長距離の交通費算定基準の改善などであり、

中長期的な改善課題としては、等級判定体系の改善、農山漁村地域の低所得層の自己負担

金の軽減方案の改善、長期療養機関の不均衡問題の改善、療養保護士の待遇改善などであ

る214。 

次に紹介する研究は Byun Young Woo （ 2010）の研究である。同氏は、在宅サービスの供

給量が相対的に劣悪な農村地域における在宅サービスの利用実態を明らかにするため、全

国22の郡（農村地域）に居住する長期療養 1-3 等級認定者と家族を対象に電話を用いた質

問紙調査を行った。調査分析に用いられた質問紙は 228 人分である215。 

                                                   

212 Park Dae Shik他（ 2009）前掲、 38-52 ページ。 
213 Park Dae Shik他（ 2009）前掲、 55-66 ページ。 
214 Park Dae Shik他（ 2009）前掲、 100-102 ページ。 
215 Byun Young Woo （ 2010）「農村地域の在宅サービスの利用実態による問題点と改善方案」
『韓国社会保障学会』Vol.26(3)、 292-293 ページ。 
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分析の結果を具体的にみると、対象者は現在、平均1.76個の在宅サービスを利用してい

た。そしてほとんどの対象者は訪問療養サービスを利用しており、サービスの利用が偏っ

ていた。必要であるが利用できないサービスとしては、「福祉用具貸与」が最大の割合を

占めており、次に「訪問看護」順であった216。 

必要なサービスを利用できない理由としては、「サービスを提供する機関の不在」と

「サービスに対する情報不足の問題」が最も多く、次に「自己負担などの経済的な負担」

であった。不要であるがサービスを利用する理由としては、「代替するサービスがない」

が最も多く、次に「療養保護士または社会福祉館の職員によってサービスを決められた」

からが多かった217。 

最後に、保険制度の月利用限度額に関する調査では、対象者の 5 割強が「限度額まで利

用していない」と答えた。その理由については、「希望するサービスを提供する機関がな

いから」の回答が最も多く、次に「経済的な負担」、「必要と思わないから」の順であっ

た218。 

農村地域で長期療養サービスの供給が劣悪な理由と多様なサービスが不在する理由につ

いて Byun Young Woo （2010）は、サービスの供給が市場メカニズムに任されているからだ

と批判している。さらに、農村地域で多様なサービスを充実するためには、既存の保健・

医療機関及び療養施設を活用すると共に、究極的には昼・夜間保護サービスや短期保護サ

ービスなどの公立在宅事業所が拡充されなければならないと述べている219。 

以上の先行研究はいずれも非常に有益な示唆を富む内容である。ところが、これらの先

行研究は文在寅政権発足以前に行われた研究であるため、農山漁村地域の長期療養現場に

おける文在寅政権の老人長期療養保険制度改革の実態までは明らかにされていない。 

 

 

                                                   

216 Byun Young Woo （ 2010）前掲、 294-298 ページ。 
217 Byun Young Woo （ 2010）前掲、 299 ページ。 
218 同上。 
219 Byun Young Woo （ 2010）前掲、 305 ページ。 
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（ 2 ）文在寅政権下における老人長期療養保険制度の利用・提供の実態に関する研究 

文在寅政権下における老人長期療養保険制度の利用・提供の実態を明らかにした研究と

しては、「2019年度長期療養実態調査」がある。同研究は、老人長期療養保険法第 6 条 2

「保健福祉部長官は長期療養事業の実態を把握するために 3 年ごとに調査を定期的に実施

し、その結果を公表しなければならない」に基づき、2019年に初めて実施された。同研究

の主管機関は「韓国保健社会研究院」で、責任研究者は Kang Eun Na 、参加研究者は Lee 

Yun Kyung 他 3 人である220。 

実態調査は、アンケート調査を2019年 9 月17日から30日まで行い、長期療養受給者と家

族（ 6,000 人のうち、 5,606 人（本人または代理人が回答））、長期療養機関（ 2,000 か

所のうち、 1,954 か所）、長期療養要員221（ 3,981 人のうち、 3,734 人）から回答を得た。

それらを用いて分析した結果は以下の通りである222。 

まず、受給者の利用状況からみると、2019年 9 月調査時に長期療養給付を利用している

と答えた人は、全体受給者 5,606 人のうち、 4,343 人（77.5％）で、 1,263 人（22.5％）

は利用していないと答えた。利用しない理由としては、「病院入院」が最も多く

（30.1％）、「家族以外の助けは嫌だ」が23.4％、「家族のケアで十分」が12.2％、「療

養病院希望」が10.0％、「経済的な負担」が 7.3 ％であった223。 

現在、長期療養給付を利用していると答えた 4,343 人のうち、 3,055 人（70.3％）は在

宅給付を、 1,288 人（29.7％）は施設給付を利用していた。そして、全体受給者のうち、

99％は慢性疾患を持っていると答え、平均 3.4 個の慢性疾患を有していた224。 

在宅給付の利用状況をみると、全体在宅給付利用者（短期保護給付利用者を除いた

3,046 人）のうち、訪問療養だけを利用して人は、 1,697 人（55.7％）で最も多く、次に

訪問療養と訪問入浴の二つのサービスを利用している人は、 502 人（16.5％）、昼夜間保

                                                   

220 保健福祉部報道資料「 2019長期療養実態調査結果発表」 2020年 3 月31日付、 1 ページ。 
221 長期療養要員とは、長期療養機関に所属され、老人などの身体活動または家事活動支援
などの業務を遂行する者をいう（老人長期療養保険法第 2 条）。 
222 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）「 2019年度長期療養実態調査」保健福祉部、韓国保健社会研
究院、 48-49 ページ。 
223 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）前掲、 107 、 109 、 312 ページ。 
224 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）前掲、 121 、 197 、 255 ページ。 
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護を利用している人は、 472 人（15.5％）であった。次に、在宅給付の満足度をみると、

ほとんどのサービスの全体的な満足度は高かったが、サービスの利用時間及び日数につい

ては、「満足しない」と答えた人も少なからずあった。例えば、訪問療養（ここ 1 か月間

サービスを利用した 1,088 人対象）の場合、全体的な満足度については、「満足する」が

79.2％で、「満足しない」が 1.4 ％であったが、利用時間については、「満足する」が

65.1％で、「満足しない」が16.3％、利用日数については、「満足する」が72.8％で、

「満足しない」が 7.5 ％であった225。 

そして、在宅給付利用者（在宅給付利用者のうち、本人または家族が回答した 2,866 人）

のうち、73.2％は、サービスを受けない時間に、人の手助けがないと日常生活が「不可能」

であると答えたが、そのうち、12％は普段助けてくれる人は「いない」と答えた226。 

そして、在宅給付の自己負担金については、在宅給付の自己負担金を自分で支払ってい

ると答えた受給者（ 241 人）のうち、62.2％は、「経済的な負担になる」と答えた。そし

て、利用者の長期療養給付の自己負担金を支払っていると答えた家族（ 2,263 人）の

17.3％は「とても負担」、 33.6％は「負担」であると答えた。そして、経済的、身体的及

び精神的な負担緩和については、長期療養給付利用者の家族（ 3,794 人）のうち、 9 割強

は、身体的及び精神的な負担が、 8 割強は経済的な負担が緩和されたと答えた227。 

次に、長期療養機関の運営状況についてである。調査結果によると、全体長期療養機関

（ 1,954 か所）のうち、半分以上を占める割合が、運営上、「財政」と「職員の採用及び

管理」、「財務会計の管理業務」、「長期療養保険政策の変化への対応」、「長期療養機

関の評価」、「受給者募集」が難しいと感じており、特に、「財政」と「受給者募集」は

全体長期療養機関のうち、 7 割強が難しいと感じていた。そして、職員の教育の必要性に

ついては、 8 割強が「必要である」と答えた228。 

                                                   

225 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）前掲、 213-214 、 231-253 ページ。 
226 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）前掲、 175-176 ページ。 
227 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）前掲、 194 、 357 、 366-368 ページ。 
228 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）前掲、 471 、 498-517 ページ。 
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そして、認知症専門室または認知症専門型老人療養共同生活家庭の運営状況については、

昼夜間保護及び施設給付を提供している機関 764 か所のうち、97.4％が「運営していない」

と答えた。その理由としては、「施設要件を満たすことの難しさ（34.4％）」、「代替要

員確保の難しさ（23.5％）」、「追加的な行政負担（17.4％）」などが挙げられた229。 

最後に、長期療養要員の勤務実態である。まず、一般的な現状からみると、全体長期療

養要員 3,734 人のうち、男性は 5.3 ％、女性は94.7％であった。そして年齢については、

60代が40.4％、50代が39.4％で、中高年層が多かった230。 

次に、勤務状況を見ると、全体長期療養要員のうち、61.9％が契約職員で、38.1％が正

規職員であった。そして、仕事の満足度については、「賃金の水準」、「勤務の時間」、

「仕事の内容」、「仕事の強度」、「業務調整の柔軟性」、「経歴開発及び昇進機会」、

「雇用の安全性」、「職場の人間関係及び職場文化」、「仕事のやりがい」、「長期療養

機関及び長期療養要員に対する社会的認識」の10項目のうち、「勤務の時間」、「仕事の

内容」、「業務調整の柔軟性」、「雇用の安全性」、「職場の人間関係及び職場文化」、

「仕事のやりがい」の項目は、「（とても）満足」と答えた割合が全体の半分以上を占め

ていた。これに反して、「賃金の水準」と「経歴開発及び昇進機会」は、 3 割強が「（と

ても）不満足」と答え、「勤務の時間」と「長期療養機関及び長期療養要員に対する社会

的認識」は、 2 割強が「（とても）不満足」と答えた231。 

そして、長期療養要員の処遇改善のために最も必要な事項としては、「賃金水準の改善」

を挙げている人が最も多く、次に「法廷手当、休憩、勤務時間の保障」、「利用者と家族

を対象に定期的な教育」の順であった232。 

以上の結果を踏まえて、 Kang Eun Na 他 4 人は次のような提言をしている。食事及び栄

養支援、住居環境の改善などの在宅給付の多様化、地域社会の医療連携及び訪問看護の活

性化を通じた長期療養受給者の健康増進の支援、家族長期療養者への支援、地域社会サー

                                                   

229 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）前掲、 476-477 、 481 ページ。 
230 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）前掲、 555 ページ。 
231 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）前掲、 576-577 、 649-664 ページ。 
232 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）前掲、 677-678 ページ。  
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ビスの強化、長期療養要員の専門性の強化と療養サービスの質の改善のための教育の強化、

長期療養要員の保護と人権のための体系的な支援などである233。 

「2019年度長期療養実態調査」は、文在寅政権下における老人長期療養保険制度の利

用・提供の実態を全体的かつ平均的に分析した豊富な示唆を富む貴重な研究である。とこ

ろが、「公営」を図っている文在寅政権の老人長期療養保険制度改革に着目した研究では

ないため、必ずしも同改革の実態を綿密に分析したとは言い難い。 

 

（ 3 ）文在寅政権の老人長期療養保険制度改革に着目した研究 

実態調査は行っていないが、近年の文在寅政権の老人長期療養保険制度改革に着目して

考察を行った研究がある。 Kim Bo Yung （2019）は、発足 2 年目に入った文在寅政権下で

進められている社会サービス院、コミュニティケア、住民自治型公共サービスを中心に、

これらの政策の方向性が文在寅政権が掲げている公共性に適合しているかどうかを分析し

た234。 

まず、社会サービス院については、「社会サービスに対する公的供給の拡大を核心内容

としている」が、供給問題だけにアプローチしており、社会サービスの質を高めるための

具体的な戦略があまりないと指摘している。また、社会サービス院の財政運営が独立採算

制となっており、公的財源なしの独立採算制だけで運営されると、社会サービスの供給問

題は自治体の問題ではなく、社会サービス院の問題に転嫁される可能性が大きいと指摘し

ている235。 

コミュニティケアについては、韓国の「区切られた社会サービス」の問題からすると、

コミュニティケアはとても重要で適切な政策方向であるが、「政府が同政策を進めるにあ

たって、「区切られた社会サービス」の諸問題をきちんと認識し、かつ解決するための適

切な戦略と手段を提示しているのか」については低く評価している236。 

                                                   

233 Kang Eun Na他 4 人（ 2019）前掲、 731-735 ページ。 
234 Kim Bo Young （ 2019）「スローガンだけの公共性？文在寅政府の社会サービス政策の評
価と代案模索」『批判社会政策』 Vol.64 、11ページ。 
235 Kim Bo Young （ 2019）前掲、 19-22 ページ。 
236 Kim Bo Young （ 2019）前掲、 24-26 ページ。 
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また、住民自治型公共サービスについては、「国家の責任と役割が明確に確立された上

で、住民自治を強調するのであれば、新しい意味で受け入れられるが、そうではない今日

の現実からすると、むしろ民間を動員する意味に帰結される危険性がある」と述べている

237。 

以上を踏まえて Kim Bo Yung （2019）は、文在寅政権の社会サービスの諸政策が、表面

上には国家の責任を拡大し、公共性を強化する方向に向かっているように見えるが、具体

的な責任拡大の内容及び方向性が明らかにされておらず、公共性の方向が実際に具現され

るには実質的な内容が欠如されており、むしろ歪曲される危険性を持っていると述べてい

る238。 

Kim Bo Yung （2019）の研究は、本研究のテーマである文在寅政権の老人長期療養保険

制度改革を検討している貴重な研究である。ところが、 Kim Bo Yung （2019）の研究は実

証研究ではないため、文在寅政権の老人長期療養保険制度改革により、実際の長期療養サ

ービス市場が具体的にどのように置かれているのかまでは明らかにされていない。文在寅

政権の老人長期療養保険制度改革を綿密に検討するためには、実態調査、特に長期療養保

障の最も脆弱な過疎地域である農山漁村地域における実態調査などを用いた実証研究が必

要であろう。 

そこで本研究では後半部分で、筆者による朴政権下での長期療養サービス現場の実態調

査や、韓国であまり蓄積されていない、近年の文在寅政権の老人長期療養保険制度改革下

における長期療養サービスの脆弱な過疎地における最新の実態調査を用いて、文在寅政権

の老人長期療養保険制度改革を検討する。 

 

 

 

                                                   

237 Kim Bo Young （ 2019）前掲、28ページ。 
238 同上。 
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第 2 節 韓国憲法・国内法・国際条約体系上導き出される健康権の規定の整理 

1 ．韓国国内法上における健康権の整理 

（ 1 ）韓国憲法上の健康権の規定 

文政権による老人長期療養保険制度改革を評価・検討するにあたって、本稿が着目する

基準は健康権である。その先行研究については先に整理したが、ここで韓国における健康

権の法体系について詳細に整理しておきたい。 

 まず、国の最高法規である憲法に健康権がどのように保障されているのかからみていく。

韓国では健康に対する権利を指す言葉として主に保健権、健康権などが使われている239。

憲法学界では保健権と健康権を区別する学者もいるが240、保健権と健康権の一般的な解釈

が同一であることから、保健権と健康権を区別せずに使う学者もおり241、保健権と健康権

が混用されている242。 

 本研究では、韓国で健康に対する権利を指す言葉として最も多く使われている用語が健

康権である点243、そして国際人権規約の「The right to health」が韓国では「健康権」と

訳されている点などから健康に対する権利を指す言葉として「健康権」を用いることにす

る244。 

                                                   

239 Kim Nam Soon 他21人（共同研究）（ 2017）「高齢社会侵入による老人健康現状と保健医
療・福祉サービスの提供模型」韓国保健社会研究院、 347 ページ。  
240  Jang Young Soo （ 2019）は、健康権を身体を害されない権利の一部として解釈し、社会
的基本権である保健権と区別されるとする。 Jang Young Soo （ 2019）『憲法学第11版』弘
文社、 874 ページ。 
241 Hur Chang Hwan （ 2020）「綺麗な空気を享受する権利の保障に関する憲法的考察―
PM2.5 の危害性に関する議論を中心に―」成均館大学校法学専門大学院、 164 ページ、
Jung Jong Sup（ 2006）『憲法学原論』博英社、 620 ページ。 
242  Hur Chang Hwan （ 2020）前掲、 159-162 ページ、 Kim Nam Soon 他21人（共同研究）
（ 2017）前掲、 347-348 ページ。 
243 Sohn Jeong In他 1 人 (2016) の研究によると、健康権に関する 386 本の論文のうち、健康
に対する権利を指す言葉として最も多く使われたのが健康権であり（ 96.1％）、次が保健
権であった（ 16.3％）。 Sohn Jeong In、 Kim Chang Yup（ 2016）「概念としての健康権ー命
名、使用、頻度、そして趨勢」『批判社会政策』 Vol.52 、29ページ。 
244 Hur Chang Hwan （ 2020）は、韓国の憲法学界で「保健権」と「健康権」が明確に区別さ
れないまま使われている点、保健権の内容が健康権の内容と同一である点、そして健康権
という用語が保健・医療学界で幅広く使われている点などから健康に対する権利を指す言
葉として健康権を使っている。 Hur Chang Hwan （ 2020）前掲、 164 ページ。そして、 Kim 
Nam Soon 他21人（共同研究）（ 2017）も、健康権と保健権が指す対象は同じもので、用語
を区分して使うとしても大部分同じ基本権に関する内容を論議していると述べている。
Kim Nam Soon 他21人（共同研究）（ 2017）前掲、 348 ページ。 
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健康権は憲法に明示的に規定されていない。だが、韓国の憲法裁判所をはじめ、国家人

権委員会、法学界などで、健康権は憲法が保障する基本的な権利として認められていると

言える。健康権は健康に関連するいくつかの憲法規定の解釈などから導き出されている。

その根拠として挙げられている憲法規定は学者によって少し異なるが、主に憲法第10条の

人間の尊厳と価値、幸福追求権、憲法第34条の人間らしい生活をする権利、そして憲法第

36条第 3 項の保健に関する権利が多く挙げられている245。 

まず、憲法第10条である。憲法第10条は「すべての国民は人間としての尊厳および価値

を有し、幸福を追求する権利を有する。国家は個人が有する不可侵の基本的人権を確認し、

これを保障する義務を負う」と規定している。人間の尊厳及び価値、そして幸福追求権の

保障を国家の義務として定めている同条は、憲法理念の核心であると同時に憲法が志向す

る最高の価値であり、すべての基本権保障の終局的な目的である246。 

さらに、憲法第10条は、すべての基本権の間接的な根拠条項として機能する247。一部の

学者は憲法第10条からすべての基本権の前提条件となる生命権が導き出されるように、生

命権の基本前提となる健康権も同条から導き出されることができると論じている248。健康

ではない状態では生命の維持が困難になりやすく、そうなると憲法が定めているすべての

基本権の享受が難しくなる。社会権規約委員会が一般的意見14で述べているように、「健

康はすべての人権の行使に不可欠な要素である」からである249。 

                                                   

245 Sohn Jeong In（ 2017）の調査によると、健康権の法的根拠として憲法を言及した論文は
113 本であった。そのうち、憲法第36条第 3 項を言及した論文が一番多く、次が憲法第10
条、憲法第34条第 1 項の順であった。 Sohn Jeong In（ 2017）「韓国社会における健康権の
概念分析」ソウル大学校大学院、 134 ページ。 
246  憲裁  2003. 6. 26. 2002Hunga14 、判例集  15-1 、 650 、憲裁 2004. 10. 28. 
2002Hunma328 、判例集  16-2ha 、 209 、憲裁  2018. 5. 31. 2016Hunma191 、判例集  30-1ha 、
267 。 

247 Jang Byeong Yeon （ 2015）「基本権保障のための憲法改正の方向―健康権を中心に―」
『大韓政治学会報』 Vol.23 （ 4 ）、 5 ページ、 Kim Joo Kyung（ 2013）「健康権の憲法学的
な内容とその実現」『法学研究』 Vol.23 （ 4 ）、 90ページ。 
248  Lee Jun Sang（ 1992）「国民の基本権としての健康権」『健康ソシク』 Vol.16 （ 8 ）
、42ページ、 Jang Byeong Yeon （ 2015）前掲、 5 ページ、 Kim Joo Kyung（ 2013）前掲、90
ページ。 
249 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）前掲、パラグラフ.1。 
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これに関する裁判所の判例をみると、釜山（プサン）地方裁判所は、「無免許医療行為

に対する処罰の範囲と程度」の判決文において、憲法が志向する根本理念として、憲法10

条が規定している人間の尊厳と幸福追求権に加えて、生命権、健康権を一緒に並べている

250。健康権が憲法に明示的に規定されてはいないが、憲法が志向する根本的な理念の一つ

として機能していると言える。 

次に、健康権の根拠規定として挙げられているのが憲法第34条第 1 項である。憲法第34

条第 1 項は「すべての国民は人間らしい生活をする権利を有する」と規定し、第 2 項は

「国家は社会保障・社会福祉の増進に努力する義務を負う」と規定している。憲法裁判所

は、人間らしい生活をする権利とは「社会権的基本権の一種として人間の尊厳に相応しい

最低限の物質的な生活の維持に必要な給付を国家に積極的に要求することができる権利を

意味する」と定義づけている251。 

法学界では、人間らしい生活の保障をめぐって、国家は最低限の物質的な生活だけを保

障すればいいのか、それとも文化的な生活も保障しなければならないのかという二つの意

見が存在する252。 

まず、憲法裁判所の立場をみると「すべての国民が物質的な最低限度の生活を超えて、

人間の尊厳に相応しい健康で文化的な生活を享受することができるようにしなければなら

ないということは、立法部や行政部における行為の指針、つまり行為規範として作用する

が、憲法裁判においては立法部や行政部が国民が人間らしい生活を営むことができるよう

                                                   

250 プサン地方裁判所 1992. 11. 27. ja 92 令状 10114 決定  : 確定。 
251 憲裁  2014. 3. 27. 2011Hunba396 、判例集 26-1sang、 431 、憲裁 2004. 10. 28. 
2002Hunma328 、判例集  16-2ha 、 204-205 。   

252  Cheon Kwang Seok （ 2014）『韓国社会保障法論第10版』チプヒョンジェ、 152 ページ、  
Kim Joo Kyung (2011)前掲、 141 ページ。 
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に客観的に必要な最低限の措置を取る義務を果たしたのかを基準に253、国家機関の行為の

合憲性を審査する統制規範として作用する」と判示した254。 

さらに「人間らしい生活をする権利の法的性質に照らしてみると憲法の規範力が及ぼす

範囲とは『最低限の物質的な生存』の保障に必要な給付への要求権に限られるだけで、そ

れによりそれ以上の給付を内容とする具体的な権利が直接に導き出されるわけではない」

と判示し255、人間らしい生活をする権利を最低限の物質的な生活の保障に限定している。 

これに対して、 Kim Joo Kyung (2011) と Jang Byeong Yeon （2015）は、健康ではない状

態、つまり疾病を抱える状態が長期間にわたって続くと、人間の労働能力が低下し、経済

活動ができなくなり、その結果、最低限の物質的な生活の維持ができなくなるので、憲法

裁判所が人間らしい生活の保障を物質的な保障だけにとどめておいても、健康権は憲法第

34条第 1 項が定めている人間らしい生活をする権利を直接的な根拠規定として認められる

基本権であると見解を示している256。 

また、ソウル高等裁判所も人間らしい生活を「人間の尊厳に相応しい健康で文化的な生

活」と定義しており257。その定義からすると、人間らしい生活を営む権利とは、健康な生

活を営む権利として、健康権を保障していると言えなくもない。 

                                                   

253 憲法第34条の規定に基づく憲法上の社会保障権は、その受給要件、受給者の範囲、受給
額などの具体的な事項が法律に規定されることによってはじめて具体的な法的権利として
形成されるもので、社会保障権に関する立法の際には、国家の財政負担能力、全体的な社
会保障水準と国民感情などの社会政策的な考慮、制度の長期的な持続などの様々な要素を
勘案しなければならないので、立法者に広範囲な立法裁量を付与しなければならないと、
立法部の広範囲な裁量権を認めている。憲裁  2003. 7. 24. 2002Hunma522 、判例集 15-2sang、
177 、憲裁  2003. 5. 15. 2002Hunma90 、判例集  15-1 、 596 。 

254 憲裁  2003. 7. 24. 2002Hunma522 、判例集 15-2sang、 179 。 
255 憲裁  2003. 7. 24. 2002Hunba51 、判例集 15-2sang、 117 。しかし、状況によっては、人
間の尊厳に相応しい生活に必要な‘最低限の物質的な生活’の維持に必要な給付を要求す
る具体的な権利が直接に導き出されることができると判示したこともある。憲裁  2003. 
5. 15. 2002Hunma90、判例集  15-1 、 600 。 
256 Kim Joo Kyung (2011)前掲、 141 ページ、 Jang Byeong Yeon （ 2015）前掲、 6 ページ。 
257 同時にソウル高等法院は、人間らしい生活について「これは、非常に抽象的 · 相対的な
概念として、その具体的な内容がその当時の文化の発達程度、経済的 · 社会的条件、一般
的な国民の生活状況などとの相関関係で判断され、決定されなければならず、同時に、そ
の規定を現実的な立法で具体化する上では、国家の財政事情を無視することができず、ま
た、多岐にわたる複雑で多様で高度で専門的かつ技術的な考察とそれに基づく政策的判断
を必要とする」と判示した。ソウル高等法院 2016. 8. 19. 宣告  2015Nu70883 判決。 
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 そして、人間らしい生活をする権利を社会保障の権利として理解し、そこから健康権を

導き出す見解もある。例えば、 Kwon O tak（2016）は、人間らしい生活をする権利を社会

保障権として理解すると、健康問題が解決されないと社会的・経済的・文化的な領域にお

ける人間らしい生活が不可能となるので、憲法第34条第 1 項から個人の健康問題を積極的

に解決することを要求する権利が導き出されると述べている258。 

そして Park Ji Yong （2019）は、人間らしい生活をする権利から所得保障、健康保障、

そして福祉サービスを受ける権利などが導き出されるが、人間らしい生活をする権利を

「社会保障権」として理解する場合、健康権の憲法的な意味は「健康に関する社会保障権」

ないし「健康保障権」を意味すると述べている259。 

 次に、健康権の法的根拠として最も多く用いられるのが憲法第36条第 3 項である。同条

項は「すべての国民は保健に関して国家の保護を受ける」と規定している。同条項は国民

の保健に関する権利を規定しているため、一般的には保健権と呼ばれている。しかし、同

条項が健康に関する権利を定めていることから健康権と呼ばれることもあり、健康権の直

接根拠としてもよく用いられている。 

 例えば、 Jung Jong Sup （2006）は、憲法第36条第 3 項が「保健に関する権利を有する」

と定めず「国家の保護を受ける」と定めていることから、国民の基本権として保健に関す

る権利が認められるかどうかが問題になるが、これは国民の健康に対する国家の保護義務

を定めていると同時に一定の範囲で健康権を保障しているものであると述べており、同条

項を健康権の根拠条項として挙げている260。 

Park Ji Yong （2019）は、憲法第36条第 3 項は、「単純に国家の国民に対する保健に関

する保護義務を規定しているものだと消極的に解釈するのは妥当ではなく、憲法第34条第

1 項の人間らしい生活をする権利の具体的な内容として、また同権利との有機的な関係の

中で憲法は健康権を主観的な権利として保障していると解釈しなければならない」と、憲

                                                   

258 Kwon O tak （ 2016）「国民健康権実現のための国民健康保険法の課題と改善方案―憲法
的争点を中心に―」延世大学校大学院、39ページ。   
259 Park Ji Yong （ 2019）「人間らしい生活をする権利と健康権」『医療法学』 Vol.20
（ 1 ）、 9 ページ。 
260 Jung Jong Sup（ 2006）前掲、 620 ページ。   
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法第36条第 3 項を憲法第34条第 1 項の人間らしい生活をする権利の具体的な内容として健

康権を保障していると述べている261。 

憲法裁判所は、憲法第36条第 3 項の国民の保健に関する権利について「国民が自身の健

康を維持するのに必要な国家的給付と配慮が要求できる権利」とし、さらに同条項におけ

る国家の保護義務については「国家は国民の健康を消極的に侵害してはならない義務を負

うことからさらに一歩進み、積極的に国民の保健のために政策を樹立し、施行しなければ

ならない義務を負うことを意味する」と判示した262 

憲法裁判所の判例を見ると、憲法第36条第 3 項は主に保健権の根拠規定として用いられ

ている263。だが、保健権と健康権を一緒に並べて使ったり264、健康権の根拠条項として憲

法第36条第 3 項を挙げたりした判示もある265。これについて Hur Chang Hwan （ 2020）は、

憲法裁判所や最高裁判所が保健権と区別される健康権の独自性を認めているかどうかは定

かではないが、一連の判例からすると憲法裁判所は保健権と健康権の用語を区分せず、保

健権と健康権を混用していると述べている266。 

以上の憲法規定の他に、憲法上で唯一健康の言葉が使われている憲法第35条（環境権）

をも根拠条項とする見解267、そして健康に関するすべての憲法条項を健康権の根拠条項と

する見解などもある268。 

                                                   

261 Park Ji Yong （ 2019）前掲、15ページ。 
262 憲裁  1995. 4. 20. 91Hunba11 、判例集  7-1、 491 。 
263 憲裁  1995. 4. 20. 91Hunba11 、判例集  7-1、 491 、憲裁  1998. 7. 16. 96Hunma246 、判例
集  10-2 、 310 、憲裁  2004. 8. 26. 2003Hunma457 、判例集 16-2sang、 361-362 、憲裁  憲
裁  2007. 8. 30. 2006Hunma417 、判例集  19-2 、 348 、 350 、 2013. 9. 26. 2010Hunma204 、
判例集  25-2ha 、19。 
264 憲裁  1996. 10. 31. 94 Hunga7 、判例集  8-2、 418 、憲裁  2005. 9. 29. 2005Hunba29 、公
報第 108 号、 1045、憲裁 2015. 12. 23. 2015 Hunba75、判例集  27-2ha 、 644 。 
265 憲裁  2010. 7. 29. 2008Hunga19 、判例集 22-2sang、66。 
266 Hur Chang Hwan （ 2020）前掲、 163 ページ。 
267 Moon Do Won（ 2017）「軍の将兵の健康権の実態と権利救済に関する小考」『韓国軍社会
福祉学』 Vol.10 （ 1 ）、 51ページ、Kim Joo Kyung (2011)前掲、 140 ページ、 Kim Gu Yeol他
2 人（ 2014）「業務上の疾病可否に対する証明責任と勤労者の健康権保障―電子産業勤労
者たちの職業性癌発病を中心に―」『共益と人権』 Vol.14 、94ページ。 
268 Kim Sung Ryul（ 2016）「憲法上の健康権の内容と食品安全の保障」『憲法学研究』
Vol.22 （ 3 ）、 155-156 ページ。 
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以上のように、健康権の根拠規定として用いられている憲法条項や解釈は学者によって

少し異なるが、憲法裁判所や法学界では健康権を憲法が保障する基本権として認めている

点については大体意見が一致していると言える。 

 

（ 2 ）韓国国内法律における健康権の規定 

次に、韓国国内法律に規定されている健康権である。憲法が保障する健康権を明示的に

規定しているのが「保健医療基本法」（2000年 1 月12日制定、2000年 7 月13日施行）であ

る。同法は「憲法上に規定された国民の健康権を充実に保障し、福祉分野だけでなく保健

医療分野でも国民の基礎的生活を保障することで汎政府的に推進している生産的福祉を志

向するため」制定された269。 

保健医療基本法第10条（健康権など）第 1 項は「すべての国民はこの法または他の法律

が定めるものに基づいて、自身と家族の健康に関して国家の保護を受ける権利を有する」

と規定し、すべての国民の健康権を保障している。さらに、同条第 2 項は「すべての国民

は性別、年齢、宗教、社会的身分または経済的事情などを理由に自身と家族の健康に対す

る権利を侵害されない」と、いかなる権利の侵害をもされないことを定めている。 

そして、障害者の健康権及び医療アクセスなどを保障するために制定された「障害者の

健康権及び医療アクセスの保障に関する法律270」（2015年12月29日制定、2017年12月30日

施行）は、健康権を次のように定義づけている。「健康権とは、疾病予防、治療およびリ

ハビリ、栄養改善、リハビリ運動、保健教育及び健康生活の実践などに関する諸条件の整

                                                   

269 保健福祉部報道資料「保健医療基本法（案）立法予告」 1999年 7 月 6 日付。 
270 同法律は、 2014年障害者の実態調査及び 2015年国民健康統計などにより、障害者の悪い
健康状態と医療サービスへのアクセスの制限などの問題が明らかにとなったものの、障害
者の健康権について具体的に規定している法律や障害者の健康権を保障するための制度的
システムなどが整っていなかったことから、障害者の健康権及び医療アクセス性保障に関
する法律を制定し、障害者の健康保健管理のための事業及び支援等に関する事項を総合的
かつ体系的に規定することにより、障害者の健康増進に寄与する目的で制定された。 Lim 
Jong Han （ 2017）「障害者健康権保護のための政策方向と課題 : 障害者健康主治医を中心
に」『保健福祉フォーラム』 Vol.246 、 41-44 ページ、 Lee Kyu Boem （ 2019）「障害者健
康権及び医療アクセス性の保障について」『政策動向』 Vol.13 （ 5 ）、健康保険審査評価
院、 14-15 ページ、保健福祉部委員長（ 2015）「（議案番号 18132 ）障害者の健康権及び
医療接近性保障に関する法律案（代案）」 2 ページ。 
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いを通じて最善の健康状態を維持する権利をいい、保健と医療サービスを受ける権利を含

む」（同法律第 3 条 2 ）。そして、同法律第 2 条は、障害者の①最適の健康管理と保護を

受ける権利、②障害を理由に健康管理及び保健医療において差別的取扱いを受けない権利、

③健康管理及び保健医療サービスのアクセスにおいて非障害者と同等なアクセス性を持つ

権利を保障している。 

障害者の健康権及び医療アクセスの保障に関する法律上の健康権の定義を用いて、  韓

国のいくつかの自治体では、市民の健康権保障のための様々な条例を施行している。例え

ば、京畿道健康基本条例（2017年11月13日施行）、軍浦市市民健康管理基本条例（2018年

10月 8 日施行）、済州特別自治道道民健康管理基本条例（2019年 5 月 8 日施行 . ）、仁川

広域市市民健康権保障基本条例（2019年12月30日施行）などがある。そして近年では外国

人、脆弱な労働者、青年などの権利主体の健康権保障に関する条例もいくつかの自治体で

施行されている271。 

 

（ 3 ）韓国国内法上の健康権の性格と内容 

①健康権の法的性格 

次に、健康権の法的性格である。健康権の具体的な法的性格とその内容は、上記の保健

医療基本法と憲法裁判所の判示、そして先行研究などから整理することができる。  健康

権の法的性格を巡って多様な見解が存在するが、大きく分けると二つの見解があると考え

られる。第一に、自由権と社会権の両方の性格を有するとみなす見解、第二に、自由権と

社会権の両方の性格を有するが、社会権の性格がもっと強いとみなす見解がある272。 

                                                   

271 例えば、井邑市青年基本条例（ 2020年 4 月10日施行）、光州広域市外国人住民の健康増
進に関する条例（ 2020年 7 月 6 日施行）、大田広域市青年基本条例（ 2020年10月14日施
行）、慶尚南道脆弱な労働者健康増進条例（ 2020年11月 5 日施行）などがある。 
272 Sohn Jeong In（ 2017）の研究によると、健康権が社会権と自由権のうち、どちらに属す
るかを言及した国内学術論文は65本であって、自由権と社会権の両方の性格を有するとい
う立場の論文は18本、自由権と社会権の両方の性格を有するが、社会権の性格がもっと強
いという立場の論文は 6 本、そして社会権の基本権という立場の論文は41本であった。
Sohn Jeong In（ 2017）前掲、 155 ページ。   
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自由権が、個人が自由かつ平等に生きるために、国家に対して不当な干渉から個人の自

由を保障することを求める権利とするなら、社会権は、人間が尊厳をもって人間らしく生

きるために国家に対して必要な措置を取ることを求める権利であるといえる。 

こうした自由権的性格と社会権的性格の両方を同時に持つという見解を示す学者は、健

康権は国家に対して国民の健康を侵害しないように要求できる自由的権利であると同時に

国民の健康増進のために国家に対して積極的な配慮と給付が要求できる社会的権利である

と説明する273。 

他方、健康権の自由権的性格を認めるけれども、社会権的性格の方が強いという見解を

示す学者は、究極的に国民の健康権が達成されるためには、国家の積極的な給付が必要で

あるため、そういう側面を考慮すると健康権は自由権的性格と社会権的性格を有するが、

社会権性格の方が主であると説明する274。結局、この見解も健康権の自由権的性格を認め

ているので、大きくみると健康権の法的性格は自由権的性格と社会的性格を同時に有する

ということで意見が一致していると言える。 

 

②健康権の権利内容   

健康権の具体的な権利内容についてみていく。まず、自由権としての健康権は、自己の

健康を国家から侵害されない権利をその内容とする。その具体的な内容が規定されている

保健医療基本法第10条第 2 項は「すべての国民は性別、年齢、宗教、社会的身分または経

済的な事情などを理由に自身と家族の健康に対する権利を侵害されない」と規定している。

国家の健康侵害の具体的な例としては、強制的な医学実験・予防接種・不妊治療などが挙

                                                   

273 Kim Joo Kyung (2011)前掲、 158 ページ、Moon Do Won（ 2017）前掲、49ページ、Kim Gyo 
Sook(2010) 「勤労者の健康権」『労働法論叢』 Vol.19 、 178-180 ページ。 

274 Hong Sung Bang （ 2002）『憲法学』玄岩社、 589 ページ、 Kwon Young Sung （ 1999）『憲
法学原論』法文社、 613 ページ。 
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げられる275。しかし、このような例は「今日の時代的状況に照らしてみると少し不適切な

例である」という指摘もある276。 

また、保健医療に関する知る権利・自己決定権・秘密保障なども自由権的性格を持つ健

康権であるとする見解もあり277、これらの権利は保健医療基本法第11条（保健医療に関す

る知る権利）、第12条（保健医療サービスに関する自己決定権）、第13条（秘密保障）に

それぞれ規定されている。 

社会権としての健康権は、自己の健康のために国家に対し、積極的かつ適切な措置をと

るように要求できる権利をその内容とする。代表的には自己の健康保護及び増進のための

適切な保健・医療サービスの提供を受ける権利がある（保健医療基本法第 6 条）。このた

めに国家及び自治体は、法的・制度的な措置を取り、これに必要な財源を確保しなければ

ならない。また、すべての国民の基本的な保健・医療需要の平等な充足を図らなければな

らない。さらに、食品、医薬品、医療機器及び化粧品などの健康に関連する物品や健康に

関連する活動から生じられる危害を防止し、国民の健康を害する諸要因から国民の健康を

保護するための施策を講じなければならない（保健医療基本法第 4 条）。 

そして、憲法裁判所の判例をみると、健康権の内容について次のように判示している。

「国民は保健・医療サービスに個人の身分や財産と関係なく等しくアクセスができ、保

健・医療提供体制の中で保健医療資源（人員・施設・装備など）を等しく享受し、基本的

に必要な量の必須サービスを受け、診療水準の差を排除する権利が脅かされると、これは

憲法が保障する健康権と国家が国民に適正な医療給付を保障しなければならない社会国家

的義務に違背される」278。この判示からすると、健康権の内容は、保健・医療サービスに

                                                   

275 Jung Jong Sup（ 2006）前掲、 621 ページ。   
276 Kim Joo Kyung (2011)は、今日においては国家などが国民の健康権を直接に侵害する目的
で法律を制定したり、また、そういった目的で公権力を行使する例はあまりないと説明す
る。Kim Joo Kyung (2011)前掲、 160 ページ。 
277 Shin Young Jeon （ 2011）「社会権としての健康権：指標開発及び適用可能性を中心に」
『批判社会政策』（32） 194-195 ページ。 
278 憲裁  2005. 3. 31. 2001Hunba87 、判例集  17-1 、 331 。 
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平等にアクセスできること、保健医療資源を平等に享受すること、基本的に必要な量の必

須サービスを受け、そのサービスの水準に差がないことであると言える  。 

 

2 ．韓国における国内法と国際法の関係 

国際法上における健康権の概念を整理する前に、韓国における国内法と国際法の関係に

ついて整理しておく必要がある。 

憲法第 6 条第 1 項は「憲法により締結、公布された条約はもちろん、一般的に承認され

た国際法規は国内法と同じ効力を持つ」と規定し、国際法の尊重原則を宣言している279。

韓国では、憲法第 6 条第 1 項に基づいた条約、国際法規の場合、国内法体系に受容され、

そのまま適用可能とする一元論を採択している280。 

社会権規約は、憲法第 6 条第 1 項に基づいて批准された国際法であるため、韓国国内法

と同じ効力を持つ。国際法と国内法の優先順位については、国内法秩序へ編入された国際

法は国内法律と同位にあるが、憲法よりは下位にあるとする見解が一般的である281。憲法

裁判所も国際法と国内法律の同位説を採用している282。その論拠として、憲法は国家の最

高規範で、条約は憲法の授権によって締結されるもので、憲法附則第 5 条は「この憲法施

行当時の法令と条約はこの憲法に違背されない限りその効力を持続する」と規定しており、

国際法は憲法の下位規範であると主張する283。 

                                                   

279 憲裁  2011. 8. 30. 2007Hunga12 など、判例集 23-2sang、 134 。 
280 Jung Jong Sup（ 2006）前掲、 201 ページ、Sung Nak In（ 2012）『憲法学第12版』法文社、
304 ページ、 Lee Hye Young(2020) 「法院の国際人権条約の適用現状と課題（要約本）」司
法政策研究院、 6 ページ。   
281 Hong Sung Bang （ 2002）前掲、 181 ページ、 Lee Han Ki （ 1998）『国際法講義新訂版』
博英社、 144 ページ。 
282 憲裁  2001. 3. 21.99Hunma139 、判例集 13-1、 677 、憲裁 2019. 12. 27. 2018Hunba161、判
例集  31-2ha 、 168 。 
283 Sung Nak In（ 2012）前掲、 304-306 ページ、Lee Joon Il（ 2005）『憲法学講義』弘文社、
189 ページ、 Jang Young Soo （ 2019）前掲、 244-245 ページ。 
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一方、他の国際法と異なり国際人権規約は憲法的な効力ないし憲法的な地位にあるとす

る意見284がある285。その論拠としては、国際人権規約は憲法が規定している個人の根本的

な自由と権利をその内容としており286、事案によってはより具体的な権利と内容を規定し

ているため、国際人権規約が規定している内容自体が憲法的問題であるとする287。 

国際法と国内法律の同位説を採用すると、国際法と国内法律が抵触した場合、どちらを

優先するかという問題が発生しうる。韓国では新法優先原則や特別法優先原則を適用して

解決する288。 

また、国際法が国内法体系に受容される場合、国際法がそのまま直接適用（直接的な裁

判規範）となるのかという問題が提起される。つまり、個人が国際法を援用して裁判所で

権利主張が可能かどうかという問題である。韓国では国際人権規約の場合、  社会権規約、

自由権規約ともに直接適用が可能であるとする見解289と社会権規約の直接適用を否定する

見解290、そして直接適用が可能かどうかは条約ではなく条約の中の個別の条項によって異

なるとする見解291などがある。 

                                                   

284 Kim Chul Soo （ 2009）『憲法学新論第19全訂新版』博英社、 268 ページ、 Kim Dae Soon
（ 2013）『国際法論第17版』三英社、 257-258 ページ、  Lee Myong Ung （ 2003）「国際人
権法の国際法的効力―憲法との関係及び憲法裁判所における法源性―（国際人権法の国際
履行における問題点及び代案、国家人権委員会シンポジウム資料集）」国家人権委員会、
54ページ、 Park Chan Un （ 2003）「司法判断における国際人権法の適用可能性（国際人権
法の国際履行における問題点及び代案、国家人権委員会シンポジウム資料集）」国家人権
委員会、 112 ページ。 
285 Lee Hye Young(2020) 同上。 
286 Lee Myong Ung（ 2003）前掲、55ページ。 
287 Ryu Sung Jin （ 2013）「憲法裁判における国際人権条約の援用可能性：米国、南アフリ
カ共和国、我が国の事例を中心に」『亜洲法学』 Vol.7 （ 1 ）、 18ページ、 Park Chan Un
（ 2003）前掲、 119 ページ。 
288 Lee Hye Young(2020) 前掲、 6 ページ。 
289 Lee Myong Ung（ 2003）前掲、66、69、70ページ、 Lee Hye Young(2020) 前掲、 2 ページ、
Park Seon Uk （ 2013）「国際人権条約の国内的適用―
主要国の適用事例に関する比較法的考察―」『法学研究』（49） 424 ページ。 
290  Choi Seung Hwan （ 1998）「人権条約の効用性：国際人権規約を中心に」『国際人権法』
（ 2 ）、 29-30 ページ。 
291 Park Chan Un （ 2003）前掲、 110 ページ、 Jeon Hak Seon（ 2008）「国際人権法と憲法裁
判」『米国憲法研究』 Vol.19 （ 1 ）、 203 ページ。 
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結局のところ、国際人権規約の直接適用の問題は裁判所の判断に委ねられるが292、韓国

の裁判所（憲法・一般裁判所）が、国際人権規約の直接適用を認めているかどうかについ

ては学者によって意見が分かれる。 

一部の学者たちは、国際人権規約の直接適用に対する裁判所のこれまでの態度に対して、

「憲法の解釈の参考資料として検討したり、または憲法違反を判断する際に国際人権法の

違反も同時に判断するなどの付随的に活用する」だけで、直接適用はもちろん、間接適用

293においても消極的な態度をとっていると批判している294。 

こうした中で、良心的兵役拒否権を認めた判決で 3 人の裁判官が補充意見の中で初めて

自由権規約が直接的な裁判規範となると判示して注目を浴びている。以下、良心的兵役拒

否権を認めた判決の第 2 の多数補充意見を紹介する。 

「…ヨーロッパの人権法院の判例などは我が国と直接な関連があると考え難いため、立

法または政策的に制度を導入したり、法律を解釈したりする際に参考資料として考慮でき

るだけで、我が国に直接的な効力を持つことはできない。しかし、我が国が加入した自由

権規約の場合、憲法第 6 条第 1 項により国内法と同一な効力を持ち、直接的な裁判規範と

なり得る点から次元を異にする。大法院や憲法裁判所も自由権規約の法律的な効力を認め

ている。…現行の憲法における国際平和主義と国際法の尊重主義は国家秩序の形成の基本

方向を決定する重要な原理として認められており、立法部と行政部はもちろん、司法部な

どすべての国家機関は国際的協力の精神を尊重し、できる限り国際法規の趣旨を生かすよ

うに努力することが要請される。…自由権規約は国会の同意を得て締結された条約であり、

                                                   

292 Kim Tae Chun （ 2003）「裁判過程を通じた国際人権協約の国内的履行（国際人権法の国
際履行における問題点及び代案、国家人権委員会シンポジウム資料集）」国家人権委員会、
8 ページ。 

293 間接適用とは、憲法その他の法規範、法原則を解釈、適用する際の指針として、あるい
はその解釈・判断を補強するものとして国際人権基準を援用することをいう。阿部  浩己
他 1 人（ 1997）『テキストボックス国際人権法』日本評論社、34ページ。 
294  Jeong In Seob （ 2000）「国際人権規約加入10年の回顧」『国際人権法』 Vol.3 、22ペ
ージ、 Jung Kyung Soo （ 2000）「国際人権法の国内適用に関する批判的分析」『民主法学』
Vol.17 、 158-161 ページ、 Jung Kyung Soo （ 2003）「国際人権規約の国内履行実態と増進
方案（国際人権法の国際履行における問題点及び代案、国家人権委員会シンポジウム資料
集）」国家人権委員会、95ページ、 Lee Hye Young(2020) 前掲、 6 、15ページ、 Ryu Sung 
Jin （ 2013）前掲、27ページ、 Park Seon Uk （ 2013）前掲、 423-424 、 429 ページ、 Kim 
Boo Chan （ 2014）前掲、 407 ページ。 
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憲法第 6 条第 1 項の規定により国内法的効力を持ち、その効力は少なくとも法律に準する。

我が国の政府も1993年の国連自由権規約委員会に提出した最初の報告書はもちろん、 1998

年10月22日に開かれた1791回、1792回の会議のために国連自由権規約委員会に提出した第

2 次政府報告書で『自由権規約は憲法第 6 条第 1 項により国会の同意を得て政府により批

准・公布されたもので、追加的な立法なしに国内法律の効力を有する。従って、行政部や

司法部はその権限を行使する際に上記の規約を遵守する義務がある』とした。特に『憲法

第37条第 1 項に基づき、規約により保障されたすべての権利は保障されなければならない。

従って、憲法に直接に明示されていないものも規約は尊重されるべきであり、上記の規約

以前の法律が規約の規定と衝突される場合、規約が優先され、大韓民国で制定されたどの

ような法律によっても、規約で規定された権利を侵害することはなく、そのような法律は

憲法違反になる』ことを明らかにした。…良心の自由を保障した自由権規約第18条は特別

な立法措置なしにわが国民に対して直接適用される法律に該当するとするのが大法院と憲

法裁判所の見解である。…憲法第37条第 1 項に『国民の自由と権利は憲法に列挙されてい

ないという理由で軽視されない』と規定されたように、自由権規約に明文の規定がなくて

も現代民主主義諸国家の時代精神に合うように自由権規約を解釈して基本的人権を導き出

されるとするのはこの上なく妥当である。自由権規約のような国際人権規約の場合、法院

は憲法上の基本権を解釈する際にはもちろん法律を解釈する際にも規約に一致するように

努力しなければならない。国際人権規約に調和されるように法律を解釈するのは普遍的人

権の観点から司法部の守るべき責務である。特に、自由権規約の場合、人権が単純に国内

問題だけではなく全世界的・普遍的な問題という当為性から作られた国際人権規約として、

大部分、個人に直接に権利を付与する条項で規定されている点からなおさらそうである」

295。 

                                                   

295 大法院  2018. 11. 1. 宣告  2016do10912 。 
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上記の第 2 の補充意見は法的拘束力はないが、初めて自由権規約が直接的な裁判規範に

なり得ることを明示的に認めた判示で296、自由権規約に明文の規定がなくても自由権規約

の解釈を通じて基本的人権が導き出される点、そして国内法を解釈する際に国際人権条約

に適合的な解釈をしなければならない点などを明示的に示した判示としてその意義が大き

い。 

 しかし、同じ国際人権規約でありながら、自由権規約と異なり社会権規約は直接的な裁

判規範となることを認めた判示はまだない297。憲法に含まれていない社会権規約の諸権利

については、上記の第 2 の補充意見の論理展開を借りると、憲法第37条第 1 項により、尊

重かつ保障されなければならなく、これらの権利も憲法第 6 条第 1 項により国内法と同一

な効力を有し、直接的な裁判規範となると考えられる。 

そして、社会権規約も自由権規約と同様に人間の自由と権利を保障しており、またその

内容の多くが憲法に含まれていることから、憲法と一緒にまたは単独で国内裁判所におい

て直接的な裁判規範となると考えられる298。それだけでなく、憲法の健康権を解釈する際

には、社会権規約及び一般的意見14などを指針として間接適用することも可能であると考

えられる。社会権規約および一般的意見14は、韓国国内法上より健康権の権利内容などに

ついて一層具体的かつ豊かに述べているため、実質的に健康権を主張する際には、それら

も合わせて用いることがとても大事である。 

 

 

 

                                                   

296 「ハンギョレ新聞」「大法、国際人権規約も国内法と同一効力初明示」 2018年11月13日
付、 URL:https://m.hani.co.kr/arti/society/society_general/868646.html（ 2021年 6 月30日最
終閲覧）。 
297 それだけではなく、韓国は個人の権利救済ができる自由権規約の選択議定書には批准し
たが、社会権規約の選択議定書はいまだに批准していない。 
298 Lee Myong Ung（ 2003）前掲、 65-66 、73ページ。 
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3 ．国際法上299における健康権の規定 

（ 1 ）社会権規約と社会権規約委員会の一般的意見14における健康権の規定 

社会権規約は韓国国内法と同じ効力を持つ。それゆえ、健康権の概念を用いる際には、

韓国国内法だけではなく、国際人権規約（社会権規約）、そして社会権規約の有権的解釈

である一般的意見14なども合わせて検討することが大事である。特に、一般的意見14は、

健康権の概念の定義、権利内容、そして健康権の完全な実現に向けた締約国の義務と違反

内容などを韓国国内法上より、豊富かつ詳細に規定しており、それゆえ、健康権の概念を

理解し、また、健康権を一層レベル高い権利として実現する上で非常に有益である。以下、

その内容を簡単に整理する。 

まず、国際法上における健康権の定義である。健康権は、世界保健機関（ WHO ）憲章

（1946年採択、1948年発効）で初めて基本的権利として規定され、1948年の世界人権宣言、

1966年の社会権規約において宣明された。その後、2000年に国連の経済的、社会的及び文

化的権利委員会（以下、委員会という）が一般的意見14を採択することで、健康権の概念

と健康権の完全な実現に向けた国家の義務と違反事項などが具体化された。 

社会権規約第12条 1 は健康権を「すべての者が到達可能な最高水準の身体及び精神の健

康を享受する権利」と規定している。健康権の概念をより具体的に記述している一般的意

見14は健康権を「到達可能な最高水準の健康の実現のために必要な様々な施設、物資、サ

ービス及び条件の享受に対する権利」とし300、さらに「医療に対する権利だけではなく、

安全な飲み水、十分な衛生、安全な食料、栄養及び住居の十分な供給、健康的な職業及び

環境条件、並びに健康に関連する教育及び情報へのアクセスのような健康の基礎となる決

定要素に対しても及ぶ包括的な権利として解釈される」と明記している301。 

                                                   

299 本研究で用いている国際法上における健康権関連規定は、松井芳郎編著（ 2009）『ベー
シック条約集 2009』を、社会的及び文化的権利委員会一般的意見の内容は、申  惠丰が翻
訳した「『経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会』の一般的意見（ 1-4 ）」を参
考に記したものである。 

300 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）「一般的意見 14 到達可能な最高
水準の健康に対する権利（規約12条）」パラグラフ.9。 
301 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）前掲、パラグラフ .11 。 
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さらに健康権は、「他の人権の行使にとって不可欠な基本的人権」であり、ゆえに、  

社会権規約に批准したすべての締約国は、健康権の「完全な実現を漸進的に達成するため

に自国における利用可能な手段を最大限に用いなければならない」302。 

健康権の必修要素には、利用可能性、アクセス可能性、受容可能性、質が含まれる。簡

潔に説明すると、利用可能性は、「機能する公的な保健及び医療施設、物資及びサービス

並びにプログラムは締約国の管轄内で十分な量で利用可能でなければならない」。アクセ

ス可能性は、物理的及び経済的にすべての人が差別なくアクセス可能でなければならない。

その領域は無差別、物理的なアクセス可能性、経済的なアクセス可能性（負担可能性）、

情報のアクセス可能性である。受容可能性は、医療倫理を尊重し、かつ文化的に適切でな

ければならない。質は、科学的及び医学的にも適切で、良質でなければならない303。 

 

（ 2 ）社会権規約と一般的意見14が規定している健康権の完全な実現に向けた国家の義務

内容 

社会権規約に批准したすべての締約国には健康権の完全な実現のための様々な義務が課

されている。韓国は1990年に自由権規約・社会権規約ともに批准しており、国際人権規約

の締約国として、同規約が規定している諸権利を実現する義務を負っている。 

一般的意見 3 及び14に定められている国家の義務は、即時に措置を取る義務、漸進的に

達成する義務、中核的義務、尊重する義務、保護する義務、充足する義務などである。 

まず、即時に措置を取る義務は、「規約が発効した後、合理的な短期間のうちに措置を

取らなければならない」義務である。そのような措置は、「健康権の完全な実現に向けて、

意図的、具体的かつ目標をもったものでなければならない」304。 

                                                   

302 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）前掲、パラグラフ.1、国連（ 1966
年採択）「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」第 2 条 1 。 
303 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）前掲、パラグラフ .12 。 
304 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 1991）「一般的意見3 締約国の義務の性
格（規約第 2 条 1 項）」パラグラフ.1、 2 、国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会
（ 2000）前掲、パラグラフ .30 。 
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漸進的に達成する義務は、健康権の完全な実現を漸進的に達成する義務である。同義務

は、世界の現実及びどの国も有する困難のゆえに、社会権の完全な実現は一般的に短期間

に達成できないであろうということを認めたものである。しかし、健康権の完全な実現ま

で時間はかかるけれども、すべての締約国は、健康権の「完全な実現に向けて可能な限り

迅速かつ効果的に移行する、具体的で継続的な義務を負っている」305。 

中核的義務は、健康権における最低限かつ不可欠なレベルの充足を確保する義務である。

具体的には、保健施設、物資及びサービス、基礎的な居所、住居及び衛生、安全な飲み水

の十分な供給などへの無差別的なアクセスを確保しなければならない。同義務は、利用可

能な資源が明らかに不十分な場合や様々な要因によって深刻な資源の制約が生じる場合で

も、締約国に課せられている。したがって、締約国は資源が不十分な場合には比較的に低

コストの目標プログラムの採択によって、社会の脆弱な立場にある者たちの権利の実現の

ために努力しなければならない。また、同義務は、いかなる状況においても、遵守しない

ことが正当化されることはできなく、締約国が資源の不十分を理由に同義務を履行できな

いとするためには、「利用可能なすべての資源を優先的に用いるためのあらゆる努力が行

われたことを証明しなければならない」306。 

尊重する義務は、健康権の享受に国家が直接的または間接的に介入することを控えるよ

う義務付けるものである。具体的には次のようなことを控えるよう義務付けている。「す

べての人に対して、予防的・治療的・緩和的医療サービスへの平等なアクセスを拒否又は

制限する」、「伝統的な予防的治療を禁止もしくは妨げる」、「安全でない薬品の販売及

び強制的な医療実験を実行する」、「健康関連情報を検閲したり、意図的に不正確に述べ

る」、「健康関連事項に対する人々の参加を妨げる」などが含まれる307。 

保護する義務は、締約国に対し、第三者が健康権の享受を妨げることを防ぐ措置をとる

よう義務付けるものである。具体的には、「第三者によって供給される医療及び保健関連

                                                   

305 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 1991）前掲、パラグラフ.9、国連  経済
的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）前掲、パラグラフ .31 。 
306 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 1991）前掲、パラグラフ .10 、11、12、
国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）前掲、パラグラフ .43 、47。 
307 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）前掲、パラグラフ .33 、34。 
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のサービスに対する平等のアクセスを保障する立法及びその他の措置をとる」、「保健分

野の民営化が保健施設、物資及びサービスの利用可能性、アクセス可能性、受容可能性、

質を低下させる要因にならないことを確保する」、「医療行為者及びその他の保健専門職

員が適切な教育技術及び倫理的行為準則に則ることを確保する」、「社会のすべての脆弱

な又は疎外された集団、特に女性、子供、青少年及び高齢者を保護するための措置をと

る」、「第三者が健康関連情報及びサービスに対する人々のアクセスを制限しないことを

確保する」などが含まれる308。 

最後に、充足する義務は、「国家に対し、健康権の完全な実現に向けて、適切な立法、

行政、予算、司法、促進的及びその他の措置を積極的にとる」よう義務付けるものであり、

同義務には環境整備、供給、促進の義務も含まれる。充足する義務には、「国内の政治的

及び法的制度の中で健康権を十分に承認する（できれば立法によって実施する）」、「詳

細の計画を伴う全国的な保健政策を採択する」、「栄養的に安全な食料と飲み水、基本的

な衛生及び十分な住居と居住環境のような健康の基礎となる決定要素に対するすべての者

の平等なアクセスを確保する」、「医者及びその他の医療要員の適切な訓練、並びに十分

な数の病院、診療所及びその他の保健関連施設の設置を国全体での衡平な配分を考慮して

確保する」、「すべての者にとって支払可能な公的、民間又はその混合の健康保険制度を

提供する」などが含まれる309。 

 

（ 3 ）社会権規約と一般的意見14が規定している締約国の義務違反 

締約国の健康権の義務違反は国家がある行為をしたりあるいはしなかったりすることに

よって生じうる。行為をすることによる違反は、「中核的義務に合致しないいかなる後退

的措置を取ること」、「健康権の継続的な享受に必要な立法の正式な廃止及び停止、また

は健康権に関連する既存の国内的・国際的な法的義務に明白に合致しない立法、もしくは

政策の採用が含まれる」。行為をしないことによる違反は、「到達可能な最高水準の身体

                                                   

308 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）前掲、パラグラフ .33 、35。 
309 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）前掲、パラグラフ .33 、36、37。 
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と精神の健康の享受に対するすべての者の権利の完全な実現に向けて適切な措置を取るの

を怠ること」、「職業上の安全と健康、また職業上の健康サービスに関する国内政策を持

たないこと」、「関連法を執行しないことが含まれる」310。 

次に、尊重する義務、保護する義務、充足する義務の違反である。尊重する義務の違反

は、健康権の基準に違反する国家の措置、政策、または法である。例えば、「法律上・事

実上の差別の結果、特定の個人もしくは集団に対して保健施設、物資及びサービスへのア

クセスを拒否する」、「健康の保護または治療によって重要な情報を意図的に差し支え又

は不正確に述べる」、「健康権のいずれかの構成要素の享受を妨げる、立法の停止または

法もしくは政策の採択」などである311。 

保護する義務の違反は、「国家がその管轄内にある人を、第三者により健康権の侵害か

ら保護するために必要なすべての措置を取らないこと」である。例えば、「個人、集団ま

たは企業の行為が他者の健康権を侵害しないように規制しない」、「暴力から女性を保護

し、又は実行者を訴追しないこと」などである312。 

充足する義務の違反は、「健康権の実現を保障するために必要なすべての措置をとらな

いこと」である。例えば、「すべての者に健康権を保障することを目的とした国内保健政

策を採択又は実施しない」、「個人または集団、特に脆弱な人々にとっての健康権の不享

受を結果としてもたらす」、「公的資源の不十分な支出又は配分の誤り」、「保健施設、

物資及びサービスの不均衡な配分を軽減するための措置をとらないこと」などである313。 

 

                                                   

310 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）前掲、パラグラフ .47 、48、49。 
311 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）前掲、パラグラフ .50 。 
312 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）前掲、パラグラフ .51 。 
313 国連  経済的、社会的及び文化的権利委員会（ 2000）前掲、パラグラフ .52 。 
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第 3 節 韓国における健康権保障活動に関する近年の動向 

 近年、韓国では、市民団体などが連携・協力しながら健康権保障に関する多様な活動を

行っている。ここでは、韓国のいくつかの市民団体などに焦点を当てて、具体的にどのよ

うな活動を行っているのかを紹介する。 

 

1 ．国家人権委員会314 

（ 1 ）国家人権委員会の設立過程 

 韓国における健康権保障のための市民団体の具体的な活動の紹介に先立ち、国家人権委

員会（以下、人権委員会と呼ぶ）の健康権保障に関する活動について紹介する。その前に、

人権委員会の設置過程からみていく。 

人権委員会の設置には市民団体の力が非常に大きかったと言える。「民主社会のための

弁護士会」をはじめとする韓国の 9 人権団体は、1993年 6 月ウィーンで開かれる「世界人

権会議」に参加するため、「民間団体共同対策委員会315」を立ち上げた316。「民間団体共

同対策委員会」は、「世界人権会議」で提示された「国家人権機関の設立と運営に関する

原則」に基づき、韓国国内における国家人権機関の設置に関する必要性を提起した317。 

その後、1994年 7 月にソウルで開かれた国連主催のアジア・太平洋地域の地域内の人権

ワークショップ、国内民間団体が共同主催した1995年11月国際シンポジウムなどにおいて

                                                   

314 国家人権委員会の紹介内容は、主に国家人権委員会のホームページを参考にして作成し
ており、より詳しい内容については、同委員会のホームページを参照されたい。国家人権
委員会  URL:https://www.humanrights.go.kr/site/main/index001 。  
315  同委員会には、民主社会のための弁護士会、民主主義法学研究会、民主化実践家族運
動協議会、仏教人権委員会、国際労働機関（ ILO ）全国労働者公対委、韓国キリスト教教
会協議会人権委員会、カトリック人権委員会などが参加しており、民主社会のための弁護
士会の Hong Sung Woo人権弁護士が同委員会の常任代表として勤めていた。「ハンギョレ新
聞」「（コラム）チョ · ヒョジェの人権オデッセイ  ウィーン人権体制25年」 2018年 6 月
25日付、 URL:https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/847813.html （ 2021年 9 月15日最終
閲覧）。 
316 「朝鮮日報」「世界人権大会参加  国際連帯模索」 1993年 3 月17日付、23面、「ハンギ
ョレ新聞」「世界人権大会参加20か国  保安法撤廃促し  共同決議」 1993年 6 月19日付、
15面。 
317 人権法制定及び国家人権機関設置の民間団体共同推進委員会（ 1998）「（結成式資料集）
人権法制定及び国家人権機関の設置  民間団体共同推進委員会」 4 ページ。 

https://www.hani.co.kr/arti/opinion/column/847813.html（2021


96 

 

も国家人権機関の設置が要求された。こうした継続的な要求に答えて、当時、大統領候補

者であった金大中氏は、国家人権機関の設置を公約として掲げた。そして、金大中政権の

発足後、「人権法制定と国家人権委員会の設立」は金大中政権の 100 大国政課題として位

置づけられた318。 

その後、金大中政権は、政権発足 1 年目である1998年 9 月に、世界人権宣言50周年を迎

える1998年12月10日に人権法制定及び国家人権委員会の設置する方針を明らかにした319。 

しかし、法務部320が進めていた人権法案の主要内容は法務部傘下に国家人権機関を設置

することになっており321、その上、人権法制定過程において市民団体との協議を排除して

いたため、「民間団体共同対策委員会」の結成に参加した団体を含む29労働・女性・宗

教・人権・市民団体は、国民の広範囲な意見をまとめて、透明かつ公開的な過程を通じて、

正しい国家人権機関が設置されるよう、1998年 9 月17日に「人権法制定及び国家人権機関

設置の民間団体共同推進委員会」を立ち上げた322。 

同委員会は、法務部主導の人権法案に対応して、人権委員会法案を発表し、「人権委員

会の法の正しい制定方向」に関する公聴会を開くなどの活動を行った323。そして、翌年に

は、保健医療・宗教・言論・教育・学術・環境・貧民・青年団体などが加わって、総71団

体が参加した「正しい国家人権機関の実現のための民間団体共同対策委員会」に再編され、

独立された国家人権機関の設置のための活動を続けた324。 

                                                   

318 国家人権委員会（ 2010）「人が人らしく生きる世の中（国家人権委員会ガイドブック）」
7 ページ。 

319 「ハンギョレ新聞」「人権法12月10日公布」 1998年 9 月12日付、19面。 
320 日本の法務省に相当する韓国の行政機関。 
321 国家人権委員会（ 2003）「国家人権委員会年間報告書 2002_ 年間報告書 2 （第 1 篇）」
14ページ。 
322 人権法制定及び国家人権機関設置の民間団体共同推進委員会（ 1998）前掲、 4 ページ。 
323 国会事務処  法制予算室（ 1999）「人権法案の争点と立法的な課題」 4 ページ。 
324 正しい国家人権機関の実現のための民間団体共同対策委員会「共対委紹介」 URL:
http://freedom.jinbo.net/hurights/ （ 2021年 9 月15日最終閲覧）。 

http://freedom.jinbo.net/hurights/（2021


97 

 

国家人権機関の設置は、同機関の権限と地位などをめぐる法務部と市民団体などの 3 年

余にわたる論議の末325、韓国の立法・司法・行政のいずれにも属しない独立した機関とし

て、金大中政権 4 年目の2001年11月に発足された。 

なお、国家人権委員会は国連が国際的な人権基準を各国で実現するため、各国に設置を

求めている国内人権機関であるが、日本にはいまだ設置されていない。 

 

（ 2 ）国家人権委員会の目的と健康権に関する活動 

人権委員会の目的は「すべての個人が有する不可侵の基本的人権を保護し、その水準を

向上させることによって、人間としての尊厳と価値を実現し、民主的基本秩序の確立に貢

献する（国家人権委員会法第 1 条）」ことにある。 

 人権委員会の主な業務は、人権保護向上に関するあらゆる事項を取り扱い、人権侵害と

差別行為に対する調査と救済措置、人権に関する相談、国際人権条約の加入及び条約の履

行に関する勧告・意見表明、そして人権保護に関する法令・制度・政策の研究及び改善勧

告・意見表明などである326。 

人権委員会が健康権の法的根拠として依拠している規定は、国連の経済的、社会的及び

文化的権利に関する国際規約第12条第 1 項、憲法第10条、憲法第34条、憲法第36条第 3 項

である327。そして、これらの規定に基づき、健康権に関する実態調査を実施し、国家に対

して健康権の義務履行を助言・是正勧告などを行っている。 

健康権に関する勧告事例をいくつか紹介すると、2005年、2011年 2 度にわたってホーム

レスの人権状況に関する実態調査を行い、貧困によって住居を失い、ホームレス状態に至

                                                   

325 国家人権委員会「委員会設立過程」 URL:
https://www.humanrights.go.kr/site/homepage/menu/viewMenu?menuid=001005001001002 （ 2021年
9 月15日最終閲覧）。 

326 国家人権委員会「委員会の性格」 URL:https://www.humanrights.go.kr/site/homepage/menu/
viewMenu?menuid=001005001001003、「委員会の機能  
政策」 URL:https://www.humanrights.go.kr/site/homepage/menu/viewMenu?menuid=0010050010030
01（ 2021年 6 月 7 日最終閲覧）。 
327 国家人権委員会報道資料「人権委、流通業従事者の健康権と休む権利を保障すべき」
2019年 8 月 8 日付、 2 ページ。 

https://www.humanrights.go.kr/site/homepage/menu/viewMenu?menuid=001005001001003
https://www.humanrights.go.kr/site/homepage/menu/viewMenu?menuid=001005001001003
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った者の人権状況の深刻さを明らかにし、それを踏まえて政府に対し、ホームレスの住居

権・医療権・健康権を保障する政策を作るよう勧告した328。 

そして2018年に「老人人権モニタリング」を実施し、療養病院で高齢者の健康権、自己

決定権、宗教の自由、人格権、患者と保護者の知る権利が侵害されていること、そして療

養病院の従事者に対する人権教育が行われていないことなどを明らかにし、それらの結果

を基に、療養病院に入院した高齢患者の人権を保護するため、「医療法」、「医療法施行

令」、「医療法施行規則」に人権教育に関する根拠規定を新設するよう保健福祉部に勧告

した329。 

また、「障害者活動支援法」に基づき、一日最大24時間まで活動支援サービスを受けて

いた障害者が、65歳になると、自動的に老人長期療養保険制度の給付対象者になり、サー

ビスの時間が一日最大 4 時間に縮小されることに対し、12人の重度障害者が人権委員会に

緊急救済を申請した。これを受けて人権委員会は、重度障害者が65歳に到達したことだけ

で、サービスの時間を減らすことは重度障害者の生命権・健康権に深刻な被害をもたらす

可能性があり、65歳以上の重度障害者のニーズに合わせた社会サービスが提供されなかっ

たり、または、不十分なサービスによって発生する生命権危険状況を放置することは国家

の不作為による人権侵害であると判断し、緊急救済を決定した。そして、自治体長、保健

福祉部などの関連機関に、65歳障害者の活動支援サービスの中断に対する対策を早めにと

るよう勧告した330。 

 これらの他にも人権委員会は、流通業の従事者、拘禁施設の収容者、重度障害者、北朝

鮮離脱住民などの健康権の実態調査なども実施し、彼らの健康権が保障されるよう政府に

意見表明、勧告などを行っている。 

以上のような健康権保障のための人権委員会の活発な活動について、 Kim Chang Yup

（2013）は、韓国社会における人権に関する論議の発展に決定的に寄与したのは、人権委

                                                   

328 国家人権委員会報道資料「ホームレス住居・医療・健康権保障政策づくりを」 2013年 2
月 5 日付。 
329 国家人権委員会報道資料「人権委、療養病院人権教育勧告」 2020年11月10日付。 
330 国家人権委員会報道資料「人権委、65歳障害者活動支援サービスの中断緊急救済及び緊
急政策勧告決定」 2020年 2 月11日付。 
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員会の設置であると評価しながら、これまであまり注目されなかった健康と保健医療分野

の人権も人権委員会の健康権に関する多様な活動によって注目されるようになったと述べ

ている331。 

 

2 ．健康セサン（世の中）ネットワーク332 

健康セサンネットワーク（以下、健康セサンと言う）は、1999年 7 月に国民の健康権の

保障のために立ち上げた「国民健康権確保のための汎国民連帯」を継承して、2003年 4 月

に新しく発足した市民運動団体である333。 

 健康セサンは、すべての人の健康権が保障される社会を志向する市民と患者の団体であ

る。主な活動は、健康権を脅かす利潤追求中心の諸制度・政策を改善するための諸活動や

健康権享受における経済的・社会的弱者への差別をなくすさまざまな活動を行っている。

そして、障害者、高齢者、貧困者、外国人労働者などのマイノリティグループの健康権保

障のために活動している団体との連帯活動も行っている334。 

具体的には、声明、記者会見、論評などを通じて健康権を侵害しうる諸制度・政策の実

施を阻止したり、健康権保障のための諸制度・政策の実施を促したりする活動や医療民営

化反対キャンペーン、無償医療政策フォーラム開催、営利病院の導入反対のための労働市

民社会団体の共同決議大会なども行っている。さらに、他の市民団体とともに健康権の保

障実態に関する研究を行ったり335、保健、医療、長期療養などの討論会、ワークショップ、

公聴会などにも積極的に参加したりしている。 

                                                   

331 Kim Chang Yup（ 2013）「健康と人権韓国的状況と展望」『保健学論集』 Vol.50 （ 2 ）、
85ページ。 
332 健康セサンネットワーの紹介内容は、主に健康セサンネットワークのホームページを参
考にして作成しており、より詳しい内容については、健康セサンネットワークのホームペ
ージを参照されたい。健康セサンネットワーク  URL:http://www.konkang21.or.kr/   
333 「DAYILMEDI」「健康連帯‘健康セサンネットワーク‘として再出発」 2003年 4 月23日付、
https://dailymedi.com/detail.php?number=633967&thread=22r01 （ 2021年 9 月15日最終閲覧）。 

334 健康セサンネットワーク「紹介」 URL:http://www.konkang21.or.kr/index.php?subPage=110
（ 2021年 9 月15日最終閲覧）。 
335 健康セサンネットワーク貧困層健康権チーム・東子洞サランバン・サランバン町共済協
同組合（共同研究）「東子洞チョッパン住民の健康権実態調査‘東子洞チョッパン金氏は
健康なのか‘」健康セサンネットワーク・市民健康増進研究所・アルムダゥン ( 美しい )



100 

 

そして、長期療養分野においては、老人長期療養保険制度の導入準備期から現在に至る

まで様々な活動を行っている。例えば、廬武鉉政権下で、公的老人長期療養保険制度に対

する立場を発表した（2004年 2 月19日）。健康セサンは、老人療養保障制度の導入は歓迎

するが、給付サービスの再設計、財源における国家負担の拡大、障害者を含む普遍的な制

度、公共中心の施設拡充などを提案しながら、老人療養保障制度は徹底した準備を通じて

導入されるべきであると主張した336。 

2005年10月19日に保健福祉部が「老人スバル保障法337」を立法予告した際には、健康セ

サンをはじめとする38団体が2005年11月に「国民療養保障制度を勝ち取るための連帯会議

の準備委員会」を立ち上げて、「老人スバル保障法案」の国会上程を阻止する立場を明確

にした。そして、2006年 4 月に同準備委員会を「長期療養保障制度を勝ち取るための連帯

会議」に再編し、長期療養保障法がすべての国民を包括する普遍的な制度として、また、

政治的な道具ではなく、国民の大事な暮らしのセーフティネットとして働くことを目指し

て、「長期療養保障法制定のための公開討論会」を開催するなど、様々な活動を行った338。 

そして、2006年11月に国会で開かれた「長期療養保険法制定に関する公聴会」では、健

康セサンの Cho Kyung Ae 代表が参加し、長期療養保障制度の在り方について意見を述べた。

具体的には、長期療養ニーズを有する人なら機能喪失の原因を問わず、誰でも利用できる

普遍的な制度であるべきで、ニーズがあるにも関わらず、自己負担という経済的な壁によ

                                                   

財団（共同研究）（ 2017）「生計型健康保険滞納者の実態調査及び制度改善研究」などが
ある。 
336 Cho Kyung Ae （ 2007）「老人長期療養保険法制定過程における市民団体の役割に関する
研究」聖公会大学校市民社会福祉大学院、40ページ。 
337 政府側は 2005年 9 月15日公聴会で、公的長期療養保障制度の名称をいきなり「老人療養
保険法」から「老人スバル保障法」に変更した。政府側は、スバルという言葉が、付き添
って面倒を見るという意味の純粋な韓国語であり、非医療的サービスを目的とする同制度
に符合すると述べた。これに対し、公聴会に参加していた大部分の団体は反対の意見を示
した。例えば、女性団体連合、大韓老人会は、スバルという言葉が家父長的な意味を含ん
でおり、非専門的な意味に解されるため反対の意見を示し、医師協会と看護師協会は、ス
バルという名称は、老人長期療養保護の概念を縮小し、保健、医療、福祉の連携という概
念を損なうという点から反対した。結局、制度の名称は「老人長期療養保険制度」に変更
された。 Cho Kyung Ae （ 2007）前掲、 47-48 ページ。 
338 長期療養保障制度を勝ち取るための連帯会議（ 2006）「長期療養保障制度を勝ち取るた
めの連帯会議発足式資料集」 1 、 9 ページ。 
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りサービスを利用できない人が発生しないように自己負担率を10％以内にすべきであると

の内容などを主張した339。 

 

3 ．市民健康研究所340 

市民健康研究所は、健康セサンネットワークから独立して2006年に創立された社団法人

の研究所である341。ソウル大学保健大学院の Kim Chang Yup 教授が所長（理事長兼任）に

務めている。同研究所は、健康権に基づき、社会から人の暮らしまでを、幅広く見つめて

多様な代案を模索する革新的な研究共同体を目指しており342、韓国政府や企業からの支援

及び研究依頼は受けず、会員の参加と支援金だけで運営する非営利民間独立研究所である

343。2020年 3 月現在、会員数は 372 人である344。 

市民健康研究所には、①健康公平性研究センター、②健康政策研究センター、③世界化

と健康研究センター、④ジェンダーと健康研究センター、⑤地域健康研究センターの 5 研

究センターがあり、保健・医療、長期療養などの健康関連の諸政策を評価して、論評や声

明などをしたり、また、一般市民を対象に健康関連の多様なテーマのセミナーなどを開い

たりする活動を行っている345。 

長期療養保障に関するいくつかの論評を紹介すると、まず、「認知症国家責任制」につ

いては、「認知症」だけを国家責任とすることに疑問を抱きながら、ケア対象は疾病の種

類やカテゴリー別に分けるのではなく、ケアの必要度を国家が判断し、結果的にはすべて

                                                   

339 国会事務処（ 2006a ）「第 262 回国会（定期会）保健福祉部委員会会議録第 7 号」 10-
12ページ。 
340 市民健康研究所の紹介内容は、主に市民健康研究所のホームページを参考にして作成し
ており、より詳しい内容については、同研究所のホームページを参照されたい。市民健康
研究所  URL:http://health.re.kr/ 。  
341 健康セサンネットワークから独立したのは 2010年 3 月で、それ以前までは健康セサンネ
ットワークの付設機関であった。 
342 市民健康研究所「研究所紹介」 URL:http://health.re.kr/?page_id=37 （ 2021年 9 月15日最
終閲覧）。 
343 市民健康研究所（ 2021）「市民健康研究所10周年百書‘創立15年、跳躍10年‘」 4 、21、
43ページ。 
344 市民健康研究所（ 2021）前掲、28ページ。 
345 市民健康研究所「研究所紹介」 URL:http://health.re.kr/?page_id=37 、「組織構成」
URL:http://health.re.kr/?page_id=39 （ 2021年 9 月15日最終閲覧）。 

http://health.re.kr/?page_id=37
http://health.re.kr/?page_id=37
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のケアを社会化する「高負担ケアの国家責任制」へと拡大されるべきであると述べている

346。 

次に「コミュニティケア」については、コミュニティケアの必要性だけは全的に同意す

るが、保健福祉部の資料には、この事業の基本概念図から政策と供給者中心に偏っており、

保健 - 医療 - ケア - 福祉の全体範囲において当事者と話し合い、当事者が最も適切なサー

ビスを受けられるように支援・調整し、連携する役割が明確にされていないと論評してい

る347。 

そして、国家人権委員会が依頼した健康権保障に関する研究にも参加するなど348、多様

な主体の健康及び健康権の保障実態を明らかにする研究調査を行い349、これらの研究結果

を基に、国会討論会にも参加するなど多様な活動を行っている350。また、2015年からは毎

年「市民健康実録351」を発刊している。 

 

4 ．健康権実現のための保健医療団体連合352 

健康権実現のための保健医療団体連合は、1987年 6 月民主抗争の際に、非民主的かつ反

民主的な社会体制と政治現実を克服し、医療問題を解決するために結成された保健医療団

                                                   

346 市民健康研究所「‘認知症国家責任制‘を歓迎する。しかし…」 2017年 6 月 5 日付、
URL:http://health.re.kr/?p=3730（ 2021年 9 月15日最終閲覧）。 
347 市民健康研究所「‘コミュニティケア‘が成功するためには」 2019年 1 月14日付、
URL:http://health.re.kr/?p=5187（ 2021年 9 月15日最終閲覧）。 
348 例えば、国家人権委員会（ 2007）「老人福祉サービスにおける老人健康権保障の実態調
査」、国家人権委員会（ 2020）「移住者健康権実態と医療保障制度改善方案研究」がある。 
349 健康セサン（世の中）ネットワーク・市民健康増進研究所・アルムダゥン ( 美しい ) 財
団（共同研究）（ 2017）「生計型健康保険滞納者の実態調査及び制度改善研究」、市民健
康研究所（ 2018）「子供健康権事業報告書2013-2016」などがある。 
350 Kwon Mi Hyuk 国会議員（共に民主党）などが主催した「健康保険滞納問題の解決のため
の制度改善討論会」（ 2017年 1 月17日）に参加した。 
351 「市民健康実録」は、国内及び国外において 1 年間起きた事件の中で、健康と人権の観
点から特に意味があると思われるイシュー選定して記し、それに対して論評する発刊物で
ある。市民健康研究所「 2020市民健康実録」 URL:http://health.re.kr/?p=7746（ 2021年 6 月
22日最終閲覧）。 
352 健康権実現のための保健医療団体連合の紹介内容は、主に同連合のホームページを参考
にして作成しており、より詳しい内容については、同連合のホームページを参照されたい。
健康権実現のための保健医療団体連合  URL:http://kfhr.org/ 。  
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体のうち、民衆と国民の健康権確保のための活動を行い、またその活動を共有してきた 6

保健医療団体353が集まって、2001年 6 月に結成した連合組織である354。 

同連合は、保健・医療、療養、ジェンダー、人権、労働、環境、反戦、平和などの分野

における健康権関連の諸政策やイシューなどを取り上げて分析・評価し、事案によっては

他の市民団体とともに共同記者会見を行ったり、大統領への公開状を出したりする活動を

展開している355。また、保健・医療フォーラムや海外招聘講演を開催するなど、現在も健

康権実現のための活発な活動をしている。例えば、2010年には、「全日本民主医療機関連

合会」の副会長他 2 人を招聘し、「韓・日医療民営化の現状と改革医療運動の課題」とい

う主題でディスカッションを行った356。 

 そして、長期療養保障制度については、制度導入過程から積極的な意見表明をしている。

具体的には、声明や記者会見などを通じて、廬武鉉政権が進めている老人長期療養保険制

度357を次のように批判した。長期療養分野を市場化・営利化すると公共性が破壊され、す

べての高齢者に制度の効果が行きわたらず、労働者の劣悪な処遇を生み出す。また、利用

者の自己負担率を20％にすることは、利用者本人と家族の負担を加増することになるので、

老人長期療養保険制度は、サービスを受ける者と提供する者の両者の権利を侵害する性格

を有している。老人長期療養保険制度は、誰もが利用できる普遍的な制度として、国家と

                                                   

353 6 保健医療団体は、「健康権実現のために行動する看護師会」、「健康社会のための薬
師会」、「健康社会のための歯医者会」、「労働健康連帯」、「人道主義実践医師協議
会」、「真医療実現青年漢医師会」である。そして、これらの団体のほとんどは、 1999年
7 月に国民の健康権の保障のために立ち上げた「国民健康権確保のための凡国民連帯」に
も参加していた。そして、「健康社会のための薬師会」の全身である「民主薬師同友会」
が「農民薬局」の開設を積極的に進めた。 
354 健康権実現のための保健医療団体連合「紹介」 URL:http://kfhr.org/?page_id=37400 （ 20
21年 6 月22日最終閲覧）。 
355 例えば、健康権実現のための保健医療団体連合を含む韓国の72つの労働市民団体と 209
人の市民は、韓国及び米国大統領に、高所得国家と低所得国家の間におけるコロナワクチ
ン接種に対する不平等問題を批判しながら、その解決を促す公開状を出した（健康権実現
のための保健医療団体連合「韓・米首脳会談でコロナ19ワクチン不平等解決を促す公開書
簡」 2021年 5 月18日付、 URL:http://kfhr.org/?p=130447（ 2021年 6 月21日最終閲覧））。 
356 健康権実現のための保健医療団体連合「全日本民医連招請討論会：韓・日医療民営化の
状況と改革的な医療運動の共同対」 2010年10月21日付、 URL:http://kfhr.org/?p=31394 （ 20
21年 6 月21日最終閲覧）。 
357 当時の名は老人スバル保険制度であった。 
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自治体の責任を明確にして療養サービスの公共性を強化し、また、労働者の労働権を確保

する制度として作らなければならない358。 

 そして、制度の施行後にも、「長期療養機関の評価方法などに関する告示」に対する声

明を出し、長期療養機関の評価方法を次のように指摘した。長期療養機関の評価方法は、

療養サービスの質をきちんと評価するにはふさわしくなく、はたして受給者の医療サービ

スの質を改善し、かつサービスの公共性を強化することができるか不安である。長期療養

機関の評価の目的がサービスの質の向上にあるだけに、療養サービスの質の評価がきちん

とできるよう、評価項目及び方式などの評価基準に対する全面的な再検討を要求する359。 

 

5 ．農民薬局 

 農民薬局は、「健康な社会、健康な農民」を掲げて、農民の健康権を確保するために開

設された薬局である360。農民薬局が初めて開設されたのは、1990年 4 月全羅南道羅州（ナ

ジュ）である。当時、羅州では、1987年 6 月民主抗争をきっかけに結成された「民主薬師

同友会361」の薬師などが毎週日曜日に無料診療活動を行っていた362。しかし、週 1 回の診

療だけでは不十分であったため、農民の健康のために、薬師、医師、農民会、農民たちが

お金を出して農民薬局を開設した363。 

                                                   

358 健康権実現のための保健医療団体連合「老人スバル保険法のいい加減な処理を糾弾す
る！」 2006年11月 9 日付、 URL:http://kfhr.org/?p=36649 （ 2021年 9 月15日最終閲覧）、
「国民負担増加、看病人の労働権を悪化させる老人スバル保険法強行糾弾記者会見」 2006
年12月 3 日付、 URL:http://kfhr.org/?p=36663 （ 2021年 9 月15日最終閲覧）。 
359 健康権実現のための保健医療団体連合「長期療養機関評価方法などに関する告示に対す
る労働市民社会団体の立場」 2009年 2 月27日付、 URL:http://kfhr.org/?p=33856 （ 2021年 9
月15日最終閲覧）。 
360 「韓国農政新聞」「農民薬局、農民たちと共にします」 2012年 4 月 2 日付、URL:http://
www.ikpnews.net/news/articleView.html?idxno=16514 （ 2021年 6 月21日最終閲覧）。 
361 「民主薬師同友会」は、 1990年に「健康社会のための薬師会」に変更・発展された。 
362 「市民のメッセージ（週間新聞）」「全国初の消費者主体の農民保健運動17年目」 2007
年 4 月 5 日付、 URL:http://www.siminsori.com/news/articleView.html?idxno=56947 （ 2021年 6
月21日最終閲覧）。 
363 当初は、「農民健康センター」を設置する予定であったが、設置費用問題のため、比較
的に設置費用が安い「農民薬局」を設置することとなった。「韓国農政新聞」「農民健
康・農村民主化の責任を負う」 2010年 5 月31日付、 URL:http://www.ikpnews.net/news/artic
leView.html?idxno=11257 （ 2021年 6 月21日最終閲覧）、「ハンギョレ新聞」「（この人）
田んぼで畑で農民の健康を守る20年」 2010年11月19日付、URL:https://www.hani.co.kr/arti

http://www.ikpnews.net/news/articleView.html?idxno=16514
http://www.ikpnews.net/news/articleView.html?idxno=16514
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 農民薬局は、農民の力で、農民のために作られた薬局であるだけに、収益は農民のため

に使われている364。農民薬局の主な業務は、一般薬局と同様に薬師が処方箋を基に薬を調

剤することであるが、一般薬局と異なる点は、主に地域の農民を対象として運営されてい

るため、農民の健康相談や無料巡回診療（毎月 2 回）、そして各地域の農民会と一緒に農

民の職病に関する研究調査などの活動を行っている点などである365。農民薬局は2021年現

在、全国 9 つの農村地域で開設・運営されている。 

 

第 4 節 小括 ―健康権の実現手段としての長期療養サービス― 

以上、健康権に関する議論の蓄積や韓国高齢者の生活問題を考慮すると、とりわけ高齢

期の健康権保障において重要な地位を占めてくるのが長期療養保障であり、その中核的な

制度として現代の老人長期療養保険制度は位置づけられる。 

韓国の老人長期療養保険制度の長期療養サービスは、日本の介護保険制度の介護サービ

スにおおよそ相当する。 

老人長期療養保険制度を推進した公的老人療養保障推進企画団は長期療養を「依存状態

の老人または生活上の障害を有する老人に長期間（ 6 か月以上）にわたって日常生活遂行

能力を助けるために提供される保健・医療・療養・福祉などのすべての形態の保護サービ

ス」と定義している。この定義における長期療養の概念はOECDの long-term care の概念を

準用している366。 

                                                   

i/area/area_general/449733.html#csidx261fe9b0f41fc09a41924534f97b883 （ 2021年 6 月21日最
終閲覧）。 
364 「南道日報」「企画（現場の人たち）羅州農民薬局の薬師たち」 1999年 8 月28日付、UR
L:http://www.namdonews.com/news/articleView.html?idxno=1645 （ 2021年 6 月21日最終閲覧）
。 
365 「中央日報」「忠北、初の農民薬局に志願しました」 2008年 9 月10日付、 URL:https://n
ews.joins.com/article/3293050（ 2021年 6 月21日最終閲覧）、「南道日報」前掲
（ 1999年 8 月28日付）。 
366 公的老人療養保障推進企画団（ 2004b ）「公的老人療養保障体系最終報告」 2 ページ。 
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OECDは long-term care を「長期にわたり日常生活の基本的活動を介助に頼る人向けの

様々なサービスで、日常生活の基本的活動には入浴、着脱衣、食事、寝起き、起立・着席、

歩行、トイレ使用などが含まれる」と定義している367。 

そして、老人長期療養保険法第 2 条 2 は長期療養給付を「 6 か月以上の間、一人で日常

生活が遂行しがたいと認められた者に、身体活動、家事活動などの支援又は看病などのサ

ービスやその代わりに支給する現金などをいう」と定義している。 

これらの定義から長期療養サービスとは、長期にわたり、一人で日常生活を営むことが

困難な者に、生活の自立を支えるために提供される医療・保健・療養・福祉などの包括的

な生活援助サービスであると言える。 

長期療養サービスは、要長期療養者が日常生活動作に支障が出ることで、日常生活が崩

れ、健康状態の悪化及び生命維持の危険にさらされないように要長期療養者の生活を支え

るサービスである。同サービスを享受する権利は健康権であり、その享受の権利の確実な

保障は、健康権の完全な実現のために不可欠である。 

 以上のように、長期療養サービスは健康権を実現する核心たる手段の一つである。韓国

で、健康権が提唱され始めた時期には、保健・医療制度が健康権の中核たる手段として挙

げられ、保健・医療制度を中心に健康権保障の研究及び活動が行われていた。しかし、現

在は、長期療養保障制度も視野に入れて、健康権保障活動を行っている市民団体が多く、

それが今は主流となっているといっても過言ではない。民間レベルでは、長期療養保障制

度を医療制度と並んで、健康権を実現する中核的な措置の一つとして認識していると言え

る。 

ただ、韓国における健康権に対する認識は、国家人権委員会や一部の学者及び民間団体

を除くと、一般市民社会まではそれほど広がっておらず、韓国における健康権は、主に国

に対して医療保障制度の充実を要求する法的根拠として長く用いられてきたため、長期療

養サービスが健康権を実現する手段の一つであるという認識はいまだ乏しい感がある。健

康権の保障を掲げて活動している諸団体が高齢者の長期療養問題を健康権の観点から議論

                                                   

367 OECD（ 2005）「 Long-term Care for Older People (Summary in Japanese) 」 1 ページ。 
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するようになったのは2000年以降、長期療養の社会化が進めるようになったからであり、

それ以前の韓国では、高齢者の長期療養は、親を扶養する子の義務の一つとして、家庭内

で解決すべきこととされており、そのため、現在のように健康権を根拠にして、国家に対

して長期療養保障を充実するよう要求することはあまりなかった。今日、紆余曲折があり

ながらも老人長期療養保険制度と健康権の議論が関連付けられて行われるようになってき

ているが、いまだ市民社会における力量は乏しく、人権向上への葛藤が続いている。 

他方、日本においては1990年代後半からの社会福祉基礎構造改革の流れの中で、介護保

険制度は医療費抑制や保育・障害者福祉など多分野における社会保障に対する権利の解体

のための実験装置（市場化、営利化、契約方式、応益負担の推進等）として導入され、現

在も社会保障費抑制政策が強力に進められている経緯がある。 

 そのことを念頭に置くと、韓国の現在の文政権下における老人長期老人保健制度をめぐ

る改革は、健康権としての長期療養保障を実現するか、それを頓挫するかの重要な分かれ

道にあると思われる。以上の問題関心から本稿では以下、韓国における老人長期療養保険

制度形成までの歩みと、現状について分析する。 
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第 3 章 長期療養サービスの形成・発展  ―健康権の観点から― 

本章では、老人長期療養保険制度登場までの前史として、健康権の観点から韓国で長期

療養保障がどのように形成・発展してきたのか、そして韓国政府は要長期療養高齢者の長

期療養ニーズにどのように対応してきたのかを、韓国の社会的・経済的・政治的な状況を

踏まえて各政権（李承晩政権から金泳三政権まで）に区分し、政策資料及び当時の新聞記

事、そして先行研究などを用いて分析を行う。 

 

第 1 節 李承晩（イ・スンマン）政権 (1948年 7 月～1960年 4 月)  

 1945年 8 月15日、朝鮮半島は日本の植民地支配から解放された。しかし、解放後、アメ

リカとソ連のイデオロギー（資本主義対社会主義）の対立により、朝鮮半島は北緯38度線

を基準に分断され、北はソ連軍が、南はアメリカ軍が分割統治するようになった。 

国連は1947年11月14日、韓国総選挙に関する決議案を採択し、韓国国民の自由と独立の

ため、1948年 3 月31日以内に秘密選挙を実施し、中央政府を樹立することを勧告した368。

しかし、ソ連と北朝鮮が総選挙の実施を拒否したため、1948年 5 月10日南だけ国会議員選

挙が行われた。その後、同年 7 月20日に初代大統領として李承晩氏が選出され、 8 月15日

に大韓民国が樹立された。 

李承晩政権は、米ソ冷戦体制下で誕生したため、発足初期から政権の統治理念として反

共主義を掲げた。反共主義は、李承晩政権に反対する者を左派とみなして弾圧する正当性

を与えた。李承晩政権下では、労働者及び労働組織など徹底的に排除され、労働運動や革

新政党の活動が難しく、社会福祉政策に対する階級や利益集団の要求が発生しにくい状況

に置かれていた369。 

                                                   

368 国連（ 1947）「 The Problem of the Independence of Korea 」。 
369 Chung Moo Kwon （ 1996）前掲、 329-330 ページ。 
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韓国憲法（1948年 7 月17日制定・施行）は、教育権、勤労権、生活保護を受ける権利な

ど国民の自由と権利を定めているが、李承晩政権下では、これらの権利を実現するための

具体的な立法と政策措置などほとんど行われなかった。 

例えば、韓国憲法第19条は「老齢、疾病その他労働能力の喪失により生活維持の能力を

有しない者は、法律の定めるところにより、国家の保護を受ける」と、生活を維持する能

力がない高齢者などは国家の保護を受けると規定し、第20条は「婚姻の純潔と家族の健康

は、国家の特別の保護を受ける」と、家族の健康に対して国家の保護を受けると規定して

いる。 

しかし、生活の維持能力を持たない高齢者と家族の健康を保護するための国家の施策と

いうのは極めて消極的であり、専ら家族と民間に依存していた370。 

この時期における高齢者の長期療養は、伝統的な家族制度下で支えられていた。李承晩

政権下の1950年代の韓国社会は農業社会で高齢者を敬う「敬老孝親371」という儒教思想が

根強く残っており、高齢者の療養は親を扶養する子の役割の一つとして、一般的には家庭

内で家族が担っていた。 

扶養義務者がいない、身寄りのない高齢者の場合、民間機関が運営する養老院に収容さ

れたが、その数はごく一部に過ぎなかった。高齢者の唯一の収容施設であった養老院は、

1950年 6 月25日に勃発した朝鮮戦争を契機にその数は 2 倍以上増えた。1949年に全国で15

か所（ 663 人収容）であった養老院数は、1955年に38か所（ 1,900 人収容）に増加した372。

これらの養老院はすべて民間によって運営されており、公立は 1 か所もなかった。 

                                                   

370 社会部は、 1950年度の予算に公共救護費を計上し、予算が許容する範囲内で全国の養老
院及び孤児院などで収容・保護されている要救護者に対する救護対策を推進すると救護計
画を明らかにした。しかし、同計画は、同年 6 月25日に勃発した朝鮮戦争により韓国経済
が財政破綻に陥り、回復不能になったため、おそらく実施されなかったと思われる。「東
亜日報」「廿億豫算計上」 1950年 6 月21日付、 2 面。 
371 敬老孝親とは高齢者を敬い、親に孝行するという意味である。国立国語原「ウリマルセ
ム」 URL:https://opendic.korean.go.kr/search/searchResult?query=%EA%B2%BD%EB%A1%9C%ED%9A%
A8%EC%B9%9C（ 2021年 3 月 2 日最終閲覧）。    
372 「東亜日報」前掲（ 1950年 6 月21日付）、「東亜日報」「捨てられた養老事業」 1955年
12月 7 月付、 3 面。   
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当時の民間養老院は、外国の援助に依存して運営されていたが373、民間養老院に対する

国の支援というのは、入所者一人当たりの少しの食料支援と政府補助金があっただけで、

養老院不足により、入所できなかった在宅要保護高齢者に対する支援や対策などはなかっ

た374。 

アメリカからの援助が次第に縮小されるにつれ、民間施設の運営も厳しくなっていくが、

李承晩政権は、民間施設に対する積極的な支援や公立施設の設置及び運営など、国家の積

極的な介入による政策の実施はしなかった。そして、こうした李承晩政権の社会保障政策

に対する極めて消極的な態度は、韓国の社会福祉サービスの提供における民間依存度を高

める結果をもたらした375。 

それでも、この時期にはまだ、伝統的な家族制度下で高齢者の長期療養が維持されてお

り、それに加えて高齢者の期待寿命も現在ほど長くなかったため、高齢化率が低く、高齢

者の長期療養は社会問題とならなかった。 

 

第 2 節 朴正煕（パク・チョンヒ）政権 (1963 年12月～1979年10月)  

次に、朴正煕政権である。1961年 5 月16日にクーデターを起こして政権を握った朴正煕

軍事政権は、政権の正統性を確保する目的で政権初期に多様な社会保障法を制定した376。

1961年に軍事援護保障法と生活保護法を制定、1962年に災害救護法を制定、1963年に社会

保障に関する法律を制定、そして、同年に産業災害補償保険法と医療保険法をそれぞれ制

定した。 

しかし、これらの法は形式的なものに過ぎなかった。例えば、社会保障に関する法律

（1963年11月 5 日制定・施行）の場合、同法第 3 条に「②政府は、社会保障事業を行うに

あたって国民の自立精神を阻害しないようにしなければならない。③社会保障事業は国家

                                                   

373 Cha Heung Bong （ 2010）「韓国の老人福祉政策と家族の役割」『韓国家庭管理学会学術
発表大会資料集』 6 ページ。   
374 「東亜日報」前掲（ 1955年12月 7 月付）。    
375 Chung Moo Kwon （ 1996）前掲、 331-332 ページ。 
376 Chung Moo Kwon （ 1996）前掲、 334 ページ。 
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の経済的実情を参酌して順次に法律の定めるところによって行う。」と規定し、国民の自

立を強調する一方、社会保障に関する国家の役割を最小限に規定することで、社会保障に

対する国家の責任回避を正当化した377。 

そして、医療保険法の制定（1963年12月16日制定、1964年 3 月17日施行）に基つき、

1964年に公的医療保険制度が施行されたが、任意加入であったため、当時の医療保険受給

権というは名目的なものに過ぎなかった378。 

社会保障の法形成の前提となるのは、原則的に一定規模の労働階級の成長である。一般

的に社会保障法の制定・改正は、資本側の労働力の保全と労働者側の労働運動などを通じ

た要求によって行われる379。 

韓国では、経済発展のため進められた1960年代の労働集約型・輸出志向型の工業化と

1970年代の重化学工業化の過程で大量の労働者が生まれ、労働階級の連帯の基盤が形成さ

れた380。しかし、朴正煕政権では、労働組合法の改正を行い、複数の労働組合と政治活動

を禁止し、労働組合の設立を許可制にするなど、労働階級の抑圧政策を実施していた。そ

のため、社会保障法及び政策形成における労働階級の影響力はほぼないに等しかった381。 

朴正煕政権下における社会保障法の制定や社会保障制度の導入などは、朴正煕政権を維

持するための政治的な手段や経済発展のための経済的な手段として進められ、また、その

過程においては、社会保障が必要な集団や労働階級などは排除され、官僚を中心に閉鎖的

に進められた382。その体表的な例が国民年金制度と医療保険制度である。 

                                                   

377 Woo Myung Sook （ 2005）「韓国初期の社会福祉政策を再解釈―制度主義的な視点の分析
的有用性を提案しながら―」『経済と社会』 Vol.67 、 237 ページ、 Chung Moo Kwon （ 1996）
前掲、 341 ページ。 
378 Lee Heung Jae（ 1990）「社会保険受給権の範囲に関する小考 ―" 保障の不平等 " に対す
る批判的な検討―」『ソウル大法学』 Vol.31 （ 3/4 ）、 224 ページ。 
379 Lee Heung Jae（ 1990）前掲、 226 ページ。 
380 Shin Chi Ho（ 2008）「朴正煕政権下の国家と労働関係」『労働研究』 Vol.16 、 109 ペー
ジ。 
381 Yu Hea Kyung （ 2019）「 1960年代、朴正煕政権時代の労働運動と労働法」『慶熙法学』
Vol.54 （ 2 ） 258 ページ、 Chung Moo Kwon （ 1996）前掲、 336 、 341 ページ、 Chung Moo 
Kwon（ 1993）「国家自律性、国家能力、社会保障政策―維新体制の年金制度と医療保険政
策を中心に―」『韓国行政学報』 Vol.27 （ 2 ）、 504 ページ。 

382 Chung Moo Kwon （ 1993）前掲、 505 、 509 ページ。 
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国民年金制度の場合、1970年代の重化学工業化の推進に必要な内資を動員する手段とし

て、経済企画院383、韓国開発研究院（ KDI ）384、保健社会部といった行政部を中心に進め

られた385。そして、医療保険法の場合、1976年に任意加入を強制加入と改正し、1977年か

ら 500 人以上の労働者を雇用する事業所を対象に、実質的な公的医療保険制度が実施され

た。その背景には、北朝鮮との体制対立における体制優位性の確保という政治的な理由が

あった386。医療保険法の改正は保健社会部の主導で進められた。その過程で、韓国労働組

合総連盟は、労働者の負担を減らし、保障範囲を拡大するよう求めたが反映されなかった

387。 

 朴正煕政権下では、労働運動及び民主化運動の弾圧により、社会保障法及び政策形成に

影響を与える勢力がなかったため、朴正煕政権は、経済発展に必要な最小限の社会保障政

策だけを実施した388。また、そういった政策は、国家の財政負担を最小限に抑えたもので

なければならなかったため、韓国の社会保障制度は社会保険制度として発展していった389。 

そして、朴正煕政権の社会保障政策における国家の最小限の介入主義は390、高齢者の長

期療養政策においても同様であった。朴正煕政権下では、経済発展政策の推進により、国

民生活の向上とともに国民の期待寿命が延び始めた。   

図 3-1 は、1955年から1975年までの韓国国民の期待寿命の推移である。これをみると、

朝鮮戦争後の1955年の韓国国民の期待寿命は41.9歳であったが、10年後の1965年には56.3

歳、20年後の1975年には63.1歳となり、20年間おおよそ20歳以上延びた。また、この時期

                                                   

383 朴正煕政権が国家主導の産業化を効果的に進めるために作った経済政策機関である。
Chung Moo Kwon （ 1996）前掲、 336 ページ。 

384 経済政策系のシンクタンクである。 
385 Jeon Nam Jin （ 1982）「韓国福祉年金制度の政策樹立過程に関する研究」『韓国社会福
祉学』 Vol.3 、 8-17ページ。 
386 Park Kwan Yong ・ Lee Chung Gil他（ 2001）『公職にはピリオドがない』ミョンソル出版
社（ Kim Soon Yang（ 2014）「高度経済成長期の社会政策形成体系及び形成過程分析 ―1970
年代の年金保険と医療保険の制度化過程を比較―」『韓国政策学会報』Vol.23(3)、 223 ペ
ージにより再引用）。 

387 Chung Moo Kwon （ 1993）前掲、 511 ページ 
388 Chung Moo Kwon （ 1993）前掲、 504 ページ、 Chung Moo Kwon （ 1996）前掲、 346 ページ
。 
389 Kim Soon Yang（ 2014）前掲、 205 ページ。 
390 Chung Moo Kwon （ 1996）前掲、 346 ページ。 
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は1955年から1963年にかけて続いたベビーブームによる高い合計出産率391と 3 ％代にとど

まっていた低い高齢化率が維持されていたため、少子高齢化社会は到来せず、高齢者の長

期療養が社会問題として浮上しなかった（表 3-1 ）。 

 

図 3-1 1955年から1975年までの韓国国民の期待寿命の推移（単位：歳）

 

資料：UN「 World Population Prospects 2019」 File MORT/7-1: Life expectancy at birth 
(both sexes combined) by region、 subregion and country 、 1950-2100 (years) 、URL:
https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Mortality/ （ 2021年 3 月 3 日最終閲覧）。 

 

表 3-1  1960年から1975年までの韓国の合計出産率と高齢化率 

 

資料：合計出産率の 1960年と 1966年は、統計庁（ 1991）「将来人口推計（ 1990～ 2021年）」
15ページ、 1970年と 1975年は、 KOSIS 「統計庁『将来人口推計（将来合計出生率全国 ）』」
URL:https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BPA101&conn_path=I3（ 2021年
3 月 3 日最終閲覧）。高齢化率は、 KOSIS 「統計庁『将来人口推計（主要年齢階層別推計
人口 ( 生産年齢人口、高齢人口等 ) 全国 ）』」 URL:https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?
orgId=101&tblId=DT_1BPA003&conn_path=I3 （ 2021年 3 月 3 日最終閲覧）。 
 

朴正煕政権下における高齢者の長期療養に関する政策は、家族依存型であった。李承晩

政権と同様、扶養家族がいる高齢者は、基本的にその家族が長期療養を担っていた。そし

て、身寄りのない、生計困難な高齢者は「生活保護法」（1961年制定、1962年施行）に基

づき、「要保護老人」とされ、養老院に収容された。しかし、朴正煕政権下でも、養老院

の量は、すべての「要保護老人」をカバーするほど十分ではなかった。当時の新聞記事に

                                                   

391 合計出産率とは、一人の女性が可妊期に出産できる平均子供数を意味する。統計庁
（ 1991）「将来人口推計（ 1990～ 2021年）」 15ページ。 

41.9
52.9 56.3 59.3 63.1

1955年 1960年 1965年 1970年 1975年

年度 1960 1966 1970 1975

合計出産率 6.0人 4.8人 4.5人 3.4人

高齢化率 2.90% 3.10% 3.10% 3.50%
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よると、1972年12月現在、「要保護老人」数は全国で約42万人いると推計されたが、その

うち 0.6 ％占める約 2,500 人だけが全国44養老院392で収容されていた393。 

朴正煕政権下では、社会保障政策における国家の介入及び役割が最小限に抑えられてい

たため、社会福祉サービスは自然に民間中心に発展するようになった394。問題は、民間施

設に対する国家の支援が不十分な状態で民間中心の社会福祉サービスが発展したため、民

間施設は運営面で非常に厳しい状況に置かれていた395。表 3-2 は、朴正煕政権下における

養老院に対する国からの支援内容である。 

 

表 3-2  入所者と養老院に対する国の支援内容 

 
資料：「京郷新聞」「貧弱な老人福祉現実」 1972年 5 月 8 日付、 4 面、「京郷新聞」「老
人（ 4 ）養老院（下）」 1972年12月20日付、 6 面により作成。 
 

1970年代前後からは、核家族世帯の増加、韓国人の寿命の延長、養老院不足などから高

齢者福祉への関心が高まり、高齢者の福祉制度問題を指摘しながら福祉制度の整備を促す

報道が増え始めた396。 

このような状況下で、高齢者の権利保障と福祉増進などを図ることを目的に1969年に高

齢者の市民団体「大韓老人会」が創設された。「大韓老人会」は、一部の社会事業団体と

                                                   

392 全国44養老院のうち、公立は 3 か所だけであり、残りの施設はすべて民間によって設
置・運営されていた。「京郷新聞」「貧弱な老人福祉現実」 1972年 5 月 8 日付、 4 面。 
393 「京郷新聞」「老人（ 4 ）養老院（下）」 1972年12月20日付、 6 面。 
394 Chung Moo Kwon （ 1996）前掲、 346 ページ。 
395 同上、「京郷新聞」前掲（ 1972年 5 月 8 日付）。 
396 「京郷新聞」「老人福祉問題」 1969年10月 9 日付、 2 面、「東亜日報」「予算に映る社
会福祉＜ 3 ＞老人」 1971年 1 月22日付、 6 面、「京郷新聞」「寂しい老人福祉とその責任」
1972年 2 月23日付、 2 面、「東亜日報」「老人福祉を考える」 1974年 4 月10日付、 2 面な
ど。 

中央政府負担 地方負担

施設への支援
（毎年20か所に限定）

白米・麦3合 2千ウォン 4百20ウォン 30万ウォン 30万ウォン30～50ウォン 3千ウォン

入所者一人当たりの支援内容

葬儀費
自立助成費

医療費
(1年間）

衣服費
(1年間）

副食費
（1日）

主食費
（1日）
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ともに「老人の日」制定の運動を展開しながら、「老人福利法」と「老人福祉法」制定を

求める請願をするなど高齢者の福祉増進のための活発な活動を行った397。 

そして、保健社会部398も1970年11月に「老人福祉法案」を作成し、国会に提出した399。

ところが、予算上の理由で成立・可決は見送られた400。そして、再び、1972年12月に「老

人福祉法案」を作成し、1973年に法制処に提出したが、これをも制定までは至らなかった

401。 

朴正煕政権下で、高齢化社会はまだ到来していなかったが、次第に高齢者の福祉制度へ

の関心が高まり、その整備を促す声が高まっていった。ところが、朴正煕政権の社会保障

政策に対する基本的なスタンスは、国家の介入と役割を最小限にすることであったため、

高齢者の長期療養に関する政策も国家の役割を最小限にとどめておきながら、家族に依存

する家族依存型を維持していた。 

1960年代から70年代にかけて進められた朴正煕政権の経済発展政策により、韓国の経済

は急成長した。しかし、急速な経済発展の裏には影もあった。その一つが公害であった。

公害の問題は、1970年代から提起され始めた。工場排水による水質汚染、自動車の排出ガ

スなどによる大気汚染、工場の騒音などの公害の問題は国民の生存権及び健康権を脅かす

ほど深刻であった402。朴正煕政権では、公害問題に対応するため、「環境保全法」、「海

洋汚染防止法」を制定し、それに基づき、諸対策を推進したが、公害問題は深刻化し、全

国的に広がった。 

そこで、人権団体である「国際人権擁護韓国連盟」は、1979年 7 月 6 日「公害対策に万

全を期し、国民の健康権を守ろう」という内容の声明を出し、「環境汚染が川と海と土壌

を汚し、水産物、農作物、畜産物を汚染させることで、究極的には国民の健康権を大きく

                                                   

397 「東亜日報」「老人の日と老人福祉法」 1972年12月16日付、 3 面、「東亜日報」「養老
施設、みすぼらしい」 1978年 5 月13日付、 7 面、「東亜日報」「老人福祉推進協議會発足」
1978年 8 月31日付、 7 面。 
398  現在の保健福祉部に相当する行政機関。 
399 「東亜日報」「老齢の困境立法保護」 1970年11月10日付、 7 面。 
400 「京郷新聞」「老人（26）老人対策の問題点」 1973年 2 月14日付、 6 面。 
401 「京郷新聞」「老人福祉法案設け」 1972年12月29日付、 1 面、「京郷新聞」「老人福祉
法制化急ぐべき」 1978年 9 月 4 日付、 2 面。 
402 「京郷新聞」「公害と健康権」 1979年 7 月 9 日、 2 面。 
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脅かしている」と指摘、「政府当局は手遅れになる前に正確な実態を把握し、対策を立て

るべきだ」と促した403。同声明は、健康権が国民の基本的人権であること、そして、国民

の健康権を保障するため、国家に環境の改善対策を要求した初めての声明として意義が大

きいと言える。しかし、当初は、公害問題については健康権が言及されていたが、高齢者

の長期療養の問題までは触れていなかった。また、朴正煕政権では、国民の基本的人権を

抑圧していたため404、同声明の政治的な影響力というのは、それほど大きくなかったと考

えられる。 

 

第 3 節 全斗煥（チョン・ドゥファン）政権 (1980 年 8 月～1988年 2 月)  

朴正煕大統領の死後、当時国務総理であった崔圭夏（チェ・ギュハ）は、大統領権限代

行として、1979年11月10日に特別談話を発表した。その内容は、「可能な限り早い時期に

各界各層の意見を踏まえて憲法を改正し、その憲法に基づいて大統領の選挙を実施する」

というものであった405。1979年12月 6 日に大統領に就任した後は、就任の演説で、改めて

憲法の改正とそれに基づく大統領の選挙の実施を明らかにし、維新憲法の批判や改憲論議

を禁じた緊急措置 9 号を解除した406。 

1979年12月 3 日に国会に憲法改正のための「憲法改正審議特別委員会」が発足し、憲法

改正に向けた本格的な論議がスタートした407。改憲の論議には、韓国の諸団体が憲法改憲

試案を作成するなど、憲法改正に関する多様な意見を表明した。例えば、大統領の直選制

と労働 3 権（団結権、団体交渉権、団体行動権）の保障、言論の自由の保障、抵抗権、幸

福追求権、環境権、健康権などの国民の基本権の強化などを求めた。特に、健康権につい

ては、大韓弁護士協会、女性有権者連盟、女性団体協議会、大韓看護協会などが要求し408、

                                                   

403 同上。 
404 Lee Heung Jae（ 1990）前掲、 226 ページ。 
405 「毎日経済」「崔圭夏大統領權限特別談話」 1979年11月10日付、 1 面。 
406 「毎日経済」「崔圭夏10代大統領大就任辞」 1979年12月21日付、 2 面。 
407 「毎日経済」「憲法特委の本格活動」 1979年12月 3 日付、 1 面。 
408 「朝鮮日報」「女性界も『改憲論議』」最中‥‥試案設け」 1980年 1 月24付、 5 面、
「東亜日報」「女性団体も改憲試案設け」 1980年 2 月 4 日付、 5 面、「京郷新聞」「文化
団体の異色改憲案をみると…女性平等権を明文化せよ ... 」 1980年 3 月19日付、 5 面、
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共和党も改憲試案に「すべて国民は健康を享受する権利を有し、国家はこれを増進させる

義務を負う」と健康権を明記した409。改憲の論議過程において、憲法に健康権を明文化す

るよう要求した声が挙がっていた背景には、1970年代から深刻化した公害と不十分な公的

医療保障制度などによる国民の健康侵害の問題があったと考えられる。 

韓国国民は、独裁者朴正煕大統領の死後、改憲による民主化を夢見ていた。ところが、

その夢は、全斗煥氏が率いる軍事クーデターにより壊れてしまった。崔圭夏大統領の就任

直後、1979年12月12日に全斗煥氏がクーデターを起こし、実権を掌握した。その後、新軍

部は1980年 5 月17日に「戒厳布告第10号」を発令し、すべての政治活動及び屋内外におけ

る政治目的の集会とデモ、そして政治的な発言を禁じ、また、言論、出版、報道及び放送

の事前検閲とすべての大学の休校などを命じた。 

新軍部は、政権の基盤づくりのため、反政府勢力に対する弾圧を強めた410。具体的には、

反体制派の主要人物26人を逮捕し、新軍部に対抗した民主化運動（5.18光州民主化運動）

を残酷に弾圧した411。労働運動についても、労働弾圧政策を実施した412。そして、主要放

送局と新聞社を懐柔・統制した413。 

1980年 8 月16日に崔圭夏大統領が辞任し、同年 9 月 1 日に実質的な権力を握っていた全

斗煥氏が大統領に就任した。憲法改正は、全斗煥政権の主導で進められ、1980年10月27日

に制定・施行された414。憲法は、大統領の任期を 7 年とし（第45条）、大統領の選出は、

直選制ではなく、大統領選挙人団によって選出される関選制に改正した（憲法第39条）。

                                                   

「京郷新聞」「大統領中心制・直選大韓弁協、改憲試案…議員内閣制付け加える」 1980年
2 月15日付、 1 面。 

409 「京郷新聞」「共和、改憲試案確定権力按『混合型政府』形態」 1980年 1 月28付、 1 面
。 
410 Yun Seong Yi （ 1999）「社会運動論の観点から見た韓国権威主義体制の変動―政治機会
構造の概念を中心に―」『韓国政治学会報』 Vol.32 （ 4 ）、 116 ページ。 
411 Yun Seong Yi （ 1999）前掲、 116-117 ページ。 
412 Yun Seong Yi （ 1999）前掲、 118 ページ。 
413 Kim Dong Cheol （ 2017）「光州民衆抗争―韓国労働階級運動の変曲点」『マルクス21』
Vol.22 、 138 ページ。 
414 Jang Young Soo （ 2018）『大韓民国憲法の歴史』高麗大学校出版文化院、 249 ページ。 
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そして、国民の基本権については、人権の不可侵性を宣言し、幸福追求権（憲法第 9 条）

と保健権（憲法第34条②）を新設した415。 

全斗煥政権は、「民主福祉国家建設」416を国政志向として掲げたが、朴正煕政権の権威

主義的な政治を継承し、抑圧政策を維持・深化した417。そして、労働法を改正して労働 3

権を制限し、政治的に排除しようとした418。 

全斗煥政権初期には、朴正煕政権と同様に社会保障の諸法が制定・改正された。具体的

には、老人福祉法と心身障害者福祉法が同じ日の1981年 6 月 5 日制定・施行された。そし

て、児童福祉法（1981年 4 月13日全面改正・施行）、社会福祉事業法（1983年 5 月 2 日一

部改正・施行）、生活保護法（1982年12月31日全面改正、1983年 7 月 1 日施行）がそれぞ

れ改正された。 

全斗煥政権初期に社会保障の諸法が制定・改正された理由は、1980年代の社会保障に対

する国民のニーズに対応するとともに政権に対する国民の信頼を確保するためであった419。

老人福祉法と心身障害者福祉法に基づき、社会福祉館の設置が本格的に進められるなど、

全斗煥政権が制定・改正した社会保障の諸法により、韓国における社会保障サービスの土

台がある程度作られたと言える420。ところが、全斗煥政権の社会保障政策は、朴正煕政権

（維新体制）の政策基調を継承したため421、社会保障に対する国家の介入を最小限にとど

めていた。また、政治的な手段として社会保障の諸法を制定・改正したため、社会保険制

                                                   

415 Jang Young Soo （ 2018）前掲、 251 ページ。 
416 全斗煥氏が大統領就任式で明らかにした民主福祉国家建設とは、①我が政治風土に合う
民主主義の土着化、②真の福祉社会の成し遂げ、③正義社会の具現、④教育革新と文化暢
達による国民精神の改造である。「毎日経済」「正義社会・富強な福祉国家建設」 1980年
9 月 1 日付、 1 面。 

417 Kim Won Sub・Kim Soo Han（ 2013）「韓国の国家公共性の形成と構造―発展国家の福祉制
度の発展を中心に」『アセア研究』 Vol.56 （ 2 ）、53ページ。 
418 Shin Dong Myeon （ 2006）「韓国の生産体制と福祉体制の選択的親和性」『韓国政治学会
報』 Vol.40 （ 1 ）、 126 － 127 ページ。 
419 Lee Heung Jae（ 2011）「社会保障法形成の風土的特徴―‘専門集団献身‘主導の中の
‘国民抵抗と政権層対応‘の‘政治的産物‘―」『ソウル大学校法学』 Vol.52 （ 3 ）、
395 ページ。 

420 Nam Chan Seob（ 2006）「 1980年代の社会福祉-1」『月刊福祉動向』 Vol.94 、53ページ。 
421 Yang Jae Jin （ 2004）「韓国の産業化時期における熟練形成と福祉制度の起源 
生産レジームの視角から見た1962~1986年の再解釈」『韓国政治学会報』 Vol.38 （ 5 ）、 98
ページ。 
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度の導入が労働政策かつ階級政策であるという認識や国民のための社会保険制度の必要性

についての根本的な認識はなかった422。 

高齢者の社会保障施策は「先家庭保護後社会保障」を基本方向として進められ、高齢者

の社会保障のニーズは、高齢者が家庭内で扶養を受けることで社会化しないように抑制さ

れていた423。高齢者の長期療養は、扶養の一部として家庭内で解決することが基本施策で

あった。 

扶養義務者から扶養を受けることができない高齢者の場合、老人福祉法制定により、 3

種類に機能分化された高齢者の入所施設424に入所することができたが、質も量も不十分で

あった。1987年 6 月現在、高齢者の入所施設数は、養老院が66か所、老人療養院が 9 か所、

合計75か所であった。利用者数は 5,548 人であった（表 3-3 ）425。この人数は、同年の65

歳以上の人口の約 0.3 ％を占める人数で、ごくわずかな高齢者しか入所サービスを受ける

ことができなかった426。 

 

表 3-3  全斗煥政権下における高齢者の入所施設の現状（1987年 6 月現在） 

 
資料：保健社会部国立社会福祉研修院（ 1987）「老人福祉指導者班」39ページ。 
 

                                                   

422 Lee Hye Kyung（ 1993）「韓国の所得保障制度―圧縮成長の限界と脱道具化の課題―」
『延世社会福祉研究』 Vol.1 、76ページ。 

423 保健社会部国立社会福祉研修院（ 1987）前掲、41ページ。 
424 老人福祉法制定により、養老院のみであった高齢者の入所施設が養老施設、老人療養施
設、有料養老施設の 3 種類に機能分化され、高齢者福祉施設として位置づけられるように
なった。同法の定義によると養老施設とは、低所得層の高齢者を対象に、無料または低価
格で日常生活上の必要なサービスを提供する施設であった。老人療養施設とは、対象者は
養老施設同一であるが、日常生活上の必要なサービスの他に治療サービスも提供される施
設であった。そして有料養老施設とは、経済能力はあるが、身寄りのない高齢者を対象に、
日常生活上の必要なサービスを提供し、それにかかる費用を利用者から支払いを受けるこ
とができる施設であった（第13条）。 

425 保健社会部国立社会福祉研修院（ 1987）前掲、39ページ。 
426 1987年度の65歳以上高齢者数は、約 187 万人であった。 KOSIS 「統計庁『将来人口推計
（主要年齢階層別推計人口 ( 生産年齢人口、高齢人口等 ) 全国 ）』」 URL:https://kosis.kr
/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1BPA003&conn_path=I3 （ 2021年 7 月 8 日最終閲
覧）。 

利用者数 施設数 養老院 療養院

5,548 75 66 9

合計 施設区分
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全斗煥政権下の1980年代は「檀君以来最大の好況」と言われるほど韓国経済が急成長し

た時期で、特に1986年から1988年にかけての 3 年間は「 3 低」（ウォン安、金利安、原油

安）を背景に韓国経済は大好況となった。韓国国民一人当たり国民所得 (GNI) は1953年の

67ドルから80年には 1,699 ドル、87年には 3,512 ドルまで大幅に跳ね上がった427。しかし、

このような経済発展が必ずしも社会保障制度の拡充につながったとは言い難い。1987年現

在、老人福祉予算は36億ウォンで、これは全体予算（15兆 5,596 億ウォン）の 0.023 ％を

占める極めて少ない金額であった428。 

全斗煥政権下では、韓国経済が急成長したものの、社会保障制度の恩恵は、一部の特定

階層に集中されており429、高齢者の長期療養を含む高齢者の社会保障ニーズに対する国家

の対応は、国家の役割を最小限にとどめて、依然として家族と民間に依存するものであっ

た。また、1980年代後半からは高齢者の福祉施策として在宅サービスの必要性が提起され

始めたが430、在宅サービスも国ではなく、民間によって提供・発展されていった431。 

 

第 4 節 盧泰愚（ノ・テウ）政権 (1988 年 2 月～1993年 2 月)  

全斗煥政権は、抑圧政治により損なわれた政権の正統性を回復するため、1984年代の前

半から、政治活動を禁じた政治家に対する解禁措置を行うなど自由化措置を実施した。一

時的な自由化措置による弾圧の緩和は、反政府勢力が組織化する機会を与えた。学生、労

働者、農民、貧民、在野などあらゆる各層で反勢力組織が結成された。諸組織は連合して、

                                                   

427 KOSIS 「韓国銀行『国民計決（年間指標 ）』」 URL:https://kosis.kr/statHtml/statHtml.d
o?orgId=301&tblId=DT_111Y002&conn_path=I3 （ 2021年 3 月 8 日最終閲覧）。 

428 経済企画院（ 1987）「 1987年予算概要」47、 252 ページの「 1987年の一般会計予算」と
「老人福祉費」より計算。 
429 Kim Won Sub・Kim Soo Han（ 2013）前掲、71ページ。 
430 保健社会部国立社会福祉研修院（ 1987）前掲、 10-12 ページ、政務第 2 長官室（ 1988）
「老人政策討論会結果報告書 - 高齢者社会に備えた老人問題の解決方案 - 」 53-54 、60ペ
ージ。 
431 在宅サービスは民間機関である老人福祉会で初めて実施された。老人福祉会はソウル市
の身寄りのない低所得層の高齢者を対象に、ボランティアが週 1 回 2 ～ 3 時間、定期的に
利用者宅を訪問して利用者の身の周りの世話をする「家庭奉仕員制度」を実施した。同サ
ービスは、後に在宅老人福祉事業として位置づけられるようになった。「京郷新聞」「老
人福祉会奉仕者募集」 1990年 6 月28日付、 9 面、「朝鮮日報」「老人家庭奉仕員制活性化
至急」 1992年 5 月29日付、12面。 
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野党まで加わった「国民運動本部」を立ち上げた。「国民運動本部」は、1987年 6 月10日、

18日、24日に大規模の集会を開き、民主化運動を先導した。一方、学生運動勢力は、 6 月

10日から29日まで、街頭デモの第一線に立って民主化運動を導いた432。 

全国民的な民主化運動（ 6 月民主抗争）により、全斗煥大統領は、当時、与党「民主正

義党」大統領候補者であった盧泰愚氏の口を借りて、1987年 6 月29日に民主化宣言を発表

し、大統領直選制への改憲、88年の平和的政権委譲、政治犯の釈放、言論の自由の保障、

地方自治の実施などを約束した433。こうして韓国は民主主義体制に移行されたが、野党側

の分裂によって盧泰愚氏が大統領として選出され、政権交代は実現できなかった434。 

1988年 2 月に盧泰愚政権が発足したが、その後、同年 4 月26日に行われた総選挙で野 3

党が過半数の議席を獲得し435、与党「民主正義党」は過半数の議席を確保するのに失敗し

た。1987年 6 月の民主化運動と 7 － 8 月の労働運動、そしていわゆるねじれ国会の政治体

制は、権威主義体制下で大統領と行政庁（特に経済庁）に集中されていた決定権を分散さ

せるとともに選挙における当選競争を本格化することで国民の要求を政治的に反映させる

機会を拡大した436。 

盧泰愚政権では、1988年国民年金制度と最低賃金制度の実施、1989年医療保険制度の国

民皆保険の達成、1989年母子福祉法の制定、1989年障者福祉法と老人福祉法の全面改正、

1990年障害者雇用法の制定、1991年社内勤労福祉基金法の制定、1991年労災保険法の適用

拡大（保険・金融業を除くすべての事業所）、 1993年雇用保険法の制定など、多量の社会

保障の諸法及び制度が実施された。 

                                                   

432 Yun Seong Yi （ 1999）前掲、 118-120 、 122 、 124 ページ。 
433 「京郷新聞」「国民大和合特別宣言全文 ( 全文) 偉大な祖国建設に悲壮な覚悟」 1987年
6 月29日付、 3 面。 

434 「東亜日報」「87激動の一年 <2>6月抗争民主化のたいまつをともした」 1987年12月26日
付、 7 面。 
435 平和民主党71議席、統一民主党60議席、新民主共和党35議席、無所属 6 議席。「ハンギ
ョレ新聞」「与小野大国会誕生」 1988年12月31日付、 5 面。 
436 Hwang Deok 
Soon（ 2011）「韓国の福祉国家の発展と労働」『経済論集』 Vol.50（ 3 ）、 299 ページ。 
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医療保険制度の場合、1988年 1 月から農漁村地域、89年 7 月から都市地域の自営業者ま

で拡大され、国民皆保険が実施されたが437、様々な問題を抱えていた。韓国では、1987年

6 月の民主化運動と 7-8 月の労働運動を契機に、多様な市民団体が組織され、福祉運動を

展開していくが438、この時期に医療団体なども組織されはじめ、保健・医療運動を展開し

ていった439。 

代表的なものとしては、教会貧民医療協議会（1986年 9 月）、保健と社会研究会（1987

年 5 月）、キリスト青年医療人会（1987年10月）、延世民主歯科医師会（1987年10月）、

人道主義実践医師協議会（1987年11月）、労働と健康研究会（1988年 3 月）、健康社会実

現薬剤師協議会（1988年 4 月）、青年歯科医師会（1988年 6 月）などがある440。これらの

団体は、貧しい人、労働者、農漁民などを対象に健康相談、無料診療を行い、また、健康

権の確保のための討論会やシンポジウム441などを開催するなど医療制度改善に関する研究

を行った。代表的な活動としては、医療保険の統合運動が挙げられる。 

1988年から農漁村地域でも医療保険制度が実施されたが、都市と農漁村の医療格差は大

きかった。医療機関及び医療人材の多くが都市に集中しており442、農漁村の医療サービス

                                                   

437 「京郷新聞」「全国民醫保時代開幕」 1989年 7 月 1 日付、14面。 
438 Min Ki Chae（ 2019）「韓国の福祉国家運動の継承と革新」『批判と代案のための社会福
祉学会学術大会発表論文』、 21ページ。 

439 Cho Hong Jun （ 1999）「医療保険の改革運動の成果と課題」『月間福祉動向』 Vol.15 、
15ページ。 
440 「カトリック新聞」「教会貧民医療協など医療団体、医療制度の矛盾打破の動きが活発」
1988年10月30付、 URL:https://m.catholictimes.org/mobile/article_view.php?aid=319918
（ 2021年12月24日最終閲覧）、「朝鮮日報」「青年歯科医師会創立」 1988年 6 月 5 日付、
8 面、「ハンギョレ新聞」「転換期における韓国文化 (11)科学‘民衆に寄与する科学‘へ
と変身」 1988年 7 月16日付、 5 面、「東亜日報」「多様化社会  (6) 声が高まる『市民運
動』」 1989年 2 月18日付、 5 面。 
441 例えば、人道主義実践医師協議会は、「健康な暮らしのための医療制度」、「健康権と
医師の役割」、「国民健康と医療紛争」などのシンポジウムを開催した。「ハンギョレ新
聞」「医療制度 · 保険討論会」 1988年 9 月 2 日、 8 面、「ハンギョレ新聞」「短いニュー
ス」 1989年 9 月 5 日付、 8 面、「ハンギョレ新聞」「増えつつある医療紛争解決の糸口」
1990年 9 月 9 日付、12面。 
442 1986年末現在、医療施設の59％が都市に集中しており、14％だけが農漁村地域に設置さ
れていた。医療人材も都市に偏在していたため（全体の65％）、農漁村では医療人材が不
足していた。 Kim Jong Dae （ 1987）「全国民医療保険の政策方向」『大韓病院協会誌』
Vol.6 （12）、 24ページ。 

https://m.catholictimes.org/mobile/article_view.php?aid=319918（最終閲覧2021年1
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へのアクセスは悪く、その上相対的に高い保険料が賦課されていた443。当時、農民たちは

過度な保険料賦課に抵抗して保険証を燃やすなど医療保険制度を拒否していたが、こうし

た自然自発的な抵抗運動は農民団体と連携し、さらには医療団体も加わり、全国各地に広

がった444。 

1988年 4 月16日、全国農民協会をはじめとする農民団体と教会貧民医療協議会、キリス

ト青年医療人会、健康社会実現薬剤師協議会などの医療団体が共同で「農漁民の健康権の

確保のための大討論会」を開催して、保険料の過重な負担、保険料算定基準の問題、組合

方式の問題などを指摘しながら、医療保険統合の一本化を要求した445。さらに、同年、 4

月29日に声明を発表し、「現在、独立採算制の組合主義方式で運営されている医療保険は、

所得の再分配ができないだけでなく、むしろ富裕層に恩恵を与えているため、農漁民が保

険料の納付を拒否している」とし、「現行の医療保険組合を解体してすべての医療保険を

一本化する」よう求めた446。 

 そして、1988年 6 月に全国40余りの郡単位の農民団体とカトリック農民会、キリスト教

農民会、全国農民協会、教会貧民医療協議会、人道主義実践医師協議会、健康社会実践薬

剤師協議会など48農民 · 医療団体が連合して「全国医療保険対策委員会」を発足した447。 

「全国医療保険対策委員会」は、「統合主義の医療保険制度の実施」を目標に、法律特

別委員会を設置し、所得に応じた累進保険料と医療保険の統合を骨子とした「国民医療保

障法（案）」を国会に提出した。この法案の内容を反映した国民医療保険法が 1989年 3 月

に国会で満場一致で可決された。しかし、同法は盧泰愚大統領の拒否権行使により施行さ

れなかった448。 

                                                   

443 Sin Yeong Jeon （ 2010）「健康保険の統合の獲得史」『月刊福祉動向』 Vol.141 、 5 ペ
ージ。 

444 Kim Tae Hun他 3 人（ 2012）「保健医療の理論と歴史」『社会運動』 Vol.106 、 147 ペー
ジ。 
445 カトリック農民会議（ 1988）「農漁民の健康権の確保のための大討論会の資料集」（Wo
n Seok Jo（ 1988）「農漁村地域医療保険の批判的考察」『韓国社会福祉学』 Vol.12 、 117
ページより再引用）。 
446 「東亜日報」「医保統合単一化を促す」 1988年 4 月28日、13面。 
447 「ハンギョレ新聞」「医療保険貧困層の方が不利」 1988年 6 月30日付、 6 面。 
448 Sin Yeong Jeon （ 2010）前掲、 5 ページ、 Cho Hong Jun （ 1999）前掲、15ページ。 
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盧泰愚大統領の拒否権行使により一本化した医療保険制度の実施はできなかったが、こ

の時期の医療保険の統合運動は、大規模な医療運動の始まりであると同時に健康権の確保

運動の始まりでもあったと言える。 

一方、高齢者の長期療養政策については、基本的に前政権の「先家庭保護後社会保障」

を踏襲していたが、特記すべき点は、1989年の老人福祉法の全面改正449により、高齢者の

入所施設が一層機能分化された点と施設保護中心だった高齢者福祉サービスが在宅サービ

スまで拡大され、高齢者の福祉事業として実施された点である。 

その背景には、朴正煕政権から約30年間続いてきた経済発展計画により、韓国でも産業

化・都市化、そして核家族化が進み、伝統的な家族制度が次第に崩壊し始めた。さらに、

女性の社会活動参加の増加などにより、家庭内で女性の仕事と暗黙に認識されてきた高齢

者の療養が厳しくなり、高齢者の扶養問題を含む高齢者にまつわる様々な問題が社会問題

として顕在化した。 

そこで、来るべき高齢化社会に対応するため、韓国人口保健研究院450をはじめ、老人福

祉の研究者たちによる高齢者に関する研究が進められるようになった。具体的には高齢者

の生活、健康、福祉などに関する実態調査や外国の高齢者の福祉施策などを紹介する研究

が進められた451。 

これらの研究などを通して、研究者らは前政権の高齢者の福祉施策の基本方向であった

「先家庭保護後社会保障」を批判しながら、高齢化社会に向けた新しい福祉施策の必要性

とその内容を提言した452。また、高齢者の施設中心のサービスを指摘しながら、地域社会

                                                   

449 1989年の老人福祉法の改正理由は、高齢者問題が深刻な社会問題として台頭したことに
伴い、高齢者の福祉増進を図るにあたって必要な制度を補完・改善するためであった。 
450 政府出資研究機関であり、韓国国民の医療保障・社会保障・社会福祉に関する政策を行
う現在の韓国保健社会研究院の前身研究院である。 
451 Rhee Ka Oak他 5 人（ 1989）「老人単独世実態に関する研究」韓国人口保健研究院、 Park 
Yeon Soo （ 1989）「老人福祉政策の方向設定のための研究」韓国人口保健研究院、Rhee 
Ka Oak 他 3 人（ 1990）「老人扶養に関する研究」韓国保健社会研究院、Kim Su Chun他 1 人
（ 1992）「老人医療保障の発展方向に関する研究」韓国保健社会研究院など。 
452 Park Yeon Soo（ 1989）前掲、 123 、 156 ページ、Kim Keun Jo（ 1990）「韓国老人福祉政
策の発展方向」中央公務員教育院、14ページ。 
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中心の在宅サービスの実施とそれと並行して入所施設の多様化と拡充などを訴えた453。さ

らに高齢者の福祉予算の増加、そして老人福祉法の改正なども要求した454。 

1989年に老人福祉法が全面改正され、老人福祉施設の種類に実費養老施設、実費老人療

養施設、有料老人療養施設が新たに加えられた。さらに、入所対象者の健康状態と経済水

準に応じて、無料養老・療養施設と実費養老・実費療養施設、そして有料養老・療養施設

と区分された。そして高齢者を入所させ、低価格で日常生活上の便宜を提供する老人福祉

住宅も老人福祉施設として加えられた。 

このように盧泰愚政権下では、高齢者の入所施設がさらに多様化と機能別分化され、低

所得層の高齢者から一般所得層の高齢者まで利用できる養老院及び療養施設が設置され始

めた。特に低所得層の高齢者を対象とする実費施設の場合、国からの設置費用の補助が始

まり、1989年から設置され始めた455。 

韓国で実費老人療養院が初めて開院されたのは1989年 5 月で456、当時の利用限度額は、

一人部屋は月 184,000 ウォン、二人部屋は月 165,000 ウォン、共同部屋は 147,000 ウォン

であった457。しかし、低所得層の高齢者の経済水準と合わない高い利用料と入所施設に対

する否定的な認識により入所率は低かった458。 

そして1988年 7 月 1 日には有料養老院が韓国で初めて開院され、1991年 3 月には有料療

養院が次々と開院された459。しかし、こういった有料施設の場合、設置費と運営費に対す

                                                   

453 Choi Sung Jae（ 1988）「（第 2 課題発表）老人福祉の主要課題とその解決策（「老人政
策討論会結果報告書―高齢者社会に備えた老人問題の解決方案― 」）」 政務第 2 長官室、
53-54 ページ、韓国人口保健研究院（ 1989）前掲、 104-110 、 149-150 ページ 

454 Park Yeon Soo（ 1989）前掲、 152-153 ページ、Rhee Ka Oak他 3 人（ 1990）前掲、69ペー
ジ。 
455 Rhee Ka Oak他 3 人（ 1991）「実費老人療養施設運営活性化方案」韓国保健社会研究院、
9 ページ。 

456 同上。 
457 保健社会部告示第 88-50 号 1988年 8 月 2 日。 
458 Rhee Ka Oak他 3 人（ 1991）が実費療養施設 6 か所を対象に行った調査によると、 1991年
2 月末現在、 6 か所実費療養施設の定員数は 300 人であったが、現員数は 114 人であった。
Rhee Ka Oak他 3 人（ 1991）前掲、 3 ページ。 
459 「東亜日報」「初有料養老院開院」 1988年 7 月 2 日付、14面。  
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る国からの補助が全くない点、運営費の20％を社会福祉法人が充当しなければならない点、

そして利用者の入所料金が統制されていた点などから運営難に陥っていた460。 

盧泰愚政権下では、高齢者の入所施設（無料と実費に限定）の設置費と運営費を補助し

461、また、認知症高齢者の療養専門施設の設置を進めるなど462、高齢者の入所施設の整備

に取り組んだ。ところが、結果的に施設の量的拡大には結びつかなかった。それゆえ、

1992年末現在、全体65歳以上高齢者 2,346 千人のうち、入所サービスを受けていた高齢者

は、わずか 7,239 人（ 0.3 ％）だけであった463。1992年末現在、高齢者の入所施設の現状

は表 3-4 の通りである。 

 

表3-4 盧泰愚政権下における高齢者の入所施設の現状（1992年末現在） 

  

資料：保健社会部国立社会福祉研修院（ 1993）「老人福祉指導者班」11ページ。 

 

そして1989年老人福祉法の全面改正により、在宅サービスである家庭奉仕員事業が老人

福祉制度下の事業として位置づけられるようになった464。在宅サービスは、1987年から民

                                                   

460 「ハンギョレ新聞」「有料養老院政策問題多い開院 3 年目『有党町』からみた実態」
1991年 6 月26日付、 8 面、「朝鮮日報」「冷遇される『老人福祉』」 1991年 8 月16日付、
12面。 
461 無料施設には施設の設置費と運営費が、実費施設には設置費だけが国庫負担であったが、
盧泰愚政権下では、実費施設の運営費の一部が国庫負担で支援されるようになった。そし
て、無料施設の入所者の主食費が現物支給から現金支給に支援されるようになった。保健
社会部国立社会福祉研修院（ 1992）「老人福祉施設総務班」10ページ。 
462 「ハンギョレ新聞」「老人性智謀患者療養施設市・道ごとに 1 か所ずつ年次設置」 1992
年 5 月 7 日付、14面、「東亜日報」「老人性智謀療養所設立」 1992年 5 月 9 日付、14面。 
463 1992年度の65歳以上高齢者数は、 KOSIS 「統計庁『将来人口推計（主要年齢階層別推計
人口 ( 生産年齢人口、高齢人口等 ) 全国 ）』」 URL:https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?
orgId=101&tblId=DT_1BPA003&conn_path=I3 （ 2021年 7 月 8 日最終閲覧）。 

464 老人福祉法第11条第 1 項は「福祉実施機関は身体的・精神的な障害があり、老人福祉施
設で入所保護を受けていない老人のために、彼らに家事奉仕及び相談を行う家庭奉仕員を
置き、家庭奉仕事業及び彼らの福祉増進のために必要な血縁事業を実施するよう努めなけ
ればならない」と定めた。また、老人福祉法第11条第 2 項は「福祉実施機関は家庭奉仕事

無料 実費 有料 無料 実費 有料

施設数 123 76 1 3 28 14 1

利用者数 7,239 4,848 15 236 1,802 318 20

区分 合計
養老院 療養院
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間団体の老人福祉会が「家庭奉仕員制度」という名でサービスを実施したのが現在の訪問

療養サービスの始まりだと言える。同制度をソウル市が導入し、類似の「家庭福祉奉仕員

制度」を1989年 9 月から実施した465。 

さらに、在宅サービスは「第 7 次経済社会発展 5 箇年計画（ 1992-1996 ）」にも盛り込

まれた。同計画は、家庭保護を要する障害者や高齢者、そして疾病などで体の不自由な者

にボランティアなどを活用し、日常生活上必要なサービスを提供するよう、総合社会福祉

館などに「在家福祉奉仕センター」を設置・運営することを策定した466。 

「第 7 次経済社会発展 5 箇年計画（ 1992-1996 ）」に基づき、1992年からは国の予算に

「在宅福祉奉仕センター設置」が盛り込まれ、全国 136 社会福祉館に「在宅福祉奉仕セン

ター」が設置されるようになった467。同センターによるサービスは、高齢者のみならず、

障害者、未成年者世帯などを対象にしており、ボランティアが対象者の家を訪問し、生活

援助サービスを提供する福祉サービスであった468。しかし、同サービスの提供が専らボラ

ンティアに依存していたことなどから、人手不足で、実質的に運営されているところは少

なかった469。 

1992年からは昼間保護事業、短期保護事業もモデル実施されるようになった。まず、昼

間保護事業は、国庫補助事業に位置付けられ、ソウル市にある昼間保護機関 2 か所で実施

された。対象者は65歳以上の低所得層の高齢者で昼間、保護が必要とされる者を月曜日か

                                                   

業、血縁事業その他在宅老人の福祉増進を目的とする事業を行う者に対して適切な支援を
することができる」と明記し、家庭奉仕事業の実施及び支援を義務付けた。ところが、こ
の義務は努力義務に過ぎず、またその主体は福祉実施機関と明記したため、必ずしも在宅
サービスの実施及び支援に対する国と自治体の責任を明確にしたとは言い難かった。 

465 「家庭福祉奉仕員制度」は、ソウル市内に居住している身体的・精神的障害高齢者で身
寄りのない高齢者 220 人を対象にボランティアが週 1 回程度で高齢者宅に訪問し、生活援
助サービスを提供する制度であった。
「朝鮮日報」「無委託老人訪問奉仕家庭奉仕員今日発隊」 1989年 9 月 7 日付、17面、「毎
日経済」「不遇老人を世話 ( 손발을  대신 ) 」 1989年 9 月 8 日付、 8 面。 
466 大韓民国政府（ 1992）「第 7 次経済社会発展 5 箇年計画1992-1996」 129 ページ。 
467 「ハンギョレ新聞」「家庭訪問奉仕志願者がいない」 1992年 3 月15日付、13面。 
468 同上。 
469 「京郷新聞」「在家福祉センター『働き手 SOS 』」 1992年 5 月12日付、14面、「東亜日
報」「家庭中心の老人福祉、急ぐ時」 1992年 5 月29日付、13面、「京郷新聞」「身寄りの
ない老人ソウルだけ 8 千余名ボランティアだけに頼り」 1992年 6 月21日付、10面。 
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ら金曜日まで午前10時から午後 4 時まで預かるサービスであった。利用料金は機関運営者

と利用者との契約に基づいて決定されたが、当時の利用料金は一日 5,000 ウォンで、生活

保護高齢者は無料であった470。 

短期保護事業は全国 6 か所の高齢者の実費入所施設で実施された。対象者は65歳以上の

高齢者471で一時的に保護が必要とされる者で、原則的に15日以内まで入所サービスと同じ

サービスが提供された。利用料金は施設運営者と利用者との契約に基づいて決定されたが、

当時の利用料金は一日15,000ウォンであった472。 

民主化後の初の政権である盧泰愚政権では、民主化運動がもたらした下からの福祉拡大

の圧力により、社会保障の諸法と制度が実施された473。高齢者の長期療養政策も、1989年

の老人福祉法の全面改正により、高齢者の入所施設がさらに機能別分化され、在宅サービ

スが高齢者の福祉事業として実施されるようになるなど、実質的な進展があった。しかし、

盧泰愚政権は、高齢者の福祉施策の基本方向を前政権の「先家庭保護後社会保障」を踏襲

していたため、高齢者の長期療養は、依然として家族と民間の役割、そして要保護者の自

助を強調する一方で、国家の役割及び介入は最小限にとどめていた474。 

 

第 5 節 金泳三（キム・ヨンサム）政権 (1993 年 2 月～1998年 2 月)  

金泳三政権は軍人出身ではない一般国民が約30年ぶりに大統領となったことで「文民政

府」と呼ばれた。新政権の与党「民主自由党」は、1990年いわゆる（与党と野党第 2 党と

                                                   

470 保健社会部（ 1992）「 1992年老人福祉事業指針」66、67、71、91、 118 ページ、「ハン
ギョレ新聞」「宅老事業国内初披露」 1992年10月 2 日付、 8 面。 
471  60 歳～64歳の者でも特別に一時的に保護が必要と認められた場合、利用することがで
きた。保健社会部（ 1992）前掲、67ページ。 
472 保健社会部（ 1992）前掲、 66-67 、71ページ。 
473 Nam Chan Seob（ 2018）「民主化30年韓国社会福祉の制度的な変化と課題」『市民と世界』
Vol.（31）、54ページ。 
474 Kim Dong Ho（ 2011）「老人福祉対象に応じた選択的老人福祉サービス供給に関する研究」
祥明大学大学院、 100 ページ。 
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野党第 3 党が合併）によって誕生した政党であったため、金泳三政権は保守大連合を支持

基盤とした475。 

金泳三政権が発足した時期は、アメリカから韓国国内の資本市場の自由化と貿易の開放

を強く要求されていた476。金泳三政権は発足後、「新韓国創造」477を国家目標として掲げ

て、その一環として新経済 5 箇年計画478を発表した。この計画は、国際市場基盤の拡充を

経済施策における主要課題として、韓国経済の開放・国際化を進めるとともに経済運用と

制度及び慣行を国際化することを明記し、また、経済活動に対する規制を緩和し、経済正

義を具現するための財政、税制、金融、経済行政規制などの経済制度改革に取り組む新自

由主義路線を示すものであった。また、社会福祉制度については、低所得層及び社会的弱

者の権益保障に重点を置く選別的な性格の社会福祉を示すものであった479。 

その後、金泳三政権は、市場中心の経済体系の構築のための脱規制の措置と金融自由化、

そして貿易開放を次々と進めた480。そして、1995年には、「新韓国創造」を代替する「世

界化」の構想を発表した481。以降、世界化は金泳三政権の経済政策の領域だけではなく、

金泳三政権の国政指標として位置づけられ、金泳三政権下では、すべての領域における政

策が世界化と競争力の強化という談論下で決定された482。社会保障政策もそうであった。 

金泳三大統領は1995年 3 月23日「世界化推進報告会議」において福祉構想を発表した。

金泳三大統領は「国民福祉が持続的な経済成長の前提となり、また持続的な経済成長は国

                                                   

475 Lee Hye Kyung（ 1995）「韓国社会福祉政策の現状と発展方向」『韓国社会福祉調査研究』
Vol.2 、 131 ページ。 

476 Shin Dong Myeon （ 2001）前掲、84ページ 
477 新韓国とは、①より自由で成熟した民主社会、②正義が川の水のように流れる社会、③
共に豊かに暮らす共同体、④人間の品位が尊重される社会、⑤分断された民族が一つにな
って平和に暮らす統一祖国、⑥世界の平和と人類の進歩に寄与する国、⑦誰もが楽しく働
ける社会、⑧子孫がこの土地に生まれたことを自慢に思うことができる社会である。大統
領記録関「金泳三大統領の就任演説」 URL:https://www.pa.go.kr/research/contents/speech/
index.jsp（ 2021年 4 月12日最終閲覧）。 
478 新経済とは政府と民間が共に作っていく経済であり、すべての国民の創意と参与を発展
の原動力として韓国経済を経済先進国の水準まで引き上げることを目標とした。大韓民国
政府（ 1993）「新経済 5 箇年計画（ 93-97 ）―参与と創意で新しい跳躍を―」15ページ。 
479 大韓民国政府（ 1993 ）、前掲、17、19ページ。 
480 Shin Dong Myeon （ 2006）前掲、 127-128 ページ 
481 Shin Dong Myeon （ 2001）前掲、84ページ。 
482 Shin Dong Myeon （ 2001）前掲、88ページ。 

https://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp（2021年4月12
https://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp（2021年4月12
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民福祉の基礎となると、成長と福祉は相互補完的な関係として把握しなければならない」

と述べた上で、福祉構想の原則と方向を示した483。 

その原則は①最低限の人間らしい生活の保障、②未来のための投資としての生産的福祉、

③民と官が協調する共同的な福祉、④福祉制度と運営方式の情報化・効率化、⑤生活の質

の基本としての安全重視であった484。続いて①脆弱階層のための公的扶助の拡大、②高齢

化社会に備えた老人福祉の拡充、③女性の社会参与の支援、④社会保障制度の改善、⑤社

会安全体系の確立、⑥21世紀型環境改善の総合対策の設けなどの主要政策課題などをも示

した485。 

そして、金泳三大統領の福祉構想を具体化するための世界化推進委員会の傘下に「国民

福祉企画団」が設置された。同企画団は、1996年 2 月に「『生活の質』世界化のための国

民福祉の基本構想（最終報告書）」を策定した。同報告書には「韓国型福祉モデル」が示

されていた。それは、市場理念と非市場理念の調和を福祉の根幹に置き、社会福祉は、経

済発展及び安定を阻害しない範囲で拡大し、全国民の最低水準以上の生活を保障すること

で社会統合を図ること、社会福祉の供給は、家族・企業・民間団体など主体を多様化する

こと、伝統的な家族構造、地域社会の扶助精神、家族的な企業文化などを開発・発展させ、

韓国社会に適合する福祉モデルを構築することなどであった486。つまり、金泳三政権が提

示した「韓国型社会福祉モデル」とは、社会福祉に対する国家の役割と責任を回避し、社

会福祉の供給を家族、地域社会、市場、民間団体などに任せ、経済成長を最優先するとい

うものであった487。 

                                                   

483 大統領秘書室（ 1995）「『生活の質の世界化のための言葉資料』」 3 ページ。 
484 大統領秘書室（ 1995）前掲、 3-5 ページ。 
485 大統領秘書室（ 1995）前掲、 5-8 ページ。 
486 国民福祉企画団（ 1996）「『生活の質』世界化のための国民福祉の基本構想（最終報告
書）」 5-7 ページ。 
487 Rhee Kwang Chan （ 1995）「金大統領の福祉構想に対する批判的な考察」『韓国社会福祉
学』 Vol.27 、 220 ページ。 
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 金泳三政権は、社会福祉を国民の社会的権利として認識していたが、社会福祉に対する

国家の役割及び責任は、低所得層、社会的弱者に限定しており488、金泳三政権 5 年間の公

的社会福祉支出の対 GDP 比は 3 ％前後にとどまっていた489。金泳三政権が社会保障制度に

消極的であった理由は、世界化という要因と以前の軍事政権とは異なり社会保障制度拡大

による政権の正当性を確保する必要がなかったからである490。 

また、政権の正当性を確保するため、政権発足初期から多様な社会保障の諸法と制度を

実施した以前の軍事政権とは異なり、金泳三政権では、多くの社会保障の諸法及び制度の

制定と実施が政権中盤頃から行われた。例えば、1995年 7 月から国民年金の皆保険実施の

一環として「農漁民年金制」が実施、95年 6 月に「社会脆弱階層の福祉増進対策」が策定、

95年 9 月に国民の健康権の確保と健康増進の基盤造成のための「国民健康増進法」が制定、

95年12月には社会保障に関する国民の権利と国家の責任を規定した「社会保障基本法」が

制定された491。 

そして、高齢者の長期療養政策については、1980年代後半から1990年代にかけて高齢者

の保健・医療に関する研究が進められはじめ492、高齢化社会の対策として、高齢者の療養

専門施設の拡充と地域社会中心の在宅療養サービス及び看護サービスの実施と拡大、高齢

                                                   

488 Park Jeong Yeon （ 2017）「 1987年の民主化以降、歴代政府の社会福祉政策と社会権―国
政目標と方向性に関する研究―」『民主社会と政策研究』 Vol.32 （32）、 60ページ。 

489 KOSIS 「保健福祉部『韓国の社会福祉支出（社会福祉支出比率（ GDP 対比 ））』」 URL:
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=117&tblId=DT_11777_N120&vw_cd=MT_ZTITLE&list_i
d=G_26&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE （ 2021年

12月29日最終閲覧）。 
490 Lee Young Hwan ・ Kim Young Soon （ 2001）「韓国社会福祉の発達に関する階級 · 政治的
考察」『状況と福祉』 Vol.9 、 284 ページ。 

491 大統領秘書室（ 1998a ）「（金泳三文民政府国政 5 年）変化と改革、その挑戦と試練」
64-65 ページ。 

492 Kwon Jung Don（ 1994）「智謀老人の扶養実態と対応戦略」韓国保健社会研究院、
Park In Hwa（ 1995）「望ましい老人健康管理のための立法方向（懸案分析第 108 号）」国
会図書館立法調査分析室、 Seo Mi Kyong （ 1995）「老人保健 · 医療の現況と改善方案」韓
国保健社会研究院、 Moon Ok Ryun （ 1995）「老人保健制度と老人看病療養院制度開発の課
題と展望」『韓国老年学』 Vol.15 （ 1 ）、 181-212 ページ。など。 
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者の医療費の自己負担金の軽減、老人専門病院の設置、高齢者の保健・医療サービスの提

供人員の養成などが挙げられた493。 

金泳三政権では、経済行政規制緩和施策の一環として老人福祉法を改正し（1993年12月

27日改正、1994年 6 月28日施行）、非営利法人以外の民間企業、個人事業主も高齢者の有

料施設の設置・運営を可能にするとともに494、家庭奉仕員派遣事業・昼間保護事業・短期

保護事業を在宅老人福祉事業に位置付けた（老人福祉法第20条の 2 ）。それにより、ボラ

ンティアによって無料で家庭奉仕員派遣事業を実施していた33在宅老人福祉事業機関に

1996年から 1 ～ 3 人有給奉仕員が配置できる予算が下り、有給奉仕員派遣事業が実施され

るようになった。また、民間機関で実施されていた有給ホームヘルパーサービスをソウル

市が導入し、1996年 4 月から有給ホームヘルパーサービスが実施されるようになった495。    

民間のホームヘルパーサービスが主に中間所得層高齢者を対象にしたのに対し、ソウル市

のホームヘルパーサービスは生活保護高齢者と低所得層の高齢者を対象にしていた496。表

3-5 は、金泳三政権下における高齢者の在宅サービス事業所の現状である。 

 

表3-5 金泳三政権下の高齢者の在宅サービス事業所の現状（1996年 6 月30日現在） 

 

資料：保健福祉部（ 1997）「 1997年老人福祉事業指針」 8 ページ。 

                                                   

493 Rhee Ka Oak他 3 人（ 1993）「老人福祉政策開発のための研究」韓国人口保健研究院、
324 ページ、 Min Jae Seong他 3 人（ 1994）「韓国の老齢化推移と老人福祉政策」韓国開発
研究院、 56-58 ページ、 Moon Ok Ryun （ 1995）前掲、 196-204 ページ、 Seo Mi Kyong
（ 1995）前掲、 19-28 ページ。 
494 法制処国家法令情報センター「老人福祉法制定・改正理由」URL:https://www.law.go.kr/L
SW/lsInfoP.do?lsiSeq=7669&ancYd=19931227&ancNo=04633&efYd=19940628&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y
&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000 （ 2021年 4 月 5 日最終閲覧）。 

495 「ハンギョレ新聞」「老人の面倒をみる有料家庭トウミ拡散」 1996年 2 月25付、10面。 
496 同上。 

家庭奉仕員派遣事業 昼間保護事業 短期保護事業

89 49 25 15

合計

在宅老人福祉事業

https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=7669&ancYd=19931227&ancNo=04633&efYd=19940628&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000（2021年4月5
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=7669&ancYd=19931227&ancNo=04633&efYd=19940628&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000（2021年4月5
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=7669&ancYd=19931227&ancNo=04633&efYd=19940628&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000（2021年4月5
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そして1993年 7 月からソウル市の 2 つの病院と 1 つの保健所で地域社会中心の家庭看護

師制度がモデル実施された497。同制度は慢性疾患患者の健康管理と退院した患者の回復を

助けるために、家庭看護師が高齢者のご自宅を訪問し、主治医の指示の下で、医療的サー

ビスを提供するサービスであった。同サービスは看護師二人一組で週 1 ～ 2 回行い、 1 回

の訪問での診療費は 2 万 5 千ウォンの高めの料金が設定されていた498。 

1994年 9 月から1996年 6 月まで 3 次診療機関 4 か所で病院中心の家庭看護師制度が第 1

次モデル実施された。病院中心の家庭看護師制度とは、入院患者を適期に退院させた後、

看護師が患者宅を訪問し、必要な措置を行うサービスであった499。第 1 次モデル実施後、

同制度はさらに拡大され、1997年 5 月からは37か所の病院で第 2 次モデル実施された500。 

さらに、高齢者の健康管理対策として全国の保健所の老人診療機能が強化され、保健所

が老人性慢性疾患に対応する一次診療機関として位置づけられた。また、長期療養と診療

機能を備えた老人専門病院の設置への支援が始まり、1996年からは高齢者の医療保険の給

付日数の制限が廃止され、一年中医療サービスが受けられるようになった501。 

そして、高齢化社会における認知症高齢者の対策の必要性が提起され、認知症及び中風

の高齢者のための認知症高齢者専門療養施設と認知症専門療養病院の拡充が進められた502。

ところが、高齢者の入所施設は依然として不十分なままであった。盧泰愚政権時に比べる

と、高齢者の入所施設は約 4 年間 123 か所から 155 か所に、利用者は、 7,239 人から

8,836 人に少し増加したが（表 3-6 ）、 1996年現在、65歳以上の人口（約 279 万人）に入

所サービスの利用者 8,836 人が占める割合は 0.3 ％で、この数字は盧泰愚政権時と同じで

                                                   

497 大韓看護協会のソウル市支部はソウル市の 2 つの病院と 1 つの保健に専門家庭看護師12
人を配置し、家庭看護師制度をモデル実施した。「京郷新聞」「家庭看護師呼んでくださ
い」 1993年11月16日付、 9 面。 
498 当時は家庭看護師サービスの医療報酬が策定されておらず、大韓看護協会の会費によっ
てモデル実施された。それで、患者が支払う診療費は交通費・食事などが含まれた 2 万 5
千ウォンとなっていた。同上。 
499 大統領秘書室（ 1998b ）「変化と改革金泳三政府国政 5 年資料集 3 」 260 ページ。 
500 保健福祉部（ 2010）「医療機関家庭看護事業業務便覧」 4 ページ。 
501 大統領秘書室（ 1998b ）前掲、 248 ページ。 
502 大統領秘書室（ 1998b ）前掲、 247 ページ。 
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あった503。つまり、金泳三政権では、高齢者の入所サービスの拡充を進めたものの、実際

の量的な拡大はほとんどなかったと言える。 

 

表3-6 金泳三政権下の高齢者の入所施設の現状（1996年 6 月30日現在） 

 
資料：表 3-5 と同一。 
 

保守大連合を支持基盤としてスタートした金泳三政権は、韓国国内の資本市場の自由化

と貿易の開放に対するアメリカなどの強い要求から、金融・経済などの規制緩和と貿易開

放を次々と行い、新自由主義政策を進めた。社会保障制度においても、社会保障に対する

国家の役割と責任を強化するより、家族・地域社会・民間・市場などの役割を強調するい

わゆる小さな政府を進めた。それゆえ、金泳三政権下における公的社会保障のレベルは低

水準なままであったと言える。 

それでも、金泳三政権の社会保障政策に関連して高く評価したい点が一つあるが、それ

は、金泳三政権は、社会保障制度を国民の権利として認識した初めての政権であると同時

に、民間レベルで広がっていた健康権を国家レベルで認識し、医療政策に健康権を反映し

た初めての政権でもあるという点である。 

先述したが、健康権は1970年代の公害問題を背景に民間レベルで初めて提起され、その

後、1980年代の民主化運動を契機に組織された保健・医療団体などによって健康権の確保

に関する多様な活動及び運動が行われていた。そして、1980年代後半から1990年代にかけ

て、労災問題を背景に労働者の健康権の確保運動と WHO の喫煙運動の影響を受けて韓国で

もタバコから健康を守ろうという健康権の確保運動が起き始めた。 

                                                   

503 1996年度の65歳以上高齢者数は、 KOSIS 「統計庁『将来人口推計（主要年齢階層別推計
人口 ( 生産年齢人口、高齢人口等 ) 全国 ）』」 URL:https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?
orgId=101&tblId=DT_1BPA003&conn_path=I3 （ 2021年12月28日最終閲覧）。 

認知症専門療養施設

無料 実費 有料 無料 実費 有料 無料

施設数 155 85 3 11 42 12 1 1

利用者数 8,836 4,724 74 401 2,897 492 32 216

区分 合計
養老院 療養院
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こうした背景などから金泳三政権では、初めて健康権を認識し、それを諸政策に反映し

た。1996年 2 月 2 日、金泳三大統領は、首席秘書官会議で社会福祉首席から産業災害の現

況について報告を受け、「労働部を中心に産業安全先進化企画団を構成し、 3 年以内に産

業災害を先進国水準に減らすための具体的かつ画期的な案を作成し、今年の上半期から施

行するように」と指示した504。この指示を受けて、 1996 年 2 月 22 日に「産業安全先進

化企画団」が発足した。同企画団は、政府関係者、学界、言論界、災害予防団体、市民団

体505などの23人の委員から構成された506。 

「産業安全先進化企画団」は、 2 回の公聴会と 5 回のセミナーを開催し、1996年 8 月に

「産業安全先進化 3 箇年計画」を策定した。同計画では、推進目標として①2000年まで災

害率 0.5 ％と労働者死亡率 1.0 ％（労働者人口 1 万対）の達成、②安全で快適な作業環境

の造成、③労働者の安全権と健康権が保障されるやりがいのある仕事場づくり、④人命尊

重理念に基づく安全第一の価値観の確立が定められた。そして、2000年まで産業安全先進

化のための具体的な 8 大課題が設定され、同年 8 月から進められた507。 

そして、1995年 9 月に国民の健康権の確保のための「国民健康増進法」が制定された。

また、1996年11月に国務総理傘下に国民の健康権の確保のための医療改革委員会が設置さ

れ、医療制度の改革が進められた508。 

「国民健康増進法」の制定の場合、タバコから健康を守るため、禁煙運動を行った市民

団体の影響が大きかったと言える。1980年代の韓国では、「韓国消費者連盟」などの女性

                                                   

504 「 KBSNEWS 」「金泳三大統領、産業安全先進化を指示」 1996年 2 月 2 日、 URL:https://n
ews.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3758991（ 2022年 1 月 9 日最終閲覧）。 
505  経済正義実践市民連合、韓国女性団体協議会、韓国消費者連盟などがあった。労働部
産業安全局安全企画課（ 1996）「産業安全先進化企画団の発足及び第 1 回会議開催」 3 ペ
ージ。 
506 労働部産業安全局安全企画課（ 1996）前掲、 1-2 ページ。 
507 産業安全先進化企画団（ 1996）「産業安全先進化 3 箇年計画」 8-9 ページ。 
508 具体的には、包括的な医療サービスの供給体系の構築及び改善、医療供給の効率的な運
営のための制度の開発及び整備、保健医療産業の規制緩和及び制度改善などの10短期課題
と保険報酬・給付・管理体系の改編、保健医療産業の技術開発と支援の拡充、保健医療サ
ービス産業の基盤構築などの14中長期課題が医療制度の改革の課題として挙げられた。保
健福祉部（ 1996）「医療改革委員会の設置計画」、韓国保健社会研究院（ 1997）「保健福
祉動向『医療改革委員会』医療改革課題選定」『保健福祉フォーラム』 Vol.１（ 4 ）、 61
－62ページ。 

https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3758991（2022
https://news.kbs.co.kr/news/view.do?ncd=3758991（2022


136 

 

市民団体を中心に禁煙運動が行われいた509。1986年に日本で開かれた「第 6 回世界禁煙大

会」に韓国代表として Kim Il Soon 延世大学の教授と「韓国消費者連盟」の会長が参加し

た。これをきっかけに二人はより本格的な禁煙運動を行う必要があると思い、「韓国禁煙

運動協議会」設立を論議し、1988年に「韓国禁煙運動協議会」を立ち上げた510。同協議会

は、禁煙教室の開設・運営、喫煙に関するセミナーなどを開催するなど、多様な喫煙運動

を行った。また、1989年には公共の場所における喫煙区域の設置を義務化した「禁煙法」

試案を作成、保健福祉部に提出した511。 

1991年10月には、「韓国禁煙運動協議会」をはじめ、「キリスト教倫理実践運動本部」、

「経済正義実践市民連合」、「大韓キリスト教青年会（YMCA）連盟」など 8 市民団体が連

合して「タバコ広告禁止法立法推進共同対策委員会」を立ち上げ、「タバコ広告禁止法

（仮称）」の法制化を推進した512。そして、 1993 年には「韓国禁煙運動協議会」を中心

に「国民健康増進法制定推進委員会」が結成され、「国民健康増進法」の制定を進めた513。

その成果として、1995年に禁煙の運動（第 8 条）と禁煙のための措置（第 9 条）などを規

定している「国民健康増進法」が制定された。 

 

第 6 節 小括 

民主化以前の韓国は、北朝鮮との政治体制の対立による反共主義と権威主義体制の下で、

左派政党の政治や労働運動及び市民運動などが抑圧され、社会保障に対する下からの要求

が発生しにくい状況に置かれていた。社会保障の諸法の制定及び制度の実施は、政権の正

                                                   

509 「東亜日報」「禁煙運動協会長の金馹舜教授『成人男性喫煙率先進国の 3 倍』」 1988年
3 月 8 日付、14面。 

510 韓国禁煙運動協議会「設立背景」URL:http://www.kash.or.kr/user_new/introduction_06.asp
（ 2022年 1 月 9 日最終閲覧）。 
511 「毎日経済」「学校・庁舍などの公共建物の禁煙区域の義務化」 1989年 1 月17日付、15
面。 
512 「ハンギョレ新聞」「タバコ広告禁止推進委員会構成」 1991年10月 3 日、 8 面。 
513 韓国禁煙運動協議会「協議会沿革」 URL:http://www.kash.or.kr/user_new/introduction_02.
asp?VIEWYEAR=0 （ 2022年 1 月 9 日最終閲覧）。 

http://www.kash.or.kr/user_new/introduction_06.asp（2022年1月9
http://www.kash.or.kr/user_new/introduction_06.asp（2022年1月9
http://www.kash.or.kr/user_new/introduction_02.asp?VIEWYEAR=0（2022年1月9
http://www.kash.or.kr/user_new/introduction_02.asp?VIEWYEAR=0（2022年1月9
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当性を確保する手段として、また、経済発展の手段として行われていたため、この時期の

社会保障法及び制度は名目的かつ宣言的なものに過ぎなかった。 

さらに、この時期は経済発展を最優先していたため、社会保障制度の実施が国家の財政

に負担を与えてはいけなく、そのため、韓国における社会保障制度は、国家の財政の負担

を最小化する社会保険制度として発展していった。 

1980年代の民主化運動と労働運動などにより、これまで抑圧されていた社会保障の要求

が下から噴出され、民主化以降、多量の社会保障の諸法制定と制度が実施された。ところ

が、社会保障に対する国家の態度は、依然として最小限の介入と役割を行う消極的なもの

であった。 

「文民政府」と呼ばれた金泳三政権下では、新自由主義が進められ、社会保障において

も国家の役割より、家族・地域社会・市場・民間団体の役割を強調し、低所得層や社会的

弱者に限定して恩恵的かつ救貧的な施策を実施した。 

こうした状況に儒教思想が加わって、高齢者の長期療養は専ら家族と民間によって支え

られていた。1980年代になって、老人福祉法が制定され、老人福祉法の下で長期療養サー

ビスが提供されはじめ、その種類も次第に多様化されたが、この時期に高齢者の長期療養

サービスの発展を導いたのは民間（非営利）であった。国家は、低所得層の高齢者、その

中でもごく一部の人々に救貧的かつ選別的な施策を実施するだけで、高齢者の長期療養は、

家族と民間に頼るばかりであった。 

一方、健康権については、人権団体である「国際人権擁護韓国連盟」が1970年代から提

起され始めた公害問題によって国民の健康権が脅かされていると指摘、国家に対して正確

な実態調査とともに改善策を立てるよう求めた。これが、韓国における国家に対して国民

の健康権を確保するよう求めた初の動きであったと言える。その後、民主化運動を契機に

組織された医療・保健団体と農民団体などが連合して、農漁民の健康権の確保のための医

療保険の統合運動を行った。医療保険は盧泰愚大統領の拒否権行使により統合まで至らな

かったが、医療保険の統合運動は、大規模な保健・医療運動として、また、健康権の確保

運動として意義が大きい。 
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そして、健康権の確保運動は、1980年代後半から1990年代にかけて、労災問題を背景に、

労働者の健康権の確保運動まで拡大された。このように健康権の確保運動は、医療・保

健・労働・農民などの市民団体を中心に展開され、民間レベルで次第に広がっていった。

金泳三政権では、初めて健康権を国家レベルで認識し、それを医療政策に反映した。 

以上のように健康権は、主に民間団体によって主張され、国家に対して医療制度の充実

を求める手段としてよく用いられた。ところが、この時期にはまだ高齢者の長期療養問題

まで視野に入れて、それを健康権の観点から捉え、健康権を実現する手段の一つとして長

期療養政策の充実を求める動きはほとんどなかったと言える。 
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第 4 章 老人長期療養保険制度の導入準備から制度発足と制度運営の基本方針の転換 

第 4 章では、老人長期療養保険制度の導入準備から施行後、制度運営の基本方針を「民

営」のままに維持していた時期（金大中政権から朴槿恵政権まで）に区分して、公的長期

療養保障制度の導入背景と導入過程を整理する。また、同制度の導入過程で運営の基本方

針がなぜ、公立中心の「公営」から、民間中心の「民営」へと変更されるようになったの

かその背景について整理する。 

 

第 1 節 金大中（キム・デジュン）政権 (1998 年～2003年)  

1 ．金大中政権の福祉理念と韓国の経済状況 

金泳三政権の無分別な金融自由化と急速な市場化戦略は、1997年の通貨危機をもたらし

た514。結局、韓国政府は1997年11月21日に IMF （国際通貨機関）に資金支援を要請した。

IMF は、韓国に約 550 億ドルの支援をする条件として、財政緊縮及び一時的な市場金利の

上昇の容認、金融構造調整、貿易・資本市場の開放、企業支配及び財政構造の改革、労働

市場の柔軟性の確保などを求めた515。韓国政府がそれを受け入れることで、韓国経済は、

事実上、 IMF の管理下におかれるようになった。こうして、韓国では新自由主義が本格的

に進めるようになった。 

1997年韓国大統領選挙で、野党の金大中候補者が大統領に選出され、韓国に革新政権が

誕生するとともに韓国政府樹立以来、初めて政権交代が実現した。しかし、一方では、

「国民の政府」と呼ばれた金大中政権が発足した1998年は、韓国の GDP 成長率が初めてマ

イナスに転じた年でもあり、金大中政権は経済危機の克服という大きな課題に当面するこ

とになった516。 

                                                   

514 Lee Sang Yi（ 2008）「保険福祉分野における国家の役割の拡大」『批判と代案のための
社会福祉学会学術大会発表論文集』42ページ。 
515  財政経済院（ 1997）「国際通貨基金 (IMF) 待機性借款協約のための意向書案 ( 第 887
号 ) 」 6-7 ページ。 
516 1998年の韓国の GDP 成長率はマイナス 5.1%で、一人当たり国民総所得は 8,189 ドル、失
業率は前年比に 2 倍強増加した 7.0 ％を記録した。 KOSIS 「韓国銀行『国民計決（年間指
標 ）』」 URL:https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=301&tblId=DT_111Y002&conn_path=I3
（ 2021年 7 月 9 日最終閲覧）、 KOSIS 「失業率」URL:https://kosis.kr/statHtml/statHtml.d
o?orgId=101&tblId=DT_2KAA335& 
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 経済危機、そしてそれを克服するための IMF の経済体制は、韓国で大量失業、中間所得

層の崩壊、所得不平等、自殺率の増加、ホームレスの増加などの様々な社会問題をもたら

した。しかし、当時、韓国社会は、これらの社会諸問題を対応するための社会保障制度が

十分に整備されていなかった517。 

こうした背景に、 IMF の提案518、労働・市民団体の要求519、総選挙で勝つための政治的

な理由520などの多様な要因が絡み合って、金大中政権下で社会保障制度が飛躍的に発展し

た。 

金大中政権は、 IMF と World Bankが要求する新自由主義的経済改革と並行で「生産的福

祉」を推進した521。「生産的福祉」とは、「生涯にわたって経験しうる社会的リスクから

すべての国民を保護し、人間らしい生活を保障する福祉制度」である522。 

そして、金大中政権は、経済危機の克服と社会諸問題に対応するため「民主主義」と

「市場経済の並行発展」とともに「生産的福祉」を国政指標として掲げた。これは、韓国

の社会保障の歴史において大きな意味を持つ。1960年代から推進された経済発展計画によ

り、経済発展を最優先し、社会福祉を後回しにしてきた韓国で、社会福祉が初めて経済政

策と並んで同じ位置で国政指標として掲げられたのである523。 

                                                   

vw_cd=MT_RTITLE&list_id=101_001_C&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&i  
tm_id=&conn_path=MT_RTITLE （ 2021年 7 月 9 日最終閲覧）。 
517  Sonn Ho Chul（ 2005）は、金大中政権が福祉拡大を進めた理由の一つとして、福祉政策
の場合、そもそもその水準が低いことから、新自由主義に反対されないほど付随的なもの
であったからではないかと分析している。 Sonn Ho Chul （ 2005）「金大中政府の福祉改革
の性格―新自由主義への前進？―」『韓国政治学会報』 Vol.39 （ 1 ）、 225 ページ。 
518 韓国の社会保障制度がとても不十分であったため、 IMF は新自由主義的経済改革を円滑
に進めるため、借款の条件の一つとして、韓国政府にセーフティネットの拡大（失業保険
の適用拡大）を要求した。 Chung Moo Kwon （ 2002）前掲、 121 、 129 ページ。 
519 例えば、全国民主労働組合総連盟、健康連帯（ 2003年に解散して、その後、健康セサン
（世の中）ネットワークに発足）、参与連帯、経済正義実践市民連合などの労働・市民団
体が「国民健康保険法」、「国民基礎生活保障法」の立法化を積極的に進めた。詳細は、
Seong Kyoung Ryung（ 2001）「民主主義の鞏固化と福祉国家の発展―文民政府と国民の政府
の比較」『韓国社会福祉学』 Vol.46 、 166-168 ページを参照。 
520 Seong Kyoung Ryung（ 2001）前掲、 168-169 ページ。 

521 Lee Hye Kyung（ 2002）「韓国の福祉国家の性格論争の含意と研究方向」『批判社会政策』
Vol.11 、16ページ。 
522 大統領秘書室（ 1999）前掲、41ページ。 
523 Nam Chan Seob（ 2011）「民主政府10年福祉改革の回顧と展望―最近の福祉国家論争に照
らして―」『批判社会政策』 Vol.32 、 149 ページ。 
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そして金大中政権では、人間が尊厳を持って人間らしく生きる権利、健康で文化的な生

活を送る権利などの生存権と生活権、そして健康権などを保障することは国家の当然の義

務であり責任であることを明確にするとともに、それを福祉政策の哲学的かつ理念的な基

礎とした524。 

特に、健康権の場合、金大中政権では、憲法第36条に依拠して健康権は国民の基本権の

一つであり、また、国民の健康権の保障することは国家の責任であることを宣明した。そ

して、これまで国民の健康保護に対する役割を担ってきたのは民間で、国家の役割は制限

的かつ消極的であったことを述べながら、長期療養、リハビリテーション、福祉型医療サ

ービス、ホスピスなどの新しい保健・医療の需要に対応する戦略として、治療中心的かつ

短編的な健康管理体系から予防と健康増進、そして持続的な健康管理を核心とする『一生

健康管理体系』へと転換すると明らかにした525。金大中政権は、高齢化の進展による増加

する高齢者の長期療養問題を、健康権の観点から捉えた政権でもあった。 

生産的福祉の下、金大中政権は、社会保険の適用拡大による 4 大社会保険制度体系を確

立するとともに社会権に基づき「国民基礎生活保障法」を導入し、普遍主義的社会保障制

度を整備した526。 

まず、「雇用保険制度」は1998年10月に、「労災保険制度」は2000年 7 月に 1 人以上労

働者を雇用するすべての事業所に適用されるようになった。そして「国民年金」は1999年

4 月に、都市地域の零細自営業者 900 万人が加入対象となり、全国民を対象とした皆年金

が始まった。「医療保険制度」も改革が行われ、医療保険制度の保険者（組合）が統合さ

れ、2000年に現在の「国民健康保険制度」が実施された。そして、国民健康保険制度の自

己負担金の軽減対象者が従来の75歳以上から65歳以上に、自己負担金も 5 割から 3 割に変

                                                   

524 大統領秘書室（ 1999）「新千年に向けた生産的福祉の道『国民の政府』社会政策青写
真」、 17-22 ページ、統領秘書室生活の質向上企画団（ 2003）「生産的福祉福祉パラダイ
ムの大転換」19－20、34ページ。 
525 大統領秘書室（ 1999）前掲、 98-100 ページ、統領秘書室生活の質向上企画団（ 2003）前
掲、34ページ。 
526 Lee Sang Yi（ 2008）前掲、43ページ。 
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更された。さらに、2000年10月からは「国民基礎生活保障法」が施行された527。そして、

2000には国民の健康権を明記した「保健医療基本法」が制定された。 

特に、1961年に制定された「生活保護法」を廃止して、1999年に制定された「国民基礎

生活保障法」の場合、社会保障の受給権を慈善や恩恵ではなく、国民の権利として認めた

公共扶助として大きな意義を持つ528。こうした国民基礎生活法の制定と医療保険の統合を

可能にしたのは、韓国の労働市民団体の組織的な努力が大きかった529。 

そして、医療保険の統合の場合、1980年代に農漁民の健康権を確保するため、医療保険

の統合運動を行った諸市民団体の影響が大きかったいえる。医療保険の統合運動は、金泳

三政権下でも継続されていた。1994年金泳三政権は医療保障改革委員会を設置し、医療分

野の改革を始めた530。これをきっかけに医療保険の統合運動が再開し、1994年 4 月に、

1980年代医療保険の統合運動を行った諸団体を中心に、労働、農民、医療、保険団体など

66団体が連帯して医療保険制度の一本化を促す「医療保険統合一元化及び保険適用拡大の

ための連帯会議（以下、医保連帯会議という）」を結成した531。 

医保連帯会議は、医療保険の一本化と保険適用の拡大、そして平等な保険料負担の達成

を目標として掲げて医療保険の統合運動を主導した532。そして、1995年に民主労働総連盟

準備委員会が社会改革の 2 大課題として労働法の改正と医療保険の統合を設定し、医療保

険の統合運動に加わった533。 

                                                   

527 統領秘書室生活の質向上企画団（ 2003）前掲、 38-39 ページ。 
528 Park Jeong Yeon （ 2017）前掲、61ページ。 
529 Seong Kyoung Ryung（ 2001）前掲、 166 ページ。 

530 Shin Young Jeon （ 2010）前掲、 5 ページ。 

531 同上、「ハンギョレ新聞」「医療保険統合の一本化を促す」 1994年 5 月22日付、14面、
「ハンギョレ新聞」「医療保険の統合を急ぐべきだ」 1994年10月31日付、16面。 

532 Shin Young Jeon （ 2010）前掲、 5 ページ。 

533 Kim Ho Youn・ Joo Jae Hyun （ 2015）「国民健康保険統合政策の変動に関する研究―政策
流れの修正モデルの適用―」『韓国政策科学学会報』 Vol.19 （ 4 ）、66ページ。 
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 医療保険の統合は、1996年国会議員総選挙で与党「新韓国党534」を除くすべての政党が

公約として掲げた535。そして、1998年金大中政権発足後、医療保険の統合は、 100 大の国

政課題として位置づけられた536。医保連帯会議、民主労働総連盟、参与連帯などの市民団

体は、医療保険の統合を反対する大企業の経営主、韓国労働総連盟、などの強い抵抗を押

し切って、「国民健康保険法」の法制化を主導するなど医療保険を統合する「国民健康保

険法」の制定に大きな影響を与えた537。 

 

2 ．金大中政権下における高齢化社会への対応 

そして、高齢者の長期療養政策については、2000年に韓国社会が高齢化社会に突入する

に備えて、高齢化社会に向けた取り組みが進められた。保健福祉部は1999年「世界老人の

日」を迎えて、21世紀高齢化社会に備えるための「老人保健福祉中・長期発展計画」を策

定し、1999年 1 月27日に金大中大統領などに報告した538。 

保健福祉部は老人福祉施策の方向として①産業社会における老人問題に対応し、家族、

社会、国家の三位一体支援体制を構築、②脆弱な老人は施設保護及び生計支援などを通じ

て基礎生活を保障し、勤労能力がある老人には仕事提供・ボランティアなどを通じて生産

的福祉型の事業を展開、③保健及び福祉サービスの連携を通じて老人の特性に合わせたサ

ービスを提供の三つを挙げて、「老人保健福祉中・長期発展計画」に沿って、高齢者の保

健・福祉施策を推進することにした539。 

                                                   

534 与党「民主自由党」は 1995年に「新韓国党」に名称を変更した。 

535 Shin Young  Ran （ 2010）「医療保険の統合論争における主要論点と論点の変化過程 

―政策決定過程の民主化を中心に―」『比較民主主義研究』 Vol.6(2) 、 177 ページ。 

536 Shin Young Jeon （ 2010）前掲、 5 ページ。 

537 Eum Hyeong Sik （ 1999）「金大中政権 2 年目の社会福祉改革の進行過程についての検討」
翰林大学校大学院社会学科期末報告書（Seong Kyoung Ryung（ 2001）前掲、 166 ページより
再引用）。 

538 保健福祉部報道資料「老人保健福祉中長期発展計画樹立」 1999年 2 月 2 日付。 
539 保健福祉部報道資料「老人保健福祉中・長期発展計画推進状況」 1999年10月26日付。 
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具体的には、認知症高齢者の対策として、保健所に「認知症相談申告センター」を 216

か所（1999年）から 243か所（2000年）まで設置・運営し、認知症高齢者の失踪予防のた

めの「認知症老人身分確認ブレスレット」を1999年まで 1 万余個を普及、そして重症・中

等症の認知症高齢者のための専門療養施設を18か所（1999年）から  50 か所（2003年）ま

で、認知症療養病院を 3 か所（1999年）から17か所（2003年）まで拡充するとともに高齢

者が自宅で各種サービスを受けられるように家庭奉仕員派遣、昼間保護、短期保護機関を

130 か所（1999年）から 250 か所（2003年）まで拡充することなどが挙げられた540。 

そして、1999年10月に「老人保健福祉中・長期発展計画」の推進状況を大統領に報告す

る際に、 Choi Sung Jae ソウル大学教授が老人長期療養保護制度の必要性と政府内に政策

企画団を設置することを提議し、同年12月に保健福祉部傘下に「老人長期療養保護政策企

画団」が設置された541。同企画団は、高齢社会に備えて高齢者の長期療養に関するより根

本的な研究・検討を行い、家族及び社会的な扶養負担を軽減するための高齢者の保健医療

と看病療養を含む「長期療養保護制度」が必要であると提案し、「老人長期療養保護政策

案」を発表した542。しかし、この時はまだ公的老人長期療養保険制度の本格導入に向けた

議論は始まっていなかった。 

韓国で、老人長期療養保険制度の導入が初めて明らかとなったのは金大中政権 4 年目の

2001年であった。2001年 5 月、保健福祉部は健康保険財政危機から脱却するための「健康

保険財政安定総合対策」を発表した。その対策の一つが「老人療養保険制度」の導入であ

った。当時韓国は、健康保険の統合および医薬分業実施などによる医療大乱から国民健康

保険の財政が危機に陥っていた543。健康保険財政が危機を迎えた主要因は老人医療費では

なかったものの544、保健福祉部は老人医療費を抑制することによって、健康保険財政の危

                                                   

540 同上。 
541 「百歳時代新聞」「（金曜コラム）老人長期療養保険制度収益事業手段ではない」 2008
年 4 月28日付、 URL:https://www.100ssd.co.kr/news/articleView.html?idxno=5636 （ 2021年 7
月16日最終閲覧）。 
542 保健福祉部報道資料「老人長期療養保護政策企画団発足」 2000年 2 月17日付、保健福祉
部報道資料「老人長期療養保護政策案」 2000年10月24日付。 
543 保健福祉部報道資料、前掲（ 2001年 5 月31日付）、 1 ページ。 
544 2001年の老人医療費は 3,163 億円で、国民医療費の約 17.7％を占めており、健康保険財
政を大きく圧迫するほどではなかった。 

https://www.100ssd.co.kr/news/articleView.html?idxno=5636（2021年7月16
https://www.100ssd.co.kr/news/articleView.html?idxno=5636（2021年7月16
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機の脱却及び財政の安定化を図ろうとした545。その方法が老人療養保険制度の導入であっ

た。保健福祉部の総合対策の発表から約 3 か月後の8.15慶祝辞で金大中大統領は「老人療

養保険制度の実施などで老人診療制度を積極的に発展していく」と公式発表した546。こう

して高齢者を対象とした公的長期療養制度の導入の取り組みが始まった。 

2001年 8 月に国務総理の傘下に「老人保健福祉対策委員会」が設置された。同委員会は

翌年の2002年 7 月に「高齢社会に備えた老人保健福祉総合対策」を策定した。同対策は

「健康で活力ある人間らしい老後生活の保障」をビジョンとし、①所得支援及び雇用促進、

②健康保障の拡充、③教育・文化の活性化、④シルバー産業活性化の 4 つを政策目標とし

て掲げた547。 

高齢者の長期療養に関する政策は上記の④健康保障の拡充に位置付けられ、その政策課

題として、①長期療養サービスの拡大、②在宅福祉サービスの拡大、③老人療養サービス

の専門人材の拡充、④健康検診サービスの菅理恵体系の構築、⑤長期療養費用の負担の軽

減が設定された548。 

そして、2002年同年10月に、「老人保健福祉対策委員会」が策定した老人保健福祉総合

対策を実行する具体的な計画の「老人保健福祉総合対策実行計画」が発表された。 

同計画に盛り込まれた主な施策は、65歳以上の高齢者人口の 2 ％（ 7 万余人）が利用でき

る認知症療養病院、療養施設などの老人医療福祉施設を10年以内に設置すること、地域社

会の高齢者のための在宅サービス機関及び人材を持続的に拡充すること、中間所得層・庶

民高齢者のための実費療養保護サービスを拡大すること、施設の運営基準を緩和し、民間

の投資を活性化すること、高齢者の健康保障のための老人医学専門医・老人専門看護師を

導入することであった。そして、中長期的な計画として、要長期療養高齢者の扶養費用の

                                                   

545 保健福祉部報道資料、前掲（ 2001年 5 月31日付）、 5 ページ。 
546 行政安全部大統領記館「第56周年光復節慶祝辞 ( 改革と和合で未来を開いていきましょ
う ) 」 2001年 8 月15日付、 URL:https://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp
（ 2021年 4 月20日最終閲覧）。 
547 国務調整室老人保健福祉対策委員会（ 2002）「高齢社会に備えた老人保健福祉総合対策」
45ページ。 
548 同上。 

https://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp（2021年4月20
https://www.pa.go.kr/research/contents/speech/index.jsp（2021年4月20
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負担を減らすための療養費の所得控除方案を設けるとともに公的老人療養保護体系を構

築・実施することなどが盛り込まれた549。 

金大中政権の社会福祉改革は主に社会保険と公共扶助などの所得保障制度の充実に重点

を置いて進められた550。しかし、実際は制度の狭間に置かれた人が少なくなく、労災・雇

用保険の場合、低賃金労働者や零細・小規模企業の労働者は適用されなかった。公共扶助

もその基準がとても厳しいという問題を抱えていた551。そして、金大中政権下で、少子高

齢化社会に対応するため、老人長期療養保険制度の導入などを進めたものの、より具体的

な社会保障制度の拡充までは推進できなかった552。 

 

第 2 節 廬武鉉（ノ・ムヒョン）政権 (2003 年 2 月～2008年 2 月)  

1 ．廬武鉉政権の福祉理念と高齢者の長期療養に関する取り組みの計画 

廬武鉉政権は「参与政府」と呼ばれた。「参与政府」とは、「国民が国政の主人であり、

国民の参与を基に国政を運営するという基本精神を表す」553。また、「国民の幅広い参与

を基に改革と統合、先進国への跳躍と持続可能な発展を推進する」という意味も含んでい

る554。廬武鉉政権は「参与民主主義」を基本理念とし、「国民と共にする民主主義」、

「共に暮らす均衡発展社会」、「平和と繁栄の東北アジア時代」の 3 つを国政目標として

掲げた555。 

廬武鉉政権が社会保障の基本理念として掲げたのは「参与福祉」であった。「参与福祉」

とは、「国家の積極的な福祉役割の増大と国民の能動的な福祉政策の参与を結合して、急

                                                   

549 保健福祉部報道資料「高齢社会に備え、老人総合対策樹立・推進」 2002年10月 2 日付、
2-3 ページ。 

550 Nam Chan Seob（ 2011）前掲、 154 ページ。 
551 Nam Chan Seob（ 2018）前掲、61ページ。 
552 Nam Chan Seob（ 2011）前掲、 154 ページ。 
553 国政広報処（ 2008a ）「参与政府国政運営白書1 総論 / 大統領発言録」19ページ。 
554 同上。 
555 国政広報処（ 2008a ）前掲、20、23ページ。 
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変する社会経済的な環境の中で持続可能で高水準の福祉制度を構築し、すべての国民の人

間らしい生活が保障される参与福祉共同体を具現すること」である556。 

廬武鉉政権の経済・社会保障政策の基調は、基本的に金大中政権の政策基調を継承して

おり、経済政策は新自由主義政策を維持した557。その代表的な例が韓米の FTA の締結であ

った558。しかし、社会保障政策は金大中政権の生産的福祉を継承し、既存の福祉政策の充

実化と普遍化を図ることを目標にした559。 

廬武鉉政権は、まず、2004年・2005年 2 回にわたって、段階的に「国民基礎生活保障」

の受給要件（扶養義務者の基準）を緩和し、 4 大社会保険の適用を拡大した。そして、

2005年に低所得層の所得保障のための「緊急福祉支援法」を制定、2006年に低所得労働者

の所得保障のための「勤労奨励税制」を導入、2007年に国民年金に加入できなかった低所

得高齢者の所得保障のための「基礎老齢年金」を導入した。さらに、2007年に社会福祉サ

ービスの「バウチャー制度」を導入し、同年に「障害者差別禁止法」と「老人長期療養保

険法」を制定した560。 

また、廬武鉉政権は金大中政権より少子高齢化社会に積極的に対応した561。その対応策

の一つが公的老人長期療養保険制度の導入であった。先に記したように、公的老人長期療

養保険制度の導入を初めて明らかにし、その取り組みをスタートしたのは金大中政権であ

ったが、制度導入に向けて本格的かつ長期的に取り組んだのは廬武鉉政権であった。公的

老人長期療養保険制度の導入は、廬武鉉大統領、そして与党「新千年民主党」の公約の一

つであった。 

2002年韓国大統領選で与党の民主党大統領候補政策諮問団は、2002年10月に「国家ビジ

ョンと戦略―2002、未来に向けた希望と挑戦―」という政策公約の資料集を発表した。同

                                                   

556 参与福祉企画団（ 2004）「参与福祉 5 箇年計画―2004-2008年―」 4-5 ページ。 
557 Lee Sang Yi（ 2008）前掲、44ページ。 
558 同上。 
559 参与福祉企画団（ 2004）前掲、 4-5 ページ。 
560 Seong Kyoung Ryung（ 2014）「韓国における福祉国家の発展の政治的機制に関する研究―
盧武鉉政府と李明博政府の比較―」『韓国社会学』Vol.48(1)、 95-96 ページ、 Nam Chan 
Seob（ 2018）前掲、63ページ。 

561 Nam Chan Seob（ 2011）前掲、 160 ページ。 
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公約資料集では、長期療養政策と関連してまず、「すべての国民は健康である権利がある」

とし、「健康に対する国家の責任は近年まで消極的な水準にとどまっている。健康保険制

度の施行にもかかわらず、重病に対する国民の医療費の負担は莫大で、医療サービスの大

部分は市場機能に依存した医療機関によって供給されている」と現行の医療制度の問題を

指摘した上で、「高血圧、がん、伝染病など国民の健康を害する主要疾病は政府が徹底に

管理し、子供、老人、精神および身体障害者たちの健康を責任もって世話する」と約束し

た。また、「慢性疾患と高齢者人口の急増に備えて、長期療養サービスを拡充し、認知症、

中風などの老人性疾患に対する社会的責任を強化しなければならない」と、健康権に基づ

き、高齢者の健康を国家が責任もって管理し、高齢者の長期療養ニーズに対応して長期療

養サービスを拡充すると約束した562。 

2002年12月、上記の公約内容を具体的かつ簡潔に示した「（新しい大韓民国）国民候補

廬武鉉（16代大統領選挙政策公約資料集）」が発表された。公約は 4 大ビジョン、20大基

本政策、 150 大核心課題で構成された。高齢者の長期療養政策は、 4 大ビジョンのうち、

「暖かい大韓民国」に位置付けられた。その内容は、認知症、中風と老人性慢性疾患の治

療及びリハビリに必要な療養病院を全国に万遍なく設置、訪問サービスのなどの高齢者に

必要な療養サービスの提供、「長期療養保護に関する特別法」の制定、老人病専門医の新

設及び総合病院に老人病の専門科目の新設、国公立病院の老人病床の確保、家庭看護セン

ターの活性化、大統領直属の「高齢社会対策特別委員会」の設置・運営、「老人療養保険

制度」のモデル実施後、結果如何によって導入決定などであった563。 

公的老人長期療養保険制度の導入は、以上のように与党「新千年民主党」の大統領選挙

の政策公約として挙げられ、廬武鉉氏の大統領当選後は、保健福祉部の参与福祉の実現方

案の一つとして位置づけられた564。そして、廬武鉉政権の発足後、2003年 3 月17日に保健

                                                   

562 民主党大統領候補政策諮問団（ 2002）「国家ビジョンと戦略― 2002、未来に向けた希望
と挑戦―」 82-83 ページ。 
563 新千年民主党政策選挙特別本部（ 2002）「（新しい大韓民国）国民候補廬武鉉（16代大
統領選挙政策公約資料集）」 175 、 188 、 190-191 ページ。 
564 保健福祉部報道資料「引受委、参与福祉と生活の質の向上の主題国政討論会開催」 2003
年 1 月22日付、 5 ページ。 
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福祉部長官直属の「公的老人療養保障推進企画団」が設置された。廬武鉉政権初期は、同

企画団の主導の下で公的老人長期療養保険制度導入に向けた本格的な取り組みが進められ

た565。 

 

2 ．老人長期療養保険制度導入への取り組み 

金大中政権下である2001年 2 月に「老人長期療養保護企画団」の 1 年間の研究成果を取

りまとめた「老人長期療養保護総合対策方案第 1 次報告書」が発表された。同報告書には、

長期療養保護政策の基本方向と要長期療養高齢者数、必要人員、長期療養機関（施設・事

業所）、そして必要財政などの推計とその具体的な実施方案などが示されていた。 

しかし、同報告書は、老人長期療養保護の総合対策を策定するにあたり、短い研究期間

と不十分な基礎資料などの限界があった566。そういった限界を補強するため、国策研究所

である韓国保健社会研究院が基礎資料作成に取り組み、その成果として2001年12月に「老

人長期療養保護欲求実態調査及び政策方案」と2003年 4 月に「公的老人療養保護体系発展

方案研究」をそれぞれ策定した567。 

廬武鉉政権下では、これらの政策資料を基に、公的老人療養保障制度導入に向けた本格

的な取り組みを開始した。廬武鉉政権で同制度の導入を主導したのは「公的老人療養保障

推進企画団（以下、推進企画団という）」と「公的老人療養保障制度実行委員会（以下、

実行委員会という）」であった。 

まず、推進企画団は、公的老人療養保障制度を導入・推進するために保健福祉部長官直

属に新設された。同企画団は各界の専門家、市民団体、老人代表などで構成され、企画団

傘下には「制度・総括」「評価・判定」「報酬・給付」「施設・人員」の４つの専門委員

会が設置された568。 

                                                   

565 保健福祉部報道資料「公的老人療養保障制度導入推進」 2003年 3 月17日付。 
566 大統領諮問政策企画委員会（ 2008）「参与政府政策報告書」、 53ページ、老人長期療養
保護政策企画団（ 2001）「老人長期療養保護総合対策方案第 1 次報告書」巻頭言。 
567 大統領諮問政策企画委員会（ 2008）前掲、 53-54 ページ。 
568 保健福祉部報道資料「公的老人療養保障制度導入推進」 2003年 3 月17日付。 
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当時、制度導入に向けて同企画団が示した推進計画は、2003年 -2004 年に公的老人療養

保障体系の実行モデルの開発、2005年 -2006 年に公的老人療養保障体系のモデル実施及び

評価、2006年に法制定、長期療養報酬制定などの施行準備、2007年から段階的に実施など

であった569。   

推進企画団は、約 1 年間、企画団全体会議10回、財源調達方式及びインフラ拡充方案に

関する公聴会 2 回、財源調達方式などに関する専門家調査 1 回、日本介護保険制度の視察

及び外国専門家の招請討論会 2 回などを行い、2004年 2 月に最終報告書を発表した570。 

 推進企画団が作成した療養保障制度の試案の主要内容を見ると、まず、65歳以上の要長

期療養者数は、2003年現在、59万人（全体高齢者のうち、約14.8％）、2010年には79万人、

2020年には 114 万人に増加すると予想されていた。推進企画団は要長期療養者を最重度、

重度、軽度、軽度認知症以上及び45歳以上老人性疾患者の 4 つに分けて、65歳以上最重度

から段階的に適用していく制度導入案を提案した571。 

そして制度の財源調達については、財源調達方式に関する 2 回の公聴会と専門家の意見

調査を経て、最終的に社会保険料と税を財源とする混合方式が提案された。財源調達方式

を混合方式に採用することについては、各界（経済界、労働界、医療界、市民団体、学界

など）から同意が得られたが、財政負担割合をめぐっては意見が分かれた。労働界と市民

団体は政府の税負担を50％に引き上げ、低所得層の自己負担を10％に引き下げる必要があ

ると主張したが、企画予算処は政府の税負担を削除し、自己負担を30％に引き上げ、保険

料と自己負担だけで財源を確保する案を主張した572。 

結局のところ、推進企画団は、財政負担割合を保険料50％、税30％、自己負担20％と明

記した上で、政府の税負担割合は同案を維持することを原則とし、具体的な負担方案は保

健福祉部と関係部処が協議することにするとした573。そして、保険料負担は健康保険加入

                                                   

569 保健福祉部報道資料「公的老人療養保障制度導入推進（添付資料『公的老人療養保障制
度推進基本方向及び企画団設置・運営計画 』）」 2003年 3 月17日付、 1 、 5-6 ページ。 
570 公的老人療養保障推進企画団（ 2004b ）前掲、 1 ページ。 
571 公的老人療養保障推進企画団（ 2004b ）前掲、 2 、12ページ。 
572 公的老人療養保障推進企画団（ 2004b ）前掲、11ページ。 
573 公的老人療養保障推進企画団（ 2004b ）前掲、 11-12 ページ。 



151 

 

者で、管理運営主体は暫定的ではあるが国民健康保険公団（以下、公団という）と決定さ

れた574。 

そして、要長期療養者に提供する具体的なサービス案も出された。基本的な長期療養サ

ービスは、在宅サービスと施設サービスの二つ柱となっており、在宅サービスの種類とし

ては、訪問看病、療養、日常生活支援サービス、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、昼

間保護、短期保護、在宅療養管理指導及び支援、福祉用具貸与及び購入支援、住宅改修支

援、グループホームなどが、施設サービスの種類としては、老人療養施設、療養病床及び

療養病院で提供されるケアサービスが挙げられていた。ただ、療養病院の給付については

確定ではなかった575。 

長期療養サービスの提供は在宅サービスを優先することが原則となっており、在宅サー

ビスは80％、施設サービスは20％の水準を維持することとされた。そして、サービスの提

供に必要な核心人員としては、老人専門看護師、ケアマネージャー、看病専門人員（ホー

ムヘルパー）が挙げられ、日本の介護保険制度を参考に必要な人員（ケアマネージャーと

看病専門人員）が推計された。さらに、在宅事業所及び入所施設の拡充については、金大

中政権下で策定された「老人療養保護インフラ10箇年拡充計画（2002）」に基づき、2011

年の長期療養需要の完全充足を目標に年次的に拡充し、供給主体は公共、民間、非営利団

体などの多様化を図りつつも、公共施設を中心に構築する（公共70％）とされた576。 

さらに、評価・判定体系の開発については、要長期療養者のニーズに適切なサービスを

公正に提供するためには全国共通の客観的な基準（評価項目）と判定手続きが必須である

とのことから、要長期療養者の機能評価調査のためのサービスコードの開発が必要である

こと、そして、対象者の最終認定決定は保健・医療・福祉専門家で構成された「判定委員

会」で決定することが盛り込まれていた577。 

                                                   

574 公的老人療養保障推進企画団（ 2004b ）前掲、12ページ。 
575 公的老人療養保障推進企画団（ 2004b ）前掲、21ページ。 
576 公的老人療養保障推進企画団（ 2004b ）前掲、 23-27 ページ。 
577 公的老人療養保障推進企画団（ 2004b ）前掲、 15-18 ページ。 
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最後に企画団は最終報告書で、公的長期療養保障制度が実施されると、要長期療養者の

家族負担の緩和、健康保険財政の安定、雇用創出と地域経済の活性化、そして短期間で療

養インフラの構築などの期待を示した578。 

保健福祉部は、推進企画団の試案を基に、より具体的な実行モデルなどを設けるために

2004年 3 月30日に「公的老人療養保障制度実行委員会」を設置した。同委員会は、元保健

福祉部長官 Cha Heung Bong 氏をはじめ、保健・医療・社会福祉専門家と経済界、労働界、

言論界及び市民団体、研究機関、政府部処などの21人の委員から構成されており、委員会

内には「制度・法令」「モデル事業」「運営プログラム」の三つのチームからなる実務企

画団が設置された579。 

当初、実行委員会は、2004年10月まで研究を行い、最終報告書を発表する計画であった

が、より具体的な研究を行うため、研究期間を 2 か月延長し、2005年 2 月に最終報告書

「公的老人療養保障制度実施模型開発研究」を発表した580。 

実行委員会が作成した試案の主要内容をみると、まず制度名は「老人療養保険制度」と

決定された。その理由は、「制度の主対象者が老人であることを明確にしており、さらに

長期療養保護（ long-term care ）の意味を最も反映しているから」であった581。 

制度の運営は、老人療養保険制度を創設し、制度法は別途法律で制定することとした。

そして、管理運営は国民健康保険公団に委ねることにした。だた、自治体（市・郡・区）

には、療養保護高齢者の発掘と依頼、評価判定委員会の参加、療養施設の拡充及び指導・

監督などの行政的支援の役割を付与した582。 

老人療養保険制度の対象者は65歳以上の高齢者と45歳 -64 歳の老化及び老人性疾患者と

決められ、64歳以下の療養サービスを必要とする障害者は制度安定後、改めて検討するこ

ととなった。そして対象者の判定は評価判定基準に基づき、「評価判定委員会」が療養等

                                                   

578 公的老人療養保障推進企画団（ 2004b ）前掲、32ページ 
579 保健福祉部報道資料「公的老人療養保障制度実行委員会稼働」 2004年 3 月31日付。 
580 実行委員会は 2 か月、実務企画団は 3 か月延長された。公的老人療養保障制度実行委員
会（ 2005）「公的老人療養保障制度実施模型開発研究」18、20ページ。 
581 公的老人療養保障制度実行委員会（ 2005）前掲、39ページ。 
582 公的老人療養保障制度実行委員会（ 2005）前掲、40ページ。 
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級などを判定し、療養等級は心身機能状態、サービスの必要量などを考慮して 3-5 等級に

区分することにした583。 

提供されるサービスは、施設サービス 3 種類と在宅サービス10種類で、現物給付の提供

を原則とするが、サービスの提供が難しい場合に限って現金給付を認めることが検討され

た。そして、財源構成は利用者の自己負担20％、保険料と税を合わせて80％とし、低所得

者などには軽減制度を設けることにした584。 

実行委員会は、以上の制度試案を基に2005年 7 月から2007年 6 月までの 2 年間のモデル

事業を実施した後、2007年から健康保険制度下で重度高齢者から段階的に実施した後、

2010年に創設された老人療養保険制度に転換する A 案と2007年 7 月から老人療養保険制度

を段階的に施行する B 案を提案した585。 

こうした実行委員会の制度試案を基に政府と与党側は協議を行い、制度の基本案を作成

し、制度のモデル事業を2005年 7 月から 3 次にわたって実施した。それと同時に、保健福

祉部は、同制度の法案を作るための公聴会を行い、その後、2006年 2 月16日に「老人スバ

ル保険法案」を政府案として国会に提出した。この時期に提出された制度関連法案は政府

案を含む 6 法案であった586。これらの法案は2006年 9 月18日に一括上程され、約半年間に

わたって審議を行ったが、どの法案も可決には至らなかった。 

 

 

 

 

                                                   

583 公的老人療養保障制度実行委員会（ 2005）前掲、 41-42 ページ。 
584 公的老人療養保障制度実行委員会（ 2005）前掲、 42-44 ページ。 
585 公的老人療養保障制度実行委員会（ 2005）前掲、 45-46 ページ。 
586 6 法案は、①政府案「老人スバル保険法」、② Jeong Hyung Geun 議員 ( ハンナラ党 ) 代
表発議「国民長期療養保険法案」、③ An Myeong Ok 議員（ハンナラ党）代表発議「国民療
養保障法案」、④ Kim Choon Jin議員（ヨルリンウリ党）代表発議「国民長期療養保険法
案」、⑤ Hyun Ae ja 議員（民主労働党）代表発議「長期療養保障法案」、⑥ Jang Hyang 
Sook議員（ヨルリウリ党）代表発議「長期療養保険法案」であり、これらの他に Ko Kyung 
Hwa 議員 ( ハンナラ党 ) が社会福祉協会の「老人スバル保険法制定に関する請願」を提出
した。 
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3 ．公的長期療養保障法案の審議過程における争点 

（ 1 ）制度給付の適用範囲 

公的長期療養保障法案の審議過程において最も大きな争点となったのは、保険制度給付

の適用範囲、管理・運営主体、財政負担などであった。まず、保険制度給付の適用範囲に

関する争点第一は給付の適用範囲に障害者を含めるか否かであった。上程された 6 法案の

うち、障害者を給付範囲に入れてない法案は政府案のみであって、その他の法案は、障害

者を含む65歳の高齢者又は64歳以下の老人性疾患者、そして、全国民を給付の対象者とし

た。 

公聴会では、高齢者だけではなく障害者を給付範囲に入れるべきであるという意見が多

く、社会保険制度の普遍的な性格から、高齢者・障害者のみならず全国民を対象者とし、

機能喪失の原因と関係なく療養サービスが必要な人なら誰でもサービスを受けられるよう

にすべきであるという意見があった587。 

しかし、何回も行われた法案審議において政府側（保健福祉部）は、高齢者と障害者の

サービスの内容と目的、そして判定基準の相違点と財政問題を理由に反対の立場を堅持し

た588。 

 結局、給付範囲に障害者を含めるか否かをめぐる争点は妥協案として、制定される老人

長期療養保険法に障害者を対象にした療養サービスの対策を今後樹立していくとの条文を

規定することになり、政府案通りに障害者は給付範囲に含まれず、65歳高齢者または64歳

以下の老人性疾患者だけが保険制度の対象として定められた589。 

 

                                                   

587 国会事務処（ 2006a ）前掲、 8-11、 13-14 ページ。しかし、公聴会に参加した大韓老人
会中央会の代表者は、障害者が給付範囲に含まれると保険制度の全体的な財政負担が増加
するので、制度の恩恵を受けられる高齢者は重度の高齢者に限られる可能性があることか
ら、高齢者だけを受給者とすることを主張した。国会事務処（ 2006a ）前掲、13ページ。 

588 国会事務処（ 2006b ）「第 262 回国会（定期会）保健福祉委員会会議録（法案審査小委
員会）第 6 号」15ページ、国会事務処（ 2006c ）「第 262 回国会（定期会）保健福祉委員
会会議録（法案審査小委員会）第11号」26ページ、国会事務処（ 2006d ）「第 262 回国会
（定期会）保健福祉委員会会議録（法案審査小委員会）第13号」 4-5 ページ。 
589 国会事務処（ 2006e ）「第 262 回国会（定期会）保健福祉委員会会議録第10号」 6 ペー
ジ。 
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（ 2 ）受給者数 

次に、受給者数である。保険制度給付の適用範囲に関する第二の争点は、実質的にサー

ビスを受けられる受給者の数であった。政府案は2008年 7 月から施行される保険制度の対

象者数を、重度の 1 ・ 2 等級の 8 万5000人と推計し、2010年に対象者数を16万6000人に拡

大するとした590。 

しかし、政府案の受給者数の推計について法案審査小委員会の委員及び研究者たちは、

極めて少ない対象者のために全国民が保険料を支払うことは妥当ではなく、受給者数をさ

らに拡大するようにと要求した591。こうした要求を受けて保健福祉部は、財政の許す限り、

在宅給付サービスの対象者となる 3 等級まで、サービスの受給者を拡大することを検討す

ることにした592。   

 

（ 3 ）管理・運営主体 

次は、管理・運営主体である。管理・運営主体を巡っては、公団にするかそれとも自治

体にするかで意見が対立した。公聴会では、財政管理、等級判定管理などの業務について

は、財政管理をするところでニーズ調査及び等級判定をすると、財政状態の影響を受けて

等級判定の客観性が担保できないので、財政管理主体と等級判定主体を分離する必要があ

るという意見が挙げられ、業務は一つのところに委ねず、公団と自治体に分担させるとい

う意見が多かった593。 

まず、保険料の賦課・徴収する保険者としての主体については、長期療養制度が社会保

険方式であるため、公団にする意見が多く、大体一致していた594。しかし、ニーズ調査及

び等級判定を行う主体については意見が分かれた。 

                                                   

590 国会事務処（ 2006d ）前掲、 12-13 ページ。 
591 国会事務処（ 2006a ）前掲、 9 、 29-30 ページ、国会事務処（ 2006d ）前掲、13ページ。 
592 国会事務処（ 2006d ）前掲、 13-14 ページ、 
593 国会事務処（ 2006a ）前掲、 7 、 9 、11、28ページ、国会事務処（ 2006f ）「第 262 回
国会（定期会）保健福祉委員会会議録（法案審査小委員会）第 9 号」 7 ページ。 
594 国会事務処（ 2006a ）前掲、 7 、 9 、11、 18-19 ページ。 
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まず、ニーズ調査及び等級判定を行う主体として自治体を主張した側は、保険制度のサ

ービスは地域密着型であるので、地域住民と資源について最も良く知っている自治体がニ

ーズ調査を行うべきであると主張した595。他方、公団を主張した側は、等級判定にあたり、

政治的な影響を受けず、全国で客観的かつ同一な基準に基づいて運営できるのは公団であ

り、公団は、サービスの質を同じ基準に基づいて管理できると主張した596。 

結局のところ、管理・運営主体については、市・郡・区長の意見597を考慮して、保険者

とニーズ調査は公団が、等級判定は、市・郡・区に設置される判定委員会が行うことにし

た。 

 

（ 4 ）財源負担 

最後に財源負担である。まず、政府案を見ると、利用者の自己負担率は20％と明記した

のに対し、国家の財源負担率は予算範囲内で大統領令に基づいて委任すると規定しただけ

で、正確な公費負担率を明記しなかった。 

政府案の公費負担率について、保健福祉委員会では、財政負担の責任回避という批判が

提起されていることから、公費負担率を具体的に明示するよう保健福祉部側に提案した598。

そして公聴会でも、政府案の国家の財源負担率を明示的に規定していないことについて、

責任回避であると指摘した上で、公費負担率を50％とするとともに低所得層などの利用者

が制度の狭間に落ちないように利用者の自己負担率を10％とすべきであるとの意見が多数

であった599。 

これについて保健福祉部側は、公費負担率の具体的な明記は受け入れたが、自己負担率

の引き下げについては、自己負担率が現在の高齢者にとって高いと思うけれども、財政負

                                                   

595 国会事務処（ 2006a ）前掲、 9 、17ページ。 
596 国会事務処（ 2006a ）前掲、11、 18-19 ページ。 
597 全国市長郡長区庁長協議会は、老人療養保障法制定に関する検討意見で、「老人スバル
サービスは、公平かつ効率的に提供されなければならなく、そのために、公団が総括的な
運営を行うべきである」とした。国会事務処（ 2006a ）前掲、18ページ。 
598 国会事務処（ 2006g ）「第 262 回国会（定期会）保健福祉委員会会議録第 2 号」33ペー
ジ。 
599 国会事務処（ 2006a ）前掲、10、12、19、50ページ。 
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担から10％に下げることはできないとし、その代わりに在宅サービスの自己負担率を20％

から15％に下げるとともに利用者の所得水準に応じて負担率を調整するとした600。 

公費負担率の具体的な明記について保健福祉部側は、当該年度の保険料の見込み収入の

20％を公費負担率とすると明記した。これについて、保健福祉委員会の委員たちは、全体

財源の20％ではなく、保険料の見込み収入の20％を公費負担率とすることは、実質的な国

家の財源負担は下がる一方で、国民の保険料負担は増加すると批判し、公費負担率を25％

に引き上げるよう要求した601。 

 しかし、保健福祉部側は、国民健康保険と同様に公費負担率は保険料の見込み収入の

20％とした方が妥当であると返答した。さらに、企画予算処側も、（公費負担率を）25％

に引き上げると、国民健康保険の公費負担率も同じく25％に引き上げなければならなくな

り、そうなると、国家財政に致命的な問題となると、公費負担率20％を主張した602。こう

した論議の末、公費負担率は、政府側の主張通りの当該年度の保険料の見込み収入の20％

と定められた。 

以上のように、公的長期療養保障法案の争点を巡って論議がされたものの2006年 9 月18

日に一括上程された 6 法案は可決に至らず廃棄された。代案として保健福祉委員会（法案

審査小委員会）が作成した老人長期療養保険法案が2007年 4 月 2 日に可決され、公布され

た。 

 

 

 

 

 

 

                                                   

600 国会事務処（ 2006b ）前掲、25ページ、国会事務処（ 2006c ）前掲、23ページ、 
601 国会事務処（ 2006d ）前掲、 25-26 、28、30ページ、国会事務処（ 2006e ）前掲、 7 ペ
ージ。 
602 国会事務処（ 2006d ）前掲、26、29ページ。 
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4 ．老人長期療養保険制度の導入に向けた療養保護士と長期療養機関の整備 

老人長期療養保険法の施行に先立ち、同制度の施行に向けた必要な人員と長期療養機関

などのインフラ整備が進められた。 

 

（ 1 ）療養保護士資格の創設 

まず、必要人員としては、法案の審議過程において療養保護士、療養管理者、療養福祉

士が挙げられた。療養保護士は、利用者に直接サービスを提供する業務を行い、療養管理

者は、ニーズ調査及びケアプランを作成する業務、そして療養福祉士は、要長期療養者家

族の心理的ケア及び相談、そして療養保護士の指導・管理を行う603。 

保健福祉部は、療養管理者の業務は公団の職員を採用して行うため、新しい職種を作る

必要はなく、また療養福祉士の業務も社会福祉士の業務と重複するため、新しい国家資格

制度として導入するのは、療養保護士のみであると説明した604。 

療養保護士の業務は、従来の高齢者の入所・在宅サービス機関で利用者に直接サービス

を提供していた生活指導員と家庭奉仕員の業務と類似しており、新しい制度施行に伴い、

名称独占資格として創設された。 

老人福祉法施行規則が2008年 1 月28日に改正（2008年 8 月 4 日施行）され、療養保護士

の業務範囲、資格の取得方法などが定められた。療養保護士の資格取得には年齢や学歴の

制限はなかったが、資格は 1 級と 2 級の区分があり、 1 級は理論80時間、実技80時間、実

習80時間合計 240 時間を、 2 級は理論40時間、実技40時間、実習40時間合計 120 時間をそ

れぞれ養成機関で教育を受ける必要があった。療養保護士の資格は、試験なしで取得でき

る資格となっていたため、比較的にとりやすい資格となっていた605。 

 

 

                                                   

603 国会事務処（ 2006f ）前掲、36ページ。 
604 国会事務処（ 2006f ）前掲、 37-38 ページ、国会事務処（ 2006c ）前掲、 5 ページ。 
605 保健福祉部報道資料「老人長期療養保険制度施行に備えて、療養保護士国家資格制度新
設」 2008年 1 月28日付、 1-2 ページ。 
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（ 2 ）長期療養機関の整備 ―公立中心から民間中心からへの転換― 

次は、長期療養機関の整備である。老人長期療養保険制度施行に向けた長期療養機関の

整備は、金大中政権下で策定された「老人療養保護インフラ10箇年拡充計画（2002）」に

沿って進めれた。本来、老人長期療養保険制度による長期療養サービスの提供は、公立機

関が主導する方針であった。当時、同制度を推進した推進企画団は、長期療養サービスの

提供機関の主体の多様化を図りながらも、「民間事業者の市場参入により公的長期療養体

制の基本的な意味と概念が損なわれないように」国の責任で公立機関を整備していく方針

を明らかにした606。具体的には、2011年をめどに、必要な長期療養機関の約70％（療養病

院と療養施設を合わせて 1,086 か所607、在宅事業所を 6,409 か所）を公立機関で整備する

計画であった608。 

ところが、公立機関の整備は、自治体の老人長期療養保険制度に関する認識不足や予算

不足、そしてニンビー問題609などにより、計画通りに進まなかった。そして、民間事業者

も、長期療養機関の設置資金と今後の運営収支の予測を立てることの難しさから、長期療

養市場への参入をためらっていた610。 

老人長期療養保険制度の施行が迫ってきている中、保健福祉部は、自治体及び民間事業

者の長期療養機関の設置を促すために、2006年 9 月25日から29日にかけて全国を巡回する

「老人療養施設拡充の事業説明会」を開催した611。さらに、翌年には、長期療養機関が地

域間で均一に設置されない問題を改善するためには民間事業者の積極的な市場参加が必要

                                                   

606 公的老人療養保障推進企画団（ 2004a ）前掲、 280 ページ。 
607 「老人療養保護インフラ10箇年拡充計画（ 2002 ）」には 1,088 か所となっている。保健
福祉部報道資料「今年老人療養施設 349 か所を大幅新築支援（参考資料『施設拡充 ₋ 統計
資料（最終 ）』）」 2006年 1 月11日付。 
608 公的老人療養保障推進企画団（ 2004a ）前掲、 281-282 ページ。 
609 施設自体は必要だと思うが、自分の地域には設置したくないと思うことで、いわゆる
「地域利己主義」のことを表す言葉である。「 Not In My Back Yard 」の頭文字を取って
「 NIMBY 」と呼んでいる。 

610 公的老人療養保障制度実行委員会（ 2005）前掲、 256 ページ、「保健福祉部報道資料」
「全国的に老人19千余名対象の療養インフラ不足（添付資料『老人療養施設報道資料 』）」
2006年 9 月22日付、 3 ページ。 
611 「保健福祉部報道資料」前掲（ 2006年 9 月22日付）、 1 ページ。 
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であると訴えながら、2007年 7 月18日から25日にかけて、民間事業者を対象に「老人長期

療養保険インフラ拡充説明会」を全国で開いた612。 

こうして長期療養機関の整備は、国家の責任の下で、公立機関を中心に設置するといっ

た当初の方針とは異なり、民間事業者を中心に進められるようになった。 

廬武鉉政権は金大中政権の「生産的福祉」を継承して、社会保障制度の充実化を図った。

高齢者の長期療養政策の場合、廬武鉉大統領の公約の一つとして挙げられ、廬武鉉政権発

足直後から長期療養の社会化を目指した「公的長期療養保障制度」の導入に向けた取り組

みが進められた。「老人長期療養保険法」の制定過程では、医療、労働、老人、人権団体

など多様な団体が参加し、積極的に意見を出したが、その意見はあまり反映されなかった

613。 

そして、廬武鉉大統領と与党「新千年民主党」は、大統領選挙時に国民の健康保護に対

する国家の役割が今まで消極的であったことを指摘しながら、健康権に依拠して高齢者の

健康を国が責任を持って徹底的に管理すると約束した。ところが、社会福祉サービスにお

ける「バウチャー制度」の導入と「老人長期療養保険制度」における市場化・営利化政策

の導入により、高齢者の健康は国家ではなく、市場に任せられるようになった。こうして

「老人長期療養保険制度」は、新自由主義的な制度として始まった。 

 

第 3 節 李明博（イ・ミョンバク ) 政権 (2008 年 2 月～2013年 2 月)  

1 ．李明博政権の福祉理念と高齢者の長期療養に関する取り組み 

 李明博政権は10年ぶりに与野党を政権交代した保守政権である。李明博政権は、憲法の

基本理念である自由民主主義と市場経済原理に基づいた「先進化を通じた世界一流国家」

を国家ビジョンとして掲げた614。そして、国家ビジョンを達成するための 5 大国政指標と

                                                   

612 「保健福祉部報道資料」「老人長期療養保険の民間参与拡大説明会開催」 2007年 7 月13
日付、 2-3 ページ。 
613 Yu Eun Ju（ 2008）「老人長期療養保険の政策過程に関する研究― Kingdon の政策の流れ
モデルを適用し―」『韓国政策科学学会学術大会発表論文集』、 179-182 ページ。 
614 第17代大統領職引受委員会（ 2008）「白書 1 成功そしてナヌム」36ページ。 
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して「仕える政府」、「活気あふれる市場経済」、「能動的な福祉」、「人材大国」、

「成熟した世界国家」を掲げ、その実現に向けた21大戦略目標と 193 個の国政課題を設定

した615。 

 5 大国政指標の一つである「能動的福祉」は李明博政権の福祉理念であった。「能動的

福祉」とは、「貧困と疾病などの社会的リスクを事前に予防し、危険にさらされている人

たちは仕事を通じて再起できるように助け、経済成長に寄与する福祉政策を意味する」616。

李明博政権では、仕事を通じた福祉を提示しており、福祉政策における労働の役割を強調

した617。 

李明博政権の社会保障政策は、廬武鉉政権下で導入・制定された制度を施行する一方で、

市場主義的な福祉拡大と福祉縮小を同時に進めた。具体的には、「勤労奨励税制」、「基

礎老齢年金」、「老人長期療養保険制度」は、李明博政権下の2008年に計画通りに施行さ

れた618。一方では、保育支援事業の場合、廬武鉉政権の保育支援事業を継承しながらも、

バウチャー制度の導入による市場主義的な保育事業の拡大を試みた619。そして、国民基礎

生活保障受給者の勤労判定基準と障害者の障害判定基準を厳しくし、事実上、福祉の縮小

を進めた620。 

 

 

 

                                                   

615 第17代大統領職引受委員会（ 2008）前掲、40ページ。 
616 保健福祉部報道資料「『仕事、機会、配慮』により能動的福祉実現 - 福祉部、08年大統
領業務報告にて福祉政策目標と実践計画提示 - 」 2008年 3 月25日付。 
617 Kim Won Sub・ Nam Yun Cheol（ 2011）「李明博政府の社会政策の発展―韓国福祉国家拡大
の終わり？―」『亜細亜研究』 Vol.54 （ 1 ）、 123 ページ。労働の役割を強調する福祉政
策から李明博政権では、 2008年世界金融危機の対応策として、職業訓練と雇用情報サービ
スを拡充し、また、雇用を増やす積極的な労働市場政策に対する財政支出を大きく拡大し
たが、一方で、基礎生活保障制度を中心とする所得保障政策には消極的な態度を取った。
Seong Kyoung Ryung（ 2014）前掲、 105 、 109 ページ、Kim Won Sub・ Nam Yun Cheol（ 2011）
前掲、 133-134 ページ。 

618 Kim Won Sub・ Nam Yun Cheol（ 2011）前掲、 129 ページ。 
619 Kim Won Sub・ Nam Yun Cheol（ 2011）前掲、 139 ページ。 
620 Nam Chan Seob（ 2018）前掲、69ページ。 
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2 ．李明博政権下における老人長期療養保険制度施行に向けた準備状況 

高齢者の長期療養政策は、能動的福祉を実現する戦略目標の一つである②予防・マチュ

ム・統合型福祉の課題として位置付けられた621。李明博大統領は、大統領選挙公約として、

老人長期療養保険制度の給付対象者の拡大（ 3 等級から 4 等級まで）、利用者の自己負担

金の引き下げ（在宅：15％→10％、施設：20％→15％）、そして、任期 5 年間長期療養施

設 500 か所の設置を掲げた622。しかし、これらの公約は縮小・破棄された。 

李明博政権発足後、大統領職引受委員が策定した李明博政権の核心政策課題（ 193 個）

では、老人長期療養保険制度の給付対象者の拡大は、短期間でインフラの拡充が難しく、

法的・財政的な追加措置が必要なことから任期内に中・長期的に推進するけど、給付範囲

の拡大は制度施行 1 年後に評価・検討することにし、自己負担金は制度施行後、評価・検

討した後、自己負担率を決定するとし、長期療養施設 500 か所の設置については、何も示

されていなかった623。 

その後、大統領職引受委員が策定した 193 個の国政課題を修正・補完した「李明博政府

の 100 大国政課題」では、老人療養施設の拡充は、農漁村地域に2012年まで68か所を設置

し、給付対象者の拡大は2012年下半期から推進することになっていた624。 

以下、李明博政権下で実際に推進された高齢者の長期療養政策の具体的な取り組み内容

を整理する。 

 

（ 1 ）老人長期療養保険制度施行に向けた民間事業者の長期療養市場参入への促し 

李明博政権発足初期は、老人長期療養保険制度の施行が迫っていたことから、同制度が

無事施行されるように、前政権に引き続き、その準備に重点が置かれていた。 

                                                   

621 第17代大統領職引受委員会（ 2008）前掲、44、 148 ページ。 
622 ハンナラ党（ 2007）「一流国家希望共同体大韓民国」 116 ページ。 
623 第17代大統領職引受委員会（ 2008）前掲、 148 ページ。。 
624 大韓民国政府（ 2008）「李明博政府の 100 大国政課題」63ページ、大韓民国政府（ 2013）
「李明博政府国政白書 2008.2-2013.2（01．国民とともに作ったより大きい大韓民国）」
263 ページ。 
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まず、2008年 3 月 6 日から 4 月16日まで民間事業者を対象に「在宅長期療養機関の拡充

説明会」を全国で開催し、民間事業者の長期療養市場への参入を促した625。特に、在宅サ

ービスの事業だけを対象にした今回の説明会では、在宅事業所の設置条件を説明しつつ、

在宅サービス事業の成功事例・失敗事例なども紹介した626。 

さらに、老人長期療養保険制度の施行直前には、保健福祉部の報道資料を出して、「真

面目に運営すれば十分な収益が得ることができるように長期療養報酬が設計されており、

また、真面目な事業者が運営上、財政的に厳しい状況になったら、いつでも持続的に長期

療養報酬の水準を調整する計画を持っている」と発表し、民間事業者を安心させ、民間事

業者の長期療養市場参入による長期療養機関の整備を推進した627。 

 

（ 2 ）長期療養機関の長期療養事業の一斉登録 

そして、2008年 3 月からは、車いす、杖などの福祉用具の優秀製品認定の受付が始まり

628、 4 月15日からは、要長期療養認定の申請が始まった。そして、 4 月21日から長期療養

機関（在宅事業所・施設を含む）の設置申告の一斉受付が行われた。 

長期療養機関は、大きく在宅サービスを提供する在宅事業所と入所サービスを提供する

老人療養施設に分けられる。老人長期療養保険制度から長期療養サービスを提供するため

には、老人長期療養保険法に基づき、長期療養機関として指定される必要がある。それゆ

え、従来から老人福祉法に基づいてサービスを提供していきた在宅老人福祉施設と老人住

居福祉施設は、その法的根拠が老人福祉法にあったため、改めて長期療養機関として指定

される必要があった。それゆえ、同制度の本格的な施行に先立って、既存のサービス機関

などを対象に長期療養機関の指定申請が一斉に始まった。 

                                                   

625 保健福祉部報道資料「民間対象に在宅長期療養機関の拡充説明会開催（添付資料『民間
在宅療養 3.6. 』）」、 1-2 ページ。 
626 保健福祉部報道資料、前掲（ 2008年 3 月 7 日付）、 1 ページ。 
627 保健福祉部報道資料「老人長期療養保険の準備状況（添付資料『（別冊）老人長期療養
保険制度 6.10 』）」 2008年 6 月11日付。 

628 老人長期療養保険制度の福祉用具貸与サービスから提供される製品は高齢親和産業支援
センターで優秀製品として認定を受ける必要があった。 
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そして、2008年 5 月には保険制度の成功的な定着のための国民の理解と協調を呼びかけ

る「大国民協調文」が発表された629。その後、 6 月10日に保険制度の準備状況に関する記

者ブリーフィングが行われ、 7 月 1 日から老人長期療養保険制度が施行された。 

 

3 ．老人長期療養保険制度施行後における長期療養サービスの現状 

公的長期療養保障制度である「老人長期療養保険制度」が2008年 7 月から施行された。

しかし、同制度は、施行初期から様々な問題を抱えていた。「健康権実現のための保健医

療団体連合」、「健康セサンネットワーク」、「全国民主労働組合総連盟」、「参与連

帯」、「韓国女性団体連合」などの11労働社会市民団体は、韓国国会の政府機関などに対

する国政監査を控えて、2008年10月、保健福祉部の前で記者会見を開き、次のように語っ

た。 

 労働社会市民団体は「老人長期療養保険制度が施行される前、多くの労働市民社会団体

及び専門家は、現在のような老人長期療養保険は、全国民の安定的な老後の責任を負うど

ころか、療養サービスの質も担保できないだけでなく、全国民の老後を市場化させ、金儲

けの対象に転落させるしかないことを何度も警告してきた。しかし、政府は、市場がすべ

てを解決してくれるという基調のもと、むしろ規制を緩和するなど老人長期療養保険を利

潤追求の対象に転落させた」と批判しながら、高い自己負担金と長期療養機関の偏在など

によって、長期療養認定を受けたにも関わらず、少なくない認定者が制度の利用ができな

くなっていると語った。また、「老人長期療養保険制度が全国民の療養負担を減らすため

の療養保険制度に位置づけられるためには、給付対象を療養等級 5 等級にまで拡大しなけ

ればならず、・・・長期療養保険制度の保険財政に対する国の負担を現行の 20% からより

拡大しなければならない」とした。さらに、「療養保護士は、勤労基準法など最小限の基

本権さえまともに保障されておらず、最近ではセクハラ被害まで発生するなど、劣悪な労

働環境にさらされている」指摘、自己負担金の引き下げ及び等級外認定者のための療養サ

                                                   

629 保健福祉家族部報道資料「行安部・福祉部、老人長期療養保険関連大国民協調文発表」
2008年 5 月15日付。 
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ービスの保障対策、公共施設の拡大、療養サービスの質の向上、療養労働者の勤労条件の

保障、保険財政の国家負担の拡大など、老人長期療養保険の公共性の強化のための対策を

求めた630。 

 そして、制度施行 1 周年を迎えた際にも、「健康セサンネットワーク」などの市民団体

は、記者会見を開き、改めて老人長期療養保険制度の公共性を促した。そして、韓国労働

組合総連盟も、長期療養機関の過当競争、療養保護士の劣悪な勤務環境、療養等級判定の

客観性などの問題を挙げながら、老人長期療養保険制度の公共性を強化する改善策を求め

た631。 

ところが、このような労働市民団体などの要求にもかかわらず、李明博政権は、長期療

養市場を改善する改革は行わず、長期療養サービスの提供を民間が主導する市場に任せた。

以下、韓国の長期療養市場でどのような問題が起きていたのか、そしてそのような問題に

対し、李明博政権は具体的にどのような対応を取ったのかについて詳述する。 

 

（ 1 ）対象者 

制度施行 1 年目（2008年 4 月～12月）の申請者数は 376,032 人であった。65歳以上高齢

申請者数は 358,441 人で、そのうち、最終的に要長期療養認定を受けた高齢者は全体高齢

者人口約 4 ％の 200,259 人であった632。これは、当初、政府側が制度施行初年度に給付対

象者として予想していた 3.1 ％（全高齢者人口対要長期療養高齢者の割合）を上回る人数

であった633。 

保健福祉部は制度施行 1 年間の成果として、給付対象者の持続的な増加を挙げながら、

2010年には対象者の範囲を現行 3 等級から等級外 A の一部まで拡大するとともに対象者数

                                                   

630 参与連帯「老人長期療養保険の公共性の強化を促す労働市民社会団体の記者会見の開催」
URL:https://www.peoplepower21.org/Welfare/664665 （ 2022年 1 月10日付）。 

631 「毎日労働新聞」「老人長期療養サービスの公共性の強化の促し」 2009年 7 月 2 日付、
URL:https://www.labortoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=89829 （ 2022年 1 月10日付）。 

632 国民健康保険公団（ 2009）「 2008 長期療養保険統計年報」48、 160 ページ。 
633 保健福祉部老人長期療養保険推進団報道資料「老人長期療養保険準備状況（添付資料
『（記者ブリーフィング資料）老人長期療養保険準備状況』」 2008年 6 月10日付、22ペー
ジ。 
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を35万人（高齢者人口の6.53％）まで拡大する計画を明らかにした634。しかし、給付対象

者の拡大は、 3 等級の認定基準点数を緩和（55点以上～75点未満→53点以上～75点未満）

するにとどまった（2012年 7 月 1 日から実施）。 

図 4-1 は、李明博政権下（2008年 -2012 年）における老人長期療養保険制度の全体申請

者数及び認定者数の年次推移である。図 4-1 を見ると、申請者数が2010年を除く、年々増

加していることがわかる。しかし、認定者（ 1 等級～ 3 等級）の内訳をみると、長期療養

度が最も高い 1 ・ 2 等級の認定者が全体申請者数に占める割合は年々減り続けている。特

に、 1 等級の場合、制度施行直後の2008年には、 57,396人であったが、2012年には、

38,262人まで低下している。 

 

図 4-1  李明博政権下（2008年 -2012 年）における老人長期療養保険制度の全体申請者数

及び認定者数の年次推移 

 
資料：国民健康保険公団（2009-2013）「 2008-2012 老人長期療養保険統計年報」により作
成。 
注：申請者数の統計基準は、 2011年度に、 2008年 4 月から申請した人の累積数に変更され
た。 

                                                   

634 保健福祉部報道資料「老人長期療養保険、安定的に定着しています（添付資料『老人長
期療養保険施行 1 年の成果と今後の課題 』）」 の 2009年 6 月29日付、 3 ページ。 
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国民健康保険公団は、老人長期療養保険制度施行 1 周年を迎えて報道資料を通じて、

「今まで適切な長期療養サービスを受けることができなかった高齢者が、制度施行により、

多様なサービスを受けられるようになったことで、身体および認知機能が大きく改善され

た」と自評した635。 

しかし、 Lee Yun Kyung は「長期療養認定者の機能状態は大きく改善されにくい状態で、

ほとんど維持または悪化する可能性が高く、一部に限って機能状態の改善が見られる」と

述べており、また、申請者規模に比べて認定者の比率が低いことは、老人長期療養保険制

度が社会保険制度であるにもかかわらず、受給権基準を厳しくしているからだと述べてい

る636。 

そして、 Chon Yong Ho は、長期療養認定調査員（国民健康保険公団職員） 5 人などを対

象に実施したインタビュー調査で、認定をもっと厳しくし、また、 1 等級の比率を減らす

ために、調査の際に、 5 ～ 6 調査項目の基準をもっと高く上方修正するようにとの指示が

イントラネットを通じて公団本部から全国の支部（長期療養認定センター）にあったとい

う話が寄せられたことを踏まえて、 1 ・ 2 等級認定者が減り続けている原因は、重度高齢

者数の減少ではなく、国民健康保険公団が費用統制のために、人為的にその基準を上方修

正した可能性があると分析している637。 

 

（ 2 ）自己負担金の軽減制度 

次に、自己負担金である。先述したが、利用者の自己負担率の引き下げは李明博大統領

の公約であった。李明博政権では、自己負担率の引き下げについて、制度施行後、評価・

                                                   

635 国民健康保険公団が 2009年 4 月 1 日から 5 月 7 日まで更新申請を行った者を対象に調
査・分析した結果によると、全体更新申請者のうち、 23.9% の更新申請者がの長期療養等
級が改善された。国民健康保険公団報道資料「老人長期療養保険施行 1 年、等級改善
23.9％で機能状態大きく改善され」 2009年 5 月14日付。 
636 Lee Yun Kyung（ 2012）「老人長期療養保険の等級判定現況及び問題点」  『保健 · 福祉
Issue&Focus』 3 ページ、 Lee Yun Kyung（ 2010b ）「利用者視点からの高齢者長期療養保険
制度の評価及び改善方案」『保健福祉フォーラム』 Vol.168 、27ページ。 
637 Chon Yong Ho （ 2012）「韓国の老人長期療養保険の主要な問題点と改善方案 -Gilbert & 
Terrel の分析項目を用いて」『韓国地域社会福祉学』 Vol.43 、 354-355 ページ。 
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検討の上で決定するとした638。ところが、制度施行後、2008年12月に出された利用者の自

己負担金に関する軽減措置をみると、2009年 1 月から医療給付受給者から一般健康保険加

入者に転換された次上位639健康保険転換者約 4 千人の自己負担金を50％軽減することにと

どまっていた640。 

 老人長期療養保険制度のモデル事業が実施された地域の在宅サービスを利用している長

期療養者の家族を対象に実施した実態調査（アンケート調査）によると、回答者の約

18.7％が、高齢者の長期療養を行うにあたって最も難しい点として費用負担をあげた。ま

た、回答者の約47.5％は、長期療養にかかる経済的な支援を望んでいた641。そして、長期

療養サービスの未利用の事由に関する保健福祉部の内部資料によると、2011年末現在、長

期療養認定を受けた41,347人のうち、 877 人（ 2.1 ％）は長期療養認定を受けたにも関わ

らず、経済的な理由で制度を利用していなかった642。 

それだけでなく、低所得層の高齢者の中には、老人福祉法下で無料でサービスを利用し

ていたが、保険制度に転換されることによって、経済的な負担でサービスを利用できない

人が少なくなく存在していた643。ところが、李明博政権の任期が終わるまで、自己負担率

の引き下げは行われず、低所得層の高齢者のためのさらなる軽減率の引き下げもほとんど

なかった。 

 

（ 3 ）療養保護士の現状 

 次は、療養保護士である。療養保護士は長期療養サービス提供の核心人員である。前政

権では、療養保護士を短期間で確保するため、年齢・学歴を問わない無試験で、ただ養成

                                                   

638 第17代大統領職引受委員会（ 2008）前掲、 148 ページ。 
639 次上位階層とは、国民基礎生活受給権者の次の低所得層でる。 
640 保健福祉家族部報道資料「老人長期療養保険低所得層自己負担軽減拡大」 2008年12月15
日付。 
641 保健福祉家族部報道資料「老人長期療養サービスの扶養負担軽減効果（添付資料『療養
保険 4 次セミナー関連（参考資料） 7.3 』）」 2008年 7 月 3 日付、 6 ページ。 
642 国民健康保険公団「老人長期療養保険統計内部資料」（Sun Woo Duk（ 2012）「老人長期
療養保険の死角地帯改善方案」『保健福祉フォーラム』 Vol.185 、56ページより再引用）。 
643 参与連帯社会福祉委員会（ 2009）「権利氏、現場に行く―親孝行すると言った老人長期
療養保険、本当にそうですか―」 5-6 ページ、国民権益委員会報道資料「国民権益委、老
人長期療養保険のサービスの質の改善推進」 2009年 9 月 3 日付。 
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機関で 240 時間の教育を受けるだけで資格が取得できるようにしていた。その結果、2008

年 3 月現在、 2,235 人であった療養保護士資格取得者は 1 年後の2009年 4 月現在、45万人

に急増した。同じ期間の療養保護士養成機関も、 819 か所から 1,137 か所まで急増した

（表 4-1 ）644。 

 

表 4-1  療養保護士の資格取得者と養成機関の推移 

区分 
                            2008年 2009 年  

1

月  

2

月  

3 月  4 月  5 月 6 月 9 月  12 月  4 月  

資格取得者 -  -  2,235  9,952  33,963  70,355  224,568  333,984  456,633  

養成機関 101  490  819  941  981  1,009  1,065 1,080 1,137 

資料：保健福祉部報道資料、前掲（ 2009年 6 月29日付）、 5 ページ。 

注：資格は 2008年 3 月から交付。 

 

当初、保健福祉部側は療養保護士の必要数を約 4 万8000人と算出し、2008年 8 月まで養

成する計画を立てた645。ところが、それを大きく上回る取得者が輩出されてしまったこと

で、療養保護士の専門性と資質が指摘され、2010年から療養保護士の専門性を強化するた

めの試験制度が導入・実施された646。また、養成機関についても、養成機関の不法・不当

行為などの問題が指摘され、養成機関の設置基準が申告制から市・道知事の指定を受ける

指定制に変更された647。 

療養保護士は多く輩出されたものの、実際に長期療養機関で働く療養保護士は資格取得

者に比べ半分にも満たなかった648。療養保護士は、保険制度施行初期から低賃金、長時間

                                                   

644 保健福祉部報道資料、前掲（ 2009年 6 月29日付） 5 ページ。 
645 国会事務処（ 2007）「第 268 回國會 ( 臨時會 ) 保健福祉委員会会議録第 5 号」15ページ。 
646 保健福祉部報道資料、前掲（ 2009年 6 月29日付）、 10ページ、保健福祉部報道資料「療
養保護士専門性強化のための資格試験制導入」 2010年 4 月26日付、 1 ページ。 
647 保健福祉部報道資料、前掲（ 2009年 6 月29日付）、 5 ページ、保健福祉部報道資料、前
掲（ 2010年 4 月26日付）、 1-2 ページ。 
648 療養保護士の資格取得者は 2010年末現在、98万 3,823 人であったが、そのうち23万
7,256 人（24％）だけが働いていた。国家人権委員会報道資料「人権委、療養保護士労働
人権改善政策勧告 - 低賃金、長時間労働、雇用不安、労働災害、セクハラ対策など - 」
2012年 7 月 1 日付、 2 ページ。 
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労働、セクハラ、労災につながる劣悪な勤務環境に置かれており、療養保護士は質の悪い

仕事とされていた649。 

保健福祉部は療養保護士の待遇を改善するため、長期療養機関の評価指標に従事者の福

祉水準を反映するとともに、2012年度の長期療養報酬を引き上げ650、長期療養機関従事者

の処遇改善を通じた長期療養サービスの質の向上を図る一方、2013年からは、従事者の賃

金構成項目及び勤労時間などを具体的に摘示する標準勤労契約書を開発し、全国長期療養

機関に普及した651。 

 

（ 4 ）長期療養機関の現状 

次に、長期療養機関の現状である。繰り返しになるが、長期療養機関の整備は、金大中

政権下で策定された「老人療養保護インフラ10箇年拡充計画（2002）」に沿って進められ

た。当初の計画は、2011年度に完全拡充を目標にして、公立機関（70％）を中心に整備す

ることであった。しかし、先に述べたように長期療養機関の整備は計画通りに進まなかっ

た。 

そこで、廬武鉉政権と李明博政権では民間事業者を対象に長期療養事業説明会を全国で

開き、同事業の収益性をアピールし、民間事業者の長期療養市場への参入を積極的に促し

た。その結果、公立機関の代わりに民間事業者、特に個人事業主が運営する機関が利益を

求めて長期療養市場に参入に、長期療養サービスの提供を担うこととなった。 

そして、李明博大統領は、大統領の選挙公約として長期療養施設 500 か所の設置を掲げ

た。李明博政権発足後、この公約は、2012年まで農漁村地域に長期療養施設68か所を設置

                                                   

649 国家人権委員会報道資料、前掲（ 2012年 7 月 1 日付）、 1 ページ。 
650 20102 年度の長期療養報酬は、長期療養施設は 2.5 ％、訪問療養と訪問看護は 1.8 引き
上げられた。保健福祉部報道資料「老人長期療養従事者処遇改善のため報酬 2.5 ％引き上
げ」 2011年11月16日付、 1-2 ページ。 
651 保健福祉部報道資料、前掲（ 2011年11月16日付）、 1 ページ、保健福祉部報道資料「老
人長期療養機関健康管理ガイドラインおよび標準勤労契約書開発・普及」 2013年 1 月17日
付。 
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することに縮小された。ところが、長期療養施設の設置現状をみると、公立機関は2008年

73か所から2012年99か所に李明博政権任期 5 年間、26か所しか増加しなかった652。 

図 4-2 は、李明博政権下（2008年 -2012 年）における長期療養施設の定員数の設置主体

別の年次推移である。2012年現在、全体長期療養施設の定員数は、 131,761 人で、そのう

ち、公立機関の定員数は、 6,613 人、法人機関の定員数は、 70,747人、個人機関の定員数

は、54,084人で、全体長期療養施設の定員数に占める割合が最も高いのは、法人機関であ

り（ 53.7% ）、次に個人機関（ 41.0% ）、公立機関（5.0%）順であった。 

 

図 4-2  李明博政権下における長期療養施設（共同生活家庭含む）の定員数の設置主体別

の年次推移 

 
資料：図 4-1 と同一。 

注：法人には営利・非営利を含み、その他は宗教団体などである。 

 

                                                   

652 国民健康保険公団（ 2009）「 2008老人長期療養保険統計年報」 565 ページ、 
国民健康保険公団（ 2013）「 2012老人長期療養保険統計年報」 647 ページ。 
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図 4-3 は、李明博政権下（2008年 -2012 年）における在宅事業所数の設置主体別の年次

推移である。2012年現在、全体在宅事業所数は、 10,730か所で、そのうち、公立機関数は、

104 か所、法人機関数は、 2,260 か所、個人機関数は、 8,300 か所であった。全体在宅事

業所数に占める割合が最も高いのは、個人機関（ 77.4% ）であり、次に法人機関

（ 21.1% ）、公立機関（1.0%）順であった。 

 

図 4-3  李明博政権下における在宅事業所数の設置主体別の年次推移 

 

資料：図 4-1 と同一。 

注：重複サービス機関は除外。法人には営利・非営利を含み、その他は宗教団体などであ

る。 

 

「民間事業者の市場参入により公的長期療養体制の基本的な意味と概念が損なわれない

ように」公立機関を中心に整備するといった当初の方針とは異なり、長期療養サービスの
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提供は、老人長期療養保険制度の施行以前の時代と同様にほとんど民間に任せられている

653。 

老人長期療養保険制度の導入当時に保健福祉部は、「市場化を通じて利用者に選択権を

付与し、多様な供給主体の参入保障を通じて療養サービスの質の向上と財政の効率を図る」

と市場化の意義を説明した654。ところが、実際の長期療養市場では、長期療養機関間の過

当競争、長期療養機関の乱立による不法運営及び不正請求、療養保護士の低賃金と劣悪な

労働環境、そして長期療養サービスの質の低下など様々な弊害が制度施行初期から生じて

しまった655。 

 

（ 5 ）李明博政権下における長期療養市場の諸問題の改善に向けた取り組み 

上記の諸問題を改善するため、李明博政権下では、まず、長期療養機関のサービスの質

の向上と利用者の選択権を保障するため、 2 年ごとに長期療養機関の評価を行い、その結

果を公開した656。また、2009年 4 月から長期療養機関の不法・不正請求を事前に予防する

ための「不正請求長期療養機関申告褒賞制度」を導入・実施した。  

そして、すべての社会福祉施設における運営透明性を強化するために社会福祉事業法を

改正した（2012年 8 月 5 日施行、2011年 8 月 4 日改正）657。それにより、社会福祉法人が

運営している施設のみ適用されていた財務・会計規則が運営主体を問わず、すべての社会

福祉施設に適用されることになった。それで、老人長期療養保険法の施行以前から老人福

祉法に基づき、社会福祉施設として長期療養サービスを提供していたすべての長期療養機

関にも同様の財政・会計規則が適用されることになった。 

 

                                                   

653 公的老人療養保障推進企画団（ 2004a ）前掲、 280 ページ。 
654 保健福祉部老人長期療養保険推進団（ 2008）「老人長期療養保険在宅長期療養機関の事
業説明会」 2 ページ。 

655 国民権益委員会報道資料、前掲（ 2009年 9 月 3 日付）、国民健康保険公団報道資料「長
期療養機関の不正請求告発、持続的に増加」 2011年 6 月 8 日付、 2 ページ。 
656 長期療養施設は 2009年から、在宅事業所は 2010年から実施された。保健福祉家族部報道
資料「 7 月から老人療養施設評価、上位10％にインセンティブ」 2009年 2 月 9 日付。 
657 保健福祉部報道資料「社会福祉法人財務・会計規則改正案立法予告」 2012年 4 月23日付。 
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第 4 節 朴槿恵（パク・クネ）政権 (2013 年 2 月～2017年 3 月)  

1 ．朴槿恵政権の国政ビジョンと福祉理念 

 朴槿恵政権は「希望の新時代」を国政ビジョンとして掲げた。「希望の新時代」とは、

「国家の発展と国民一人一人の幸福が善循環され、国民個々人の幸福の大きさが国力の大

きさとなり、その国力をすべての国民が一緒に享受する時代を作っていくという意味」で

ある658。朴槿恵政権では、こうした国政ビジョンの下、「経済復興」、「国民幸福」、

「文化優性」、「平和統一基盤構築」の 4 大国政基調と、これらを達成するための14大推

進戦略と 140 個の国政課題を設定した659。 

 朴槿恵政権の福祉政策の基本理念は「マチュム型福祉」で、 4 大国政基調のうち「国民

幸福」に位置づけられた。朴槿恵政権では、「国民の生活が安静できるように国民マチュ

ム型の新しい福祉パラダイムを作っていくことを約束した」660。 

朴槿恵大統領は「ハンナラ党」の議員を務めていた2009年10月26日、朴正熙元大統領死

去30周忌追悼式に出席し、「父親が韓国の経済成長を成し遂げたが、経済成長そのものが

目的ではなかった。父親の究極の夢は福祉国家の建設であった」と、述べた661。朴槿恵大

統領は、保守政権のどの指導者より、福祉を強調した662。大統領選挙では「増税なき福祉」

を掲げながら、福祉政策の核心公約として①すべての高齢者に基礎年金の支給、 ②4 大重

症疾患 ( がん、心臓、脳血管、難治性疾患) に対する総診療費の健康保険の適用、③満 5

                                                   

658 文化体育観光部、大韓民国政府（ 2017a ）「朴槿恵政府政策白書 1 巻総論」 67-68 ペー
ジ。 
659 文化体育観光部、大韓民国政府（ 2017a ）前掲、89ページ。 
660 文化体育観光部、大韓民国政府（ 2017b ）「朴槿恵政府政策白書 4 巻国民幸福」52ペー
ジ。 
661 「朝鮮日報」「朴槿恵『父の夢は福祉国家の建設だった』」 2009年10月27日付、URL:ht
tps://www.chosun.com/site/data/html_dir/2009/10/27/2009102700103.html （ 2022年 1 月12日最
終閲覧）。 
662 Kang Byung Ik（ 2016）「保守主義政党の福祉国家の戦略―イギリスと韓国の保守主義の
福祉政治―」『韓国政治研究』 Vol.25 （ 2 ）、 157 ページ。 

https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2009/10/27/2009102700103.html（2022年1
https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2009/10/27/2009102700103.html（2022年1
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歳までの無償保育を掲げ663、「子どもが生まれて大人になり、人生を終える日まで『マチ

ュム型福祉』が支える」と約束した664。 

しかし、朴槿恵政権の発足後、朴槿恵大統領の核心公約であった③満 5 歳まで無償保育

の場合、2003年 1 月から所得を問わず、満 5 歳子供に対する保育費及び育児手当が支給さ

れたが、①基礎年金と ②4 大重症疾患の健康保険の適用はは縮小・破棄された665。 

 

2 ．朴槿恵政権下における高齢者の長期療養政策の取り組み 

（ 1 ）老人長期療養保険制度の等級判定体系の改編による利用者の拡大 

高齢者の長期療養政策の場合、朴槿恵大統領は、大統領選挙時に、現行の長期療養等級

体系を身体機能のほかに住居及び家族などの社会環境要因を反映する等級体系に改編し、

認知症患者と身体障害がある独居老人及び次上位階層の高齢者が老人長期療養保険制度の

サービスを受けられるように 4 ・ 5 等級の新設を約束した666。この公約は「マチュム型福

祉」を具現する主要課題の一つとして位置づけられ、推進された。 

保健福祉部は、2013年度の業務計画で、老人長期療養保険制度のサービスの受給者を現

在の34万人から2017年度まで56万人（17年度の全体高齢者人口 7.8 ％）に拡大する計画を

明らかにした。そのため、2013年 7 月から現行の 3 等級認定基準及び等級判定体系を緩

和・改編し、同年度の下半期から等級外の認知症患者を対象に「認知症特別等級」のモデ

ル事業を実施した後、2014年 7 月から本格的に施行する計画を発表した。さらに、軽度の

認知症患者を保護する昼・夜間保護サービス機関を 1,300 か所（2012年）から 1,900 か所

（2017年）まで拡充する計画をも発表した667。 

                                                   

663 Yang Jae Jin （ 2013）「朴槿恵政府の福祉政策の評価と課題―保育、基礎年金、医療分
野を中心に―」『民主社会と政策研究』 Vol.24 、47ページ。 
664 セヌリ党（ 2012）「世の中を変える約束、責任ある変化―第18代大統領選挙セヌリ党政
策公約集―」24ページ。 
665 Yoon Hong Sik（ 2018）「逆進的な選別性の持続と拡張性の制約、2008-2016―李明博・朴
槿恵政府時期の韓国の福祉体制の特性―」『韓国社会政策』 Vol.25 （ 4 ）、 177 ページ。 
666 セヌリ党（ 2012）前掲、 62-63 ページ。 
667 保健福祉部報道資料「´国民幸福に向けたマチュム福祉´ 2013保健福祉部業務報告（添
付資料『 2013年業務計画、国民幸福に向けたマチュム福祉（主要政策推進方向 ）』）」
2013年 3 月21日付、25ページ。 
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 この計画に沿って、まず、長期療養 3 等級の認定点数が53点以上～75点未満から51点以

上～75点未満に緩和され、2013年 7 月 1 日から施行された。そして、同年の 9 月 1 日から

韓国 6 地域で「認知症特別等級」導入のためのモデル事業が実施された。翌年2014年 7 月

1 日からは、長期療養等級が 1 ～ 3 等級から認知症特別等級が含まれた１～ 5 等級まで拡

大実施された。具体的には、現行の 3 等級を機能状態に応じて認定基準の点数を 2 つに分

けて、 3 等級と 4 等級に細分化した。そして、認知症特別等級である 5 等級668を新設した

669。長期療養等級体系の改編内容は表 4-2 の通りである。 

 

表 4-2  長期療養等級体系の改編内容（2014年 7 月から） 

 

資料：保健福祉部報道資料「認知症特別等級新設など長期療養保険等級体系改編による報

酬新設・調整及び保険料率決定」 2014年 5 月 2 日付、 5 ページ。 

 

老人長期療養保険制度の施行初期には、財源などの理由から制度の給付対象者が主に重

度者に絞られていた。それゆえ、軽度者、特に軽度認知症高齢者は要長期療養認定を受け

ることが難しくなっていた。そこで、前政権に続いて朴槿恵政権でも 3 等級の認定点数を

緩和するとともに認知症特別等級を新設することで制度の給付対象者の拡大を図った。そ

れにより、老人長期療養保険制度の認定者は継続的に増加し、朴槿恵政権任期 4 年目の

2016年には52万人の申請者が認定を受けた。そして、 5 等級の認定者も継続的に増加し、

                                                   

668 5 等級は、医療機関で認知症診断を受けた等級外の者で、昼夜間サービスなどが受けら
れる。 
669 保健福祉部報道資料「認知症特別等級新設など長期療養保険等級体系改編による報酬新
設・調整及び保険料率決定」 2014年 5 月 2 日付、 2-5 ページ。 
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75点以上
95点未満

60点以上
75点未満

51点以上
60点未満

45点以上51点未満

改編後

等級 1等級 2等級 3等級 4等級

認定点数 95点以上
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51点以上75点未満



177 

 

2014年には10,456人、2015年には19,472人、2016年には29,911人まで増加した。ところが、

朴槿恵政権の保険制度給付対象者の拡大政策は、主に軽度者を重点に行われたため、軽度

認定者は増加したものの、重度の 1 ・ 2 等級の認定者数の伸び率は、ほぼ横ばい状態とな

っていた。図 4-4 は、朴槿恵政権下における老人長期療養保険制度の全体申請者数及び認

定者数の年次推移である。 

 

図 4-4  朴槿恵政権下（2013年 -2016 年）における老人長期療養保険制度の全体申請 者

数及び認定者数の年次推移 

 

資料：国民健康保険公団（2014-2017）「 2013-2016 老人長期療養保険統計年報」により作

成。 

 

（ 2 ）朴槿恵政権下における長期療養市場における諸問題の改善に向けた取り組み 

①朴槿恵政権下における長期療養機関の設置現状 

 老人長期療養保険制度の施行後、継続的に同制度の受給者が拡大され、利用者の満足度

も高いとの肯定的な評価もあったが670、実際の長期療養市場では、療養保護士の劣悪な労

                                                   

670 国民健康保険公団報道資料「老人長期療養保険サービス満足度 88.5％・・・ 1.6 ％ p 上
昇」 2013年 7 月 4 日付。 
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働環境、サービスの質の低下、長期療養機関の不正請求などの問題が後を立たなかった。

そこで、市民団体及び研究者などは、国家及び自治体の公立長期療養機関を増やし、長期

療養サービスの公共性を確保する必要があると提言した671。ところが、朴槿恵政権の 4 年

間、公立機関はむしろ減少した。 

 

図 4-5  朴槿恵政権下における長期療養施設（共同生活家庭含む）の定員数の設置主体別

の年次推移 

 

資料：図 4-4 と同一。 

注：法人には営利・非営利を含み、その他は宗教団体などである。 

 

 

 

                                                   

671 「連合ニュース」「高齢者療養院③政府 · 自治体 · 社会ケア共同体の構築『公共性を高
めるべき』 (終わり) 」 2016年 3 月13日付、 URL:https://www.yna.co.kr/view/AKR2016031202
5400062 （ 2021年 7 月15日最終閲覧）、「青年医師」「老人長期療養保険、今のやり方で
は維持できない」  2013 年 8 月26日付、 URL:http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.h
tml?idxno=138250 （ 2022年 1 月16日最終閲覧）、（社団法人）市民健康増進研究所（ 2012）
「老人長期療養保険制度、奉仕と愛ではなく国公立化が正解である」『市民健康イッシュ
ー』11ページ。 
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http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=138250（2022年1月16
http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?idxno=138250（2022年1月16
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図 4-6  朴槿恵政権下における在宅事業所数の設置主体別の年次推移 

 

資料：図 4-4 と同一。 

注：重複サービス機関は除外。法人には営利・非営利を含み、その他は宗教団体などであ

る。 

 

図 4-5 と図 4-6 をみると、2013年から2016年までの公立長期療養施設の定員数の場合、

7,976 人から 7,240 人に、公立在宅事業所数の場合、 121 か所から 108 か所に減少した。

その代わりに、同期間、個人事業主が設置した長期療養機関が大幅に増加した。個人長期

療養施設の定員数の場合、 59,066人から82,550人に、個人在宅事業所数の場合、 8,629 か

所から11,741か所まで増加した。2016年現在、個人事業主の長期療養機関が全体長期療養

機関に占める割合は、長期療養施設の定員数の場合、 49.0% 、在宅事業所数の場合、

82.6% である。つまり、朴槿恵政権下でも、長期療養サービスの供給のほとんどを民間に

依存する「民営」が維持されていたと言える。 

老人長期療養保険制度施行当時、同制度施行から一定期間が経つと長期療養市場は、長

期療養機関の間でサービスの質で競争するようになる可能性が高く、利用者を満足させな
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い機関は自然に淘汰されると言われた672。ところが、保健福祉部側の想定とは異なり、民

間事業主が多く参入した長期療養市場では、様々な問題が起きていた。そこで、朴槿恵政

権では、長期療養市場で起きている諸問題を改善し、また、サービスの質を向上するため、

長期療養機関の不法・不正行為に対する行政処分を強化する一方、以下のことを行った673。 

 

②療養保護士の処遇改善 

 国家人権委員会は2012年 7 月に保健福祉部長官に療養保護士の労働人権を改善する政策

を行うよう勧告した674。その勧告を受けて保健福祉部は療養保護士の処遇改善費制度を導

入することを明らかにし、2013年 3 月から実施した。処遇改善費は、 1 時間当たり 625 ウ

ォンが、月 160 時間まで適用され、最大月10万ウォンが処遇改善費として支給される仕組

みであった。とことが、処遇改善費が療養保護士に直接支給されるのではなく、長期療養

報酬に含まれて長期療養機関に支給されていたことから、処遇改善費が療養保護士にきち

んと支給されないなどの問題が発生した675。つまり、処遇改善費制度が療養保護士の低賃

金の改善する根本的な対策にならなかったのである。 

そこで、朴槿恵政権では療養保護士の処遇を改善するため、老人長期療養保険法を改正

し、長期療養機関に支払われる長期療養報酬の一定比率（保健福祉部長官が定めて告示す

る比率）を人件費として支払うことを法律に定め、2016年11月30日から施行した。 

                                                   

672 保健福祉部報道資料、前掲（ 2008年 6 月10日付）、「青年医師」「立ち遅れた施設は自
然淘汰される」 2008年 8 月10日付、 URL:http://www.docdocdoc.co.kr/news/articleView.html?
idxno=62159（ 2021年 6 月18日最終閲覧）。 
673  長期療養機関とその従事者が営利を目的に利用者の自己負担金を免除したり、または
割引したりすることや利用者に金銭・物品などの利益を提供する方法で、利用者を長期療
養機関に紹介、誘因、斡旋することなどを禁じる内容を老人長期療養保険法に規定した。
国家法令情報センター「制定・改正理由（老人長期療養保険法（ 2014年 2 月14日施行、 20
13年 8 月13日一部改正）」URL:https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=142990&ancYd=20
130813&ancNo=12067&efYd=20140214&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000
（ 2021年 7 月14日最終閲覧）。 
674 国家人権委員会報道資料、前掲（ 2012年 7 月 1 日付）。 
675 「福祉連合新聞福祉ニュース」「介護保護士を愚弄する処遇改善費」 2013年 3 月12日付、
URL:http://www.bokjinews.com/news/articleView.html?idxno=40713 （ 2022年 1 月16日最終閲
覧）、「ハンギョレ新聞」「最低賃金の一部に化けた‘療養保護士の処遇改善費’」 2015
年 1 月21日付、 URL:https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/674676.html （ 2022
年 1 月16日最終閲覧）。 

https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=142990&ancYd=20130813&ancNo=12067&efYd=20140214&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000（2021年7月14
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=142990&ancYd=20130813&ancNo=12067&efYd=20140214&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000（2021年7月14
https://www.law.go.kr/LSW/lsInfoP.do?lsiSeq=142990&ancYd=20130813&ancNo=12067&efYd=20140214&nwJoYnInfo=N&efGubun=Y&chrClsCd=010202&ancYnChk=0#0000（2021年7月14
http://www.bokjinews.com/news/articleView.html?idxno=40713（2022年1月16
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/674676.html（2022年1月16
https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/674676.html（2022年1月16
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③長期療養機関の財務・会計規則の適用 

 長期療養機関の設置基準法を問わず、すべての長期療養機関に保健福祉部令で定める財

務・会計規則を適用するための老人長期療養保険法の一部を改正した（2016年 5 月29日一

部改正、2016年11月30日施行）676。改正理由は、長期療養機関は社会保険料と公費などの

公的財源によって運営されているため透明に運営されるべきであるが、これまでは老人福

祉法に基づいて設置された長期療養機関だけ財務・会計規則が適用されていたからであっ

た677 。表 4-3 は、2016年現在、長期療養機関の財務・会計規則の適用現状である。 

 

表 4-3  長期療養機関の財務・会計規則の適用現状（2016年現在） 

区分 長期療養機関種類 設置基準法 財務・会計規則 

入所サービス 老人療養施設  

老人福祉法 

 

適用 

 

老人療養共同生活家庭 

在宅サービス 在宅老人福祉施設 

在宅長期療養機関 老人長期療養保険法 未適用 

資料：保健福祉部報道資料、前掲（ 2016年 5 月20日付）、 2 ページ。 

 

老人長期療養保険法第35条の 2 は「①長期療養機関の長は保健福祉部令で定める財務 ·

会計に関する現在に従い、長期療養機関を透明に運営しなければならない、②保健福祉部

長官は、長期療養機関財務 · 会計規則を定める時は、長期療養機関の特性及びその施行時

期等を考慮しなければならない」と規定し、第36条の 2 は「特別自治市長 · 特別自治道知

事 · 市長 · 郡守 · 区庁長は、長期療養機関財務 · 会計規則に違反した長期療養機関に対し、

6 ヶ月以内の範囲で一定の期間を定めて是正を命ずることができる」と規定した（2016年

5 月29日新設）。 

                                                   

676 保健福祉部報道資料「長期療養機関運営の透明性確保のための基盤構築」 2016年 5 月20
日付、 1-2 ページ。 
677 同上。 
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 朴槿恵政権では、すべての長期療養機関の財政運営を自治体の管理下におく法的根拠を

設けた。ところが、長期療養機関財務 · 会計規則の適用は「憲法が保障している私的財産

権の侵害だ」と主張する民間事業者、特に個人事業主の激しい反発にぶつかった678。結局

のところ、保健福祉部は、「改正された老人長期療養保険法には民間機関の剰余金を許容

するなどの内容は反映されていないが、この部分については改正法施行日に合わせて、細

部基準を設ける際に、専門家及び一線の機関と十分な論議を経て反映する予定」であると

説明した679。さらに、長期療養機関財務 · 会計は、長期療養機関の規模に応じて2018年 5

月から段階的に適用されるとした680。こうして、老人長期療養保険法に基づいて設置され

た長期療養機関にも適用される長期療養機関の財務 · 会計規則の制定への取り組みが始ま

った。 

 

第 5 節 小括 

金大中政権では、憲法第36条第 3 項に依拠して、国民の健康権とその権利を保障する国

家の義務を明らかにし、国家レベルで高齢者の長期療養を健康権の観点から捉えた。こう

した国民の健康権、そして生存権及び生活権などの人権を福祉政策の基本理念とした金大

中政権下で韓国の社会保障制度が飛躍的に発展した。その背景には、1997年の金融危機と

新自由主義的な経済政策の推進によって発生した社会諸問題を対応するためであった。 

 そして、2000年に韓国社会が高齢化社会に突入したことを契機に、金大中政権は高齢化

社会の対策として公的かつ普遍的な老人長期療養保険制度の導入を公の場で明らかにした。

同制度は、高齢化社会に対応するという目的もあったが、一方では、急増する高齢者の医

                                                   

678 「アジアニュース通信」「療養機関団体連合会、老人長期療養保険法改正案成立に強く
反発」 2016年 5 月19日付、 URL:https://www.anewsa.com/detail.php?number=1016850 （ 2021年
7 月15日最終閲覧）。 

679 保健福祉部報道資料「長期療養機関用、わかりやすい会計処理マニュアル普及」 2016年
6 月29日付、 2 ページ。 

680 同上。 

https://www.anewsa.com/detail.php?number=1016850（2021年7月15
https://www.anewsa.com/detail.php?number=1016850（2021年7月15
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療費を抑制する政策の一環でもあったため、同制度自体が新自由主義的な側面を有するも

のであったと言える。 

 公的老人長期療養保険制度の導入に向けた取り組みは、金大中政権を継承した廬武鉉政

権下で本格化された。繰り返しになるが、廬武鉉政権では、国家の責任の下で公立機関を

設置し、長期療養体系の基本的な意味と概念が損なわれないように、民間ではなく公立が

長期療養サービスを主導すると、制度運営の基本方針を「公営」とすることを示した。し

かし、公立の長期療養機関の整備は、様々な限界により当初の計画通りに進まなかった。 

結局、廬武鉉政権では、市場化・営利化政策を取り入れ、民間事業者を対象に長期療養

事業説明会を全国で開催するなど、民間事業者の長期療養市場への参入を促した。そして、

保守政権の李明博政権も、廬武鉉政権に引き続き、長期療養市場への民間事業者の参入を

積極的に促した。その結果、民間事業者、その中でも多くの個人事業主が市場に参入した。

こうして、長期療養市場は、公立機関ではなく、民間機関が主導するようになり、高齢者

の長期療養は、依然として民間によって提供されるようになった。 

一時、「公営化」への動きがあったものの、結果的に長期療養サービスの供給は、民間

事業者が主導する「民営」が制度運営の基本方針としてとられ、「老人長期療養保険制度」

は、新自由主義的な制度として始まった。そして、「民営」は、李明博政権・朴槿恵政権

下でも継承・維持され、国家の長期療養市場への介入を最小限にし、長期療養サービスを

民間事業者に依存した。 

問題は、長期療養機関は、民間事業者の市場参入によりある程度整備されたものの、

「市場競争が起こると自然にサービスの質が向上する」といった政府側の想定とはことな

り、実際の長期療養市場では様々な弊害が生じていた。李明博政権・朴槿恵政権では、長

期療養市場の諸問題を改善するため、漸進的に受給者数を拡大する一方、長期療養機関の

評価制度、財務・会計規則の適用、長期療養報酬に占める人件費率の告示などの様々な取

り組みを行った。ところが、このような取り組みでも長期療養市場にまつわる様々な問題

は後を絶たなかった。 
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第 5 章 朴槿恵政権下における長期療養市場の実態調査 

本章では、長期療養に対する国家の役割と長期療養市場への国家の介入を最小限にとど

めて「民営」を維持していた時期に含まれる朴槿恵政権期に、実際に長期療養現場が抱え

ていた諸問題とそのメカニズムを明らかにする。そのため、本章では、筆者による韓国の

長期療養機関 6 か所を対象にした長期療養機関の経営状態がわかる実態調査から論じる。

そして、それを通じて、なぜ、文在寅政権で老人長期療養保険制度改革を推進するように

なったのか、その背景を明らかにする。 

 

第 1 節 長期療養機関の経営状況に関する実態調査 

1 ．調査の背景と目的 

韓国では、2000年に高齢化社会に突入したことを契機に、長期療養の社会化が掲げられ、

公的長期療養保障制度である「老人長期療養保険制度」が2008年 7 月に施行された。とこ

ろが、長期療養保障の供給のほとんどが民間事業者、特に個人事業主に任せられてしまっ

たことなどから、長期療養市場では、同制度の施行初期から多様な問題が起きていた。そ

して、そういった問題は、長期療養に対する国家の役割を最小限にとどめて、「民営」を

維持していた保守政権の李明博政権・朴槿恵政権下でも、同様に起きていた。   

特に、朴槿恵政権下では、実質的に長期療養施設の営利事業が禁じられ、すべての施設

の設置主体が非営利事業を余儀なくされた。それで、個人施設の場合、営利を目的とせず、

まじめに経営しても施設の存続が難しい状況に置かれ、様々な問題を抱えていた。 

そこで、本研究では、朴槿恵政権下で、実際に長期療養市場でどのような問題がどのよ

うなメカニズムで起きているのかを、韓国の長期療養機関 6 か所を対象に実態調査を実施

して明らかにする。そして、その調査結果を基に、文在寅政権が老人長期療養保険制度改

革を推進するようになった背景を明らかにする。 
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2 ．調査方法と対象 

調査方法は聞き取り調査である。その理由は、長期療養機関の経営状況の実態をより具

体的に把握かつ比較することができるからである。調査期間は2016年 9 月12日から10月 1

日までである。聞き取り調査を行ったこの時期は韓国で政権交代が行われる前の時期、つ

まり、老人長期療養保険制度運営の基本方針が「民営」から「公営」に転換される前の時

期であった。 

調査対象は韓国の長期療養機関（入所サービス）の経営者と療養保護士である。聞き取

り調査は、知り合いを通じていくつかの長期療養機関を紹介してもらい、電話で調査目的

などを説明して後、協力を得られたところで実施した。対象選定にあたって、長期療養機

関の経営主体及び立地の違いが、実際の経営に影響を与えると想定し、その点を踏まえて

経営主体、立地、規模、設置年度などをも考慮した。表 5-1 は聞き取り調査を行った対象

者の基本情報である。 

 

表 5-1  聞き取り調査を行った長期療養機関の基本情報 

 
資料：聞き取り調査で得た情報をもとに筆者作成。 

注： A-E 機関（長期療養施設）は日本の特別養護老人ホームに該当、 F 機関（老人療養共

同生活家庭）は認知症グループホームに該当する。 A-B 機関は社会福祉法人が、 C 機関は

医療福祉法人が自治体から委託経営している。 D 機関は非営利社会福祉法人である。そし

て、 A ・ B ・ D ・ F 機関は都心部（首都圏）に、 C ・ E 機関は農村部に位置している。 

 

機関 所在地 定員数 参加者

施設長

療養保護士

療養保護士

施設長

療養保護士

施設長

療養保護士

事務局長

療養保護士

事務局長

療養保護士

横城
（フェンソン）郡

横城
（フェンソン）郡

非営利法人

参加者

個人

E機関 20人
約50分

約10分

F機関 9人
約25分

約10分

安山
（アンサン)市

D機関 ソウル市 90人
約40分

約25分

B機関 ソウル市 76人
約35分

約10分

C機関 80人 事務局長 1時間40分

区分
長期療養機関

聞き取り調査時間時間

公立

A機関 ソウル市 119人

約1時間

約45分
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3 ．実態調査の結果・分析 

調査分析は聞き取り調査を基に、財源の構造、利用者の確保、療養保護士の給与、療養

保護士の勤務体制、長期療養機関の評価制度の結果の 5 つの検討項目を挙げ、長期療養機

関の経営主体別の比較分析を実施した。 

本研究は調査の目的上、より多様かつ多数の長期療養機関を調査対象にする必要があっ

たが、質的調査を行う際に長期療養機関の数を増やすことが出来なかった。そこで以下、

必要に応じて入手可能な関連資料や政府統計などを用いながら分析を行う。 

 

（ 1 ）長期療養機関の財源の構造 

 まず、長期療養機関の財源の構造から見て行く。老人長期療養保険制度導入が既存の長

期療養機関にもたらした最も大きな変化として財源の変化が挙げられる681。制度導入前に

おける長期療養機関の主な財源は、国及び自治体の公費（税金）であった。そして民間企

業が主催する福祉事業のプロポーザルに参加して確保した民間資金や一般寄付金なども施

設の財源となっていた682。ところが、老人長期療養保険制度が導入されることにより、長

期療養機関の主な財源は、公費から長期療養報酬に変わった。 

聞き取り調査に参加した大部分の経営者たちは、長期療養サービスの提供の対価として

支払われる長期療養報酬が現実に見合っていないと感じていた。その上、長期療養報酬の

中に人件費が含まれていることや福祉事業のプロポーザル応募への制限、そして寄付金の

減少などにより、財政的に非常に厳しいと感じていた。 

 

 「（国からの）補助金はほとんどありません。長期療養報酬で賄われています。法人支

援金がありますが、全体予算の17億ウォンのうち、2000万ウォンしかないので少額です。

（中略）一番大変なことは長期療養報酬が低いことです。長期療養報酬が適切ではないの

でいつも緊縮的な財政経営をしています。長期療養機関は福祉施設に比べて、寄付金がな

                                                   

681 Kim Soon Song（ 2013）「老人療養サービスの供給体系の変化に関する研究」圓光大学大
学院、 58-59 ページ。 
682 Kim Soon Song（ 2013）前掲、56ページ。 
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いに等しいです。ここは基礎生活保護者より一般利用者の方が多いから。施設の利用者は

保護者もいるし、自分のお金で利用しているから寄付する立場からすると寄付する動機づ

けになりません。ここは単なる長期療養市場です。」（ B 機関  施設長） 

 

 「実際に施設経営は前より厳しくなりました。（利用者が）自己負担金を払うから、お

金があると思われて寄付金がだいぶ減ってしまいました。長期療養機関は寄付金がほとん

どないです。制度前はありました。それと、もう一つの問題が一般企業が主催する福祉事

業のプロポーザルに長期療養機関が参加できなくなってしまいました。今は応募もできな

いし、寄付金もないし、とても大変です。」（ C 機関  事務局長） 

 

 「無料養老院として始まりました。それから老人長期療養保険制度の導入に伴い、政府

の政策上、長期療養機関に転換しました。なぜなら、施設がなかったから、政府が既存の

養老施設の一部を長期療養機関に転換させたのです。政府が積極的に推薦しました。それ

で、大部分の養老施設が転換したのです。施設運営も前より良くなると言われました。な

ぜなら、報酬が提供されるから。制度が導入されて報酬の支給が始まったのですが、当時

は報酬が適正であるかどうか分からなかったのです。報酬をもらうことが初めてだったか

ら。長期療養報酬の算定構造を透明に公開すればいいのに、公開しないから適正であるか

どうか分からないです。現場では適切ではないと言っています。」（ E 機関  事務局長） 

 

 特に、 E 施設の場合、制度施行初期には営利事業を営んでいたが、突然、「営利」から

「非営利」へと事業転換され、事実上、営利事業が禁じられ、施設経営に戸惑いを感じて

いた。 

「個人事業主が（長期療養市場に）参入したきっかけは、国民健康保険公団が、個人事

業主に長期療養事業を収益事業として説明し、収益が出たら自由に使ってもいいと宣伝し

ました。それで、多くの個人事業主が自分の財産を投資して施設を設置しました。国税庁

も収益事業だから税金を払いなさいと言って税金を払っていました。だが、2013年から収
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益事業から社会福祉事業に転換されました。政府が長期療養報酬で施設の構造調整を行っ

ています。言うことを聞かないと閉鎖措置をする。今は施設が溢れているから。制度があ

る程度定着段階に入って、サービス利用者が多くなり、財源もなくなっているので返還を

始めました。長期療養報酬は支払うが、少しでも型から離れると不正請求だとして返還し、

2 、 3 度目は行政処分を行います。公共に転換させている。前は営利事業が認められてい

たから利益を自由に使うことができたが、今は利益が出ても使えないです。財務・会計規

則に沿って、収入と支出の項目に合わせてお金を使わなければならないです。営利施設が

なくなっています。」（ E 機関  事務局長） 

 

 以上の話のように、個人施設は他の非営利施設と同様に営利を目的とせず、「財務・会

計規則」に沿って財政運営を行っていた。しかし、個人施設は非営利施設でありながらも、

他の非営利施設とは明確に異なる財源構造を持っていた。表 5-2 は聞き取り調査を行った

長期療養機関の2016年の収入状況であり、表 5-3 は、聞き取り調査を行った長期療養機関

の財源構造をまとめたものである。 

 

 

表 5-2  聞き取り調査を行った長期療養機関の2016年度の収入状況 

 
資料：各機関がホームページで公開している収支決算書をもとに筆者作成。 

注： E 長期療養機関は17度の収入状況である。補助金の内訳は国・自治体から支給される

基礎生活保護者・低所得層の利用者の自己負担金と運営費補助金である。しかし E 機関は

運営費補助金を受けていないという証言があったので、おそらく運営費補助金は含まれて

いないと思われる。 

 

 

非営利法人 個人

A機関 B機関 D機関 E機関

長期療養報酬 65% 69% 65% 78%

自己負担金 25% 24% 7% 17%

補助金 1% 1% 13% 4%

事業収入 0% 0% 0% 0%

法人支援金 1% 1% 0% 0%

寄付金 0% 0% 4% 0%

繰越金 7% 4% 11% 1%

その他収入 0% 1% 1% 0%

合計 100% 100% 100% 78%

区分
公立
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表 5-3  聞き取り調査を行った長期療養機関の財源構造 

 
資料：聞き取り調査で得た情報のもとに筆者作成。 

注： A ～ C 機関は非営利法人が自治体から委託運営しているため、運営主体は公立機関で

あるが法人支援金がある。補助金は国からのものである。 

 

経営主体を問わず長期療養機関の主な財源は長期療養報酬である。ところが、上記の表

5-2 と表 5-3 をみると、長期療養機関の経営主体によって明確な差があることがわかる。

老人長期療養保険制度下の長期療養機関の収入状況は制度導入以前の時代と比べると決し

て良いと言えないが、それでも公立や非営利法人機関の場合、支援金や寄付金といった補

助的な収入があった。しかし、個人機関の場合、長期療養報酬以外の収入はほとんどなか

った。個人機関の経営者は現在の機関の財政運営の状況について次のように語った。 

 

「韓国の場合、法人施設と個人施設を徹底的に区分しています。個人施設は補助金も人

件費の支援も全くないです。全ての支援と恩恵は法人が受けています。個人施設は簡単に

言えば、独立採算制です。」（ E 機関  事務局長） 

 

「法人には財政的支援があると思うが、個人は全くない。 1 から10まで全部事業主が賄

っている。寄付金も全くないし、 1 年中、何か月は必ず借入金をして運営している。奉仕

と愛の精神がないとできない。」（ F 機関  事務局長） 

制度導入以前に無料養老院を運営していた E 機関の事務局長は、政府から長期療養施設

に転換すると長期療養報酬が提供されるので以前より運営状況がよくなると言われ、無料

養老院から長期療養施設に転換した。しかし現在は、現実に見合っていない長期療養報酬

区分 非営利法人

機関 A機関 B機関 C機関 D機関 E機関 F機関

法人支援金 〇 〇 〇 〇 - -

運営費補助金 〇 〇 〇 〇 - -

寄付金 〇 〇 - 〇 - -

長期療養報酬
(自己負担金)

公立 個人

〇 〇 〇 〇 〇 〇
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や突然の非営利化政策、そして不平等な支援政策などにより今後の施設運営について非常

に悩まされていた。 

以上のように、個人施設の財源構造は、専ら長期療養報酬に依存していた。しかし、長

期療養報酬が現実に見合った適切な水準ではなく683、また、銀行から融資を受けて長期療

養機関を設置した機関の場合、融資の返済などで財政的に非常に深刻な状況に置かれてい

た684。それゆえ、営利追求どころか、真面目に運営しても機関を維持することが非常に難

しそうに見えた。 

 

（ 2 ）利用者の確保 

次に、利用者の確保である。公費により機関を運営していた時代とは異なり、保険制度

下では利用者の長期療養度や数が長期療養機関の収入を左右すると言っても過言ではない。

それゆえ、長期療養機関を安定的に経営するためにはなによりも利用者の確保が大前提と

なる。長期療養機関の存続のため、利用者の確保を巡る競争が一段と厳しくなっている今、

これについて経営者たちはどう思っているのか。 

聞き取り調査によると、公立や非営利法人の長期療養機関は、独占的に運営していた保

険制度導入前とは異なり、多様な供給主体と競争しなければならなくなったが、競争に対

する体感度は意外と低かった。公立機関と非営利法人機関を経営している経営者たちは、

利用者確保の競争について、「施設は常に満室を維持しており、待機者も多いので利用者

確保の競争に参加する理由はない」と答えた。 

                                                   

683 長期療養報酬の算定は、老人療養施設は定員70人、共同生活家庭は 9 人、昼夜間保護事
業所は26人、短期保護事業所は17人を基準として決められている。保健福祉部報道資料、
前掲（ 2014年 5 月 2 日付）、 8 ページ。Suk Jae Eun他（ 2015）は、施設サービスの場合、
土地代と賃貸、そして実質的な長期療養施設の運営のために必要かつ適切な療養保護士の
雇用に対する人件費が長期療養報酬に反映されていないと指摘している。 Suk Jae Eun他
（ 2015）「長期療養保険の公共性の強化方案」69ページ。 

684 保健福祉部が発刊している老人保健福祉事業案内 2018によると、金融機関借入金・その
他借入金は、借入した金額が全て運営費や人件費に使用された場合のみ認められる。ただ
し、施設の設置・定員拡張などに使われた場合は認められない。そして、施設設置以前に
借入した借入金は元金返済として支出できないと定めている。保健福祉部（ 2017）「 2018
老人保健福祉事業案内（Ⅰ）」 397 ページ。 
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これとは対照的に個人施設は、収入源が長期療養報酬によって賄われているため、当然

ながら利用者を確保することに必死になりがちだが、現実は機関の定員を埋めることすら

難しく見えた。 

2009年国民健康保険公団が保険制度受給者を対象に長期療養機関の選択要因を調査・分

析した結果によると（表 5-4 ）、受給者とその家族は個人や民間が経営する施設より、公

益性が高い公立施設を信頼し、希望していた。 

 

表 5-4  長期療養施設（経営主体別）の希望者・希望率（2009年 4 月 4 日現在） 

 

資料：国民健康保険公団報道資料「長期療養サービス、家から近い療養施設を好む」 2009

年 5 月 7 日付により引用。 

注：対象施設および定員は、（入所希望率）＝（定員）／（現在入所者＋入所待機者）。 

 

そして、聞き取り調査を行った長期療養機関の待機者数を比較した表 5-5 を見ると、公

立機関や非営利法人機関は満室で待機者も多かったが、個人機関の待機者はゼロであった。

聞き取り調査で、個人機関の待機者の現状を伺ったところ、個人機関は以下の話を聞かせ

てくれた。 

 

表 5-5  聞き取り調査を行った長期療養機関別待機者数の比較（単位：人） 

 
資料：聞き取り調査で得た情報のもとに筆者作成。 

 

「 100 ～ 200 名の待機者がいると空室になることはないでしょう。空室が出ると、他の

施設で入所して待機していた人がすぐ入所するから。その他の施設とは主に個人施設であ

区分 施設数 入所定員 入所希望者 入所希望率

個人 959 21,460 17,236 80.30%

社会福祉法人 842 45,405 40,881 90.00%

地方自治団体 76 5,459 7,820 143.20%

区分 非営利法人

機関 A機関 B機関 C機関 D機関 E機関 F機関

定員 119 76 86 90 20 9

現員 119 76 86 90 19 9

待機者 243 140 20 30 0 0

公立 個人
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り、個人施設は空室になります。大型施設、法人施設は心配する必要がありません。ここ

が待機者の受け皿になっているから。（中略）満室だと赤字ではないですが、二室までは

ぎりぎりで、三室の空室が出ると、すぐ赤字になります。なによりも空室をなくすのが一

番大事です。」（ E 機関  事務局長） 

 

「待機者はいません。個人施設はほとんどないでしょう。空室がでたら、前、相談した

人に電話して聞いてみます。入所はまだですか、空き部屋があるけど入所しますかと。メ

モして管理しています。それと、回りの人から紹介してもらいます。（中略）空室が二室

あるとすぐマイナスになります。」（ F 機関  事務局長） 

 

以上のように、個人機関が公立機関や非営利法人機関に比べて、希望者（待機者）が少

ない理由の一つとして、個人機関に対する悪い評判があると考えられる。韓国では、個人

機関は営利だけを目的としているといって「施設はお金儲けに血眼になっており、高齢者

の人権問題が深刻である」、「多くの施設は利用者を長期療養対象としてみるのではなく、

長期療養報酬を持ってくる金蔓として見ている」などの内容が新聞などに報道されている

685。 

こうした報道に加えて、機関環境・規模なども個人機関の方が公立機関や非営利法人機

関に比べて劣っているため、利用者がなかなか集まりにくい状況にある。そして、定員が

埋まったとしてもすぐ空室が出てしまうので、個人機関は利用者が減る事への危機感や利

用者確保への負担感を非常に強く感じていた。一方、公立・非営利法人機関は、機関間で

の利用者の確保競争に参加しなくても、すでに優位に立っていた。 

                                                   

685 「国民日報」「（社説）金儲けだけを追う老人療養施設を追放すべきだ」 2014年 1 月17
日付、 URL:http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0007944085 （ 2021年 7 月16日最終
閲覧）、「ソウル新聞」「ケアより金儲け…人権のない療養施設」 2014年 5 月30日、
URL:https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20140530011020（ 2021年 7 月16日最終閲
覧）、「 SISAIN 」「韓国老人看病、制度はあるがシステムはない」 2016年11月24日付、
URL:https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=27552 （ 2021年 7 月16日最終閲
覧）。 

http://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0007944085（最終閲覧2021年7月16
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20140530011020（最終閲覧2021年7月16
https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=27552（最終閲覧2021年7月16
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以上から、韓国の長期療養市場における個人機関の位置づけというのは、公立・非営利

法人機関への入所ができず行き場を失った利用者の受け皿となっていると言える。 

 

（ 3 ）療養保護士の給与 

次に、療養保護士の給与である。2009年保健福祉部は療養保護士の給与を月 190 万ウォ

ン（約19万円）と定めた686。しかし、この金額と実際に療養保護士が受け取っている給与

には大きな隔たりがあった。 

聞き取り調査によると、長期療養機関によって療養保護士の給与に差はあったものの、

2016年現在、月 190 万ウォンの給与を受け取っている療養保護士は一人もいなかった。表

5-6 は聞き取り調査を行った機関の療養保護士の給与現状である。 

 

表 5-6  聞き取り調査を行った療養保護士の給与（月収） 

区分 勤務機関 勤 務 期 間  給与（万ウォン） 

公立 
A 機関 

7 年 155 ～ 160  

8 年 155 ～ 160  

B 機関 7 年 160 ～ 165  

非営利法人 D 機関 10 年 170  

個人 
E 機関 3 年 150 ＋12（自治体からの手当） 

F 機関 2 年 140 ～ 150  

資料：聞き取り調査で得た情報のもとに筆者作成。 

注：韓国の 2016年度の勤労者の平均月収額は「 264 万ウォン」である。 

手当支給は自治体によって異なる。 

E 機関の所在地の地域だけ特別に手当を療養保護士に直接支給していた。 

ソウル・ギョンギドでは療養保護士に対する手当が支給されいなかった。 

 

聞き取り調査を行った長期療養機関の中で、最も高い給与をもらっている療養保護士は、

10年の経歴を持つ D 機関の療養保護士（月約17万円）であった。次が B 機関で働いている

療養保護士（約16～16.5万円）、その次が A 機関と E 機関の療養保護士（月約15.5～16万

円）であった。最も給与が低い療養保護士は、 F 機関の療養保護士（月約14～15万円）で

                                                   

686 国会事務処（ 2014）「第 329 回国会（定期会）保健福祉委員会会議録第 8 号」57ページ。 
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あった。そして、同じ個人機関の中でも E 機関の場合、自治体から療養保護士に直接支払

われる手当があったが、 F 機関はなかった。 

表 5-7 は、2016年11月 2 日現在、韓国のメジャーな求人サイト（ Incruit）で療養保護士

を募集している全ての長期療養施設（60ヶ所）の療養保護士の給与を比較したものである。

その結果をみると、月 190 万ウォン以上の給与で療養保護士を募集している施設は 1 ヶ所

もなかった。そして、運営主体別にみると、公立の療養保護士の給与が最も高く、次が非

営利法人であり個人施設の給与が最も低かった。 

 

表 5-7  運営主体別療養保護士の月収水準（2016年11月 2 日現在） 

運営主体 
                   月給（万ウォン） 

130 ～ 139  140 ～ 149  150 ～ 159  160 ～ 

公立 0 ヶ所 0 ヶ所 0 ヶ所 2 ヶ所 

非営利法人 1 ヶ所 2 ヶ所 6 ヶ所 1 ヶ所 

個人 11ヶ所 27ヶ所 10ヶ所 1 ヶ所 
資料：求人サイト Incruit 、URL:http://alba.incruit.com（ 2016年11月 2 日最終閲覧）より
算出、筆者作成。 

 

このように個人機関における療養保護士の賃金が低いことについて、保健福祉部は、

「民間長期療養機関が利潤を残すため、療養保護士に正当な賃金を支払っていない」と、

民間機関の運営の在り方を批判した687。さらに、保健福祉部は、2013年の長期療養機関実

態調査の結果を用いて「機関の収益は良好である半面、これまでの長期療養報酬の引き上

げが療養保護士などの人件費の引き上げにつながらなかった」ことから、療養保護士など

の従事者の待遇改善を図るために、2016年から長期療養報酬に従事者の人件費比率を定め、

公表した688。具体的には、長期療養報酬のうち、長期療養機関は57.9％、共同生活家庭は

                                                   

687 「 SHINMOONGO ニュース」「老人長期療養保険法改正案、 2 年ぶりに成立… 
療養機関運営者『違憲法律訴訟を起こす』」 2016年 5 月19日付、 URL:http://www.shinmoong
o.net/91530（ 2021年 9 月30日最終閲覧）。 
688 保健福祉部報道資料「16年長期療養保険料率現行維持、報酬は平均 0.97％引き上げ」 20
15年11年13日付、 1-2 ページ。 

http://alba.incruit.com/
http://www.shinmoongo.net/91530（2021年9
http://www.shinmoongo.net/91530（2021年9
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53.5％を人件費として使うよう勧告した689。表 5-8 は、聞き取り調査を行った機関の長期

療養報酬に占める人件費率である。 

 

表 5-8  聞き取りを行った長期療養機関の長期療養報酬に占める人件費率（2016年） 

                                                             （単位：ウォン） 

 
資料：各機関の予算書より筆者作成。 

注：長期療養報酬の中に補助金も含まれている。 

 

これをみると、経営主体を問わず、聞き取り調査を行ったすべての長期療養機関は、保

健福祉部の勧告より高い比率を人件費として使っていた。それなら、なぜ、療養保護士の

給与は低賃金のままであるのか。以下は、聞き取り調査で寄せられた人件費に関する話で

ある。 

 

「私は、前は社会福祉施設で勤務していましたが、そこの給料に比べるとここは安いで

す。それと、最低賃金が毎年引き上げられているのに対し長期療養報酬の引き上げ率がと

ても低いので財政運営は大変厳しい状況です。しかも、報酬が毎年厳しくなっているので。

（中略）療養保護士の給与が最低賃金に合わせて決められているから、もし、療養保護士

に注意すると「じゃ、辞めます」と言って出勤しない場合もあります。給与が良かったら

そうしないでしょう。」（ B 機関  施設長） 

  

                                                   

689 保健福祉部報道資料、前掲（ 2015年11年13日付）、 3 ページ。 

区分 A機関 B機関 D機関 E機関

長期療養報酬 2,770,889,203 1,696,369,000 2,155,878,000 471,960,000

全職員数
（長期療養職員数）

84人
（50）

47人
（32）

56人
（39）

13人
（8）

人件費 1,982,389,950 1,288,840,000 1,626,440,000 342,997,000

人件費の割合 72% 76% 75% 73%
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「報酬を決める際に最も重要なのが保険料です。当時、政府が制度を導入する際に保険

料を高くすると国民が反対するから、すごく安く決めました。それで、適切な報酬額を知

っているにもかかわらず、低く算定したのでその結果、職員の低賃金問題が生じたので

す。」（ C 機関  事務局長） 

 

 「政府が社会福祉施設に従事している職員の給料を低くみる傾向があります。適切な報

酬が支払われるのであれば、療養保護士をもっと雇いたいです。そうなると、療養保護士

の勤務環境も改善できるし、ストレスも減ると思うし、また、欠勤者が出た場合も安定的

に施設を回すことができると思います。療養保護士の給与を上げてあげたいのですが、運

営者からすると赤字は避けたいですから、報酬に合わせて払うしかないです。療養保護士

は3K職業で、給与がとても少ないと思います。報酬をもっと上げてくれればいいのに。」

（ E 機関  事務局長） 

 

以上の話によると、療養保護士の給与が低い根本的な原因は、長期療養報酬の低さにあ

ると考えられる。さらに、個人機関の方が公立・非営利法人機関より、療養保護士の給与

が低い理由は、個人機関が利潤を確保するため療養保護士の給与を削減しているというよ

り、財源が低い長期療養報酬しかない上で、その長期療養報酬で機関を経営しているため、

療養保護士の給与を上げる余裕がないからであると考えられる。 

そして、こうした療養保護士の低賃金は、療養機関で男性労働者及び熟練労働者などの

人材を雇えない理由ともなっていた。 

 

「財政的に厳しくなって良い人材が採用できません。報酬内で運営しなければならない

ので雇用が安定しません。良い人材を雇うと、その分、人件費が上がるから運営費が減っ

てしまいます。そうなると、長期療養サービスの質を下げるしかないです。」 

（ A 機関  施設長） 

  



197 

 

「一番大変なことは職員管理です。現場では男性職員も必要とされます。男性利用者は

男性がケアしたほうが良いと思います。しかし、低賃金だから、女性がやるしかないです。

これらは結局のところ長期療養報酬が低いからなのです。（中略）制度導入前から働いて

いた熟練長期療養職員がみんな他の職種に転職してしまいました。職員の入れ替わりが起

きました。今、働いている療養保護士のほとんどは制度導入後に新規採用された人で経歴

が短いし、仕事にも慣れていないし、中高年層が多いです。長期療養職員の賃金が低いか

らです。（中略）実際に、全体的にみると、制度の導入前から働いていた人の中で10％も

残っていないです。他の分野に行ってしまいました。障害者とか、児童とか、青少年とか。

事実上、長期療養施設で長期療養職員として働いている人はほとんど新規です。熟練者は

いないです。ある意味では老人福祉の質自体が低下したと言えます。サイズだけ大きくな

ったのです。サイズだけ。」（ C 機関  事務局長） 

 

「制度前は専門学校の卒業者が多かったです。特に20～30代の職員が多かったです。と

ころが、今は皆、障害者の施設に移りました。賃金差が大きいから。あそこがもし 100 だ

ったらここは70です。男性も皆離れていきました。報酬の問題で。良い人材を採用するの

が一番大変です。」（ D 機関  施設長） 

 

長期療養機関の労働者の賃金が他の社会福祉施設の労働者に比べて低い原因の一つとし

て給与制度の変更が挙げられる。社会福祉施設の労働者の場合、一般的には勤続年数を重

ねるごとに賃金が自動的に上がる仕組みとなっている。ところが、同じ社会福祉機関であ

りながらも、長期療養機関は「公費」ではなく「長期療養報酬」が支払われることから、

その給与制度が適用されなくなった。それゆえ、職場に長く続けてもそれにふさわしい給

与が得られないことなどから、男性労働者を中心に他の社会福祉施設に離職することが起

きていた。 
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（ 4 ）療養保護士の勤務体制 

次は、療養保護士の勤務体制である。長期療養機関の経営主体によって異なる財源構造

や異なる競争環境は当然ながら長期療養職員の待遇にも影響を与えており、療養保護士の

勤務体制においても経営主体による明瞭な差が存在していた。 

表 5-9 は、求人サイトで療養保護士を募集している60ヶ所の長期療養機関における療養

保護士の勤務体制を経営主体別にまとめたものである。表 5-9 をみると、公立施設や非営

利法人施設の場合、 2 交代制と 3 交代制の勤務体制が多い反面、個人施設の場合、「ポン

ダン690」あるいは「ポンダンダン」と呼ばれる24時間勤務体制が非常に多かった。 

 

表 5-9  経営主体別療養保護士の勤務体制 

 
資料：表 5-7 と同一。   

注：表 5-7 と同一。 

 

そして、聞き取り調査を行った長期療養機関の療養保護士の勤務体制を調べた結果、表

5-9 と似たような結果が得られた（表5-10）。 

 

表5-10 聞き取りを行った長期療養機関における療養保護士の勤務体制 

区分             公立 非営利法人         個人 

機関 A 機 関 B 機 関 C 機 関 D 機関 E 機 関 F 機関 

勤務

形態 
3 交 代 3 交 代 3 交 代 4 交代 3 交 代 24時間勤務 

資料：聞き取り調査で得た情報のもとに筆者作成。 

 

                                                   

690 ポンが勤務、ダンが休みを意味する。 

24時間勤務 2交代 3 交代 合計

個人 24 18 7 49

非営利法人 0 7 3 10

公立 0 1 1 2

経営主体
                勤務体制（か所）
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A 、 B 、 C 、 E 機関は 3 交代を、 D 機関は 4 交代の勤務体制を採用していたが、 F 機関

の場合、 3 人の療養保護士がローテーションでポンダンダン勤務体制で業務を行っており、

一人の療養保護士が全ての利用者（ 9 人）を朝 9 時から翌日の朝 9 時まで24時間ケアして

いた。表5-11と5-12は、聞き取りを行った F ・ D 機関の療養保護士の一日の勤務内容であ

る。 

 

表5-11 聞き取りを行った F 機関の療養保護士の勤務スケジュール 

 

資料： F 機関の療養保護士の勤務表のもとに筆者作成。 

 

 

 

 

 

 

時間 勤務内容 時間 勤務内容

5:00 パット交換 11:00 流動食の介助

昼ごはん

（食事介助及び片づ
け）

6:00 ポータブルトイレ掃除 12:00 職員の昼休憩

6:30 居室ゴミ捨て 14:30 おやつ

7:00 モーニングケア 15:00 パット交換

・夕食（食事介助）

・夜間勤務者の夕食

・流動食の介助

8:20 口腔ケア 17:20 口腔ケア及び就寝ケア

8:40 片づけ 19:00 流動食の介助

9:00 申し送り 20:30 パット交換

9:20
・入浴（水、木、金）
・掃除

21：00～04：50
記録及び夜間巡回
（休憩しながら）

10:40 パット交換

F機関

5:30 トイレ掃除 11:30

7:30 食事介助 17:00
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表5-12 聞き取りを行った D 機関の療養保護士の勤務スケジュール 

時

間  

D1 勤 務 者  

（ 09 ： 00 ～ 18

： 00 ）  

時

間  

D2 勤 務 者  

（ 07 ： 30 ～ 14

： 30 ）  

時

間  

E 勤 務 者  

（ 13 ： 00 ～ 22

： 00 ）  

時 間  

N 勤 務 者  

（ 22 ： 00 ～ 09

： 00 ）  

9:00  

・ 出 勤  

・ 移 動 介 助  

・ 口 腔 ケ ア  

7:30  

・ 出 勤  

・ 食 事 介 助  

・ 口 腔 ケ ア  

13:0

0  

・ 出 勤  

・ 移 動  

・ お や つ 準 備  

21:40  

出 勤  

9:30  会 議  9:00  食 事 の 片 づ け  
14:0

0  

・ お や つ 提 供  

・ 片 づ け  

・ 見 守 り  

・ ト イ レ 掃 除  

・ タ オ ル 交 換  

・ ゴ ミ 捨 て  

申 し 送 り  

10:0

0  

・ 見 守 り  

・ 掃 除  

・ 洗 濯  

9:30  会 議  
16:3

0  

・ 見 守 り  

・ 食 事 準 備  
22:00  

利 用 者 の 睡 眠

状 態 確 認  

11:1

0  
移 動  

10:0

0  
入 浴 準 備  

（ 1 次 入 浴 ）  

17:0

0  

・ 食 事 配 食  

・ 食 事 介 助  
23:00  衛 生 管 理  

11:3

0  
食 事 準 備  

17:3

0  

・ 片 づ け  

・ 掃 除  

24:00:0

0  

・ 記 録  

・ 利 用 者 の 睡

眠 状 態 確 認  

11:5

0  

・ 配 食 （ ご

飯 ）  

・ 食 事 介 助  

19:0

0  
衛 生 管 理  1:00  

・ 体 位 変

更  ・ 排 泄 ケ

ア  

12:3

0  

・ 食 事 片 づ け  

・ ト イ レ 誘 導  

11:1

0  
20:0

0  

・ 1 次 睡 眠 誘

導  

・ 服 薬  

3:00  

・ 体 位 変

更  ・ 排 泄 ケ

ア  

13:0

0  
休 憩  

11:3

0  
食 事 準 備  ・ 服 薬  5:00  

・ 排 泄 ケ ア  

・ 居 室 ゴ ミ 捨

て  

14:0

0  

・ フ ロ ワ ー 誘

導  

・ 必 要 時 移 動  11:5

0  

・ 配 食 （ お か

ず ）  

・ 食 事 介 助  

21:0

0  

・ 見 守 り  

・ 排 泄 ケ ア  
7:00  

 

・ 見 守 り  

・ 食 事 準 備  

・ 記 録 確 認  

14:1

0  
お や つ 提 供  食 事 介 助  

21:4

0  

N 勤 務 者 に 申

し 送 り  

7:50  

・ 食 事 配 食

（ お か ず ）  

・ 食 事 介 助  

14:3

0  

・ プ ラ グ ラ ム

準 備 及 び 補 助  

・ 見 守 り  

12:3

0  

・ 片 づ け  

・ 口 腔 ケ ア  

・ ト イ レ 誘 導  

8:40  食 器 洗 い  

16:0

0  
衛 生 管 理  

13:0

0  
休 憩  

22:0

0  
退 勤  9:00  退 勤  

16:3

0  

・ 移 動  

・ 記 録  

14:0

0  

・ フ ロ ワ ー 誘

導  

・ 必 要 時 移 動  

    

17:0

0  

・ 食 事 配 食  

・ 食 事 介 助  

14:1

0  
お や つ 提 供      

18:0

0  

・ 片 づ け  

・ 口 腔 ケ ア  

・ ゴ ミ 捨 て  

・ 退 勤  

14:3

0  

・ 2 次 入 浴  

・ シ ー ツ 交 換  

・ 見 守 り  

    

  
16:0

0  
衛 生 管 理      

  
16:3

0  

・ 移 動  

・ 退 勤  
    

資料： D 機関の療養保護士の勤務表のもとに筆者作成。 
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F 機関の事務局長は、利用者の人数が少ないので一人の療養保護士が全員を対応してお

り、24時間勤務の間に 7 時間の休憩時間が設けられていると話した。しかし、実際に F 機

関で働いている療養保護士に聞き取り調査を行った結果、二人の意見には多少の食い違い

があった。 

 

「療養保護士は 3 人います。利用者が 9 人いるから、 3 ： 1 です。一人が出勤すると、

二人が休む仕組みで同じ日に 3 人の療養保護士の休みが重ならない様に調整しています。

勤務体制は一日（24時間）働いて、二日休むポンダンダン体制です。ポンが勤務でダンが

休みです。一日24時間勤務の間に 7 時間ぐらいの休憩時間があります。一人の療養保護士

が全員を長期療養しています。利用者が少ないから。」（ F 機関  事務局長） 

 

「体が大変です。なぜなら24時間勤務しているからです。全然寝られない時もあります。

24時間勤務の間に休憩はほとんどありません。常に働いている状態なのです。ここは 7 時

ぐらいになると寝かせますので、それ以降からは自由時間ですが、夜中 1 時や 2 時ぐらい

に突然利用者が起きて、叩いたり、叫んだりします。昼と夜の区分がつかないから。そん

な日は寝ずに対応します。 9 時から次の日の 9 時まで24時間、一人でケアします。（利用

者の）頭から足元まで手伝います。そして寝心地が悪いです。利用者をケアしないといけ

ないから。職員の休憩室もないです。いつも床で寝ています。」（ F 機関  療養保護士） 

 

24時間勤務の間に法的休憩時間が設定されているが、実際にはほとんど確保できず、一

人の療養保護士が休むことなく24時間をフルで働くという。問題は、休憩が取れない分の

給与の支払いが全くないということである。韓国の勤労基準法第56条に基づき、「一日 8

時間以上勤務をした場合は延長勤労手当が、22時から次の日の朝 6 時まで勤務した場合は
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夜間勤労手当が、そして休日に勤務した場合は休日勤労手当が定められており」、使用者

はそれぞれ 5 割増の賃金を勤労者に支払わなければならない691。 

しかし、韓国では多くの長期療養機関が夜間・延長・休日勤労手当などの法定手当を計

算せず、実際の労働時間が反映されない基本給だけを支払う「包括賃金制」を採用してい

る692。これに対し、最高裁判所は「包括賃金に含まれる法定手当が勤労基準法が定めた基

準に基づいて算定された法定手当に満たない場合、それに該当する包括賃金制による賃金

支給契約部分は勤労者に不利益となるので無効であり、使用者は勤労基準法の強行性と補

充性の原則に基づいて、勤労者にその満たない法定手当を支払う義務がある」と、法定手

当に満たない、勤労者に不利益となる包括賃金制は無効であるとの判決を下した693。しか

し、現在も、 F 機関のように、実際の労働時間が反映されない、包括賃金制を採用してい

る施設が少なくないと考えられる。 

一方、 A 機関で 3 交代で働いている 2 人の療養保護士は、勤務環境に非常に満足してい

た。 

 

「療養保護士の間では施設を選ぶ際に、どの施設が良い、悪いかについて話します。こ

こはきれいで、運営も上手だし、長い歴史を持っていて体系的に整っています。ここは長

期勤務者が多いです。なかなか辞めないです。特別に怪我とかしない限り辞めないです。

私たちはこの施設で働けることについて自負心を持っています。」（ A 機関  療養保護士） 

 

労働者なら誰でもより良い勤務環境で働きたいと思っている。それゆえ、企業側は継続

的な労働環境の改善を通じて労働者の働く意欲を後押しする必要がある。しかし、個人機

関では職員の処遇改善に取り組みたいと思っていながらもなかなかできない現実があった。 

                                                   

691 「ハンギョレ新聞」「大法、療養保護士の包括賃金制は無効」 2016年 9 月20日付、
URL:https://www.hani.co.kr/arti/society/society_general/761833.html （ 2021年 6 月28日最終
閲覧）。 
692 国民健康保険公団の 2011年度の療養保護士の実態報告書によると、調査対象機関のうち、
42％が包括賃金制を採用していた。「ハンギョレ新聞」前掲（ 2016年 9 月20日付）。「大
法、療養保護士の包括賃金制は無効」。 
693 大法院 2016年 9 月 8 日宣告 2014do8873 判決「勤労基準法違反、最低賃金法違反」。 
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聞き取り調査を行った個人機関の経営者たちは、「施設の環境改善や職員の処遇改善に

取り組みたいと思っているが、長期療養報酬だけでは無理だし、だからと言って借金する

のもできないのでなかなか難しい」と嘆いた。また、「長期療養報酬を上げずに改善を強

要するのはとても逆説的である」と政府を批判した。 

 

（ 5 ）長期療養機関の評価制度 

最後に、長期療養機関の評価制度694の結果である。表5-13は、2009年から2015年にかけ

て 4 回実施された老人療養施設の評価制度の結果を、老人療養施設の経営主体に分けて平

均点の年次推移をまとめたものであり、表5-14は、2015年度に実施された長期療養施設の

評価制度の結果をより詳細に示したものである。 

まず、表5-13を見ていくと、経営主体別の平均点は公立機関が最も高く、次が法人機関

であり、個人機関が最も低い。そして、表5-14を見ると、公立機関は、全体公立機関数の

半分以上を占める53ヶ所（55.2％）が90点以上の点数を受けており、60点未満の機関は 1

ヶ所だけであった。続いて法人機関は、 1,248 ヶ所の中で、90点以上の点数を受けた機関

は 364 ヶ所（29.1％）であり、 107 ヶ所（ 8.6 ％）が60点未満の点数を受けた。 

一方、個人機関は、 3,623 ヶ所の中で、 154 ヶ所（ 6.8 ％）だけが90点以上の点数を受

け、60点未満の点数を受けた機関は 526 ヶ所（23.2％）であった。ここで注目すべきとこ

ろは、60点未満の点数を受けた全体機関の中で個人機関が占める割合である。個人機関の

場合、 526 ヶ所が60点未満の点数を受けたが、この 526 ヶ所という数字は、60点未満の点

数を受けた全体機関のうち、約83％を占める数字であった。 

国会予算政策処の資料によると、2011年の機関評価で、60点未満の点数を受けた長期療

養機関 143 ヶ所のうち、 2 回連続で2013年にも同じ点数を受けた機関は32ヶ所であった695。

                                                   

694 2009年からは 2 年ごとに行われていたが、 2015年から 3 年ごとに行われることになって
いる。施設評価は A ～ E の 5 段階で、90点以上が A 等級、80点以上が B 等級、70点以上が
C 等級、60点以上が D 等級、60点未満が E 等級で評価される。 2009年度は申請した施設だ
け実施し、 2011年から義務に変更された。 
695 Ha Hyun Sun（ 2015）「老人長期療養事業評価」国会予算政策処、58ページ。 
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この結果から2015年度の機関評価においても前年度に続き、60点未満の点数を受けた機関

が多数含まれていると考えられる。 

 

表5-13 経営主体別の老人療養施設数及び平均点（単位：ヶ所、点） 

 
資料：国民健康保険公団（ 2012）「 2011年度長期療養機関評価結果」18ページ、 

国民健康保険公団（ 2016）「 2015年度長期療養機関（施設給付評価結果）」 34ペー

ジにより筆者作成。 

注：その他は宗教団体など。法人は非営利・営利両方含。 

 

表5-14 2015年の長期療養機関（入所施設）設置主体別の評価点数（単位：か所、％） 

 
資料：国民健康保険公団（ 2016）「 2015年度長期療養機関（施設給付）評価結果」36ペー

ジにより引用。  

注：表 5-13と同。 
 

最後に、聞き取り調査を行った長期療養機関の評価結果である（表5-15）。こちらでも、

やはり公立機関と非営利法人機関の方が個人機関より良い評価を受けており、  表5-13と

同様の結果が得られた。 

個人機関が連続して同じ評価を受けているのに対し（ E 機関）、公立機関と非営利法人

機関は、連続的に C 以下の評価を受けているところは見られず、評価が下がってもそのま

ま留まることなく、再び上がる傾向がみられた。これは、長期療養機関によって改善能力

の違いがあることを意味していると考えられる。 

 

 

2009 2011 2013 2015

平均点数 89.7 89.1 84.9 87.6

実施機関 58 104 107 96

平均点数 83.8 83.1 77.3 80.1

実施機関 584 1,220 1,278 1,248

平均点数 68.3 70.2 66 69.7

実施機関 549 1,864 2,266 2,267

平均点数 68.5 71.3 70.9 78.4

実施機関 3 7 13 12

1,194 3,195 3,664 3,623

区分

公立

法人

個人

その他

計

機関 割合 機関 割合 機関 割合 機関 割合 機関 割合

公立 96 53 55.2 26 27.1 9 9.4 7 7.3 1 1

法人 1,248 364 29.1 388 31.1 228 18.3 161 12.9 107 8.6

個人 2,267 154 6.8 476 21 597 26.3 514 22.7 526 23.2

その他 12 2 16.7 3 25 5 41.6 2 16.7 - 0

計 3,623 573 15.8 893 24.6 839 23.2 684 18.9 634 17.5

60点未満
区分 実施機関数

90点以上 80点以上 70点以上 60点以上
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表5-15 聞き取り調査を行った長期療養機関の評価結果 

 
資料：国民健康保険公団（ 2010・ 2012・ 2014・ 2016）「 2009・ 2011・ 2013・ 2015年度長期
療養機関（入所施設）評価結果公表」より筆者作成。  

 

機関評価制度の主な目的は長期療養サービスの質を高めることである。保健福祉部関係

者は、「評価結果の公表を通じて利用者の選択権を強化し、インセンティブを提供するこ

とで、長期療養サービスの質による施設間の競争を促すことこそ長期療養サービスの水準

を向上させる近道である」と強調した696。 

しかし現実は、施設評価実施の初年度と比較して長期療養サービスの質がそれほど高ま

っているとは言い難く、それに加えて、経営主体による長期療養機関間の明確な格差が存

在していることが平均点数の推移から読み取れた。 

最後に、 E 機関の事務局長は、現下の長期療養市場で個人事業主が小規模施設を経営し

ていることについて次のように話した。 

 

「社会福祉における脱施設化問題が浮上しました。それで、大型施設から小型施設へと

移行する動きが出てきて、老人長期療養保険制度も最初はそういうふうに運営されました。

それで政府が小規模施設を奨励するため簡単に許可してくれました。しかし、今は問題も

多いし、管理もできなくなってきて政府も面倒くさくなったと思います。簡単に言うと、

政府が小型施設を無くして大型施設を作ろうとしているようです。そうすると管理がしや

すくなるから。老人長期療養保険制度の市場化・営利化政策は仕方なかったと思います。

インフラ整備のために。しかし、それによって問題が起こるのであれば、それを解決する

                                                   

696 保健福祉部報道資料「 7 月から老人療養施設評価、上位10％にインセンティブ」 2009年
2 月 9 日付。 

区分 年度 2009年 2011年 2013年 2015年

A機関 優秀機関 B B A

B機関 ― C A A

C機関 ― B C B

非営利法人 D機関 優秀機関 B B A

E機関 ― D D D

F機関 ― ― ― E

公立

個人
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ための解決策を立てないといけないのに、非営利化政策だけを進めているから問題が後を

絶たないです。サービスの質が落ちるのであれば、政府が直営化して自ら管理監督を実施

して長期療養労働者に給与を払えば解決できるのに。多分しないでしょう、お金がもった

いないから。今後の政府政策が大型化なら、小規模個人施設は生き残れないと思います。

未来が明るくないです。法人施設とは出発点から違っています。最初から競争に遅れてし

まったので、どれだけ頑張っても個人施設はいずれ淘汰されるでしょう。」 

（ E 機関  事務局長） 

 

E 機関のように、政府の積極的な勧めと宣伝によって少なくない個人事業主が長期療養

市場に参入したと考えられる。ところが、現在は営利事業から非営利事業に転換され、利

益の自由な処分ができなくなっており、その上、低い長期療養報酬や不公正な競争環境、

そして不利な支援政策などにより個人機関は、激しい競争から淘汰されるのではないかと、

今後の機関の存続を非常に危惧していた。 

 

4 ．調査結果のまとめと考察 

本研究では、「民営」下における長期療養機関の経営実態と通じて、長期療養市場で起

きている諸問題とそれらの問題がどのようなメカニズムによって起きているのかを明らか

にするため、韓国の長期療養機関を対象に聞き取り調査を行った。そして、その調査から

得られた情報とデータなどを照らし合わせながら、長期療養機関の経営に直接影響を与え

うると思われる 5 つの検討項目を挙げて分析した。 

その結果、個人機関の経営状況は全ての項目において公立・非営利法人機関に比べ、不

安定かつ劣悪であった。そして同じ個人機関の間でも農村部の E 機関よりも、都心部で機

関を営んでいる F 機関の方が療養保護士の勤務環境など、より厳しい状況に置かれていた。

そういった内容を 5 つの分析項目に分けて要約すると以下の通りになる。 
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（ 1 ）長期療養機関の財源の構造 

経営主体を問わず、すべての長期療養機関の主財源は長期療養報酬であった。しかし、

財源が長期療養報酬しかない個人機関とは異なり、公立・非営利法人機関は、支援金や寄

付金といった補助的な収入があり、財源構造は長期療養機関の経営主体によって少し異な

っていた。最初から異なる財源構造は、市場競争のスタートラインから有利不利を生じさ

せ、機関の間で対等な競争をできなくする一つの要因として、また、公立・非営利法人機

関が長期療養市場の競争へ参加しなくても、競争優位性を維持する要因として働いていた。 

 

（ 2 ）利用者の確保 

公費で老人療養施設を運営していた時代とは異なり、保険制度の下では利用者の長期療

養度や数によって長期療養機関の収入が決まるので、機関を安定的に「経営」するために

はなによりも利用者の確保が重要である。財源が長期療養報酬によって賄われている個人

機関の場合、利用者が減る事への危機感や利用者確保への負担感を強く感じていた。これ

とは対照的に、公立・非営利法人機関の場合、常に満室で待機者も非常に多く、長期療養

機関間での利用者の確保競争において優位に立っていた。長期療養市場における個人機関

の位置づけは、公立・非営利法人機関に入所できず行き場を失った利用者が公立・非営利

法人機関に入所するまで待機する受け皿とされていた。 

 

（ 3 ）療養保護士の給与 

長期療養機関の経営主体に分けて療養保護士の給与を分析した結果、公立機関の療養保

護士の給与が最も高く、次に非営利法人、個人機関の順であった。経営主体によって、療

養保護士の給与に差があるのは、個人機関が利潤を確保するため、療養保護士の給与を削

減しているからではなく、個人機関の財源が現実に見合っていない長期療養報酬しかない

上で、そこから療養保護士の給与が支払われていたからであった。そして長期療養機関の

労働者の低賃金ゆえに、男性職員や熟練労働者などの良い人材が雇用できない問題があっ

た。 
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（ 4 ）療養保護士の勤務体制  

韓国の求人サイトで療養保護士を募集している60か所の長期療養機関（入所施設）を経

営主体に分けて療養保護士の勤務体制を分析した結果、公立・非営利法人機関の場合、 2

交代制と 3 交代制の勤務体制が多かった。一方で、個人機関の場合、24時間の勤務体制が

多かった。24時間勤務の場合、勤務の間に法的休憩時間が設定されているが、実際にはほ

とんど確保できず、休憩が取れない分の手当は給与に含まれていなかった。 

 

（ 5 ）長期療養機関の評価制度 

経営主体によって異なる財源構造や競争環境、療養保護士の待遇は、長期療養機関の評

価にそのまま反映されていた。2009年から2015年にかけて 4 回実施された長期療養機関の

評価結果を見ると、経営主体別の平均点数は公立機関が87.6点で最も高く、次に法人機関

が80.1点、その他機関78.4点、個人機関が69.7点の順であった。聞き取り調査に参加した

機関の評価も、上記と似たような結果であった。そして、公立機関と非営利法人機関は、

大体良い評価を受けており、評価が下がったとしても次回の評価では、改善される傾向が

みられたが、個人機関は、低い評価を連続して受けている傾向がみられた。 

以上の 5 つの検討項目はそれぞれ個別に独立しているのではなく相互に作用し、複雑に

絡み合っており、ある一つの項目が悪い状態に陥ると、それが機関全体にも悪影響を与え

ていた。 

例えば、個人機関の場合、財源が長期療養報酬しかないため、利用者の確保を重視する

が、利用者は長期療養機関を選ぶ際に機関評価制度の結果などを参考にして、評価が高い

公立機関や非営利法人機関への入所を希望する可能性が高い。そのため、相対的に評価が

悪い個人機関には利用者が集まりにくく、財政状況がますます厳しくなっていく。これら

はまた療養保護士の待遇に悪い影響を与え、これによって長期療養サービスの質が下がる

と機関評価も当然下がってしまう。そうなると、ますます長期療養報酬に依存し、利用者

の確保にさらに依存する、といった構造が個人機関に作り出されていた。そしてこれが個
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人機関の経営をさらに苦しめており、また自力だけでは改善が難しい要因であると考えら

れる。 

そしてもう一つ、質的調査から明らかになった点は、財務・会計規則に沿って長期療養

事業を非営利に営んでいる現在も、依然として様々な問題が発生していることであった。

これは財務・会計規則の適用による営利事業の禁止が長期療養現場における諸問題の改善

につながっていないことを意味していると考えられる。また、それらの問題の根本的な原

因が保健福祉部の主張のように、少なくとも営利を追求する個人事業主の経営の在り方、

それだけではないことを意味するとも考えられる。 

それでは、これらの問題の根本的な原因は何であろうか。筆者はその原因は一つではな

く、様々な要因が複雑に絡み合った上で発生していると考える。その要因の一つが、サー

ビスの質で競争するには、今日の長期療養市場が個人事業主にとって不利かつ不当な競争

環境になっているため、長期療養機関間の公正な競争環境が実現されていないことだと考

える。 

当時政府は、長期療養サービスの質を巡る長期療養機関間の競争を促すという目的で、

市場競争を取り入れ、機関同士での競争を促した。ところが、措置制度の時代から機関を

経営してきた公立・非営利機関とは異なり、ほとんどの個人事業主は制度施行に伴い、営

利を目的に新規参入したため、競争のスタートラインからすでに遅れていた。 

その上、長期療養報酬は現実に見合っていないほど低く抑えられており、また、長期療

養事業の収益性もそれほど高くないため、独立採算で全てを賄わなければならない個人事

業主にとって長期療養市場の競争環境はより厳しいものとなっている考えられる。 

さらに、機関のイメージや環境、そして経営面においても、他の非営利機関に比べ劣っ

ているなど、個人機関は制度的にも環境的にも不利かつ不当な市場環境に置かれ、長期療

養サービスの質の低下や療養保護士の劣悪な待遇、そして深刻な経営難などの問題が発生

しやすい構造が作り出されていたと考えられる。これらの問題が合わさって、財務・会計

規則に沿って、営利を目的とせず、長期療養機関を経営している今日においても、個人機
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関における諸問題が後を絶たず、また他の公立・非営利法人機関との格差が広がっている

と考えられる。 
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第 6 章 文在寅政権の老人長期療養保険制度改革 ―民営から公営への転換― 

本章では、実質的に「民営」から「公営」への転換を図っていると言える文在寅政権の

老人長期療養保険制度改革に着目して、現在、具体的にどのような政策が進められている

のか、その内容を検討する。 

 

第 1 節 文在寅（ムン・ジェイン）政権 (2017 年 5 月～ )  

1 ．文在寅政権の福祉ビジョンと老人長期療養保険制度改革への取り組み 

最後に、文在寅政権である。文在寅政権は、朴槿恵大統領の退陣を求めて開かれた「ロ

ウソク集会」によって誕生した政権である。2017年 5 月に発足した文在寅政権は、国家ビ

ジョンとして「国民の国、正義たる大韓民国」を掲げた。「国民の国」とは「国民主権の

憲法精神を国政運営の基盤とする新しい政府の実現を意味」し、「正義たる大韓民国」と

は、「特権と反則を一掃し、原則と常識が尊重され、誰にでも公正な機会が保障され、差

別と格差を解消する新しい大韓民国を実現する課題」を意味している697。 

こうした国家ビジョンの下、文在寅政権では、①国民が主人である政府、②共に豊かに

暮らす経済、③私の人生に責任を持つ国家、④平等に発展する地域、⑤平和と繁栄の朝鮮

半島を国政目標として設定した。文在寅政権の社会保障政策は、上記の③私の人生に責任

を持つ国家に位置付けられ、「みんなが享受できる包容的な福祉国家」という基本理念の

下で進められた。「包容的な福祉国家」とは「どの階層も疎外されることなく、経済成長

の果実と福祉サービスを享受することができ、個々人が人として尊重される国家」を意味

する698。 

文在寅政権では、「包容的な福祉国家」を実現する主要課題の一つとして、高齢者の長

期療養に関する様々な制度・政策を進めているが、特記すべき点は、老人長期療養保険制

                                                   

697 国政企画諮問委員会（ 2017）「文在寅政府国政運営 5 箇年計画」 10-11 ページ。 
698 保健福祉部報道資料「包容的福祉国家の設計図を作る」 2017年 9 月11日付、 2 ページ。 
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度運営の基本方針を「民営」から「公営」への転換を目指していると言える老人長期療養

保険制度改革を進めていることである。 

先述したように、廬武鉉政権では、老人長期療養保険制度運営の基本方針として、公立

機関が長期療養市場を主導する「公営」を目指していた。しかし、長期療養機関の整備が

計画通りに進まなかったことなどから、実質的に、制度運営の基本方針を公立機関中心か

ら民間機関中心へと転換した。そして、李明博・朴槿恵政権では、「民営」と転換された

制度運営の基本方針をそのまま維持し、国家の役割及び市場への介入を最小限にとどめて、

民間事業者が主導する市場に依存した。 

以上のように、「民営」を基本方針とした老人長期療養保険制度の運営は、同制度の施

行から長年続いてきた。ところが、制度施行10年を待たずに、制度運営の転換の動きが起

きている。 

近年、文在寅政権では、長期療養サービスの供給が民間市場に任せられていることから、

長期療養サービスの質の低下、長期療養従事者の待遇悪化、長期療養機関間の過当競争、

地域間の長期療養機関の不均一な設置などの様々な問題が長期療養市場で発生しているこ

とを指摘しながら699、これらの諸問題を改善するための長期療養に対する国家の責任と役

割、そして公共性を強化する様々な取り組みを行っている。例えば、認知症国家責任制、

社会サービス院の設立・運営、コミュニティケアの推進などである。 

特に、コミュニティケアは、日本の「地域包括ケアシステム」に類似したもので、高齢

者などが住み慣れた地域及び場所などで暮らし続けられるように、住まい、保健・医療、

療養などのサービスを個々人のニーズに沿って統合的に支援する「地域主導型社会サービ

ス政策」である。以下、文在寅政権下で老人長期療養保険制度改革が具体的にどのように

進められているのかを紹介する。 

 

 

                                                   

699 保健福祉部（ 2018a ）前掲、 1 、 3 、 6 ページ。 
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2 ．老人長期療養保険制度改革の内容 

（ 1 ）社会サービス院 

まず、社会サービス院である。文大統領は大統領選挙の当時、保育・長期療養サービス

のような社会サービスの質を向上し、関連従事者の待遇を改善するため、国が直接に社会

サービス従事者を雇用し、かつ社会サービスを提供する基盤を設けると、社会サービス公

団の設立を公約した700。文在寅政権発足後の2017年 7 月、社会サービス公団の設立は社会

サービス従事者の待遇改善と社会サービスの雇用創出のため、文在寅政権の国政運営 5 箇

年計画の中で 100 大国政課題として位置づけられた701。 

当時、国政企画諮問委員会のスポークスマンは社会サービス公団の設立に関するブリー

フィングを行い、2017年の下半期に社会サービス公団法を制定し、翌年から17の広域自治

団体に社会サービス公団を設立する方針を明らかにした702。公団による施設の直接運営に

ついては、基準法人に委託・運営されている公立施設はそのまま維持しながら、今後、自

治体が新しく設置する施設や民間施設の買入によって公立施設へ転換された施設に限って

直接運営するとした。また、施設の主体を問わずすべての施設に対し、施設従事者の教育、

訓練などの力量開発、施設の標準運営モデルの開発・配布、そして施設経営と財務・事業

プログラムのコンサルティンなどのサービスを提供すると発表した703。さらに、これらの

ために保健福祉部に社会サービス支援団を設置し704、また、国民年金の積立金 540 兆ウォ

ンのうち、おおよそ約 2 兆ウォンを公団の設立に投資することを検討しているとの計画を

も示した705。 

                                                   

700 共に民主党（ 2017）前掲、 178 ページ。 
701 国政企画諮問委員会（ 2017）前掲、44ページ。 
702 KTV 国民放送「社会サービス公団設立…公共保育・老人療養サービス提供」 2017年 7 月
12日放送、 URL:http://www.ktv.go.kr/content/view?content_id=539232 （ 2021年 6 月15日最終
閲覧） 
703 KTV 国民放送「社会サービス雇用創出国政企画諮問委員会ブリーフィング」 2017年 7 月
12日放送、 URL:http://www.ktv.go.kr/content/view?content_id=539197 （ 2021年 6 月15日最終
閲覧）。 

704 同上。 
705 大韓民国国政企画諮問委員会「社会サービス公団設置の財源・財政規模決定されたもの
ない」 2017年 6 月 7 日、 URL:https://www.korea.kr/news/actuallyView.do?newsId=148837340 （
2021年 6 月15日最終閲覧）。 



214 

 

ところが、大統領の公約であった社会サービス公団の設立はその目的通りに円滑に進ま

なかった。社会サービス公団の設立は保健福祉部を中心に進められたが、保健福祉部は

2017年10月11日に非公開で行われた「社会サービス公団の設立準備のための自治体現場諮

問団 2 次会議」において社会サービス公団を社会サービス振興院に変更し、社会サービス

の提供機関を直接に設置せず、公共委託運営することを示した社会サービス振興院の設立

推進企画（案）を提出した706。 

また、社会サービスフォーラムの資料として保健福祉部が作成した「（仮称）社会サー

ビス振興院の設立方案」では「委託契約が満了された福祉施設を中心に運営を転換し、優

秀な民間委託施設（法人・個人事業主）の場合、そのまま維持する、社会サービス振興院

の本部運営財政は国庫支援で、傘下施設は独立採算制で運営する」などの内容が含まれて

おり707、当初の計画より変質・後退したと保健福祉部への強い批判が起こった。 

例えば、ソウル福祉市民連帯708は2017年10月18日に共同声明を出し、「社会サービス振

興院の設立推進計画（案）」は、事実上、社会サービス公団の推進を廃棄する試みであり、

その役割を既存施設の再編と管理に変え、公共機関の拡大と良質の雇用拡大もないと批判

した709。 

こうした批判などを受け、社会サービス振興院の名称は再び社会サービス院に変更され

た710。そして、約 1 年間の議論を経て、2018年12月に「社会サービス院の設立・運営方案」

                                                   

706 「 BEMINOR 」「福祉部、社会サービス公団ではない振興院の設立計画を明らかに」 2017
年10月18日付、 URL:http://www.beminor.com/news/articleView.html?idxno=11473 （ 2021年 6 月
18日最終閲覧）。 
707 保健福祉部社会サービス政策官（ 2018）「（仮称）社会サービス振興院の設立方案」
5-6 ページ。 

708 ソウル市の福祉発展のために 1997年に創立された非営利民間団体である。同団体はソウ
ル市の福祉予算の分析、モニタリング、教育活動などを行っており、また、ソウルにある
多様な市民団体、 NGO 、  NPO、社会福祉施設及び社会福祉施設の従事者の組合などと連帯
して社会福祉に関連した多様な運動を行っている。ソウル福祉市民連帯  「挨拶」
URL:http://seoulwelfare.org/html/sub0101.php （ 2021年 6 月15日最終閲覧）。 
709 ソウル福祉市民連帯共同声明「社会サービスの公共性を廃棄する社会サービス振興院の
推進計画をさっそく廃棄せよ」 2017年10月18日、URL:http://seoulwelfare.org/bbs/board.ph
p?bo_table=b0502&wr_id=76&page=4 （ 2021年 6 月15日最終閲覧）。 

710 社会サービス小フォーラムで論議された内容をまとめた資料では名称変更の理由を次の
ように説明した。「社会サービス公団は社会サービスを独占的に提供する機関として誤解
される可能性があり、社会サービス振興院は社会サービスの直接提供するという意味より
もサービスの発展に支援する機関として誤解される可能性があることから適切ではないと
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が発表された。同資料に提示されている社会サービス院の主な役割は、①社会サービス院

が提供するサービスは、基本的にすべての社会サービスを対象とするが、具体的な運営事

業内容は市・都知事が決める、ただし、保育と療養サービスは必修である、②自治体が設

置した国公立サービス機関を委託・運営する、③社会サービス院傘下に総合在宅センター

を設置し、在宅サービスを統合・連携して提供する、④民間機関及び自治体における社会

サービスの管理・支援を行う、⑤職員雇用は社会サービス院が直接雇用し、また、給料体

制を時給制から月給制に変えることで雇用安全性及び待遇改善を図るなどであった。そし

て、社会サービス院が運営する機関は独立採算制で運営することが原則となっており、社

会サービス院の支援は保健福祉部に設置された社会サービス支援団が行うこととなった711。 

文大統領の公約であった社会サービス公団の設立は、当初の計画より遅れて社会サービ

ス院という名称で2019年から設立され始め、2021年 2 月現在、ソウル特別市を含む11の広

域自治体で設立・運営されている712。 

 

（ 2 ）認知症国家責任制 

次に、認知症国家責任制である。認知症国家責任制とは、認知症患者の長期療養による

苦痛と負担を個人や家族ではなく国家が負うという福祉政策である713。これは文大統領が

大統領選挙で掲げた公約であった。文大統領は当時、認知症の妻を殺害した夫の療養殺人

事件を例を挙げて、認知症の療養は個人や家族だけでは手に負えないので、認知症だけは

国家が責任を負うべきであると、認知症に対する画期的な対策を講ずると公約した714。具

                                                   

指摘されてきた。それで、社会サービス院という中立的な名称に変更する。保健福祉部
（ 2018b ）「社会サービス院運営方案模索―社会サービス小フォーラム運営結果―」11ペ
ージ。 
711 雇用委員会（ 2018）「社会サービス院設立・運営方案」 4-7 ページ。 

712 保健福祉部報道資料「社会サービス院、コロナ19緊急ドルボム・代替人員など民間支援
大幅に拡大」 2021年 2 月23日付。 
713 大韓民国政策ブリーフィング「政策ウィキ一目で見る政策  認知症国家責任制」URL:ht
tps://www.korea.kr/special/policyCurationView.do?newsId=148862221（ 2021年 6 月15日最終閲
覧）。 
714 KTV ライブ「文大統領の大選公約 ' 認知症国家責任制」 2020年10月15日放送、 URL:http
s://www.youtube.com/watch?v=_Ymvh5qKKck （ 2021年 6 月15日最終閲覧）。 
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体的には、老人長期療養保険における本人負担上限制715の導入、地域社会の認知症支援セ

ンターの拡大設置、認知症安心病院の設立、国公立認知症専門療養施設の拡充、認知症に

関連する医療費の自己負担金の緩和などであった716。 

文在寅政権発足後、認知症国家責任制は上記の社会サービス公団と同様に文在寅政権の

100 大課題目標として位置づけられ、さっそくその推進計画が発表された。2017年 9 月18

日、保健福祉部長官は「認知症高齢者と家族の療養負担を国家が負う」という目標の下、

その具体的な重点課題を五つの分野に分けて明らかにした717。その内容を簡単にまとめる

と以下のとおりである。 

まず、第一の分野は、マチュム（ニーズに合わせた）型事例管理である。そのために、

2017年12月に、全国 252 の保健所に認知症安心センターを設置し、一対一で相談・事例管

理を行う。そういった認知症相談・事例管理は認知症老人登録管理システムを通じて全国

で有機的・連続的に管理する。そして、24時間 365 日いつ・どこでもつながる認知症相談

コールセンターを構築するとしている718。 

第二は、長期療養サービスの拡大である。具体的には、より多くの認知症高齢者が長期

療養サービスを受けられるように、長期療養保険制度の等級制度を改善する。そして認知

症の人が安心して利用できる認知症安心型の昼夜間保護施設と療養施設を2022年までに段

階的に拡充する。また、サービスの質を高めるように長期療養従事者に対する待遇改善を

持続的に強化するとしている719。 

第三の分野は、認知症患者に対する医療支援の強化である。認知症安心療養病院を全国

79か所の公立療養病院を中心に設置する。そして、認知症患者が内科、外科、歯科のよう

な診療も一緒に受けられるように健康保険の報酬を改善するとしている720。 

                                                   

715 日本の医療保険の自己負担限度額と類似の制度である。しかし、老人長期療養保険にお
ける本人負担上限制の導入の公約の計画は全く出されておらず、現在も不履行中である。 
716 共に民主党（ 2017）前掲、 178 、 339 ページ。 
717 保健福祉部報道資料「認知症、安心してください。これから国家が責任を持ちます ! 一
対一マチュム型相談・事例管理から治療支援まで認知症国家責任制推進計画発表（添付資
料『認知症国家責任制推進計画発表文』） 2017年 9 月18日付、 2 ページ。 
718 保健福祉部報道資料、前掲（ 2017年 9 月18日付）、 3 ページ。 
719 保健福祉部報道資料、前掲（ 2017年 9 月18日付）、 4 ページ。 
720 保健福祉部報道資料、前掲（ 2017年 9 月18日付）、 5 ページ。 
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第四は、医療費・療養費の自己負担金の緩和である。最大60％であった重症認知症患者

の健康保険の自己負担率を10％に引き下げ、長期療養の自己負担金の軽減対象を拡大する

というものである721。 

第五は、認知症予防及び認知症親和的な環境の造成である。全国 352 か所ある老人福祉

館で認知健康プログラムを提供し、66歳以上の高齢者を対象とする認知機能検査を 4 年か

ら 2 年に一度に実施する。認知症安心町づくり事業と認知症高齢者の公共後見制度、そし

て認知症高齢者の失踪ゼロ事業を実施し、認知症高齢者を配慮する社会的環境を作るとい

うものである722。 

認知症国家責任制は文大統領の主要公約であっただけに、早くも必要な予算が確保され、

公約履行に向けた準備が本格化された。保健福祉部が発表した認知症推進計画の中で、現

在施行中である内容を見ると、認知症国家責任制の核心インフラである認知症安心センタ

ーは2017年12月から設置が進められ、2019年12月現在、全国の保健所（ 256 か所）に設

置・運営されている。そして、2018年 1 月からは老人長期療養保険の等級制度に認知支援

等級が新設され、軽症の認知症患者も認知支援等級の認定により長期療養サービスが利用

できるようになった。また、2018年 8 月からは長期療養費の自己負担金の軽減対象者及び

軽減率が拡大された。さらに、公立認知症専門療養施設（ 110 か所）の拡充も段階的に推

進されている723。 

その他にも、2020年 6 月現在、全国公立療養病院60か所のうち、49か所で認知症専門病

棟が運営されており、重症の認知症患者の医療費の自己負担率も10％に引き下げられた。

そして2018年 9 月からは認知症患者のための公共後見制度が実施されており、「認知症安

心町」も全国 339 か所で運営されている724。 

 

 

                                                   

721 同上。 
722 保健福祉部報道資料、前掲（ 2017年 9 月18日付）、 6 ページ。 
723 保健福祉部報道資料「認知症国家責任制施行以降 3 年、変わった点と変わる点」 2020年
9 月21日付、 2-3 ページ。 

724 保健福祉部報道資料、前掲（ 2020年 9 月21日付）、 3-4 ページ。 
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（ 3 ）コミュニティケア 

次に、在宅における脆弱階層の健康権の保障などを核心課題として進められているコミ

ュニティケアである725。保健福祉部は2018年の年頭「政府業務報告」において、文在寅政

権の福祉理念に基づき726、地域社会における包容拡大のために施設中心の福祉体系から地

域社会中心の福祉体系への転換を明らかにした727。その新しい福祉体系がコミュニティケ

アである。 

コミュニティケアとは「住民らが住み慣れた場所（自宅やグループホームなど）で生活

しながら、個々人のニーズに沿ったサービスを受け、地域社会とともに暮らせるように住

居、保健医療、療養、ドルボム、独立生活の支援が統合的に確保される地域主導型社会サ

ービス政策」である728。コミュニティケアにおけるケアとは、①住居、②保健・医療、③

療養、④ドルボム、⑤独立生活支援の五つの意味が含まれている複合的な概念である729。 

コミュニティケアの推進背景としては、少子高齢化によるケアサービスの需要増加、在

宅サービスの不十分による社会的入院増加及び施設への入所などが挙げられた730。ところ

が、一方では、在宅サービスを充実することで社会的入院を減らし、医療費抑制を図る手

段としてコミュニティケアが推進されている731。よって、コミュニティケアの主な内容は、

病院・施設から地域社会への移行を進める同時に地域社会から病院・施設への移行を遅ら

せるための支援となっている。 

                                                   

725 保健福祉部（ 2019a ）「コミュニティケア 2026ビジョン及び課題」 150 ページ。 
726 文在寅政権の福祉政策の基本理念は「みんなが享受できる包容的な福祉国家」である。
包容的な福祉国家とは「どの階層も疎外されることなく、経済成長の果実と福祉サービス
を享受することができ、個々人が人として尊重される国家」を意味する。保健福祉部報道
資料「包容的福祉国家の設計図を作る」 2017年 9 月11日付、 2 ページ。 
727 保健福祉部報道資料「所得主導成長と国民の生活の質の向上をテーマに 2018年初国務総
理政府業務報告実施」 2018年 1 月18日付、 6 ページ。 
728 保健福祉部報道資料、前掲（ 2018年11月20日付）、 22ページ。 
729 同上。 
730 保健福祉部報道資料「地域社会の力で自分の住み慣れたところでケアが受けられる国に
経路設定（添付資料『地域社会中心の福祉具現のためのコミュニティケアの推進方向』 1
ページ） 2018年 6 月 7 日付。 
731 コミュニティケアが公式発表される以前の国会保健福祉委員会において保健福祉部長官
は高齢化社会における総医療費支出を抑制する有力な手段としてコミュニティケアを準備
していると述べた。国会事務処（ 2018）「第 362 回保健福祉委員会会議録第 2 号」68ペー
ジ。 
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具体的な内容は①在宅サービス（長期療養）受給者の拡大、統合在宅サービスの導入、

新規在宅サービスの開発などによる在宅サービスの充実、②障害者の健康主治医制度のモ

デル事業実施、重度小児患者の在宅医療サービスのモデル事業実施、家庭ホスピスサービ

スの拡大、一次医療慢性疾患管理のモデル事業実施などによる地域社会の健康管理体系の

強化、③社会的入院患者の退院支援、精神疾患者の中間ハウス（ Halfway house ）のモデ

ル事業実施などによる地域社会の定着支援、④病院の入院患者の分類体系改善及び関連報

酬の改善、療養病院の評価体系の改善などによる病院・施設の合理的な利用を誘導する制

度改善である732。 

これらのサービスの対象者は高齢者、障害者、児童、ホームレス、精神疾患者などの社

会的脆弱者であり、邑・面・洞に設置される「ケア統合窓口」から支援される733。コミュ

ニティケアの本格実施は2026年を目途にしており、現在、16つの自治体でモデル事業が実

施されている。 

 

（ 4 ）マチュムドルボムサービス 

最後にもう一つ、高齢者の予防ケアサービスの保障範囲を強化するため、マチュムドル

ボムサービス（以下、マチュムサービスという）734が推進されている。同サービスは、地

域社会の高齢者のケアサービスの支援を強化することで、療養施設及び療養病院などの高

費用ケアサービスへの進入を予防するためなどを背景に2020年 1 月から始まったサービス

である735。同サービスを推進している保健福祉部側は、マチュムサービスにより「需要者

中心の老人ドルボムサービスの体系が構築されることに大きな意義があり」また「高齢者

のニーズに合わせて、多様なサービスを利用できるようになる」と期待を示した736。   

                                                   

732 保健福祉部報道資料、前掲（ 2018年 6 月 7 日付）、 7-10ページ。 
733 保健福祉部報道資料、前掲（ 2018年 6 月 7 日付）、 12ページ。 
734 マチュムドルボムとは、ニーズに合わせたケアという意味である。 
735 保健福祉部（ 2019b ）「 2020老人マチュムドルボムサービス事業案内」 3 ページ。 
736 保健福祉部報道資料「来年から多様な老人ドルボムサービスがニーズに合わせて提供さ
れます」 2019年10月11日付、 3 ページ。 
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マチュムサービスは、既存の六つの類似の高齢者のケアサービスを一つに統合したサー

ビスであり、これまで別々に提供され、重複利用が不可能であったサービスを、同サービ

スにより、個々人のニーズに合わせて同時に利用できる737。対象者は、生活保護受給者及

び基礎年金受給者などの低所得層の高齢者であり、邑・面・洞役所で申請すると、提供機

関の担当の社会福祉士が自宅を訪問し、選定調査を行った後、市・郡・区の承認を得て利

用できる仕組みである738。サービスの提供によって自治体の責任は強化され、対象者のサ

ービスに対するアクセスを高めるため、生活圏域ごとに 1 か所の提供機関（非営利）を選

定し、一つの提供機関から統合的かつ体系的なサービスが提供される739。また、サービス

の時間及び内容は対象者のニーズによって異なり、サービスの自己負担金はない。表 6-1

は高齢者の予防ケアサービスの変化内容をまとめたものである。 

 

表 6-1  高齢者の予防ケアサービスの変更内容 

 
資料：保健福祉部（ 2019b ）前掲、 6-8 、11、13、51ページにより作成。 

                                                   

737 保健福祉部報道資料「今日から老人ドルボムサービスを始めます」 2020年 1 月 2 日付、
1-2 ページ。 

738 保健福祉部報道資料、前掲（ 2020年 1 月 2 日付）、 8 ページ。 
739 保健福祉部報道資料、前掲（ 2020年 1 月 2 日付）、 3 ページ。 

サービス名 対象者 内容 サービス名 対象者 内容

65歳以上長期療養
等級外A・B

（中位所得160％
以下）

老人ドルボム
基本サービス

老人ドルボム
総合サービス

短期家事
サービス

独居老人社会関係
活性化事業

初期独居老人
自立支援事業

地域社会支援
連携事業

65歳以上独居老人 友達作り支援

一般ドル
ボム群

16時間未満の
直接サービス
（安全支援、
社会参加、生
活教育、日常
生活支援）＋
連携サービス
（必要時）＋
特化サービス
（必要時）

65歳以上独居老人
自立能力強化及び社
会的関係網形成のプ

ログラム提供

長期療養受給者及
び等級外A・B

地域資源連携（医
療・福祉など）、保
健・福祉情報提供

2019年度まで 2020年度

65歳以上独居老人
定期的安否確認及び
福祉サービス連携

老
人
マ
チ
ュ

ム
ド
ル
ボ
ム
サ
ー

ビ
ス

重点ドル
ボム群

16時間以上～
40時間未満の
直接サービス
（安全支援、
社会参加、生
活教育、日常
生活支援）＋
連携サービス
（必要時）＋
特化サービス
（必要時）

訪問・昼間保護サー
ビス（月27時間また
は36時間、自己負担

金有）

65歳以上独居老人
または75歳の高齢
夫婦でドルボムが

必要な者

家事・日常生活支援
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以上の文在寅政権下で行われている老人長期療養保険制度改革が意図する内容をまとめ

る。まず、第一に、長期療養サービスの直接提供及び長期療養従事者の直接雇用を通じて

長期療養サービスの質と長期療養従事者の待遇改善を図る。第二に、長期療養サービスの

認知支援等級の新設及び自己負担の軽減率の軽減などを通じてサービスの対象範囲を拡大

する。第三に、療養、医療、保健などのサービスを連携して、これらのサービスを地域社

会で受けられるように地域社会の長期療養サービスの充実化を図る。そして、最終的には、

これらを通じて、長期療養に対する国家の役割及び責任、そして公共性を強化することで

あると言える。 
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第 7 章 文在寅政権の老人長期療養保険制度改革の実態調査 

本章では、文在寅政権の老人長期療養保険制度改革を通じて、実際の長期療養現場がど

のように変化・改善されたのか、同改革の効果が長期療養サービスの脆弱な過疎地におい

ても十分に行きわたっているのかを明らかにする。 

実際の長期療養サービス市場では、文在寅政権による改革の意図とは乖離して、様々な

問題が指摘され始めてきており、同政策の効果や影響の評価が求められてきている。近年

の文在寅政権の老人長期療養保険制度改革の効果や実態を評価するためには、健康権保障

という観点からすれば、とりわけ長期療養サービスの最も脆弱な過疎地域である農山漁村

地域においても、その改革の効果が十分に行き渡っているかどうかを考察しなければなら

ない。よって、本章では、文在寅政権の老人長期療養保険制度改革の効果ないし影響を、

筆者が実施した農山漁村地域における最新の長期療養市場の実態調査を用いて明らかにす

る。 

 

第 1 節 長期療養サービスの脆弱な過疎地の農山漁村地域における長期療養サービスの実

態調査 

1 ．調査の目的と対象地域 

 本調査の目的は、長期療養サービスの脆弱な過疎地である農山漁村地域における最新の

長期療養サービスの実態を明らかにすることである。本調査は、より綿密で深い分析を行

うために、対象とする範囲を一つの地域に限定した。 

対象地域は、韓国の全羅南道に属している長興（チャンフン）郡である。全羅南道は韓

国の南西に位置している農山漁村地域であり、 5 の市と17の郡を管轄する。全羅南道の高

齢化率は韓国で最も高く、調査を行った2020年 2 月時点で、総人口は 1,861,894 人、65歳

以上の人口は 424,701 人、高齢化率は22.8％であった740。長興郡は全羅南道所属の地域の

                                                   

740 KOSIS 「統計庁  高齢人口比率 (市道 / 市 / 郡 / 区 ) 」URL:
https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1YL20631&conn_path=I2 （ 2021年 6
月15日最終閲覧）。 
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中で、高齢化が急速に進んでいる地域の一つであり、調査を行った2020年 2 月時点で、総

人口は約38,400人、65歳以上の人口は12,754人、高齢化率は33.2％であった741。長興郡の

下位行政区画としては 3 の邑と 7 の面が置かれており、東・西・北は 4 の郡に、南は海に

面している。   

長興郡を対象地域として選定した理由を簡潔に説明する。第一に、長興郡は韓国の中で

も高齢化率がとても高い農山漁村地域の一つであり、人口流出による過疎化が進んでいる

742。第二に、長興郡の財政自立度は2019年現在、 243 の自治体のうちの 225 位で、財政自

立度がとても低い743。そして、一定所得水準以下に支給される基礎年金の受給率（65歳人

口対）は、2019年12月には、長興郡は 86.31 ％で、全国 229 の市・郡・区のうち、 5 番目

に高い744。つまり、長興郡の65歳高齢者の所得水準は他の地域よりかなり低い。第三に、

長興郡は全国平均に比べて長期療養機関（入所施設と在宅事業所を含む）が少ない地域で

ある。 

表 7-1 は、2019年現在、長興郡における65歳人口1000人当たり長期療養機関及び療養病

院の状況である。表 7-1 をみると、在宅サービスのうち、訪問療養サービス、訪問看護サ

ービスは全国平均より多いが、昼・夜間サービス、短期保護サービス、訪問入浴サービス、

福祉用具貸与サービスは全国より低い。そして、入所サービス施設の定員数や療養病院の

病床数も全国より低い。さらに、在宅サービスの場合、ほとんどが民間によって提供され

ており、在宅サービスにおける国公立の割合はとても低い。 

                                                   

741 同上。 
742 長興郡の総人口「住民登録人口」をみると、 2010年には 42,394 人で、 2020年には 37,800
人で、10年間約 4,600 人が減少した。 KOSIS 「行政安全部  住民登録人口現状」URL:http
s://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B040A3&vw_cd=MT_ZTITLE&list_id=A_7&s
eqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=MT_ZTITLE （ 2021年 6 月15日
最終閲覧）。長興郡のここ 5 年間の人口流出数を見ると、 2016年： 2,492 人、 2017年： 1
98人、 2018年： 494 人、 2019年： 457 人、 2020年 484 人であった。 KOSIS 「統計庁  国内
人口移動統計」URL:https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=101&tblId=DT_1B26001_A01&v
w_cd=MT_ZTITLE&list_id=A_1&seqNo=&lang_mode=ko&language=kor&obj_var_id=&itm_id=&conn_path=
MT_ZTITLE（ 2021年 6 月15日最終閲覧 ））。  
743 地方財政 365 「財政自立度」URL:http://lofin.mois.go.kr/websquare/websquare.jsp?w2xPat
h=/ui/portal/gongsi/item/sd002_tg002.xml&year=2019&ix_code=A114（ 2021年 6 月15日最終閲覧
）。 
744 BOKJIRO 「社会保障統計基礎年金人口対比受給率」URL:http://www.bokjiro.go.kr/nwel/we
lfareinfo/sociguastat/retrieveSociGuaStatList.do?datsNo=58 （ 2021年 6 月15日最終閲覧）。 
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以上の理由から、長興郡は高齢化の進む過疎地であるとともに、長期療養サービスも脆

弱である。それゆえ、文在寅政権の老人長期療養保険制度改革の影響と変化を把握するに

あたって適している地域の一つであると考えられる。 

 

表 7-1  2019年の長興郡における65歳人口1000人当たり長期療養機関及び療養病院の状況 

 
資料：65歳以上の人口数は脚注 740 と同一、長期療養機関は、全国は、国民健康保険公団

（ 2020）「 2019老人長期療養保険統計年報」 738 ページ、長興郡は、国民健康保険

公団（ 2020）前掲、 760-761 ページ。療養病院は、全国は健康保険審査評価院

（ 2020）「 2019健康保険統計年報」76ページ、長興郡は聞き取り調査により計算・

作成。 

注：計算は長期療養機関数 /65 歳以上の人口× 1000。老人療養施設は日本の特別養護老人

ホームに相当し、老人療養共同生活家庭は日本のグループホームに相当する。 

 

2 ．調査方法と対象及び調査の倫理的配慮 

調査方法は、地域における具体的かつ多様な情報が得られる聞き取り調査である。調査

対象は、長興郡の主要な長期療養機関と療養病院、そして役所である。それらの担当者に

聞き取り調査を行うことで、要長期療養者が主に利用される保険制度の長期療養サービス、

地域社会の予防ケアサービス、療養病院の入院サービスの実態が分かる。 

調査対象の長期療養機関と役所、そして療養病院をリストアップした後、長興郡を町ご

とに分けて代表的な長期療養機関と役所に電話で調査への協力を依頼した。結果、長興郡

における全体入所サービス提供機関 5 か所のうち 4 か所、全体訪問療養サービス提供機関

25か所のうち 6 か所、全体訪問入浴サービス提供機関15か所のうち 3 か所、全体訪問看護

サービス提供機関 3 か所のうち 2 か所、昼間保護サービス提供機関 4 か所のうち 1 か所、

全国 長興郡

訪問療養 1.91 2.04

訪問入浴 1.39 1.26

訪問看護 0.1 0.24

昼夜間保護 0.52 0.31

短期保護 0.02 -

福祉用具 0.25 0.24

老人療養施設 21.76 15.64

老人療養
共同生活家庭

2.13 -

療養病院
（病床）

37.73 10.38

区分

入所・入院サービスの
定員数（人）

在宅サービス（か所）
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全体マチュムドルボムサービス提供機関 2 か所のうち 1 か所、全体療養病院 1 か所のうち

1 か所に加え、全体役所11か所のうち 4 か所（ 1 郡、 2 邑、 1 面）から調査協力を得られ

た。聞き取り調査に協力してくれた 1 機関ないし役所あたりの聞き取り調査時間は平均約

60分強であった。表 7-2 は聞き取り調査を行った長期療養機関及び療養病院の基本情報で

ある。 

 

表 7-2  聞き取り調査の協力が得られた長期療養機関（施設及び事業所）療養病院の基本

情報 

 
資料：聞き取り調査より作成。 

注：韓国では一般的に長期療養給付（施設給付・在宅給付）を提供する機関を指す言葉と

して長期療養機関を用いている。本研究では、聞き取り調査を行った入所施設及び在宅事

業所、そして療養病院を機関と称し、内容によっては施設と事業所、そして療養病院の名

称を区分して用いる。 

 

調査期間は、2020年 2 月17日から 2 月28日までである。そして、調査への協力が得られ

た機関・役所には、事前に本調査の目的及び方法、質問内容等について書面で依頼を行い、

また口頭でも同意を得た。また、調査の際には先方の同意を得て録音を行った。調査協力

区分 サービス内容 参加者

A機関 訪問療養、訪問看護 機関長兼社会福祉士

機関長

訪問療養サービス利用者

療養保護士（訪問療養サービス）

C機関 入所サービス 事務局長

機関長

療養保護士（訪問療養サービス）

G機関 訪問療養 機関長

機関長

社会福祉士

療養保護士（訪問療養サービス）

I機関 入所サービス 療養保護士（入所サービス）

J機関 療養入院サービス 行政院長

H機関 訪問療養、訪問看護

入所サービス
 訪問療養、訪問入浴、訪問

看護

訪問療養、訪問入浴
マチュムドルボムサービス

入所サービス
昼間保護サービス

B機関

D機関 訪問療養

E機関 機関長

F機関 機関長
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機関や役所には、対象機関や機関名については伏せることや、聞き取りの中で出てくる個

別のケース等については、特定がなされないように配慮を行うことなど、倫理的配慮につ

いても丁寧に説明した。 

調査分析は聞き取り調査から得られたすべての情報の文字おこしを行い、その内容を何

度も読みながら多くかつ共通的に挙げられた内容を中心に、長期療養サービスの実態がわ

かるように項目ごとに分けて分析を行った。 

 

4 ．調査の結果 

文在寅政権下では、長期療養サービスの自己負担額の軽減率及び対象範囲の拡大と認知

支援等級の新設などを通じて長期療養サービスの受給者の拡大を進めている。実際にこう

した政策を通じて、農山漁村地域においてもより多くの要長期療養者が老人長期療養保険

制度により長期療養サービスを享受するようになったのだろうか。長興郡の事例を挙げて

その実態を見ていく。 

 

（ 1 ）自己負担額の軽減率の拡大 

まず、自己負担額の軽減率の拡大である。老人長期療養保険制度から長期療養サービス

を受けるためには毎月支払う保険料の他に利用料の一部を自己負担として支払う必要があ

る。長期療養サービスを利用する際に支払う自己負担割合は、一般利用者の場合、入所サ

ービスでは20％、在宅サービスでは15％である。低所得層利用者の場合、自己負担金の負

担を緩和するために軽減制度が設けられている。軽減率は保険制度施行後から少しずつ引

き上げられ、現在文在寅政権下では、健康保険料順位745が25％～50％以下の場合、自己負

担率から40％が、健康保険料順位が25％以下の場合、自己負担率から60％が軽減される。

表 7-3 は現在適用されている自己負担軽減率である。 

 

                                                   

745 全体国民健康保険加入者（職場・地域）の保険料を職場及び地域加入者の順位別に羅列
したもの。保健福祉部報道資料「老人長期療養本人負担軽減対象中間層まで拡大」 2018年
6 月29日付、 2 ページ。 
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表 7-3  老人長期療養保険制度の自己負担金の軽減率 

 
資料：保健福祉部報道資料、前掲（ 2018年 6 月29日付）、 3 ページ。 

注：現行の軽減率は 2018年 8 月の給付利用分から適用されている。 

 

このように文在寅政権では利用者の自己負担金に対する経済的負担を緩和するために軽

減制度の軽減率及び軽減対象者を拡大している。ところが、低所得者が多い長興郡では、

軽減率が拡大され、以前に比べると経済的負担を理由にサービスが利用できない人は少し

減ったものの、依然として多く、自己負担金が長期療養サービスの利用を阻害する大きな

要因となっていた。以下、聞き取り調査で寄せられた話を紹介する。 

 

「ある高齢者の場合、歩くこともできないし、本当にサービスが必要なのに利用しない。

お金のことで。そういう人が周りに多い。」（ A 機関  機関長兼社会福祉士） 

 

「隣のおばあさんの場合も、心身状態がとても悪い。その方もサービスを利用すればい

いのに、お金を支払わないといけないと言ったら、利用する気になれないみたい。」 

（ B 機関  療養保護士） 

 

「お金のことで施設に入所できない方も多いです。自己負担金が非給付分まで含むと60

万ウォンくらいですが、長期療養報酬が引き上げられると、自己負担金も引き上げられま

す。初めのうちは大丈夫だけど、長い期間支払うことになると負担が大きいです。」 

（ C 機関  事務局長） 

 

「誰もがサービスを必要としていますが、利用料のせいでサービスを受けられていない

です。」（ G 機関  機関長） 

25％以下 25％～50％以下

60% 40%

入所サービス 8% 12%

在宅サービス 6% 9%

9万5000人 10万8000人

健康保険料順位

自己負担金の軽減率

対象者

実質的な
自己負担金



228 

 

「一番大きい問題は金銭的な問題で、自己負担金の問題があります。子供が拒否しま

す。」（ H 機関  機関長） 

 

「サービスを利用しない理由には経済的な負担が最も多いです。施設に入るためには、

最低毎月50万ウォンがかかりますが、毎月支払うのが簡単ではないです。ここは、本当に

貧しい高齢者が多いです。田舎だから。在宅サービスも受けたいのにお金のことで利用で

きない人もいます。ある療養保護士の場合、自分が利用者の自己負担金を支払って、サー

ビスを提供する人もいます。」（ I 機関  療養保護士） 

 

所得水準が低い長興郡では生活保護受給者も多い746。生活保護受給者の場合、入所サー

ビスを利用する際に自己負担金を支払わなくてよい。その代わりにこれまで支給されてい

た扶助費が支給されなくなる。生計費として一部の費用だけが施設に直接支給される。つ

まり、生活保護受給者が施設に入所すると、これまで直接もらっていた扶助費がもらえな

くなる。こうしたことにより、生活保護受給者の家族、特に子どもは自分の親に入所サー

ビスが必要となっても、親を施設に入所させない事例が発生していた。以下は、施設と病

院を運営している運営者の話である。 

 

「高齢者の生活保護受給者の場合、入所すると扶助費が施設に入るから、それが嫌で入

所させない人（子供）がいます。自分たちが使うために。今まで自分たちがそのお金を使

っていたから。生活保護受給者の家族の10人中 4 ～ 5 人がそういうふうに考えています。」

（ B 機関  機関長） 

 

「生活保護受給者の場合、受給者の扶助費を子供が使っているので、それがもったいな

いから入所させない方もいます。施設に入ると扶助費が使えなくなるから。」 

                                                   

746 聞き取り調査で得られた情報によると、長興郡で長期療養等級者は約 1,200 人で、その
うち、約 300 人が生活受給者である。その 300 人にかかる郡費は去年 1 年間約47憶ウォン
であった。 
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（ C 機関  事務局長） 

 

「国からお金が支給されます。そのお金で医療費を支払うことができます。なのに、子

供が、家族が、そのお金を使っているから、入院させないです。こういう人が多いです。

生活保護受給者は、十分、療養病院に入院できるのに、褥瘡ができても子どもが入院させ

ないです。」（ J 機関  行政院長） 

 

以上の話のように、長興郡では長期療養サービスにおける経済問題に関連して、一般利

用者と低所得層の利用者は経済的負担を理由に、生活保護受給者は家族の拒否を理由に、

長期療養サービスを利用できない問題が起きていた。それでは、自己負担金を支払うこと

ができない利用者はどのような状況に置かれてしまうのか。詳しい事例を伺ったところ、

以下のような事例を聞かせてくれた。 

 

「自己負担金が理由で退所した方もいます。すると、正常運営をしない、そういうとこ

ろに入ります。自分たち（子ども）がケアしません。より安いところに入ります。〇〇市

の場合、どんなところが人気があるかというと、入って何か月以内に亡くなるところです。

そこはベッドがないと言われました。正常運営しないところに入るという噂が結構ありま

した。（中略）家族が費用を払えないからといってあの機関、この機関に利用者を移した

り、自分がケアすると言いながら、家に連れて帰って部屋に放置したりします。まさに放

任です。」（ B 機関  機関長） 

 

「子どもが親の入院費を払う場合は、兄弟喧嘩をします。約30％はお金のことで喧嘩し

て、約10％は退院させます。施設に入りますと言いながら、家に連れて帰える人もいます。

そうなると結局、 2 次事故が起きて再び入院します。それと、ある入院患者の場合、急性

期病院の集中治療室に入院していたのですが、お金がたくさんかかるから、うちの病院に

移ってきました。入ってきた時は本当に死体みたいでしたが、20日くらい経つと状態が良
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くなりました。なのに、家族がお金がないから、負担になるからといって退院させようと

しました。私が今退院すると死にますと止めましたが、結局退院させて、三日目に亡くな

りました。」（ J 機関  行政院長） 

 

以上の話は少し衝撃的であるが、実際にはこうした事例が少なくないという。経済的な

理由により必要なサービスを受けられなくなると、深刻な場合、死亡に至るケースもある。

高齢者の貧困問題が深刻な韓国では、上記の事例のような状況に置かれている高齢者が少

なくないと予想される。 

 

（ 2 ）長期療養サービスの等級認定 

次に、長期療養サービスの等級認定である。長興郡で行った聞き取り調査で、経済的な

負担と共に長期療養サービスの利用を阻害する大きな要因として最も多く挙げられたのが、

等級認定であった。原則として老人長期療養保険制度を利用して長期療養サービスを受け

るためには、等級認定を受ける必要がある。等級認定は、国民健康保険公団（以下、公団

という）の調査員が心身の状態を52項目に基づいて調査し、長期療養認定点数を算定する。

その点数と医師意見書、そして特記事項を基に等級判定委員会が審議・判定する。 

長期療養認定を受けた者が利用可能な長期療養サービスは、要長期療養度によって異な

る。要長期療養度は、 1 等級から 5 等級と認知支援等級がある。基本的に 1 ・ 2 等級では

在宅または入所サービスを、 3 ～ 5 等級及び認知支援等級では在宅サービスを、そして等

級外の判定を受けた者は地域社会の予防ケアサービスであるマチュムサービスを利用でき

る。 

文在寅政権では、長期療養サービスの保障範囲及び対象者の拡大政策の一環として長期

療養保険制度の受給者の拡大を進めている。しかし、聞き取り調査を行った対象者の多く

は、要長期療養認定を受けることが難しく、それによって長期療養サービスが受けられな

い人が少なくないと思っていた。以下は、長興郡の聞き取り調査で寄せられた話である。 
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「去年は本当におかしかったです。認定が下りそうな人にも下りなかったから。要長期

療養認定で制限をします。 5 等級でも認定が下りると、助けることができるのに。去年は、

認定を受けられなかった高齢者が多かったです。去年？一昨年からそうなっているみたい。

高齢者と家族がよくわからないから、助けを求めて在宅事業所に来ます。事業所に来た

方々の中には認定が下りなくて大変な状況に置かれた方々がいました。」 

（ A 機関  機関長兼社会福祉士） 

 

「公団が長期療養等級をなかなか認定してくれない。特に長興郡はもっと難しい。ソウ

ルは特に問題がないと 3 等級も下りるし、 3 時間747もくれるのに、ここは時間も減らすし、

要長期療養認定が下りそうな人もおりない。要長期療養認定を受けるのがだんだんと難し

くなってきている。（中略）国は、要長期療養認定を受けやすくし、すべての人にサービ

スを提供しますと言っているが、実際にはそうではない。実際は要長期療養認定がなかな

か下りない。大部分はマチュムサービスが受けられる等級外が下りる。最近では、もっと

そうなっている。」（ B 機関  療養保護士） 

 

「健康保険公団で数を調整しています。例えば、この地域に施設給付認定が受けられる

比率が20％だとしたら、その20％を満たせば、その後は施設給付認定を受けることは夢の

また夢だという話があります。施設給付がこれくらい出たら、残りは在宅給付にと。保険

制度の趣旨が施設より在宅でサービスを受けることなので、主に在宅給付がおります。」

(C機関  事務局長 )  

 

聞き取り調査を行った大部分の長期療養機関・役所は、近年でも要長期療養認定を受け

ることが難しいと感じていた。ところが、こうした現場の実感とは反対に公的データでは、

長興郡における老人長期療養保険制度の認定率（65歳以上高齢者）は増加傾向にあった。 

                                                   

747 一日に受けられる訪問療養サービスの時間。 
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表 7-4 は全国と長興郡における老人長期療養保険制度の65歳以上人口に対する申請率と

認定率の年次推移である。老人長期療養保険制度の申請率（65歳以上人口対）をみると、

全国では同制度が実施された2008年には65歳以上人口のうち、約 7 ％が申請したが、2019

年には 6 ％増加した約13％の高齢者が申請した。一方、長興郡では、2008年には約 8 ％の

高齢者が申請したが、2019年にはそれより大きく増加した約21％の高齢者が申請した。 

次に、認定率（65歳以上人口対）について、まず全国からみると、2008年には65歳以上

人口のうち、約 4 ％であったが、2019年にはその 2 倍強の約 9 ％となった。一方、長興郡

の認定率は、同期間、 5 ％から13％に増加した。全国と長興郡における申請率及び認定率

の差は、2008年にはそれほど大きくなかったが、同制度実施から10年以上の間、年々拡大

し続け、2019年現在、申請率と認定率ともに長興郡の方が全国平均より大きく上回ってい

る。 

 

表 7-4  全国と長興郡における老人長期療養保険制度の申請率・認定率（65歳以上人口対）

の年次推移 

 
資料：65歳以上人口及び高齢化率は脚注 740 と同一、65歳以上老人長期療養保険制度申請

率・認定率は、 2008年 -2013 年は、国民健康保険公団（各年）「老人長期療養保険統計年

報」、 2014年 -2019 年は、国民健康保険公団（各年）「老人長期療養保険等級判定結果現

状（運営センター別等級判定現状資料（性別、年齢別 ））」 12月資料により作成。 

 

図 7-1 は、全国と長興郡における老人長期療養保険制度の認定率  （65歳以上の高齢申

請者数対）の年次推移である。図 7-1 をみると、65歳以上の高齢者のうち、申請者に対す

区分

年度 全国 長興郡 全国 長興郡 全国 長興郡 全国 長興郡

2008 5,069,273 11,662 10% 27% 7% 8% 4% 5%

2009 5,267,708 11,728 11% 28% 7% 10% 5% 6%

2010 5,506,352 11,932 11% 28% 6% 9% 5% 6%

2011 5,700,972 11,988 11% 28% 10% 14% 5% 6%

2012 5,980,060 12,211 12% 29% 10% 14% 5% 6%

2013 6,250,986 12,342 12% 29% 10% 14% 6% 6%

2014 6,520,607 12,506 13% 29% 11% 14% 6% 7%

2015 6,775,101 12,641 13% 29% 11% 16% 7% 8%

2016 6,995,652 12,610 14% 31% 11% 17% 7% 9%

2017 7,356,106 12,682 14% 32% 12% 18% 8% 10%

2018 7,650,408 12,611 15% 32% 13% 20% 8% 11%

2019 8,026,915 12,720 16% 33% 13% 21% 9% 13%

認定率
（65歳以上人口対）

65歳以上人口（人） 高齢化率
申請率

（65歳以上人口対）
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る認定率は、長興郡が全国よりむしろ低い。認定率（65歳以上高齢申請者数対）は、全国

と長興郡ともに2010年にピークを迎えたが、翌年2011年に急減した後、徐々に増加し、

2019年には、全国では70％、長興郡では61％となっている。全国と長興郡の間における認

定率（65歳以上高齢申請者数対）の差は、2012年に12％と最も広がっていたが、その後、

少しずつ縮まり、2019年現在、約 9 ％の差がついている。 

 

図 7-1  全国と長興郡における老人長期療養保険制度の認定率  （65歳以上の高齢申請者

数対）の年次推移 

 
資料： 2008年 -2013 年は、国民健康保険公団（各年）「老人長期療養保険統計年報」、

2014年 -2019 年は、国民健康保険公団（各年）「老人長期療養保険等級判定結果現状資料

（運営センター別等級判定現状（性別、年齢別 ））」 12月資料により作成。 

  

次に図 7-2 は、全国における65歳以上の高齢申請者の申請結果の内訳の年次推移であり、

図 7-3 は長興郡における65歳以上の高齢申請者の申請結果の内訳の年次推移である。これ

らをみると、全国、長興郡ともに65歳以上の高齢申請者のうち、重中度者である 1 、 2 、

3 等級の認定者が占める割合が年々減り続けているのが分かる。これに対し、軽度者であ

る 4 、 5 等級の認定者が占める割合は増え続けている。これは、多くの軽度者が 4 等級、

5 等級及び認知支援等級の創設によって要長期療養が認められるようになった結果である

といえるが、一方では、長期療養認定の軽度化が進んでいる結果であるとも言えなくもな

い。 

さらに、65歳以上の高齢申請者の申請結果をみると、要長期療養認定が受けられなかっ

た全体比率は長興郡の方が全国より高い。しかし、65歳以上の高齢申請者のうち、日本の

要支援に相当する等級外を受けた者は2019年には、全国では14％、長興郡では29％である。

これは、要長期療養認定を受けられなかった65歳以上の高齢申請者のうち、全国では約 5
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割弱、長興郡では約 7 割強を占める数値である。つまり、長興郡の方が全国よりも要長期

療養が認められなかった全体比率は高いが、そのうち、多くの高齢申請者が等級外を受け

ており、実質的な未認定率は全国より低い。 

しかし、65歳以上の高齢申請者のうち、等級外を受けている比率をみると、長興郡が全

国より 2 倍強高くなっている。これは、長興郡における多くの軽度高齢者の申請による結

果であると言えるが、一方では聞き取り調査の結果とあわせて推測するならば、要長期療

養認定を受けることが全国よりも難しいともいえる結果であろう。 

 

図 7-2  全国における65歳以上の高齢申請者の申請結果の内訳の年次推移 

 

資料：図 7-1 と同一。 

注：グラフの数字は、 2008年 -2013 年は、下から 1 等級-3等級、等級外、未認定順であり、

2014年 -20017 年は、下から 1 等級-5等級、等級外、未認定順であり、 2018年 -2019 年

は、下から 1 等級-5等級、認知支援等級、等級外、未認定順である。 
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図 7-3  長興郡における65歳以上の高齢申請者の申請結果の内訳の年次推移 

 
資料：図 7-1 と同一。 

注：図 7-2 と同一。 

 

まとめると、聞き取り調査を行った機関の多くは、近年でも長期療養認定を受けること

が難しく、特に他地域に比べて長興郡の方がより難しいと感じていた。そしてそれにより、

長興郡では長期療養ニーズがあっても長期療養認定が受けられないことで長期療養サービ

スを利用できない人が多いと感じていた。ところが、公的データによると、長興郡におけ

る65歳以上人口対老人長期療養保険制度認定率と65歳以上高齢申請者数対認定率はともに

増加傾向にあった。 

しかし、その内訳をみると、2019年現在、在宅サービスを利用できる軽度の 4 等級の認

定を受けた比率が最も高く、次にマチュムサービスを利用できる等級外の認定率であり、

入所サービスを利用できる 1 ・ 2 等級の認定率は合わせて 5 ％しかなく、しかもその認定
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率は年々低下傾向にあった。つまり、長興郡における長期療養認定率は増加傾向にはある

が、その認定率の大半を軽度者が占めており、実際に長期療養認定における軽度化が進ん

でいると言える傾向が確認された。 

 

（ 3 ）在宅サービスの利用実態 

以上のように、統計上は、長興郡における65歳以上の長期療養認定者は在宅サービスと

マチュムサービスを利用できる軽度者が大半を占める形となっている。ゆえに、長興郡で

は長期療養ニーズがある高齢者の多くが在宅サービスを必要としていると考えられる。こ

こでは、施設に入所しなくても自宅で必要なケアサービスを受けられるように在宅サービ

スの充実を図っている文在寅政権の下で、実際に在宅サービスとマチュムサービスがどの

ように提供されているのか、その実態をみていく。 

まず、在宅サービスの利用実態からみていく。在宅サービスについては 1 等級から 5 等

級までの認定者が利用可能であり、その種類は訪問療養、訪問入浴、訪問看護、昼・夜間

保護、短期保護、その他に在宅給付（福祉用具の貸出および購入）がある。利用可能な長

期療養サービスの内容と時間などは、限度額の範囲内で公団が作成した個人別長期療養利

用計画書に沿って提供される。老人長期療養保険法施行規則第 6 条により、公団が個人別

長期療養利用計画書を作成する際には、利用者の心身状態や利用者と家族のニーズ及び選

択、そして利用者の生活環境及び自立的な日常生活の遂行を考慮して計画書を作成しなけ

ればならない。 

しかし、聞き取り調査では、公団の利用計画書には利用者一人一人の多様なニーズが十

分に反映されておらず、要長期療養者のニーズに適った在宅サービスが提供されていない

という意見が多かった。 

 

「回数と時間は十分ではないです。利用者を思うと十分ではないと思いますが仕方ない

です。時間は私たちが決められないから。時間をもっと増やしてくれるといいのに公団が

決めるから仕方ないです。」（ D 機関  療養保護士） 
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「心身状態がとても低下した方がいます。あの方にもっとサービスを提供したいですが、

今はどうすることもできません。なぜなら、認定も時間も回数も決まっているから。でも、

何とかしてケアをしています。体も起こせないし、排せつもできないので、（休みの）土

曜日とか勤務時間外にサービスを提供したりします。土・日曜日もサービスが必要ですが、

公団が許可してくれません。」（ H 機関  療養保護士） 

 

「要長期療養度によって異なりますが、提供されるサービスが十分だとは言えません。

寝たきり利用者の場合、朝にも必要だし、夕方にも必要なんですが、一日 1 回しかないか

ら、十分なサービスが受けられていません。」（ G 機関  機関長） 

 

「生活保護受給者には 2 時間以上はくれない。時間を切る。大部分の生活保護受給者の

療養訪問サービス時間は 2 時間である。」（ B 機関  療養保護士） 

 

「長期療養サービスの時間と回数が足りないと思った場合、一般利用者は、本人や家族

が公団に言うと変更できる。だが、生活保護受給者には変更申請が厳しい。自治体が費用

を全額払ってくれるから。生活保護受給者が変更申請をすると、再調査を受ける。その後、

自治体の承認を得なければならない。」（ D 機関  機関長） 

 

「生活保護受給者は、一日の訪問療養サービスの提供時間が 2 時間の場合がとても多い

です。回数は週 5 回はあまりなく 4 回が多いです。それと、生活保護受給者は調査で時間

と回数を増やすことができません。公団が直接時間と回数を増やしてくれないと。生活保

護受給者は（時間と回数を）もっと増やすべきであります。今はとても不十分であると思

います。生活保護受給者ではない利用者は、利用者本人や家族の意思によって変更申請を

して増やしたり減らしたりできます。でも、生活保護受給者は、公団から改めて個人別長

期療養利用計画書を作成してもらわないといけないから、もっと利用したくても変更申請

の手続きが複雑で利用が難しいです。」（ G 機関  機関長）   
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聞き取り調査では、現在提供されている在宅サービスは、利用者のニーズを満たすほど

時間と回数が十分ではないという意見が多数あった。特に、生活保護受給者の場合、国家

及び自治体が利用料の全額を支払うが、生活保護受給者は一般利用者より、受けられる在

宅サービスの時間と回数が少なかった。そして、在宅サービスの時間と回数を変更する場

合、一般利用者は、本人と保護者（家族）が直接に公団に連絡をすると、それだけで在宅

サービスの時間と回数を変更可能であるが、生活保護受給者は、改めてニーズ調査を受け

なければならなく、事実上、差別的な取り扱いを受けている可能性が垣間見えた。 

近年、文在寅政権では、コミュニティケアの一環として在宅における脆弱な階層の健康

権を保障するために多様な取り組みを行っている。ところが、上記の話のように長興郡の

生活保護受給者は、より特別な保護が必要であるにもかかわらず、在宅サービスの利用に

おける不当な差別的な取り扱いを受けている可能性があり、それによって健康的にもより

脆弱な立場に置かれていた。 

また、聞き取り調査を行った在宅サービスを提供している療養保護士、社会福祉士、そ

して運営者の多くは、現行の在宅サービスは、生活保護受給者だけではなく一般利用者の

ニーズを満たすには十分ではないと思っていた。そして、不十分なサービスにより、利用

者の生活の質が落ち、健康状態が悪化する状況に置かれていると思っていた。以下の話は、

現在、訪問療養サービスを受けている利用者がどんな状況に置かれているのかを窺える貴

重な話である。 

 

「月曜日に行くと、あまり食べられなくて確実に利用者の状態が悪い。冷蔵庫におかず

が十分に入ってあっても、出せない。食事準備、掃除は全くできない。用事があっても外

に出かけることもできないし、座ることもできないし、いつも腹ばいになって過ごしてい

る。（中略）今まで担当していた利用者の中でパット交換がちゃんとできていない利用者

もとても多かった。次の日に行ったら尿量が多くて、おむつパットが持てないくらいであ

った。誰もいないと私が来るまでそのままにしている。生活の質が落ちると思う。」 

（ B 機関  療養保護士） 
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「外には出られない。一日中、腹ばいになっている。何もできないから。入浴は知り合

いが来たらその時に助けてもらってする。一人でするときは、石鹸で体を洗って水だけを

かける程度でやっているが、息が苦しくて 2 時間がかかる。食事は力がなくて冷蔵庫から

おかずを出せない。それで、一品で食べる。病院は、誰かが連れて行ってくれないと行け

ない。」(B機関  利用者 )  

 

「私がサービスを提供している利用者 4 人のうち、 2 人はトイレに行けなくておむつを

している。一人の男性利用者では、一日 1 回しかおむつのパット交換ができない。お通じ

は、一人でできないから、何とかトイレまで這って行ってするが、トイレットペーパーが

散らかっていたり、便器とおむつについていたりする。食事は、部屋から出られないから、

私が帰る前に準備してベッドの端に置いておく。もう一人の女性利用者では、朝と夕方の

2 回パットを交換する。私が朝に行って、食事が終わった後、パットを交換して帰ると、

夕方に孫が時間を決めてパットを交換してくれる。食事も私がおかずを作って帰ると孫と

一緒に食べる。」（ H 機関  療養保護士） 

 

文在寅政権では、住み慣れた地域・在宅で生活を営むことができるようにするべく、コ

ミュニティケアの本格実施に向けて、在宅サービスの充実を進めている。ところが、上記

の利用実態からわかるように現行の在宅サービスでは、要長期療養者が在宅で生活を営む

ことができるほどの十分なサービスを提供されているとは言い難い状況であった。特に、

一人暮らしの利用者の場合、もっぱら療養保護士に生活を頼っており、療養保護士からサ

ービスを受ける時間以外は、放置と言ってもいいほど、排せつ、食事、入浴などの全般的

な日常生活動作について困難な状況に置かれていた。 

こうした状況から、聞き取り調査を行った、訪問療養サービス機関では、療養保護士が

一人暮らしの利用者のことが心配で、勤務時間ではない曜日や時間にも、頻繁に利用者の

自宅を訪問するといったことが常態化していた。つまり、不十分なサービスの時間と回数

によって療養保護士に犠牲を払わせていた。 
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（ 4 ）在宅サービスの提供実態  

次に、在宅サービスの提供実態である。聞き取り調査を実施した2020年 2 月時点で、長

興郡では32か所の在宅事業所が運営されていた。そのうち、約 4 割を占める13か所の事業

所が長興郡の中心地長興邑に密集していた。そして、32か所の在宅事業所のうち、たった

1 か所だけが公立事業所であり、在宅サービスのほとんどが民間、特に個人事業主によっ

て提供されていた。在宅事業所の現状をサービスの種類別にみると、訪問療養サービスは、

25か所の在宅事業所で、訪問入浴サービスは15か所の事業所で、訪問看護サービスは 3 か

所の事業所で、昼夜間保護サービスは 4 か所の事業所で748、そして福祉用具貸与サービス

は 3 か所の事業所から提供されていた。短期保護サービスを提供している事業所はなかっ

たが、自治体による事業所の設立計画はなかった。 

こうみると、長興郡では在宅事業所、特に訪問療養事業所が十分に設置されており、在

宅サービスが適切に提供されているように見えるかもしれない。だが、現実は、激しい市

場競争や人員不足などにより、必ずしも良質の在宅サービスが利用者に対して適切に提供

されているとは言い難い状況であった。 

 

「在宅サービスを受けている利用者の中には入所サービスが必要な人が多いです。長興

郡に在宅事業所がたくさんできました。こんなに多い事業所の従事者たちがはたして（利

用者を）施設に入れてくれると思います？最大限まで入れないようにします。施設は最後

の最後。本当にどうすることもできないくらいの褥瘡ができたり、認知症がだいぶ進んだ

りしたら、入ります。ここは在宅事業所が多いから、入所する高齢者の体の状態がとても

悪いです。療養保護士が生計のために、最大限までやって、状態が悪くなってから入りま

す。」（ B 機関  機関長） 

 

                                                   

748 昼夜間保護サービスを提供している 4 か所の事業所のうち、 1 か所は他地域の人が運営
しているが、聞き取り調査で、長興郡が設置しなかったため、他地域の人が長興郡に来て
運営しているとの不満の声が多数あった。 
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「ここは利益のために在宅事業所を運営していません。在宅サービスを受けていた方の

要長期療養度が上がった時に入所サービスを提供する、そういうネットワーク形成のため

にやっています。しかし、それがうまくできません。なぜなら、在宅サービスを行ってい

る療養保護士は、利用者一人が減ると生計に影響するんじゃないですか。それで、利用者

の状態がわるくなり、施設給付認定を受けても、自分がサービスを提供します。手放しま

せん。」（ C 機関  事務局長） 

 

「家族が怒ったこともあります。自分たちは施設に入所させたいが、療養保護士が何度

も入所しないように、家でいるようにと言うのだと。」（ D 役所） 

 

「在宅サービスを受けている利用者の家族から相談電話が来ます。自分たちは（親を）

施設に入所させたいと。それで、（私が）在宅サービスを提供している事業所に電話して、

家族の要求はこうですと言いますと、事業所長が家族を説得し始めます。去年も 6 人いま

した。昼間保護サービスもすべてカットされました。事業所が放してくれません。競争で

すので。」（ F 機関  機関長） 

 

「入院サービスが必要な人に、在宅サービスをずっと提供しています。それでどんな問

題が起きるかというと、大部分大きい褥瘡ができたり、病気が悪化したりして、そんな状

態で病院に来ます。ほぼ90パーセント。」（ J 機関  行政院長） 

 

寄せられた話によると、在宅サービス事業所と施設、そして療養病院間の連携は市場競

争によりうまく行われておらず、また、在宅事業所（訪問療養保護士）が利用者を手放さ

ないこともあり、利用者のニーズに沿った適切なサービスが提供されているとは言い難い

状況であった。  

そしてもう一つ、利用者への適切な在宅サービスの提供を阻害する一因として、療養保

護士が利用者を選ぶことが多数挙げられた。 
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「手厚い長期療養サービスを必要とする利用者を嫌がります。事業所では、利用者に長

期療養サービスを提供するため、療養保護士に手当を支給して、サービスを提供するよう

にしますが、それでも、嫌がります。みんな。一人暮らしの利用者を好み、家族と一緒に

住んでいたり、要長期療養度が高かったりするほど嫌がります。一応、体も心も楽な利用

者の方を好みます。（中略）事業所は利用者のニーズに合わせて計画を立てます。すると、

療養保護士は計画通りにサービスを提供しなければならないのに、できない。現場ではつ

いていけないです。」（ A 機関  機関長兼社会福祉士） 

 

「療養保護士が利用者を選びます。昨日も資格を取った70代の療養保護士が、自分も長

期療養仕事をやってみたいと事業所に訪れました。それで、一緒に新規利用者の自宅に訪

問しましたが、おじいさん（旦那）と一緒に暮らしているからいやだと、利用者の顔も見

ずに、帰りました。家族がいるからいやだと。大部分、一人暮らしのおばあさんを好み、

家族と一緒に住んでいる利用者を一番嫌がります。干渉するから。（中略）使命感を持っ

て良質のサービスを利用者に提供するために努力する療養保護士もいるが、ただ時間つぶ

しをして、お金を稼ぐ、こういうふうに考える療養保護士も多い。ほとんど、自己中心的

に仕事を行う。」（ D 機関  機関長） 

 

「療養保護士が利用者を選びます。いつも経験しています。経歴が長いほどそうします。

そうではない人もいますが、選ぶ療養保護士もいます。」（ G 機関  機関長） 

 

「こういう方もいます。病院への同行サービスだけして、自宅でのサービスをしないよ

うにする療養保護士もいます。病院まで同行して、治療が終わった後、家に利用者を連れ

て帰るとちょうど勤務時間が終わります。それで、利用者の自宅で、食事介助とか、掃除

とか、長期療養サービスをしないようにします。少ないけどそういう方もいます。（中略）

実質的に事業所と療養保護士間における長期療養サービスに対する差があります。事業所
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は、より利用者の長期療養ニーズを充足する良質のサービスを提供してほしいですが、療

養保護士はなるべく楽に仕事をしようとするから、衝突が生じます。」（ H 機関  機関長） 

 

「要長期療養度の高い高齢者を嫌がります。そういう高齢者ではなく、他の高齢者に長

期療養サービスを行っても、もらうお金は同一だから。大体、要長期療養度の高い高齢者

については、新しく資格と取った療養保護士が担当する利用者がいない場合に担当したり、

または、使命感のある方が担当したりしますが、そうする方は、全体の半分に満たないと

思います。」（ D 役所） 

 

老人長期療養保険制度の市場化政策の導入当時政府側は、市場化により利用者に選択権

が付与されると説明したが749、実際はその説明とは反対に、療養保護士が利用者を選ぶこ

とにつながり、利用者に対して在宅サービスが適切に提供されていなかった。そして療養

保護士が利用者を選ぶことを可能とする背景には、療養保護士の不足と市場競争があった。 

聞き取り調査を行った事業所の経営者たちは、療養保護士が要長期療養度が低い利用者

を好んだり、または長期療養利用計画に沿ってサービスを提供しなかったりしても、それ

に対して療養保護士を注意するのはなかなか難しいという。その理由は、事業所から療養

保護士に対し注意をすると、気分を害した療養保護士が担当していた利用者全員を連れて、

他の在宅サービス事業所に移動する可能性があるからである。それで、利用者確保や療養

保護士不足に常に頭を悩ませる在宅サービス事業所の経営者は、療養保護士の仕事態度に

ついて指摘・注意することが難しく、療養保護士の仕事教育をできない状況にあった。在

宅サービス事業所の経営者たちは、良質の長期療養サービスを利用者に適切に提供される

ためには、国家が責任をもって療養保護士の教育を実施し、管理する必要があると訴えた。 

念のために言及しておくと、療養保護士の立場からすると、長興郡では50代から70代ま

での中高年女性が多くを占めており、実際にサービスの提供にあたって体力の問題など多

くの限界が存在する。また、今はだいぶ減ったそうだが、利用者の家族から仕事以外のこ

                                                   

749 保健福祉部老人長期療養保険推進団（ 2008）前掲、 2 ページ。 
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とも要求されたこともあるそうで、療養保護士のとる行動には、老人長期療養保険制度が

生み出す構造的な背景が存在するのであり、そういったことの改善なくして、療養保護士

の質の向上は難しいであろう。 

 

（ 5 ）マチュムサービスの実態 

次に、等級外の者に提供されるマチュムサービスの実態である。要長期療養認定調査か

ら要長期療養認定を受けられなかった者は、原則的に保険制度による長期療養サービスを

利用することができない。その代わりに彼らは、地域社会の予防ケアサービスであるマチ

ュムサービスを利用することができる。 

マチュムサービスについて保健福祉部は「需要者（長期療養ニーズがある者）中心の老

人ドルボムサービスの体系として、安否確認・家事サービス中心のサービスから、個々人

のニーズとケアの必要性に応じた多様なサービスが提供される」と説明した750。 

ところが、聞き取り調査の結果、現在、マチュムサービスを利用している者のうち、以

前の老人ドルボム総合サービスを利用していた既存の利用者（等級外 A ・ B ）の不満が多

いという話を多数聞いた。話によると、以前は、要長期療養認定調査で等級外 A ・ B の判

定を受けた者で、満65歳以上で世帯所得中央値が 160 ％以下751であると、老人ドルボム総

合サービスを利用して、保険制度の訪問療養サービスと類似のサービスが受けることがで

きたという。受けられたサービス時間は月27時間または36時間で、自己負担金はあったも

のの、満足度が高かった。 

しかし、マチュムサービスに変わってから、自己負担金はなくなり、対象者も拡大され

たが、サービスの時間短縮、サービス内容と提供人員の変更などにより、サービスの質は

むしろ低下したというのが調査対象の共通的な意見であった。 

 

                                                   

750 保健福祉部報道資料、前掲（ 2019年10月11日付） 3 ページ、保健福祉部報道資料、前掲
（ 2020年 1 月 2 日付） 1-2 ページ。 
751 2019年には、 1 世帯の所得中央値は約 171 万ウォンで、 1 世帯の所得中央値 160 ％は約
273 万ウォンであった。保健福祉部告示第 2018-144 号。 
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「生活指導士がサービスを行っているけど、その人たちは安否だけ確認して、以前の療

養保護士のようにサービスをしないから、利用しない、したくないと不満を言う人が多

い。」（ D 機関  機関長） 

 

「総合サービスを受けていた利用者からすると、マチュムサービスに代わってサービス

の質が落ちたと思います。（一日） 2 時間のサービスを受けていたのが、今は30分しか受

けられないから。」（ E 機関  機関長） 

 

「要長期療養認定が下りなかった人にはマチュムサービスを提供していますが、生活指

導士がサービスを提供しているから、嫌だという方もいますし、要らない、療養保護士に

変えてくれという方もいます。でも、私たちがすぐ解決できる問題ではないじゃないです

か。（中略）生活指導士は以前の療養保護士がやっていたサービスを提供しないから、不

満がもっと多いそうです。（中略）  全体的なサービスの質は落ちましたが、その代わり

に金額に対する負担はなくなりました。」（ A 役所） 

 

「今年からマチュムサービスに変わったんですが、以前からサービスを受けていた利用

者は、以前のサービス並みのサービスの質を求めていますが、できません。以前の基本サ

ービスは安否確認で、総合サービスは週 2 回、一日 2 時間くらいの訪問療養サービスと同

じサービスを療養保護士が提供しました。それくらいだけでも喜ぶ利用者が結構いました

が、マチュムサービスは、施行初期でもあるし、今はサービスがついていけません。」

（ D 役所） 

 

不満や批判の声は、利用者だけではなく、マチュムサービス事業を担当している役所か

らも寄せられた。 
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「生活指導士はもっと教育を受けて、使命感を持つべきですが、今は単なる職だと思う

人が多いです。療養保護士のように資格を要求しているわけでもないし、やりたい人は誰

でも申請してやりなさいということ自体が…。これは福祉の仕事だし、人が人に対する仕

事なのに、職業に関する何の現在もないことがとても残念です。」（ A 役所） 

 

「マチュムサービスがとても急に施行されたのではないかと思います。去年下半期から

急に推進されましたが、何か成果を出すためではないかと、そういうふうにしか考えられ

ません。私たちにサービスに関する教育も十分に行われていません。市・郡の担当者には

あるかもしれませんが、邑・面役所の担当者には指針だけある水準です。今までは新規申

請がなかったのですが、申請手続きに関する指針もまだないです。 3 月初めから新規申請

が始まりますが、すべてが急いで進められている気がします。」（ C 役所）  

 

まだ、施行初期ではあるが、現場ではマチュムサービスに関する様々な問題が浮き彫り

になっていた。それでは、なぜ文在寅政権下で急にマチュムサービスが推進されたのか。

その背景について役所職員に伺ったが、残念ながら正確な推進背景についての話をきくこ

とはできなかった。だが、老人ドルボム基本・総合サービスが実施されていた時に国は、

財政問題を抱えていたという情報を得ることができた。以下は郡庁職員の話である。 

 

「基本・総合サービスの方が費用がもっと多くかかりました。国としては費用問題が大

きかったです。確実に、費用の差があると、そういうふうに知っています。財政的に少し

マシになりました。総合サービスを中止したので。」（ A 役所） 

 

この話を裏付けるように、実際のマチュムサービスでは、サービスの時間短縮とサービ

ス内容の変更、そしてサービスの提供人員の変更などを用いて財政の安定化を図っている。

それによって等級外の者に提供されていた以前のサービスよりも質が低下し、事実上、後

退していると言える状況であった。 
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4 ．調査のまとめ 

本研究では、長期療養サービスの質の向上と関連従事者の待遇改善、そしてサービスの

保障範囲と対象者の拡大のために文在寅政権下で進められている老人長期療養保険制度改

革に着目し、実際にそれらの改革の効果が長期療養サービスの脆弱な過疎地においても十

分に行き渡っているのかを明らかにするため、長興郡における長期療養サービスの実態調

査を行った。その結果をまとめると以下の通りである。 

まず、長期療養保険制度の軽減率及び軽減対象者の拡大は、以前に比べると自己負担金

で長期療養サービスを利用できない人が少し減っており、これは高く評価できると考えら

れる。ところが、応益負担に基づいた自己負担金については、依然として長期療養サービ

スの利用における大きな阻害要因となっていた。そして、自己負担金を家族が支払ってい

る場合、入所または入院期間が長くなると、経済的負担から利用（患）者を正常運営しな

い、より安い施設に移動させたり、無理やりに療養病院から退院させたりして、利用（患）

者の健康状態が悪化し、死亡に至るケースもあった。 

老人長期療養サービスの等級認定については、聞き取り調査では、近年でも等級認定を

受けることが難しく、認定がなかなか下りないことでサービスを受けられない人が多いと

いう意見が多かったが、実際の長興郡における65歳以上の要長期療養認定は年々増加傾向

にあり、公的データと現場の間で、認定に対するギャップが生じていた。確かに、65歳以

上の要長期療養認定は年々増加しており、これは高く評価できる点であると考えられる。

しかし、その内訳をみると、在宅サービスを利用できる在宅給付（主に 4 等級）と予防ケ

アサービスが利用できる等級外が全体認定率のうち、半分以上を占めており、施設サービ

スを利用できる施設給付（ 1 ・ 2 等級）は全体認定率のうち、約 5 ％しかない。しかも

年々低下傾向にあり、事実上、文在寅政権においても軽度化が進んでいると言える傾向が

あった。 

老人長期療養保険制度の在宅サービスの利用実態については、受けられるサービスの時

間と内容などは公団側によって決定されるが、利用者、特に生活保護受給者のニーズが十

分に反映されているとは言い難く、現行の在宅サービスの内容は長期療養ニーズを満たす
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には十分ではなかった。それによって、健康状態が悪化し、生活の質が落ちる状況に置か

れている利用者が少なくなかった。 

老人長期療養保険制度の在宅サービスの提供実態については、長興郡では在宅サービス

のほとんどが民間によって提供されていた。しかし、利用者の確保が難しいことから、入

所（院）サービスが必要な利用者を訪問療養事業所（訪問療養保護士）が手放さないこと

で、利用者に適切なサービスを提供できない問題が起きていた。このように、市場競争に

よる利用者の選択権は必ずしも行使されているとは言い難く、逆に療養保護士が利用者を

選択し、手厚い長期療養サービスが必要な利用者や家族がいる利用者、そして男性利用者

は忌避されていた。 

最後に、2020年 1 月から始まったマチュムサービスの実態は、既存の老人ドルボム総合

サービスよりむしろ後退した。2019年まで、長期療養判定から等級外の認定を受けた者に

は、保険制度の訪問療養サービスと類似のサービスが療養保護士から提供された。ところ

が、2020年からマチュムサービスに新しく変わったことで、サービスの内容と提供者の変

更、そしてサービスの時間の短縮などが行われ、従来のようなサービスが受けられなくな

っていた。それで、サービスの利用を拒否する人も出るなど、利用者の不満が高かった。

それだけではなく、サービスの急な推進により、担当役所職員と生活指導士に対する教育

も十分に行われていなかった。 

 

第 2 節 文在寅政権の老人長期療養保険制度改革の検討 

2017年 5 月に発足した文在寅政権では、今までほとんど民間に任せられていた長期療養

市場を改善し、また、より多くの人たちが長期療養サービスを享受することができるよう

にするため、長期療養サービスの保障範囲及び対象者を拡大し、かつ長期療養サービスに

対する国家の責任及び役割、かつ公共性を強化する老人長期療養保険制度改革を進めてい

る。以前の政権ではなかったこうした改革の取り組みは、それ自体で高く評価されるべき

であると考えられる。そして、長期療養サービスの受給者の拡大政策により、実際にも受
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給者の数は増加しており、こうした文在寅政権の漸進的な努力も高く評価される点である

と考えられる。 

しかし、老人長期療養保険制度改革は、まだ推進中であることもあり、「民営」から

「公営」への転換はしきれておらず、長興郡の事例で明らかになったように、文在寅政権

下でも依然として長期療養等級認定における軽度化が進んでおり、文在寅政権の老人長期

療養保険制度改革の実質的な内容と施行は、少なくとも長期療養サービスの脆弱な過疎地

域においてはまだ不十分な段階であり、むしろ後退したところもあると言える。そこには

次のような理由があると考えられる。 

まず、長期療養等級認定の軽度化については、第一に、財政運営と認定調査の両方を行

っている国民健康保険公団が費用統制のために軽度化を進めているからだと考えられる。

これは、2017年度の国民健康保険公団の監査の際に、公団の理事長がある程度認めた事実

でもある752。文在寅政権下でも軽度化が進められているということは、依然として軽度化

による費用統制が行われていることを意味する。筆者は、その背景に老人長期療養保険の

財政悪化があると考える。 

老人長期療養保険の財政は2016年の当期収支、2017年の当期純利益が赤字に転換された。

その背景は、利用者の増加傾向につれ、支出も増加しているが、2010年から2017年まで保

険料は凍結され、公費負担も法定基準の20％より少なかったからである753。そして、国会

予算政策処の老人長期療養保険財政の分析によると、老人長期療養保険の積立金は2022年

に枯渇されると予想されている754。 

老人長期療養保険の積立金の枯渇の危機と財政の赤字転換という状況下で文在寅政権で

は、2017年まで凍結されていた保険料を引き上げる一方で、長期療養等級の認定の軽度化

を通じて老人長期療養保険財政の安定化を図っていると考えられる。 

                                                   

752 制度施行から 1 ・ 2 等級の認定者が減り続けていることについて、議員は、国がお金を
減らすためにそういうふうに行っているのではないかと国民健康保険公団の理事長に質問
した。その質問に対し、理事長は「そういう蓋然性があります」と答えた。国会事務処
（ 2017）「 2017年度国政監査保健福祉部委員会会議録」43ページ。 
753 国会事務処（ 2020）「 2020年度国政監査保健福祉委員会会議録」42ページ。 
754 国会予算政策処（ 2018）「 2018～ 2027年老人長期療養保険財政展望」51ページ。 
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第二に、老人長期療養保険制度の受給者拡大に必要な財源確保の具体的な計画がないゆ

えに、必要な予算が確保されないまま、限られた財源で受給者拡大を進めている結果であ

ると考えられる。 

文在寅政権では、老人長期療養保険制度の保障範囲の強化に伴い、同制度の受給者拡大

を推進している。ところが、それに関する具体的な財源確保の計画は定められていない。

国会予算政策処が指摘しているように、老人長期療養保険法第 6 条 ( 長期療養基本計画 )

に基づき、保健福祉部長官は高齢者等に対する長期療養給付を円滑に提供するため、 5 年

ごとに樹立 · 施行する長期療養基本計画に、年度別の長期療養給付対象人及び財源確保計

画を含めなければならない755。 

しかし、2018年に策定された「 2018-2022 第 2 次長期療養基本計画」には、認知支援等

級の新設や自己負担金の緩和などを通じて、2022年まで全体高齢者人口の 9.6 ％まで受給

者を拡大するとの計画は含まれているが、それに必要な財源確保方法については、「現在

18% 水準である長期療養保険に対する公費負担比率の拡大を推進」と「急増する長期療養

保険の財政支出に備えて別途積立金の確保の可否などを検討」とが示されているだけであ

る756。 

老人長期療養保険財源の確保方法として挙げられている公費負担の場合、本来、当該年

度の保険料の見込み収入の20％を負担しなければならなく、それは、老人長期療養保険制

度を円滑に運営するための国家の義務である。文在寅政権下で、公費の金額及び比率が

年々増加しているのは確かであるが、そこに受給者拡大のための必要な予算がどれくらい

繁栄されているのかは定かではない757。もし、公費に受給者拡大の予算が含まれていたと

                                                   

755 国会予算政策処（ 2018）前掲、68ページ、脚注52。 
756 保健福祉部（ 2018a ）前掲、11、29ページ。 
757 保健福祉部の 2018年 -2021 年の予算及び基金運用計画の老人長期療養保険事業運営の内
訳をみると、老人長期療養保険運営支援、公務員・教職員などの長期療養保険料国家負担
金、その他の医療給付受給権者の給付費用の国家負担金、老人長期療養保険の事業管理、
長期療養機関の財務会計プログラム運営となっていた。保健福祉部（2018-2021）「 2018年
度 -2021 年度の保健福祉部所管  予算及び基金運用計画の概要」。 
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しても、法定基準の20％も満たない水準では、受給者拡大どころか、老人長期療養保険制

度を適正に運営するにも少し無理がある。 

公費負担を通じて受給者拡大を実現するためには、まず、法定基準の20％の公費を確保

した上で、受給者拡大に必要な予算をプラスαとして支援しなければならない。ところが、

文在寅政権では、受給者拡大のための必要な財源確保の具体的な計画を示さず、それゆえ、

必要な予算が十分に確保されたとは言えない限られた財源の中で受給者拡大を進めており、

その結果、長期療養等級認定の軽度化が行われているのではないかと考えられる。 

次に、文在寅政権が進める改革による長期療養現場の改善が、長期療養サービスの脆弱

な過疎地においてはまだ不十分な段階である理由については、まず、第一に、老人長期療

養保険制度改革における自治体の役目は大きいが、国家による後押しが不十分であること

が考えられる。文在寅政権では、長期療養サービスの直接提供と長期療養従事者の直接雇

用を通じて、民間に任せられていた長期療養サービスにおける国家の責任を強化し、また

長期療養サービスの質の向上と長期療養従事者の待遇の改善を図るために社会サービス院

の設立を進めている。長興郡が属されている全羅南道においても現在、社会サービス院の

設立が進められている。 

先述したが、社会サービス院は長期療養サービス機関を直接設置しない。社会サービス

院は自治体が設置した機関を委託運営するだけである。長期療養サービスにおける公共性

を強化するためには、各自治体が責任を持って公立機関を設置しなければならない。しか

し、高齢化率は高いが財政自立度が低い長興郡のような自治体では、長期療養サービス機

関の設置はそう簡単ではない。実際に長興郡では、予算不足で地域社会で提供されるドル

ボムサービスの時間が途中で短縮されたことがある。また、認知症国家責任制により、認

知症専門施設の設立も計画したものの、財政問題で 2 年間、施設の設立が止まったままの

状態にある。 

老人長期療養保険制度の導入推進の当時、長期療養サービスの提供は本来、公立機関が

主導して行う計画であった。ところが、自治体の財政不足などを理由に、公立機関は当初

の計画通りに設置されなかった。結局、公立機関の代わりに民間機関、特に個人事業主が
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経営する機関が多く設置されるようになった。その結果、長期療養機関は国内で均一に設

置されず、長期療養機関が密集している都市地域などでは過当競争、サービスの質の低下、

長期療養従事者の待遇悪化などの様々な問題が生じた。近年の文在寅政権の老人長期療養

保険制度改革は、まさに、こうした問題を改善するために進められていると言える。 

文在寅政権の老人長期療養保険制度改革における自治体の役目は大きく、かつとても重

要である。しかし、自治体の力だけではそういった役目を果たすことができない自治体も

ある。長興郡のような自治体が、地域社会における長期療養サービスの提供の責任主体と

なり、かつ、どの地域においても要長期療養者が良質の長期療養サービスを適切に受けら

れるようにするためには、実質的に必要な財政と人員などを国家が後押しする必要がある。

これが文在寅政権の老人長期療養保険制度改革における国家のなすべきことではないだろ

うか。 

第二に、長期療養サービスの公共性の強化と保障範囲及び対象者の拡大を掲げている諸

政策に、高齢化社会における高齢者の医療費及び長期療養費の抑制を図る意図が内包され

ていることである。高齢者の医療費の継続的な増加と老人長期療養保険の赤字転換などを

背景に、文在寅政権においても以前の保守政権と同様に高齢者の医療費及び長期療養費を

抑制する政策が続いている。その代表がコミュニティケアとその一環として実施されてい

るマチュムサービスである。 

特に、コミュニティケアの場合、類似の地域包括ケアシステムが実施されている日本で

は、地域包括ケアシステムに対して「介護保険制度の給付を削減しながら、それらを住民

も担い手となる地域ごとの支援事業に置き換えていく、いわば地域支え合い、住民助け合

いの仕組みの再構築」との批判758やまた、「医療・介護の公的責任を縮小し、医療・介護

の自己責任化を進める政策であり、病院や施設サービスを抑制するために、在宅や地域へ

の押し戻しを推進するものである」との指摘がすでに出ている759。 

                                                   

758 横山  壽一（ 2015）「医療・介護の一体的見直しがねらうもの (特集  医療・介護大改
悪と憲法25条 ) 」『経済』 Vol.237 、17ページ。 
759 井口  克郎（ 2018）前掲、29ページ。 
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ところが、コミュニティケアを推進している保健福祉部は、コミュニティケアを日本・

イギリスなどの先進諸国で実施されている先進国型福祉体系であると紹介しながら760、高

齢者の医療費・長期療養費の抑制を図る手段としてコミュニティケアに力を入れている。

文在寅政権の老人長期療養保険制度改革下でも、予防ケアサービスがむしろ後退したのは

まさにこれが理由であると考えられる。 

長期療養サービスにおける国の責任及び公共性の強化と保障範囲及び対象者の拡大を強

調する一方で、高齢者の医療費及び長期療養費の抑制を優先とする矛盾した政策は、文在

寅政権が強調する健康権を含む国民の基本権の保障に繋がらない。それだけでなく、文在

寅政権の福祉理念とも合致しない。文在寅政権が真に国民の健康権を保障し、かつ福祉理

念を実現するためには、高齢者の医療費及び長期療養費を抑制するために実施されている

先進諸国の政策を標榜し、それをトップダウンで進めることではなく、国民一人一人が自

ら生活する場所と必要なサービスを選択し、尊厳をもって生きることができるように、最

も脆弱な階層を含む全階層における自己決定権を保障し、健康に関連するすべての意志決

定における人々の参加を現場で確実に実現することを目指すべきであろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

760 保健福祉部報道資料、前掲（ 2018年 3 月12日付）、 2 ページ。 
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終章 健康権の実現手段としての老人期療養保険制度の評価と展望 

本章では、筆者が行った実態調査などが明らかにした長期療養現場の状況や長期療養保

障制度のあり様を、健康権の理念や規定に照らして評価する。その上で、健康権の実現の

ために必要な老人長期療養保険制度の改善点を提示し、その実現を展望する。 

 

第 1 節 健康権の実現手段としての老人期療養保険制度の評価 

一般的意見14の締約国の義務内容に照らし、本研究が実施した実態調査から明らかにな

った内容を踏まえて、長期療養保障制度を評価すると、韓国政府、つまり、文在寅政権は

以下の義務の履行が不十分な状態である。 

 

1 ．保護する義務 

一般的意見14は、「保健分野の民営化が保健施設、物資及びサービスの利用可能性、ア

クセス可能性、受容可能性、質を低下させる要因にならないことを確保すること」を締約

国に義務付けている（一般的意見14パラグラフ .35 ）。韓国では、長期療養サービスを民

間機関が主導する市場に任せたことにより、提供機関及びサービスの均一な配分が確保さ

れているとは言い難い状況にある。文在寅政権では、長期療養サービスに対する国家の責

任と義務、そして公共性を強化し、民営から公営への転換を目指している老人長期療養保

険制度の改革を進めているが、脆弱な過疎地域では、そういった転換はまだしきれておら

ず、依然として、長期療養サービスの供給のほとんどを民間事業者が行っている。そして、

この点は、充足する義務と関連して、地域間における長期療養サービスへのアクセスの不

平等問題が生じており、特に、長期療養機関及びサービスの不十分な地域における要長期

療養者のサービスの利用可能性及びアクセス可能性が制限されていると言える。 
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2 ．充足する義務 

 充足する義務には、国家の義務として「すべての者にとって支払可能な公的、民間又は

その混合の健康保険制度の提供」を課している（一般的意見14パラグラフ .36 ）。国家は

平等の原則に基づき、長期療養サービスに対する支払いは、社会的不利な状況にある集団

も含めてすべての者にとって負担可能であることを確保しなければならない（一般的意見

14パラグラフ .12 （ b ））。つまり、国家は、長期療養サービスの利用料の算定を、利用

者の所得水準を十分に考慮したものにすることで、経済的なアクセス可能性を保障しなけ

ればならない。 

文在寅政権では、低所得層の利用者の経済的負担を緩和するための軽減範囲を拡大して

おり、健康権実現のための漸進的な努力を行っていると言える。ところが、自己負担金の

支払いは基本的に応益負担となっているため、平等の原則に基づくと、現行の自己負担金

は必ずしもその負担を衡平に負っているとは言えない。実際に現在も、自己負担金は長期

療養サービスの利用における最も大きな躊躇・阻害要因になっており、経済的なアクセス

可能性を保障するためには、より積極的な努力が必要であると考えられる。 

 

3 ．促進する義務 

健康権は、「自らの健康と身体を管理する」自由権の側面を有しており、国家は「人々

が自らの健康について情報を得たうえで選択するのを支援しなければならない」（一般的

意見14パラグラフ.8、37）。つまり、国家は健康に対する個人の自己決定権を保障しなけ

ればならない。 

文在寅政権では、コミュニティケアを進めながら、住み慣れた地域（自宅など）で保健、

医療、長期療養、福祉などの必要なサービスを自分のニーズに合わせて受けられると説明

している。ところが、現実は、長期療養サービスすら、自分の選択に基づいて受けること

ができない。 

現行の長期療養保険制度下では、要長期療養者が利用できる長期療養サービスの種類及

び時間などはほとんど保険者の国民健康保険公団によって決定される仕組みとなっている。
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それゆえ、利用者が自ら必要なサービスと時間を選択する余地はあまりない。それだけで

なく、長期療養市場で発生しうる利用者の取り合い競争や情報の非対称性などの問題もあ

り、現行の長期療養保険制度下では、肝心の自ら自分の長期療養ニーズに合わせて受けら

れるサービスの内容と時間を選び、自らの健康と身体をコントロールする権利は十分に保

障されているとは言えない。 

 

4 ．無差別及び平等の取り扱い 

一般的意見14は、「医療及び健康の基礎となる決定条件へのアクセスにおいて、また、

それを得るための手段及び権利に関して」いかなる差別を禁じている。それに加えて、

「健康権の平等な享受及び行使を無効にし、また、妨げる意図または効果をもついかなる

差別をも禁じている」（一般的意見14パラグラフ .18 ）。 

しかし、本研究が実施した調査では、社会的・経済的脆弱者である生活保護受給者が、

一般利用者に比べて、受けられる訪問療養サービスの時間と回数において制限を受けてい

た。また、サービスの変更申請の手続きも一般利用者と異なるなど、事実上、長期療養サ

ービスの享受において、差別と言える取り扱いを受けていた。これは、無差別及び平等の

取扱い、そして、深刻な資源の制約時でも社会の脆弱な構成員を保護するよう義務付けて

いる中核的義務を履行しているとは言えない状況である（一般的意見 3 パラグラフ .12 、

一般的意見14パラグラフ .18 ）。 

 

5 ．後退的措置 

国家は健康権の完全な実現に向けて措置を取る即時的かつ継続的な義務を負っており、

健康権に関して取られる後退的措置は許容されない（一般的意見14パラグラフ .30-32）。

しかし、近年、韓国では、等級外の判定を受けた者に提供される地域社会の長期療養サー

ビスの質が後退したと言える状況にある。質的調査であきらかになったように、2020年 1

月から始まったマチュムサービスは、利用料が無料となり、対象者数も拡大されたが、他
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方で、サービスの時間短縮、サービス内容の変更、提供人員の変更及び教育の不十分など

により質が低下し、むしろこれまで受けてきたサービスより後退したと言える。 

国家は、こうした後退的措置を取ったこと、つまり、既存の老人ドルボム総合サービス

からマチュムサービスに移行したことが、すべての選択肢を最大限に慎重に検討した後に

導入したこと、また、利用可能な最大限の資源の完全な利用という文脈において正当化さ

れることを証明しなければならない（一般的意見14パラグラフ .32 ）。 

 

第 2 節 健康権の実現手段としての老人長期療養保険制度の展望 

大韓民国憲法は、福祉国家の実現を志向し、個人が有する不可侵の基本的人権を確認し、

これを保障する国家の義務を明記している（憲法前文と第10条）。しかし、韓国憲法裁判

所は、国民の基本的人権を保障する国家の責務について、立法部の広範な裁量を認めてい

る。 

福祉国家の実現のためには、社会保障に対する国家の財政支出の画期的な拡大が必要不

可欠である。ところが、韓国では、国家の財政負担を最小化する社会保険制度を中心に社

会保障制度が発展してきており、長期療養政策も同様である。 

老人長期療養保険制度の導入前には、国家は最小限の財政支援だけを行い、実質的な高

齢者の長期療養は家族と民間が担っていた。同制度の導入後には、老人長期療養保険法第

58条に基づき、国家は当該年度の長期療養保険料の見込収入額の 100 分の20に相当する金

額を負担しなければならないが、国家はこれまで保険料の見込収入額の 100 分の20に満た

ない公費を負担してきた。それだけでなく、長期療養市場への国家の介入を最低限にし、

長期療養サービスの提供を民間に任せていた。 

老人長期療養保険制度の運営の基本方針を「公営」へと転換し、また、同制度が健康権

を実現する手段として機能するためには、何よりも安定的な財源確保が必要である。その

ためには、長期療養サービスの抑制・後退を通じた財政節減ではなく、所得税・法人税な
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どの直接税の引き上げによる財源の確保が重要である761。しかしながら、韓国では、選別

主義的な社会保障に対する賛成意見より反対意見の方が多いが、社会保障のための税金を

増やすことに対しては賛成意見と反対意見が対立しており762、増税はそれほど簡単ではな

い。そして、増税に対する政治的な負担も大きいと考えられる。それゆえ、国民の健康権

の保障のための財源を確保するためには、まず、増税に対する社会的な合意を形成しなけ

ればならない。 

そのため、第一は、医療・長期療養サービスの脆弱な地域を含むあらゆる地域において

あらゆる分野の人たち及び市民団体などが連携・協力して健康権の保障運動を活発に行う

必要がある。諸団体の連帯した大規模の運動は、社会と政治に直接な影響を与える良い手

段の一つである。前半で紹介したように、韓国では、1980年代から1990年代にかけて、農

民、医療、労働、女性、宗教団体など多様な団体が連帯して健康権の確保運動を導き、

様々な成果をあげてきた。当時、健康権の確保運動を行った「キリスト青年医療人会」、

「人道主義実践医師協議会」、「健康連帯（2003年に解散して、その後、健康セサンネッ

トワークに発足）」、「参与連帯」、「経済正義実践市民連合」、「全国民主労働組合総

連盟」などは、現在も連携・協力しながら活発な活動を続いている。社会的な合意を形成

し、また、政治（家）に対して、健康権を保障するための十分な財源を確保するよう下か

                                                   

761 韓国の税収が GDP に占める割合は OECD平均より低い。 2020年の OECDの平均税収の対 GDP
比は、 33.5％で、韓国の税収の対 GDP 比は、28％であった。また、 2019年の OECDの平均所
得税の対 GDP 比は、 8.0 ％で、韓国の所得税の対 GDP 比は、 4.8 ％であった。同年の OECD
の平均法人税の対 GDP 比は、 3.0 ％で、韓国の法人税の対 GDP 比は、 4.3 ％であった。そ
して、 2019年の韓国の雇用主の社会保障費用（ Employers' Social security contributions）
の対 GDP 比は 3.3 ％であった。 OECD（ 2021）「 Revenue Statistics 1965-2020 」65、 72-73 、
127 ページ。 

762 韓国保健社会研究院とソウル大社会福祉研究所が 6,331 世帯を対象に調査した「 2019年
韓国福祉パネル基礎分析報告書」によると、 2018年現在、「福祉は貧しい人々にのみ提供
されるべきだという意見に同意」の結果は、「同意も反対もしない」が 22.4％で最も多く、
次に「反対する」（38％）、「同意する」（27％）、「とても同意する」（ 6.3 ％）、
「とても反対する」（ 6.2 ％）となっていた。また、「社会福祉のために税金を増やすべ
きだという意見に同意」の結果は、「同意も反対もしない」が34％で最も多く、次に「同
意する」（ 30.7％）、「反対する」（ 29.7％）、「とても同意する」（ 2.7 ％）、「とて
も反対する」（ 2.7 ％）となっていた。韓国保健社会研究院・ソウル大社会福祉研究所
（ 2019）「 2019韓国福祉パネル基礎分析報告書」 175-177 ページ。 
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ら圧力をかけるためには、こうした諸団体の連帯した大規模の健康権の保障運動が必要で

あると考えられる。 

第二に、健康権の観点に立って長期療養保障制度を分析する研究が活発に進められなけ

ればならない。長期療養保障制度を通じて実際に要長期療養者の健康権が保障されている

かどうかを評価するためには、実態調査を行い、それを健康権に照らして分析する研究が

必要である。そして、そこから浮かび上がってきた諸問題と課題について学者などは、健

康権に基づいて方案を提示し、また、その論争を主導して、健康権の問題が政治的な議題

として取り上げられるようにしなければならない。 

最後に、国家は国民の健康権を保障するために、まず、必要かつ具体的な対策と財政を

提示しければならない。必要な財源を確保する方法としては、まず、所得の不平等問題を

改善し、所得再分配の効果がある、所得税、法人税のような直接税を漸進的に引き上げる

ことが良いと考えられる。国家は、こうした財源を確保する根拠として健康権を用いる必

要があり、また、増税に対する社会的な合意を形成し、かつ国民の支持を得るためには、

上記で挙げた諸団体と協力する必要がある763。 

 

第 3 節 本研究の限界と課題 

本研究は、健康権の観点から韓国で長期療養保障がどのように発展してきたのかを検討

するとともに老人長期療養保険制度運営の基本方針に着目して、その基本方針を「民営」

にしていた朴槿恵政権と「公営」としている文在寅政権の時期をまたいだ長期療養サービ

ス現場の質的調査を実施し、韓国の長期療養サービスの現場の実態を明らかにした。 

特に、本研究は、今まで「民営」で提供されていた長期療養サービスを、「公営化」を

目指して推進されている文在寅政権の老人長期療養保険制度改革に着目し、文在寅政権下

で同改革が推進されるようになった背景とその具体的な推進内容を検討し、実際に同改革

を通じて、長期療養市場がどのように変化・改善されたのか、そして、同改革の効果が長

                                                   

763 Lee Sang Yi（ 2008）前掲、64ページ。 
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期療養サービスの脆弱な過疎地においても十分に行きわたっているのかを、筆者が実施し

た長期療養市場の実態がわかる最新の実態調査を用いて明らかにした。そして、筆者が行

った実態調査などが明らかにした長期療養現場の状況や長期療養保障制度のあり様を、健

康権の理念や規定に照らして評価した。 

筆者が実施した朴槿恵政権下における長期療養サービス現場の実態調査は、老人長期療

養保険制度の運営の基本方針が「公営」に転換される以前の韓国の長期療養サービス現場

がどのような状況に置かれていたのかを詳細に見せてくれるため、文政権の改革の背景を

理解する上で参考になる調査である。ところが、朴槿恵政権から文在寅政権の時期をまた

いだ長期療養サービス現場の実態調査は、調査地域と対象者が異なっており、調査の結果

を単純比較するのは難しい。 

そして、文在寅政権の老人長期療養保険制度改革はまだ推進中であり、施行されていな

い政策がある。その上、本研究が実施した実態調査は、一部の地域に限定して行った調査

であるため、必ずしも文在寅政権の改革を全体的かつ綿密に分析したとは言い難い。それ

ゆえ、引き続き、多様かつ広範な実態調査により、老人長期療養保険制度改革の長期療養

現場への影響を考察し続ける必要がある。 

 

「付記」 

「長期療養機関の経営実態に関する調査」及び「長興（チャンフン）郡における長期療養

現場の実態に関する調査」にご協力下さった方々に、この機会を借りて厚く御礼申し上げ

ます。 

「장기요양기관  운영  실태에  관한  조사」와「장흥군의  장기요양현장  실태에  

관한  조사」에  협력해  주신  모든  분들께, 이  자리를  빌려  감사의  말씀  

드립니다 .  
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